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第 1章 序
三A
Ei岡

1-1 問題の所在

1 土地利用計画における環境保全課題

1) 生態学的環境保全に関わる近年の動向

現代の都市 ･地域計画において､環境保全､とりわけ生態学的な苦味においての環境の保全は重要

な課題となっている｡その背景には､1980年代後半から国際的重要課題となってきた､地球環境

問題があると同時に､国内的にも､さらなる都市拡大に伴い大都市市街地に身近な動植物相の立地で

きるような自然地がますますな くなりつつあること､1980年代後半～90年代初頭にかけてのリ

ソー ト開発 ･ゴルフ場開発ブームのなかで､見た目には緑地として維持されていても､地域生態系の

破壊を招 く開発が頻発し各地で問題となったこと､農林水産業の衰退に伴い土壌や水循環維持などの

国土管理機能が低下する可能性が見込まれていることがある (図 1-1-日 ｡これらの背景に共通

する理念は､個々の地域の自然が有している生態系のカー土､水､大気､動植物が､気候､地形の条

件のもとで形成する物質 ･エネルギー循環や種の生育カーの許容範囲を越えた土地改変を回避するた

めに､人間の活動の調整が必要である､という点にある｡土地利用計画は､このような土地改変を伴

う人間活動の調整を､土地の区分 (ゾーニング)を行い各々の区分ごとに許容される土地利用を設定

することを通じて行う手段である｡従って､土地利用計画の立案作業や実施方式に生態学的な環境の

保全の観点からの課題を反映させることは､非常に重要である｡

地球環境問題

日 開発による環境破壊

都市拡大.リ1}-ト開発.廃棄物姫棄

国土管理の低下

農業の衰退 .林業の衰退 .山村の過疎高齢化

生態学的環境の保全

① 物質循環の維持･保全

② 動植物種の保控

(勤 アメニティの形成

図1-1-1 生態学的環境の保全の背景

生態学的な分析をもとに､計画を立案することの提案は､これまでにも多くなされている｡197

0年代は､日本のみならず世界的にも､工業開発や都市開発に伴う公害問題を中心とした環境破壊が

顕著となった時代である｡1970年のヨーロッパ環境年の実施､1972年の国連人間環境会議開



催等をはじめ、1976年のドイツ連邦自然保護法制定、1969年のアメリカ国家環境政策法制定、

等にみられるように、環境対策の制度が各国で導入されるようになった。このなかで、地域生態系の

しくみの分折ならびに入間が行う土地利用と地域生態系の関係の分析を行う景域生態学（Land－

scha穐oekologie）1主1を応用した計画の手法が取り組まれるようになり、ドイツでは、この手法に

従って策定される一連の計画を「景域計画システム（Landscha飴pIanung）」として導入している。

これは、「法制化され、法的に明確化され、行政あるいは他の公的機関の計画手段であり・総合的な

生態学的分析を重視する」（Kiemstedt，1995年）1主2ことに特徴があるとされ、動植物種の保全、

水質や大気の汚染・土壌浸食・都市のヒートアイランド現象の回避、などの目的のために、開発立地

の適性の判断や地域地区指定を行う計画手法として応用され、今日に至っている。

　日本の国土や地域に関する計画については、例えば、シャピロらによるエコロジカル・プランニン

グの提案麺がある。これは、立案に際して、地質、土壌、水文、地形、気象、植生、野生動物、土地

利用といった生態系を成立させる因子についての情報から、生態系の脆弱さをはかりオープンスペー

スのまま維持すべき地区を示す方法をとり、景域生態学の方法と共通する手法である。地域の生態系

に関わる情報を集めるという点、開発プロジェクトの立地場所を限定する提案が可能な点、において

は非常に有効であるが、国土レベル～地方レベル～主要河川の集水域レペル～都市レペルと段階的に

計画を進めるものであり計画スケールがマクロに過ぎ、具体的な開発地のデザインや個々の土地利用

に閲する調整といったミクロな計画にそぐわないものであったと言えよう。

　現在、土地利用計画に求められている生態学的環境保全は、単にオープンスペースのままにするか、

開発を許容する地域にするか、という開発規制のみではなく、とのような農業や林業を行うか、オー

プンスペースにおいては樹木の間伐等の手入れを行うか、施設の建設に際しては雨水をどのように地

中に戻すか、といった、ミクロレペルにおける個々の人間の地域生態系に与える影響の調整である。

この背景には、現代の生態学的環境保全の課題が、動植物相の保護を重視していることがある。これ

らは、人間の居住域に生息する身近な動植物種の保護を目的とすると同時に、地域独特の地理的条件

や生態系を反映した自然の保全や形成を重視する動きである。これらの視点からみて、都市施設、住

宅地、農用地、山林、河川・水系等の様々な種類の空間の建設、変更、利用に対して行うべき調整が、

土地利用計画にもとめられているのである。

2）環境基本計画にみる土地利用計画上の課題

　1994年12月に閣議決定された「環境基本計画」は、全省庁に対して影響力をもつものであり、

日本の国土形成における、環境の保全の目標や施策展開を位置づけたもので、今後の都市計画、ある

いは土地利用にとって、非常に重要な上位計画となると思われる。環境基本計画では、長期的な目標

として、「循環」「共生」「参加」「国際的取組」の4つをあげているが、このなかで「共生」は、

　　由Landschaftsoekologieの発達についてば、横山秀司著「景観生態学」古今書院、1995年、の第1章

に詳しい。第3章に述べるように、現在のドイッにおける景域プランの立案では、Landschaftsoekologieの成

果が非常に重要な基礎になっている。

　　齪Han3　Kbmstedl、「ドイッにおけるランドスケーププランニング」、プロセスアーキテクチャー誌12

7号ランドスケーププランニングの手法1心地好い環境づくり、株式会社プロセスアーキテクチャー、1995

年10月
　　由「建築文化1977年5月号、特集：エコロジカル・プランニング　地域生態計画の方法と実践】1」彰国

社、に発衷されている。
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土地利用に関わる目標であり、「健全な生態系を維持・回復し、自然と人間との共生を確保するゴ圭’

ことと明確に述べられ、国土利用・保全の原則として衷1－1－1に示す項目を挙げている。

表1－1－1 環境基本計画当における地域類型別施策

山地自然地域 里地自然地域 平地自然地域 沿岸海域
自然的

ﾐ会的
ﾁ性に
謔髓n

譌ﾞ型

人自密度が低く森林箪が高

｢地域：自黙保全と自然体

ｱ型のふれあいや研究の場

ﾆしての話用、過疎化・高

詹ｻ地域の環境保全能力の

ﾛ持

人ロ密度が比較的抵い農林水産

囃n域二目熱保全と自熱とのふ

黷?｢・農林水産菓の場として

ﾌ活用、過疎化・高齢化地域の

�沒I自然の適切な管理

人口密度が高く農眺地も存在し市

X地の大部分が含まれる地域1残

ｫれた自然林や温地等の豊かな生

ｨ相の維持．二次的自然の遇切な

ﾇ理、身近な自然とのふれあいの

黷ﾌ確保、緑地・水辺地のもつ大

C浄化や気破罎和等の機能活用

頻海内の淘域及び渇岸線：手

メA篠場、珊瑚礁等の亘かな

ｶ態系と水産資源の保全、瑠

ｫ保全能力の維持、人と海の

ｩ燃とのふれあいの場の確保、

送m汚染対策との連携

施策推進に際しての配慮の必要な点：①亜熱帯から亜寒帯までの気候帯の特性、②山岳・森林・農耕

n・宅地の緑・湖沼…　等多様な地域の自然の特性、③流域などの自然のまとまり

原生的な自然およぴ、

ｷぐれた自然の保全
すぐれた自然の保全 すぐれた自然の保全 すぐれた自然の保全

推進す

驍ﾗき

{策

森林、農地、水辺地

凾ﾉおける自然環境

ﾌ維持・形成

森林、農地、水辺地等に

ｨける自然環境の維持・

`成

森林、農地、水辺地等にお

ｯる自然環境の維持・形成

干潟、藻場等の保全
K切な漁粟活動を通じた水産

ｩ然の保全、環境瀞化能力、

ｶ物の棲息・生育地の確保

社会資本整備等の事

ﾆの実施時の配慮

社会資本整備等の事業の

ﾀ施時の配慮

社会資本整備等の事業の実

{時の配慮

社会資本整備等の事業

ﾌ実施時の配慮

計画的な生物の生息地の

m保
多様な自然の有機的連携

公園、緑地等の整備
都市地域における自然的環

ｫの確保等

　　　　　　③都市地域における自然的環境の確保

　　　　　　　　日常生活圏内の自熊とのふれあい
　　　　　　　　宅地．ヱ場、施瞭の線化

　　②森林、農地、水辺地の維持・形成
　　　　轟躰の造賊・保青・管理
　　　　琉境保全型劇擬．．罪1費壷との遮携
　　　　布街地内の帷木林．屋敷林、水辺林の擢椿・形賎

社会資本整備に際しての淫慮
道路，河川、空港．風繋、景村

生物の橿皇・生育空局の確保、景盟保全．緑煙・親水空問等の整備

図1－1－2　環境基本計画における「里地自然地域」「平地自然地域」の施策

ピ’「環境基本計画」環境庁、1995年

歯　「環境基本計画」環境庁、1995年
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　表1－1－1に示した4つの地域類型のなかでも、里地自然地域と平地自然地域は、ぽとんどの都

市市街地や集落が含まれ、土地利用の調整の必要度の高い地域である。この地域は、長い年月の間継

続されてきた農林業や農村生活を通じて形成された二次的自然が基盤となっている、農村生態系を有

する地域である。農村生態系は、人間の生産・生活活動による継続的な影響のもとに種の多様性が高

く、しかも身近で親しみのある動植物相をもっていると同時に、宅地化に伴う人工構造物化や営農条

件の低下などに伴う管理低下のため、近年急速に、その安定が危うくなりつつあることが指摘されて

いる注6。

　このような地域の環境保全の課題は、環境基本計画にも述べられているように、残されたすぐれた

自然、農林水産業が行われてきた土地である森林・農地・水辺地、都市市街地の中にのこる自然とい

った異なった自然（的空間）を、それぞれ保全・維持・改善することと同時に、相互の関係を連携し

て、全体としての地域環境を成長させていことにある（図1－1－2）。従って、農村的土地利用、

都市的土地莉用のそれぞれの自然環境の現況とその変容動向の特徴をよく把握することと同時に、そ

れぞれの生態系の維持に必要な管理に対して、農村と都市が連携して役割を果たす方式を、見いださ

ねばならない。

2　都市一農村中間域の概念と計画課題

1）都市一農村中間域の概念

　本論文において、「都市一農村中間域」とは、農村的土地利用によって形成される生態学的環境を

有しつっ、都市的土地利用の発生・増加、および農林業に従事しない人口の割合が増加しつつある、

「都市化」現象をみている地域を示す概念である。この地域概念は、とくに、農村的土地利用と都市

的土地利用、およびこれらの土地利用が形成し、あるいは変化させる生態学的環境に着目した地域概

念である。類似した概念に「都市近郊農村」があり、これは都市化が進みつつある農村地域という意

味においては、「都市一農村中間域」と共通であるが、むしろ、平地、中山間地、都市近郊という農

村の立地場所の分類にもとついた概念であることにおいて、違いがある。

一般に「都市化」とは、「①近代産業の発展に伴い、農村的な地域が都市的地域に変容してゆく過

程。人口密度や住宅密度などが測定の指標とされる。②都市・農村のいずれを問わず、都市的な生活

様式や生産機構が相対的に増大して地域の性格が変化してゆく過程。地域社会の機能・構造など都市

的形式の枠組みがその主たる対象となる。」痴「都市でなかった地域が都市の性格をもつように変化

すること。都市発展の様相。都市化には産業における2・3次産業化、形態における市街地化、生活

における都市化の諸側面があり、相互に重なりあう。」詰5のように定義されており、人口密度、産業、

生活様式、土地利用等の諸側面における変化を示す語彙である。土地利用についての都市化に注目し

た場合については、「市街化」と呼ぶこととした。すなわち、「市街化」とは「農村的土地利用によ

って形成される地域（＝農村）における都市的土地利用の発生」あるいは、「土地利用における都市

　邸例えば、「農林水産業のもつ国土資源と環境保全機能及びその維持増進に関する総合研究」農林水産研究

会　研究成果、1987年、においてP．1「農山村の生産の場には地形、地表面の潰廃、用水需要の増大・競合、

（中略）外部インパクトを増大させ、一方農山村内部では過疎化による粗放管理、耕地利用の変化等、農業生産

環境の改変や管理に伴うインパクトを生じ、農業生態系の歪みが進行している。」のように指摘している。

　　勘「建築大辞典」彰国社、1976年による

　　廓「建築用語辞典」日本建築学会編、岩波宵店、1993年による
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化」を意味する。

　「農村的土地利用」には、農用地、里山、水面、等の緑地、および、農村集落、道路等が含まれる。

「都市的土地利用」には、住宅地、商工業用地、施設用地、レジャー施設用地、道路、等の宅地、公

園、水面、等の公園緑地が含まれる。都市的土地利用に含まれる住宅地と農村集落は、農村集落も住

宅地の一種であることから完全に異なる類型に分類されるものではないが、その特徴として、農村集

落が、農家住宅や倉庫などの建築物、小規模な菜園や畑、屋敷林や果樹等の多様な要素で、地形の起

伏を生かした細かく複雑な土地利用構成をもっているのに対し、都市的土地利用に含まれる住宅地は、

住宅と庭と道路といった要素の種類が少なく単純な土地利用構成をもっていると理解される。

　「農村的土地利用」が形成する空間の特徴は、「豊富な水と広大な土壌空間の存在」注’がつくる自

然環境であり、これは、農林業の生産活動や農村集落における人々の生活に関わる活動を通じて維持

されてきた、二次的自然環境である。一方、「都市的土地利用」が形成する空間の特徴は、「人工的

物質が卓越」腕することである。

2）都市一農村中間域における土地利用の制御課題

　大都市圏において1960年代から70年代にかけて生じた急激な都市の拡大は、都市近郊に無秩

序で計画性のないスプロール市街地と呼はれる地域を生じ、農村側から見れば、市街地と農林地との

混在による営農条件の悪化、都市側から見れば、接道条件や基盤整備の整わないの不良な住宅地の出

現として、その問題が指摘されてきた。

　このような状況に対して講じられてきたのは、1968年の新都市計画法施行による市街化区域と

市街化調整区域の導入に代表される、都市的土地利用と農村的土地利用を、はっきりと地域区分する

ことをめざす土地利用調整である。これは、都市的土地利用の地域と農村的土地利用の地域を区分け

することによって、都市と農村に必要な基盤整備をそれぞれの地域において効率よく実施し、それぞ

れ良好な住環境と営農環境を実現することを目的とするものであった。

　新都市計画法の施行以降も、都市近郊の土地利用の整序のために引き続き各種の事業制度や法律が

施行された。主に、線引きの適正化、市街化区域内の宅地化の促進、市街化調整区域内に発生する宅

地需要に対処するためのさらに詳細な土地利用区分を行う事業を導入することによって、市街化調整

区域内での開発条件の緩和がなされてきた（表1－1－2）。

　しかしながら、様々な制度や計画が取り組まれてきながら、現在でも、混在した土地利用はけっし

て解消されてはいない。その原因は、大きく分けて、次の3つの点にまとめられると考えられる。

①制度・事業の運用の不十分

　　　市街化区域と市街化調整区域を区分する、いわゆる線弓1きの制度は、急激なスプロール市街地

　　の拡大をある程度コントロールする効果を発揮している。しかしながら、市町村が将来目標人口

　　を過大に設定したために、市街化区域の面積が広すぎ、むしろ都市化圧力が想定よりも小さすぎ

　　るため、連担した市街地が成長しないという事例が多々見られる。都市計画区域の外や、線引き

　　をしていない自治体では、中心市街地から離れた郊外に飛び地的に宅地開発が発生する現象も見

　　られる。

　　ま9「農村計画学」農村計画学編集委員会編、農業土木学会、1992年、からP，146「第5章　農村の

環境と景観」による

　　注1°　同上

5



　　　これらは、市街化区域の設定が過大であったり、線引きを行っていない、都市計画区域外とさ

　　れた地域に実際には、都市化圧力がかかり宅地開発が生じる現象であるから、制度による区域設

　　定が実際にそぐわなかったために生じてしまった、土地利用の混在であると考えることができる。

②農村の土地の所有と利用の構造

　　　一般に、日本の農村の土地の所有と利用の特徴は、農地の作付単位が小さく、従って利用と所

　　有の単位が細密に入り組んでいることである。例えば、大規模経営農家といわれる農家でも経営

　　する農地面積は、2ha程度であり、数ha単位である。しかもこれがいくつかの圃に分かれてい

　　る。このような小さく分かれた農地がそれぞれ、持ち主自身によって部分的に不動産経営、相続、

　　あるいは切り売りすることによって宅地化する結果、都市的土地利用の拡大は、0．1ha単位で生

　　じる農地の転用の積み重ねとして現れてくるのである。これは、欧米の場合に比べて10分の1

表1－1－2　都市近郊の土地利用調整に関する諸法律・制度注”

市街化区域
市街化調整区域

市街地翌備に関するもの 農地・緑地に関するもの

1968年新都市計画法 区域区分 区域区分

農振法 区域区分

1971年　地方税法改正 税制の優遇による農地保全

土地改良法改正 開発緩和

1972年　緑農住区開発閾連 開発緩和

土地基盤整備事業

1973年　都市緑地保全法 保全区域の導入

1974年　都市計画法改正 開発緩和

生産緑地法

1975年　大都市法 宅地化促進

1980年　都市計画法改正 区域区分

区域区分見直し 区域区分 区域区分

方針通達

農住組合法 区域区分

1982年　区域区分見直し 区域区分 区域区分

方針新通達

開発許可制度の 開発緩和

運用通達

地方税法改正 税制の優遇による農地保全

1983年　都市計画法 開発緩和

政令改正

伯86年開発許可基準 開発緩和

見直し遍達

1987年　集落地域整備法 地区計画による開苑制御

1990年市民農園促進 都市農地の新利用

整備法

大都市農地活用 宅地化促進

住宅供給整備

促進制度

1991年　改正生産緑地法 宅地化促進 税制の優遇による農地保全

1992年　改正都市計画法 区域区分

1994年　緑住区画整理事業 宅地化促進・区域区分

由Ir都市近郊土地利用事典」、　（株）建築知識、1994年、0、0節、衷1を簡素化した
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　　以下の単位（例えは、比較的ヨーロッパのなかでは経営規模が小さいとされる旧西ドイツの農家

　　でも、その平均的な経営耕地は10～20haほとである）である。このような、土地の所有と利用

　　の構造の単位の細密さが、都市的土地利用の拡大の程度を的確に捉えることや、都市的土地利用

　　と農村的土地利用の区分けを困難にしている一因であると言うことができよう。

③農村の内部からの市街化

　　　土地利用の混在は、都市が拡大することによってのみ生じるわけではない。農村的土地利用が

　　卓越する地域に暮らす人々も、現代では、その生活の中で都市的な施設を必要とする。農家の世

　　帯分離に伴う住宅の建設のほか、各種の公共施設、商業施設のような都市的サービスを提供施設

　　が、たとえ農業を主とする地域にあっても必要であり、農村の環境と調和を保ちつつこのような

　　諸施設を計画することがますます重要になっている。このことは、農村の内部で都市生活とそれ

　　ほど相違がない生活を送ることによって必然的に生じる現象である。従って、農村の内部からの

　　市街化が生じている現状では、線弓1きによって区分けを行い土地利用の整序を意図しても、それ

　　だけで、環境が保たれるとは限らないことを示しているのである。

③のように、市街化には、都市市街地が拡大して発生する市街化と、農村の内部に都市的土地利用

への必要が生じることによって発生する市街化の2つの側面がある。従って、都市的土地利用と農村

的土地利用をはっきりと区分して計画誘導することは、必ずしも成功するとはかぎらない。急激で広

範囲な都市拡大は、線引きのような区域区分の方法で大まかに制御できるとしても、個別に散発的に

生じる宅地化については、農村的土地利用のなかに生じる都市的土地利用を環境を調和させつっ計画

する方法をもって対応することが重要である。

3　景域保全の概念と課題

1）景域の概念

　　「生態系」とは、　「生物群集と無機的環境からなる一つの物質系」注1窪と定義され（図1－1－

3）、食物連鎖や光合成等の働きを通じて物質（炭素、窒素、ミネラルなど）やエネルギーの循環

景　域

　　　　　　　　　　　　　　　　酸素、栄養塩類、有樋酸

人間の作用（＝景域管理）

図1－1－3　生態系の構成要素と景域

Eロ「生態学辞典」沼田真編、築地書館、1983年による
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する系である｡生態系という概念は､地球規模の大ス

ケールから､実額室スケールに至るまで､様々なスケ

ールにおいて適用できるが､ある一定の特徴をもった

地域に関して述べる場合に､ ｢地域生態系｣という用

語が一般に用いられる｡これは､例えば､農業農村地

帯として共通の特徴がみられる地域において ｢農村生

態系｣､市街地に対して ｢都市生態系｣のように用い

られる場合や､ある市町村の自然環境の特徴を､その

市町村矧 こみられる生物群葉や無機的環境がつくる

｢地域生態系｣の特徴によって説明する場合があては

まる｡

｢景域｣とは､ ｢地形､土壌､気候､水収支､植生､

動物､人間がつくる影響等の国子を通じて､ひとまと

まりの特徴をもった土地の部分 (Schafferund

Tischler1983年)はlB｣､あるいは ｢無税的環境と

土

水

図1-1-4 景域の空間的構造の概念図

生物社会からなる自然 (生態系)に対して､人間が働きかけることによって生じる作用機構の総体で

あり､動的なシステムとしてとらえることができる｣注.-と定義される.すなわち､人間の活動の影

響下で一定の特徴をもった地域生態系が存在する地域を ｢景域｣という｡さらにこの地域生態系を成

立させる人間の諸活動を､景域を維持させる人間の地域生態系への働きかけという意味で｢景域管理｣

と呼ぶ｡

この ｢景域｣という用語は､ ｢ランドシャフト(Landschaft:ドイツ語)｣の日本語訳である｡ラ

ンドシャフトは､ ｢景観｣あるいは ｢景域｣と訳されることが争いが､ ｢景観｣という用語は､とり

わけ建築学分野において､視覚的な意味あいの強い概念として捉えられており､生態系もその概念の

中には (その生態系が存在することにより視覚的に現れてくるものとして)含まれているが､水や土

壌や動植物相の立地を主眼とするものではない｡ ｢景域｣は主に地理学分野で使われる訳語である0

本論文では､地域生態系が存在する地域という意味を強調するために､ ｢景域｣をもって､ランドシ

ャフトの訳にあてている｡

異なった土地の利用や形状をもつ地域には異なった地域生態系が成り立つ｡従って､景域の空間的

構造は､土壌､気候､水系､植生､等からみて均質な特徴をもった空間単位が複数あっまった不均質

な空間であり､ ｢様々な生物社会をモザイク状に含んだ (中略)地域生態系複合｣加 でもある｡例

えば､植生からみれば植物群落を空間単位としてとらえ､植物群落の複数集まったものが景域である

ととらえることができる (図1-1-4)｡景域の特徴を研究 ･表現する方法は､まず地域生態系を

構成する要素のいくつかに昔目して､これにより空間単位に区分してその分布を表すことによる｡文

献ti.Bによれば､ ｢一般的には､気候 .地形 ･土壌 ･植生 ･水分などが主要な要素として選択されるが､

仲 略)､大スケールの地域をとらえる場合には､気候や地形などが主要な要素となるが､小スケー

ルの地域をとらえる場合は土壌､撒地形､植生などが主要な要素となる｣ ｡さらに､景域の成立要因

l王Il
｢FarbatlasLandschaflenundBiolopeDeutschland｣Jedicke､Ulmer1992年

EI4 ｢緑地生態学｣井手久乱 亀山章臥 朝倉書店､1993年 ( )内は筆者が補足した部分であるo

削 問上

如 同上
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や変化を把握するためには､地域生態系に対する人間の活動の影響を把掘することが必要であり､｢基

盤となる自然空間のシステム (地域生態系)と､その上で行われている土地利用のシステムとの関係

として｣Ii.7把握される｡

21 都市一農村中間域における景域の変化のしくみと対策

都市一農村中間域の景域の変化のしくみを図1-1-5に示した｡これには､土地利用の変更によ

る変化と､土地利用は変化しないがその質が変わる､すなわち景域管理の低下による変化の2つの側

面がある｡

土地利用の変更による景域変化は､農地あるいは山林が開発されて宅地になるという図式でとらえ

ることができる｡土地の利用によって直接に影響をうける地域生態系の構成要素は､図1-1-3に

あげた諸要素のうち､無地的環境のうちの､水､土壌､生物群集のうちの､生産者 (光合成植物)と

還元者 (土壌と植生に含まれる)の一部であると考えることができる｡空気や温度､風は直接人工的

に持ち込むことはできず､生物群集の消筆者とくに動物は (放牧等を除いて)直接連れてきて生息さ

せることはできないのであるO基層も地下資源採掘などの場合を除いて､土地の利用によっては直接

影響はされない｡従って､農地あるいは山林が開発されて宅地になるという現轟は､主として土壌､

水､植生の3つの側面から把握され､

･ 土地表面と表土の土壌を変形､あるいは人工構造物で覆い (土壌の変更)

･ 水系を変更し (水系 ･水循環の変更 ･水資源利用)

･ 人工的に植生を変更する､あるいは､人工的に形成 した条件の下での二次的自然の成長

を待つ (植物群落の形成 ･維持管理)

という作用を有している｡景域の保全のためには､①地域生態系にとって重要不可欠な場所を開発対

象地としないように規制すること､②新開発地自体のもつ景域の一部としての特徴が開発前の景域を

低下させないものになるように設計すること､が必要であり､直接的手段としては､

景域管理の低下による変化

リ用 王垂 亘垂 ] 山林の荒硬 水系環境の悪化変更に る変化一一一m.--

育 l農地の宅地化 山林の宅地化 l 水系の埋立.宅地化景

国l-115 都市-農村中間域における景域変化のしくみ

即 ｢緑地生態学｣井手久畳､亀山章編､朝倉杏店､1993年 ( )内は筆者が補足した部分である｡9



・　土地表面の変形や被覆の制御・制限

・　水環境・循環の保全

・　植生立地の維持・創出の調整

を行うことを意味する。

　一方、景域管理の低下による変化に対しては、これが主に、農家の生活の変化や営農方式の変化が

その背景にあるために生じる変化であるから、農家だけでなく、行政や非農家といった従来直接管理

　に関わらなかった担い手の参加を導入したり、管理の目標や運営方式の面でも新しい方式を考案す

ることが必要である。このような管理方式の再編は、様々な立場の住民が景域を構成する緑地とどの

ように関わっていくぺきかを設計することである。

　ここで留意すべきは、現代における農村的土地利用は、けっして生態系の多様性に富むとはかぎら

ないことである。農村にとっての土地利用とは、本来、生産を効率よく行うための施設としての機能

を重視するのであって、自然環境を享受するためのものではない。そこで、今日では農薬や肥料の使

用、圃場整備・用水路システムの近代化などによる生態系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市化するほと繰地への
の単純化が多く生じている。一方都市に住む者にとっては、　　　機能要求が自熱・保養、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人工的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農村に近いほと生麗・
都市近郊の農村生態系は、自然を享受したり、保養・健康　　　　　施殴としての重要性が

の維持に重要な身近な緑の空間としての意味をもつもので

ある。都市近郊の農村地域がより人工的な空間になれば、

農業生産としての機能と、自然享受・保養としての機能は

分化し、それぞれ、生産施設としての農地とレクリエーシ

ョン施設としての都市公圃として別々に整備することが要

求され、相いれにくいものとなる。しかし、農村の生産活

動も、都市の住まい方もより生態系の多様さを重視した、

自然に近い空間を優先するような方向をめざせば、2者の

機能要求はひとつの空間において両立することができる

（図1－1－6）。つまり、都市化が農村の空間をとりこ

んでいくか、都市化に抗して農村空間を維持するか、とい

籍　　　　　　覆
　　　　　　　　　　　　　　自然に近い空聞
　　　　　　　　　　　　　　都市・農村のい
　　　　　　　　　　　　ずれにおいても両方の
　　　　　　　　　　　　機能が共存し、人工的
　　　　　　　　　　　　な空聞になるほど、両
　　　　　　　　　　　　方の機能のどちらか
　　　　　　　　　　　　一方のみしか酒たさ
　　　　　　　　　　　　ないようになる、
　　　目然に近い　　　　　　　．ことを示す。

図1－1－6　緑地に対する機能要求

う二者択一ではなく、農村的土地利用と都市的土地利用の双方が地域生態系の保全に調和するように

配慮しつつ共存することが、都市近郊農村の土地利用に求められる課題である。

　一一部の自治体や有志の市民によって、都市近郊で宅地化や管理低下の危険にさらされている雑木林

や水田を維持のための援助や、都市民と農林業従事者が協同して管理作業を行うなどの保全活動が見

られるようになってきた。これらの個別の活動に加えて、地域の総合的な環境の形成・維持の方針、

土地利用の調整、宅地化に対応する適切な環境形成対策といった、都市的土地利用と農村的土地利用

の双方を調整する取り組みが必要となっている。

3）景域を構成する諸要素の現況

・里山

　「里山」とは、集落の近くに存在する山林であり、集落から離れて存在する「奥山」と対置される

概念である。集落住民による薪炭・採草利用が長年にわたって継続された結果、アカマツ林やクヌギ・

コナラ林となっているものが多い。現在では、薪炭採取や採草の用に使われなくなり下刈り等の管理

10



が停止され、本来の里山の地域生態系や生物相が変質・貧弱化しつっある。一方、都市近郊や農村地

域の里山は、農地にくらべて、法制度を根拠とする宅地開発の制限が十分になされておらず、大規模

施設や住宅団地、リゾート開発は里山丘陵地に造成・建設されることが多い。そこで、近年、各地で

市民や自治体による里山の保護運動や維持管理作業の実施などの活動が盛んになりつつある。都市に

近接する、生物相の豊かなすぐれた緑地としての価値が見直されている。

　このような、宅地開発の進行と管理放棄という状況にある里山は、1990年の国土庁の報告齢

（図1－1－7）によれば、国土を人ロ密度によって奥山、里山、都市近郊地域に分類し、森林を人

エ林、薪炭林、その他の天然林と分類し、（ここでの薪炭林とは「かつて薪炭採取に利用されていた、

アカマ・ソ林やコナラ林などの二次林」と定義しており、現在薪炭採取がされているかどうかは無関係

である）「里山地域の薪炭林およびその他の天然林（計約450万ha）」が「里山林」と定義され、こ

れは全国の山林の18％を占める。その利

用・管理の方向を、「国土保全・環境保全に

配慮しつつ保健休養、教育文化、木材生産等」

の機能を維持し、「管理放棄や乱開発による

諸機能の低下を防ぐとともに、積極的意義づ

けによる利用管理を図る」こととしている。

これは、「里山の保全は、自然遷移にまかせ

た凍結保全ではなく、むしろ適切な利用によ

ってはじめて可能である」ということを示し

ている。より正確には、この方向は薪炭林に

対するものである（「その他の天然林」は一

般に自然遷移が望ましい）。

　里山が管理放棄され、宅地開発の対象地と

なったのは、1960年代以降だが、上のよ

うな放置された里山の生態系はむしろ貧弱化

　　奥山地域　　　　里山地域　　　　都市近郊地域

　　「一「一一「一「「一一「「一人ロ冨肛：50人ノkm2未渦　　　　　50～300　　　　　　　　　　　　　　　300以上

　　
　　　　　　　　　　灘　届柵．天然抹
　　　　　　　　　その他の天然林　　　≒1：9　　1
　　　　　　　　一L＿＿＿」　　　　i
　　　　　　　　l国有林：民有鉢　：

　　　　　　　　　童山林　　　　…

　　　　　　　　1圃薔炭林一利用・管現が必要

瞳劇i易美空麟魏昌弊鷺欝必要

，構，　濡1、

　　　　　■
1　　　　　　　　　　　　　　　　　嘲

　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

i　人工林　i
：1　go万ha　　：

　面狽計：1400万ha　　850万ha　　　　　200万ha

図1－1－7　日本全土の森林構成の概念図

　　　　　　（国土庁報告啓注10をもとに作成）

することの指摘は1990年代に入ってからの動きである。これは、里山を単なる緑ではなく、その

生態系、人間が身近に関わることのできる二次的自然としての価値を認め、保全すべき対象として考

えられるようになったことを意味している。現在では、地域生態学や植物学等の学術分野では、里山

（薪炭林）を含む農村の空間が持っている二次的自然の保全に大きな重要性を与えている。

・農地

　農業従事者の減少・高齢化に伴い、さらには、農業自由化による農業経営の予想される困難化から、

農地の維持は、全国的な問題となってきている。都市近郊地域においては、農産物の消費者が近くに

存在することを活かした、都市近郊型農業経営によって農地を維持することが期待され、一方、都市

からは、都市をとりまく緑地・としての意義を農地に見いだして保全が望まれるようになった。また・

水田の透水・保水機能、土壌維持機能の高さに注目し、地域の水循環の維持においても水田を主とす

る農地の役割は重視されつつある。

　しかしながら、現代の農地は必ずしも生態系としての質が高いわけではない。農業経営を効率的に

注且3「山村地域における新しい国土管理シスデムの構築にむけて」国土庁計画・調整局、1990年
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行う努力をはらうと､必然的に農地は生産施設として､人工構造物化や農薬化学棄品の使用を必要と

し､生態系としては貧弱なものとなる｡一方で､地形が複雑であったり､機械化がはかりにくい湿田

などの効率的農業経営に適さない農地や､農業経営を縮小していこうとする農家の農地では､耕作放

棄による生態系の変化も生じている｡

･水辺

水辺には､自然の河川､湖沼､および農業用の水路網､ため池がある｡どちらも治水対策として､

コンクリート護岸などの親水性の低い水辺が多く､これらを再び自然に近い水辺に改善していくこと

が求められている｡特に､書肺 市街地に近い農業用水系では､平地のため池を公園化するなどの､都

市緑地としての活用の試みも多く見られる｡

自然に近く､植生の発達した水辺空間は､トンボやホタルなどの､集落に身近な生物相が立地する

場所であり､市民団体や一部の自治体では､水辺の維持 ･管理や観察 ･レクリエーションの活動が活

発になりつつある｡

･宅地

一般に都市市徳地は､土地表面が人口構造物 (建物や舗装)で被覆されている割合が非常に高く､

表土や植生の立地した土地が少ない｡このため､雨水が地中に吸収されず (その他の排水とともに､

水系の最下流の浄水場まで直接送水され､開放水域に放出されるためである)､地域の保水力が低下

するため､周辺水系の水量の減少の一回になっているほか､都市河川の氾濫による洪水の類度が高ま

る原因になっている｡従って､市街地においてもできるだけ土や植生の立地する土地を確保すること､

あるいは､保水拙能がより高い緑地を適切に確保することが求めらている｡

1-2 研究の目的

本論文は､都市一農村中間域において､生態学的環境がその地域の特徴を失うことなく保全される

ための土地利用計画のあり方を明らかにすることを目標とした研究である｡1-1に述べたように､

生態学的環境保全のためには､単に市街化する地域としない地域を区分するのではなく､都市施設､

住宅地､農地､山林､河川 ･水系､等の種々の土地利用のそれぞれに対して､景域へのインパクトを

調整する-土地表面の変形 ･被覆､水環境 ･循環､植生立地､の保全と調整一対策を含めた土地利用

計画が必要である｡とくに､都市一農村中間域では景域の変化をもたらすしくみに､市街化すなわち

土地利用の変更と､景域管理の変化の2つの側面があり､市街化の進行のしくみと新たにつくられる

市街地の特徴を把握して適切な土地利用の計画を行うことと､景域の保全のために必要な景域管理の

方式を兄いだすことの両方力㌧研究課題であるO

そこで､まず第-に､市絹化によって生じる景域の変化に着目し､市街化進行のしくみを明らかに

すること､その結果生じた景域変化の評価を行う方法を開発し､これにより景域変化の状況と保全の

ための計画のあり方を考察する｡さらに第二に､景域管理の変化に薯目し､管理方式の変化の状況を

明らかにすると同時に､新しい景域管理の可能性を示すことを目的とする｡
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1 - 3 研究の方法と論文の構成

国 1-3-1に論文の構成を示した｡

まず､第一部では､土地利用の変更､すなわち､市街化によって生じる景域の変化の評価を行う｡

ここでは､分析対象として､中小都市を取り上げている｡これは､第-に､人口規模が過大でなく､

農地や山林などの多くの緑地を維持していることを背景に中小都市が環境共生型都市として大きな期

待を集めていること､将来にわたって一定の農業経営が持続されることが予想され､農業を基礎とす

る環境と市街化の両立という都市一農村中間域に最も重要な課題を有していること､に昔目したため

である｡さらに大都市圏におい

ても､その市街化の最外縁部は

中小都市に通しており､市徳化

進行地域の事例として中小都市

は適切であると考えられる｡

第2章においては､中小都市

の市街化進行の特徴とそのしく

みを明らかにする｡ここでは､

まず､全国の中小都市の市街化

進行の状況を､都市統計により

概要把握を行い､その中から､

市街化区域と市街化調整区域の

線引きが行われている都市と行

われていない都市の比較考察を

行い､中小都市における市街化

の特徴を述べる｡次に､岡山県

津山市を事例として､市街化進

行を生じさせている宅地開発の

類型とその分布を現地観察から

明らかにすると同時に､市街化

進行のメカニズムについて､転

入者および農家に対するアンケ

ート調査結果､住宅統計調査､

農林業センサス､土地登記簿､

地域森林計画台帳のデータをも

とに明らかにする｡

第3章においては､ドイツの

空間整備計画と連携して地域生

態系保護のために導入された計

画システムである景域計画シス

テムについて､日本の現行法定 図1-3-1 論文の構成
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計画との比較によって制度の特徴と計画手法の特徴を明らかにする｡これには､ドイツ政府刊行物､

文献､および､ノルトライン･ヴェストファーレン州のアーへン市において策定された景域ブランの

実例とその策定経過に関する資料､およびアーへン市環境局へのヒヤリング調査によって､分析考察

を行った｡

第4章においては､まず､市街化に伴う景域変化の評価の方法を､農村景域の構造に関する既往研

究やドイツの景域計画システムの考察を参考に設定し､この評価方法を活用 して､第2章の津山市に

おける事例分析によって得られた､住宅地開発の例､および､枚方市香里ニュータウンの住宅団地建

て替え事業の例を対象として景域変化の評価を行い､景域保全のための課題を考察する｡

舞二部においては､景域管理の変化に着日し､新しい管理方式の可能性を分析することを目的とし

ている｡農村景域における景域管理とは､具体的には､里山における下草刈りや間伐作業､農業用水

路やため池における草刈りや泥さらえなどの維持管理作業､農地における水田 ･畑耕作作業､等であ

る｡

第5章においては､入会林管理および農業用水系管理の2つをとりあげ､市街化進行に伴う､集落

組矧 こよる景域管理の実施状況の変化を分析する｡

第6章では､里山や農業用水系等の緑地における､景域保全の可能な新しい利用方式のひとつとし

て､日常的なレクリエーションの場としての利用に昔目し､非農家を含めた市民のうちにある身近な

緑地におけるレクリエーション利用の需要を分析する｡これは､景域管理が低下し､低利用状態で放

置されている緑地では､新たな住宅地開発の立地場所となる可能性が高いため､放置されている緑地

を有効に使い､かつ景域保全との両立が可能な新しい利用の方式として､レクリエーション利用に着

目したものである｡

さらに､第7章においては､第6章にひきつづき､農村景域保全を目的として､緑地をレクリエー

ションの場として活用する先駆的試みとして､中山間地の農山村における都市 ･農村交流事業を対象

事例とする｡都市 ･農村交流事業は､過疎化､高齢化に直面 している中山間地農山村が､従来の農林

業による利用に替えて､都市からの来訪者を受け入れ､観光､農業体験､自然体富臭､等のレクリエー

ション利用を行うことによって､地域活性化をはかると同時に景域管理や民俗 ･伝統の椎特を行おう

とする取り組みである｡そこで､京都府美山町において最近約 10年来取り組まれてきた事業を事例

として､都市からの来訪者の､農山村における観光活動一緑地のレクリエーション利用に封する需要

を明らかにすると同時に､需要を踏まえた交流事業の発展のための課題について整理する｡

最後に､第8葦において､第一部､第二部におけるそれぞれの分析考察から得られた知見を総括す

る｡

1-4 既往研究の概要と本論文の位置づけ

都市一農村中間域の土地利用制御や計画手法に関する研究は､主に①農村計画分野､②植物社会学

あるいは造園学分野､③建築学分野､の3つの分野において進められてきた｡以下に､各々の分野に

おける代表的な既往研究の概要を示し､本論文との関係についてまとめた｡

①農村計画分野

農村計画分野における都市一農村中間矧 こ関わる研究としては､農業経営の安定を目的とした農用

地保全に主眼がおかれた研究がなされている｡その代表的なものは､ ｢土地分級｣による土地利用計
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画の立案手法である｡これは､標高､斜面の方位､傾斜､地形､土壌､植生､歴史的風土 ･文化財､

経済 ･社会的条件等を国子として用い､土地の持つ属性を各因子によって評価された評点の集計によ

って判断 し､各種の土地利用への適性を判定する手法であり､既に広 く実用されている注川oこれは

一般に農業に適 した土地を選定し農用地としての利用を保全する事を目的とした計画であるため､必

ずしも景域保全を目的とするものではないが､各因子によって評価される評点の設定法を工夫すると､

景域の評価に応用することができる｡また､近年には､農林地の環境保全機能の評価を行う研究が､

農林水産研究会=iZDによって行われているOこれは､地下水かん秦や洪水防止などの環境保全や国土

保全の機能の高低を､やはり土壌､植生等の因子によって評価 し評点を求める測定 ･計算方法を開発

するもので､メッシュデータに適用して広域的に見た地域の環境保全機能の分布を知る方法として実

用化されているfil.0

②植物社会学あるいは造園学分野

lanL.MacHargによるEcoⅠogicalPlanningiiZZの捷案 (1969年)に影響を受けて､ハーヴィ ･

シャピロら (1975年､1977年)によって､日本における地域生態計画 (EcologicalPlan-

ning)の提案注23がなされている｡これは､土壌､地質､地形､地表水､地下 ･伏流水､気象､動植

物生態､土地利用､等の環境要因 (Environmenta一Factors)を最良 ･中庸 ･最悪の3段帽で判断し

図化したものをオーバーレイすることにより､地域の土地利用適性を､市絹地 (urban)､自然保謹

(conservation)､工業地 (industoriaI)､その他 (etc.)に区分するものであるoこの提案の特徴

は､国土レベルの大スケールから市町村圏L,ベルまで様々なスケールに対応する､環境要因による土

地利用適性判定を行っていることである｡当時は､大規模な工業地帯の開発や都市開発が生じた時代

であり､市横地､自然保護､工業地､その他と比較的大まかに区分する手法は､このような時代を反

映していると考えられる｡しかしながら､この手法では､依然としてスケールが大きすぎ､開発する

かしないかに分ける程度の､繰弓lさ的土地利用計画に留ととまっていた｡

地区レベルの､農地､雑木林､植林地､河川､池､集落地､といったミクロな景域の空間構成を対

象として､それぞれの構成要素に対する保護 ･改善などの対策を扱うような､地域生態系保全を主眼

にした計画手法の研究は､1980年代以降に展開されてきた｡例えば､井手 .武内 (1985年)

ib一は､関東平野の典型的な台地 ･丘陵地を対象に地形および土壌のタイプにより分類された空間単

位ごとに､開発に対する植生立地能力の脆弱さから､土地利用一宅地開発の可能な地域を見出す､自

然立地的土地利用計画の方法を示 している｡この自然立地的土地利用計画は､土地利用の配分のなか

でも､保護に値する生物相の立地する緑地を開発を抑制する地区として適性に指定する方法に主眼が

おかれ､その緑地内での利用 ･管理の制限や必要の違いによるさらに細かい地区区分を設定するよっ

削 ｢農村整備 その計画から実施まで｣P.95-117､農村整備編集垂貝会編､地球社､1978年

鑑7'｢農林水産業のもつ国土粁原と環境保全#蛸E及びその維持増進に関する程合研究｣農林水産研究会 研
究成果､1987年､および､ ｢農林漁業の国土保全捜能に関する総合的研究｣同､1993年

馳 ｢ランドスケーププランニングの手法:心地好い環境づくり｣P.16-20､プロセスアーキテクチャー誌
127号､株式会社プロセスアーキテクチャ-､1995年 にその実例が掲載されているo

ぬ ｢Designwilhnalu,e｣lan.L.MacHarg著､IheNaturalH'･Storypress.N･Y･ 1969年､さらに199
2年に｣.Wileyより新たに出版されている｡日本においては､ ｢デザイン･ウイス･ネーチャー｣イアン=L=マ
ウハーグ著､集支社､1994年が出版されている｡

Eb ｢特集:エコDジカル･プランニング 地域生態計画の方法と実際｣ リジオナル.プランニングチーム､

杜部行久他､建築文化､1975年6月号､および ｢特集 :エコロジカル･プランニング 地域生態計画の方法

と実掛 り リジオナル･プランニングチーム､磯部行久他､建築文化､1977年5月号､いずれも彰国社

E'一｢自然立地的土地利用計画｣井手久萱､武内和彦薯､東大出版会､1985年
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て地域生態系保全を実現する土地利用計画である｡

また､農村地域や都市地域における景域の構成と特徴についての研究の蓄積も､多く見られる○例

えば､井手 ･亀山ら (1993年)ii25は､景域の構成要素となる､樹林 ･草地 .水辺など異なる緑

地における管理のあり方､鳥類 ･昆虫類などの棲息空間の管理のあり方など､景域管理のための具体

的な作業計画についても解明しているo

③建築学分野

建築学分野においては､農村のミクロな集落構造､それらが形成する景観の分析に関する研究の蓄

棟があるu2㌔ これは､地形や農業生産条件と対応した集詰構造の解明だけでなく､集落横道を維持す

る居住者の社会的粗相やその活動内容等から､農村に見られる､土地利用や集落配置の秩序を見出し､

さらに新たに建てられる建築物のデザインへのこの秩序性の応用の試みが展開されている｡

以上から､①と②は､それぞれ農林業の重視､景域の重視としての這いがあるものの､土壌や地形､

植生などの因子を用いて土地の属性を判定するという点においては共通 している｡②では､オーバー

レイによる大スケールでの土地利用の適性評価から､よりミクDな地域生態系保全の作業計画まで広

範囲の蓄積があるoLかしこれらの研究は､いずれも農林地あるいは緑地の保全地区の適性な設定に

主眼があるため､緑地以外の地域､すなわち､市街化が進行し､宅地と緑地が混在する地区の設計や

新たな宅地そのもの設計のあり方に関しては､あまり論じられてきていない｡本論文では､①あるい

は②の研究によって確立された緑地の保全地区の設定手法を前提とした次段階としての､開発可能と

された地区における宅地開発のありかた､開発された事例に対する評価のありかた､を述べるもので

ある｡

③では､農村に見られる土地利用や集落配置の秩序の解明にもとづいて､市街化に伴って生じる新

しい宅地開発や土地利用を､従来の集詰構造の秩序を破頓しないように誘導したり設計する方法の確

立を､研究課題のひとつとしている｡本論文もまた､農村のもつ土地利用の秩序を破頓せず､市街化

を誘導することを目標とした研究であり､その秩序の解明の視点として農村景域の分析をとりあげる

ものである｡このように､本論文はいわば､0および②の分野で進められてきた景域に関わる知見と

③の分野で進められてきた農村の市街化の誘導に関わる知見を統合することにより､都市一農村中間

域における景域保全の方法に関する新たな知見を得ようとするものである｡

以上の他には､近年､市民の緑地管理参加に関する研究が展開されている｡近年､とんぼの棲息す

る弛づくりや､里山を保全する市民運動が各地でみられるようになり､都市民が草刈り作業や自然観

察などの体験を行っている事例がみられる｡なかでも､里山の草刈りや間伐作業への都市民参加者の

意識調査や里山景域の管理の技術について､重松 日 991年)ii2'は､大阪府での実例を中心に､

里山の管理にL'クリエーションとして繰り返 し参加している屈があることを示し､都市民のボランテ

ィア活動として､里山の景域管理の再興の可能性を論じている｡ここでは､現実に里山の景域管理に

参加している人々を中心として分析をすすめており､それはほとんどの場合､大阪などの大都市圏に

居住する都市民である｡これに対して､本論文は､このような都市民の農村票域における自然とふれ

あうレクリエーション活動への参加可能性分析の-般化をはかることとするoすなわち､里山や水辺

などの景矧 こ関心あるいはレクリエーションとして訪れる意向のある屈が､市民-般のなかに､どの

ように存在しており､彼らにとって､居住地の近膜にある身近な景域がどのような意義を有している

iZB｢緑地生態学｣井手久萱､亀山幸絹､朝倉辛店､1993年

吐Zd｢集落｣日本建築学会絹､都市文化社､1988年

珪n｢市民による里山の保全･管理｣重松散剤著､信山社サイテック､1991年
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か明らかにする｡都市よりも緑地が豊富にのこっているために､都市民のなかに､緑地の保存に封す

る危機意識が低く､しかし緑地の豊富さがその重要な特徴でありこれをまちづくりの主題としようと

している地方中小都市を事例としている｡
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第一部 市街化の進行に伴う景域の変化とその保全

第2章 地方中小都市における分散市徳地化とそのメカニズム

第3章 ドイツの空間整備計画における地域生態系の保護

第4葺 日本の市街化進行地域における景域の変化

第一さ糾こおいては､土地利用の変更､すなわち､市街化によって生じる長城の変化に昔日し､市街化の進行の

しくみを明らかにし､その結果生じた景域変化の評価を行うことを目的としている｡

ここでは､分析対象として､中小都市を取り上げている｡これは､罪-に､近年環境共生型の軒市づくりが活

発な議論の対象となるなかで､人口規模が過大でなく､農地や山林などの多くの緑地を維持していることを背景

に中小都市が大きな期待を集めていること､将来にわたって一定の農業経営が持続されることが予想され､農業

を基礎とする環境と市街化の両立という課題を有していること､に着目したためであるo

そこで､まず､第2章において､中小都市の市街化進行の特徴とそのしくみを明らかにする｡｢しくみ｣とは､

中小都市における市街地拡大のほとんどをしめる住宅地開発による土地利用変更について､住宅需要､土地供給､

土地所有権移動の諸側面から発生の経緯を説明するものである｡これによって､中小都市の市街地の変化すなわ

ち､都市的土地利用と農村的土地利用の分布の変化の傾向を把蛭し､景域保全上の課題を整理することができる｡

決に､第3章においては､ドイツの景域計画システムに着目する｡景域計画システムは､1970年代より法

制度化され､土地利用計画と果域保全を連携させる法定計画である｡ドイツの土地利用計画が明確な市街地とオ

ープンスペースの区分を行っている特徴をもっていることをふまえ､ここでは､市街地および土地利用の変更に

対する東城保全､オ-フンスペースに対する景域保全とにわけ､その計画手法について分析する｡市絹地および

土地利用の変更についての分析結果は､第2章の結果と対応させることによって､日本の市街化進行地域の東城

保全に適用することができる｡また､オープンスペースに対する景域保全は､第二部の東城管理の変化に伴う東

城変化への対策に参考とすることができるO

そこで､第4章においては､ます､ドイツの景域計画システムの事例研究等を参考に､市毛馴ヒ進行地域の累増

変化の評価方法を設定する｡すでに､農村的土地利用がつくる ｢農村東城｣の分析が進み､その特質について一

定の研究成果が得られており､これを参考として景域評価の方法を開発し､第2章の事例分析によって得られた

市街化進行地域の住宅地開発の例､およびニュータウンにおける住宅団地建て菅え事業の例を対象として分析を

行い､東城保全のための課題の考貫を行う｡
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第 2章 地方中小都市における分散市街地化とそのメカニズム

2-1 本章の目的と方法

1 研究の目的

中小都市とは､人口が10万人未満の都市を示す注..この人口規模の小さい都市の多くは､近世以

降､城下町､宿場町､港町､門前町などとして形成され､消葉､農村の生産物の集散地､流通拠点と

しての役割を果たしてきた都市であり､徒歩圏程度の旧市街地とそれをとりまく農村によって形づく

られていた｡

近年､中小都市では､①生活圏の拡大による (中小都市がその上位都市の圏矧 こ取り込まれる)中

小都市の拠点機能の低下､②中心市街地の人口高齢化､ストックの荒廃､③商店街の活力低下､後継

者不足､④ふるさとへのUターン志向にこたえる受け皿がない､⑤人間関係､地縁 ･地域間関係の保

守性､⑥都市的魅力の低下､といった問題が指摘され､その停滞傾向が議論されているit2.

一方で､大都市ほどの過大な都市化圧力を免れていることを根拠に､豊かな景域環境の保全と両立

した都市づくりにおいて､大きな期待をかけられるようになった勤｡実際に､中小都市はもともと市

域のほとんどを農村地域が占めていた く旧市掛 也や拠点集落はそれほど巨大ではない)こともあり､

依然として､多くの農耕地や山林が維持され､緑地が豊富である場合が多い｡

しかし都市規模が大きくないことから､中小都市では､線引き等の土地利用の整序が十分に行われ

ていない都市も多く､景域の保全が計画的に取り組まれているとは限らない｡

そこで､この章では､都市近郊の景域保全が期待されている中小都市において､市街化進行の実態

とその進行のメカニズムを明らかにすることを目的とする｡

2 分析の方法

まず､2-2において､全国の中小都市の市街地の拡大の傾向を概観する｡人口､DID(人口集

中地区)の変動等の統計から市街地拡大の傾向の概要を把握し､その傾向と開発コントロールの対応､

とくに線引きの有無による市街化の動向の違いについて､京都府亀岡市と岡山県津山市を事例として

分析する｡

次に2-3において､地方中小都市の事例として津山市を対象に､その市街化の進行メカニズムを

分析する｡津山市において発生している住宅地開発について､その発生メカニズムを､住宅需要構造､

開発された土地の売却履歴､農家の土地利用意向､会社有林の動向の4つの側面 (図2-1-日 か

ら分析し明らかにする｡

i=1国勢調査の定矧 こよる｡｢都市計画｣El笠端著 共立出版株式会社では､10万人未満の都市を｢小都市｣

としている｡

由 r｢農村計画からみた地方中小軌市研究の課題 :1992年度日本建築学会大会農村計画部門研究協議会

資料｣から､ ｢東北地域における中小都市の活性化に関する調査研究報告書｣1991年3月 東北電力株式会社著

p.19-20による｡

勘例えば､｢21世紀のグランドデザイン｣匡I土庁1996年
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土地売却履歴

図2-1-1 住宅地開発の発生メカニズムの4つの側面

これらの分析を通 して､地方中小都市における市街化の特徴とそのメカニズムを明らかにし､市街

化にともなって発生する住宅地開発の特徴と､そのコントロール課題を把握する○

2-2 地方中小都市における分散市街地化

1 DID人口および面積にみる地方中小都市の分散市横地化

11 中小都市の人口変動

現在､日本全国に人口10万人未満の都市は447市存在する｡これらの都市の人口を総計すると､

約2336万人であり､全国の人口の6分の l以上の割合を占めている｡447都市のうち､3大都

市圏に含まれる (｢首都圏整備法｣｢中部圏開発整備法｣ ｢近故国整備法｣の対象区域および特定市

街化区域農地等を有する特定市に含まれる)92都市を隙いた､355都市 (1704万人)が地方

中小都市である (蓑2-2-日 ｡大都市圏中小郡市は全てが市街化区域と市街化調整区域の設定､

いわゆる根弓lきがなされているが､地方中小都市では､末線引きの都市が多 く､256都市にのぼる｡

表2-2-1 日本の地方中小都市法一

中小都市 (人口10万人未満) 447都市 人口計 23.358,515人

うち大都市圏中小都市 92都市 6,311,623人

うち地方中小都市 線弓lき済み 9g都市 5,848,752人

軒道府県 北海過 青森 岩手 宮城 秋EE] 山形 福島 茨城 栃木 群馬 叩玉 千葉 東京 神蕪川 新潟 富山 石川 福井

六秒市田 5 23 6 ll 5

地方 扱引き 4 4 2 1 6 4 2 2 4 1 1

(次頁につづ く)

E4｢日本都市年鑑｣全国市長会編､自治日報社､1994年による
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Lug 長野 岐阜 r?岡 莞知 三重 温貰 耳酔 大阪 兵JO 奈良 08LlJ鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 空相

17 4 12 2 7

2 1 5 2 3 5 3 8 1 1 1 3 5 3 3 2 4

6 ll10 7 4 1 2 5 1 6 5 4 5 2 5

高■知 福岡 佐貫 長崎 無本 昔時 大分 鹿児島 沖tt 軒市政IT

92

1 8 1 1 1 1 3 99

(数字は都市数)

固2-2-1は､この447都市の､一年の人口変動率 (1992年9月-1993年9月)と建

築着工床面積 (平成5年度)の対応を示したものである｡≡大都市圏の中小都市および既線引きの地

方中小都市に比べて､未線引きの地方中小都市では人口が減少傾向にある都市数が多く､着工床面積

も平均では小さい傾向があるが､しかしながら､人口が増加傾向にある場合には既線引きの≡大都市

圏 ･地方中小都市と同様の建築着工床面積を有しており､そのような都市は少数ではないことが把握

される｡すなわち､未線引きの地方中小都市であっても､≡大都市圏や既線引きの中小都市と同程度

に建設活動が活発な都市も少なからず存在することがわかる｡

2) DID変動からみた地方中小都市の市街化動向

次に､地方中小都市の市街地は実際にはどのように変容しているのかを概観するため､DID(人

口集中地区､以下DIDと記す)の変化を検証してみたい｡ここでは､例として､岡山県下の都市に

ついて集計を行った｡岡山県下の､市政施行都市のうちDIDを持っている7つの中小都市について

図2-2-2に1977 (昭和52)年～1992(平成4)年の 15年間の人口変動とDIDの変

化を示しだ圭5｡

これらから明らかであることは､都市の総人口の増減に関わらず､DID面積は増え､DID人口

密度は減少する傾向が見られることである｡高梁市､井原市､笠岡市､玉野市では特に明確であるが､

DID面積が増加すると同時に､DID人口は減少傾向を示している｡これは､地域拠点の性格を持

つ既成市街地から人口が流出し､密度が減少しつつ面積的には拡大 している現象が生じていることを

示しており､人口が減少傾向にある地方中小都市でも､密度が低い市街地が拡がることによって､市

筒地拡大は生じているのである｡

津山市は人口がのぴつつあるがDID面積は飛躍的に増加している一方､DID人口の増減はばら

っ書がある｡1982年 (昭和57年)から87年 (同62年)にかけては､やはりDID人口の減

少が見られ､高梁市等と同様の現象を示していたことがわかる｡総社市は岡山市に隣接 し人口が増加

傾向にあり､DID面積も大きく変動しているが､DIDの人口密度は急激な減少は見せていない｡

新見市は､DID人口は減少してはいないが､大きな変動ではない一方､D工Dの面矧 ま大幅に増加

していることを考慮すると､やはり､高梁市等と同様の現象を示していると考えられる｡

中心市街地の人口密度が低下 し､一方で､周辺部の市街化が進むことによって､密度の低い市横地

E3｢日本郡市年鑑｣全国市長会編､自治日和社､1994年による
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が面輔的には拡大するという現象を ｢分散市街地化｣とよぷことにすれば､地方中小都市では､ ｢分

散市街地化｣が多く見られ､人口が減少しつつある地方中小都市でも見られるということが類推でき

る (図2-2-3)｡

分散市祷地化は､中心市街地の周辺部では､むしろ開発が進み市街地拡大が生じていることを示 し

ているから､都市化圧力が一般に小さいと思われている地方中小都市でも､無秩序な市街化の生じる

可能性があることを意味している｡

2 中小都市における開発コントロールの現状

1) 地域地区制による開発コントロール

都市計画法および農業振興地域整備法による地域地区の設定による都市開発コントロールのの概要

を図2-21二4に単純化して示した｡地域地区指定が重なってつくられる区域区分ごとに､秩序ある

土地利用 ･市街地形成を誘導するための課題について､既往研究によれば､表2-2-2のように整

理されている｡

農菓振興区域､特にその中の､農用地区域に指定されている区域は､一応の農地転用制限がかかっ

ているため､他の区域よりはコントロールが強いと見られる｡一応の農地転用制限というのは､この

区域に指定されている農地は､年 1回の区域指定解除申請の隙に農地法4条と同じ手続により解除申

請を行い､申請が許可きれればさらに農地法による転用申請を同様に行うという2重の許可が必要な

しくみになっていることを指している｡

農地法においては､農地を農地のまま所有権移転する場合､農地を所有権は変らずに非農業用途に

転用のみする場合､農地を非農業用途に転用しつつ所有権移転する場合が､それぞれ農地法3条､4

条､5条に対応する｡それぞれの場合について､市街化区域内農地以外は農業委員会の許可を得るこ

とが必要であり､市街化区域内の農地についても届け出が必要である｡申請は普通の場合､農業委員

会に対して､一連の書類を提出することにより行われるが､申請書類のうちに､隣地承諾書や土地改

良区恵見書などが含まれているので､これらに関して農家や土地改良区等による農地転用への制御の

可能性が含まれている｡この申請の受け付けは1月に 1回であり､農業委員会において審議される｡

農用地区域指定の解除は､1年に1度の申請の機会しかなく､提出書類が受理され､解除されても､

さらにこの農地法による農地転用の許可を得なければならない｡農用地区域は､各市の農業振興計画

内で重要な位置づけを与えられたり､営農者の営農意欲の強い農地に設定されていることが多いため､

農業行政からの農地保全指導も強いと考えられる｡このように､農用地区域の指定を解除し､農地を

宅地化するには､手続きの煩雑さにおいて強 く規制がかけられていることになる ｡しかし､その地

域の営農意欲の強さ､農業振興への取り組みが不十分である場合には､十分に農地保全の効果をもっ

ているとは言いがたいii4C

都市計画区域外あるいは､未練弓情 都市での用途地域外から農用地区域を除いた区域においても､

森林法 ･国土利用計画法による届け出 ･制限が存在するが､十敷戸程度の住宅開発には､面棟が小さ

tf̀例えば､岡山県津山市の農業章兵舎によれば､農地法に関して､明らかに土地転がしとわかる場合 (短期

間に同じ土地が何度も申請される等)､音類不備の場合(そのために垂鼻会しめきりに間に合わない場合を含む)
をのぞいて､普通は転用は結果的には許可きれることがほとんどであり､現実に農地の面的維持に有効に作用し

ているかは疑問でもある｡津山市の場合､申請件数は4条5条あわせて1カ月に30件～50件でありうち1件
程が不許可となっている｡転用用途は約半分が住宅､残りの半分が駐車場や貿材置場である｡農用地区域の指定
についても,虫食い的に指定解除になっている地点が多く存在している｡
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における人口密度の高低を表す

市箭地 ･集落の人口密度が低下しつつ市街地面租が拡大する
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図2-2-3 分散市街地化の概念図

都市計画区域

市街化区域 市街化桐聖区I£
I Lk .p-----llr.A--L-I--1

収集環邦区域

LHHHHJ用遥地域の指定区域

t*塑造速さ昌用途地域制のもとで市街地が拡大する区域

F57ヲ巧 ≡顎 市街地開発に対するコント口-ルがほとんどない区域

図2-2-4 地方中小都市の土地利用計画の概要 -
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表2-2-2 地域地区指定による区域分類と計画課題 (石田による)=王7

連坦市街地 基盤整備なし 既に都市市街地が連続して形成されている地域o土地区画整理済み

耕地空理または土地改良済み

市街化区域 空閑地の残る市街地 土地区画整理済み 無理のない建築促進､市'di地水準が向上するためには､建築規制の揺さが問題である耕地整理または土地改良溝 もともと農業用につくられたインフラが､市

み 街地として不足な点を補完する方法

既スプロール地 是も国難な区域o介在農地を保全農地と宅地化農地に色分けし､保全農地の営農条件の保全を計画的に誘導するo

未市卿 ヒ地 (将来の市街化相当地) 市街化が生じるまでの建築規制をどのように行うか○逆線引きにより､市街化調整区域に編入 しておくほうがよい○

市Jh化調整区域 将来の市街化相当地 市JtB化が生じるまでの建築規制oスプロ-ルの潜み出し現象の防止○

集落周辺地域 市街化区域外の都市的土地利用はここに誘導 一集約するべきであるo

農業振興地 農用地区域 農業側のコントローJL'の強い地域であるo

農用地区域外(農地保全の必要のある地域) 建乗規制の弱きが問題である○農用地区域の
域 ように､農業側のコントロールの強化が必要であるo

農業振興地域外 (農地保全の必要のある地域) 建築規制の弱きが問題である○農用地区土戒のように､農業側のコントロールの強化が必要であるD

都市計画区域 農業振興地域 農用地区域 農業側のコントロールの強い地域であるo農用地区域外 土地利用規制が弱いのでできるだけ減らすほ

外 うがよい○国土利用計画法 (市町村国土利用計画)の活用E,

く制限対象にならない｡すなわち､森林法は1ha以上の森林の開発に対する知事の開発許可制で､大

規模住宅団地等の場合30%緑を残すという制度になっているが､森林法による制限対象にならない

面積 (1ha未満)で開発が進む場合がある｡国土利用計画法は都市計画区域内では0.5ha以上､都

市計画区域外では1ha以上の土地の売買について､知事への届出が必要となる制度であるが､これも

規制対象面積未満で開発が進むことが可能である｡

以上より､開発のコントロールカが弱いため､土地利用の整序が十分になされない可能性のある区

域は､まず､①市街化区域あるいは用途地域の指定区域から既成市掛 也および集落を除いた区域､で

あり用途地域制の制限の元で市梼地力く拡大するが､この市街地拡大を良好な市街地に誘導することが

課題の一つである｡次に､②都市計画区域外で農業振興地域 ･農用地区域に含まれない区域､は都市

計画法によっても農業振興地域整備法によっても制御を受けない区域であり (いわゆる白地地域)､

効果的な開発コントロールが存在しないことが大きな課題である｡さらに石田氏の指摘には含まれて

いないが､③未練弓ほ都市の場合､都市計画区域内で用達地域の指定が行われていない区域であり､

注7
｢軒市農業と土地利用計画｣石田頼房著､El本軽溝評論社､1988年
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しかも農業振興地域 t農用地区域にも含まれない区域も､十分な開発コントロールがなされない区域

である｡:如

2) 地方中小都市における開発コントロ-ルの現状

全国447の中小都市について上記のような開発コントロールの不十分な区域がどれほど存在して

いるかについて都市統計により概観する｡

市街化区域あるいは用途地域の指定区域から既成市絹地および集落を除いた区域

洗練弓は 都市の市街化区域面積からD工D面積を除いた面積によって類推できるものとすれば､図

2-2-4のようである｡人口増減率との相関はほとんどみられず､≡大都市圏よりも地方中小都市

(既線引き)のほうが面積の大きい傾向があることがわかる｡≡大都市圏の中小都市では､DIDが

市筒化区域の面積以上に拡がっている都市も多く見られる｡

都市計画区域外で農業振興地域 ･農用地区域に含まれない区域の状読

都市計画区域外の面棟が都市全体の面積にしめる割合によって類推するすると､図2-2-6のよ

うである｡≡大都市圏の中小都市では数都市を除いて全市が都市計画区域に含まれている｡地方中小

都市では､既線引き都市よりも末線引き都市のほうが都市計画区域外がしめる割合が高い傾向がある｡

以上のように､≡大都市圏中小都市よりは地方中小都市､庶線引き都市よりは未線引き都市のほう

が､開発コントロールの弱い区域を多 く抱えている傾向があることがわかる｡これは､一般に､地方

中小都市のほうが､都市化圧力が小さく､急激な市街地拡大の生じる可能性が小さいと考えられてい

ることが背景となっていると思われるが､前述のように､未線引きの地方中小都市においても､人口

が増加している都市､あるいは､建築着工床面積が既線弓ほ都市や三大都市圏の中小都市と同じくら

いの数値を示している都市はが相当数あることを考えると､無秩序な市績化を生じていることが懸念

される｡

3) 農林家の土地所有意向からみた市酎 ヒ動向の背景

中西;加は､農家が自らが経営する農地を将来どのように利用していこうという意向をもっているか

は､都市､農村､山村のどこに立地する農家であっても､大きな違いはないという事を指摘している｡

すなわち､いずれの場合においても､向こう10年の間に売却したり転用することを希望 しているの

は､経営農地の 1割程度であるとしている｡

農地と山林の両方を所有している農家は､売却や転用をするなら､農地よりは山林の売却 ･転用を

希望する傾向がある｡一般に､山林は､近年低位利用状態にあり'3:.0､農家にとっては保有 ･維持 し

つづける動機が農地に比較 して薄弱である｡

前節で示したように､最も市街化に対するコントロールが弱い､都市計画区域外あるいは､未線引

き郡市での用途地域外から農業振興区域を除いた区域は､山林 (里山)であることが争いのだが､山

珪B｢｢スフD-ル対策｣からみた ｢線弓は ｣制度の効果に関する研究｣中村攻 ･田辺別人著､農村計画学

会誌Vol.3 No.4 1985年3月号P.4 によれば､線引きそのものの効果についても､人口増加,市街地拡

大など活発に都市建設が進みつつある途上にある軒市においては､棉引きが有効に作用せず､スプロールの ｢澄

みだし｣が生じることが指摘されている｡

巨9｢都市化農相こおける土地利用秩序形成に関する研究｣中西信彦書､京都大学農学博士学位論文､i98

8年

蜘 ｢里山問題の所在とその打開方向-Raumordnung的視覚からの実学的研究(1)｣村尾行-著､農村計

画学会誌voH No.2 1982年9月号 P.16 による
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林は既成市街地に近い区域よりも地価が安いQ道路などの交通条件がある程度確保されれば､既成市

部 也と利便性の面でもそれほど劣るわけではなく､住宅の建設が進む｡また､大規模施設も､山林の

ほうが農地より大面横を買収することが容易なので､立地されやすい｡このような場合は､都市計画

上､軒別ヒを想定した位置付けがなされていない区域なので､下水道などの基盤は整っていない場合

が多く､増加する住宅からの排水は農業用水系に頼ることとなる｡水路の水質の悪化が生じやすく､

住環境､同時に隣接する農家の農業経営や水環境保全との摩梓が生じる｡

3 民線引き都市 ･未線引き都市の市街化動向

地方中小都市では ｢分散市街地化｣が生じているということを､上で指摘したが､このような市街

化が具体的にどのように進み､開発コントロールの不十分さとどのように対応しているのかを明らか

にするためにt､京都府亀岡市と岡山県津山市を比較して考察した｡蓑2-2-3に示すように､この

2つの都市は､人口やがほぼ同じであり､内陸の盆地に立地する旧城下町をもとに発展 した都市であ

る点において類似しているが､前者は≡大都市圏にあって線引きがなされており､後者は､同山県北

部の地方圏にあり線引きがなされていない｡

表2-2-3 亀岡市と津山市の概略 (1993年時点)

京都府亀岡市 岡山県津山市

人 口 約89,000人 約88.000人

世帯数 約26.000世帯 約26.700世帯

面積(うち都市計画区域) 224.87 (130.10 ) 185.72 (81.53 )

DⅠD人口 約531bo人 約39400人

1) 京都府亀岡市における市街化動向

亀岡市における近年の人口増加の動向を図2-2-7に､地域地区の設定と宅地開発の動向を図2

-2-8に示した｡亀岡市は京都市の西に隣接し､南は大阪府に揺するため､京都及び大阪方面から

の都市化の影響から近年､とりわけ1975年以韓､急激に住宅建設が進んだ｡現在の亀岡市内の住

宅戸数の約2分のlにあたる約 12000戸は､1975年以降に建築された住宅であるDその一方

で亀岡盆地は､京都府内では有数の､広大な水田耕作地帯であり､京都府の農業施策において農業保

全に力点のおかれる場所であると同時に､農家の農業振興努力も活発なところである.

近絶地方整備圏に含まれるため､1959年にはすでに都市計画が決定されたが､市街化区域の設

定は､亀岡盆地内の桂川西岸地帯に､比較的コンパクトにまとめられ､穴抜き市街化調整区域も存在

することに見られるように､農地保全に力をいれた地域地区の設定が行われている｡その結果､急激

な人口増加にあっても､農地と住宅地は比較的混在すること少なく､まとまった市徳地を形成してい

るo亀岡盆地を囲む山地の尾根付近までが都市計画区域に設定され､都市計画区域内の農地はほとん

どが農業振興地域の農用地区域に指定されている｡都市計画区域外は､山間部の谷すじに農地と集落
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が分布しているが､農地の大部分は都市計画区域内と同様農用地区域に指定されている｡

市街化区域内の新住宅地は､用途地域指定によって､住宅専用地区に設定された地区を中心に､ニ

ュータウンあるいは住宅団地として大規模に開発された住宅地､幹線道路沿いを中心に区画整理のな

いままスプロール市街地となったものがある｡どちらも京都市都市圏の拡大の最西端にあたり､亀岡

市内での就業者および京都市への通勤者世帯が多い｡大規模なニュータウンは､東 ･西 ･南つつじヶ

丘､篠町の山田団地でいずれも､民間のデベロッパーにより開発されたものであるが､1975年か

ら急激に住宅が増加した｡

一方､都市計画区域外が､西部から南部の山間部にわたって広く存在しているが､ここは､ゴルフ

場開発が多くみられると同時に､畑野町地区内の､大阪府池田市と直結する幹線道路に面した大規模

な住宅団地建設が目立っている｡畑野町の住宅開発は､1980年ごろから始まり､ほとんどが中小

の開発業者による団地建設である｡1970年頃に､花尚岩の採石のために掘削された山地の斜面の

近辺に､急斜面を造成 した住宅団地が急激に増えた (図2-2-9)｡大阪方面に販売宣伝されてお

り､現在では､これらの住宅団地に住む人口がもとからの住民の9倍にも達するとのことである王上目 ｡

極端な急傾斜地や北向き斜面の造成地などの条件劣悪な開発も多く､空地のまま雑草地化している場

所も目に付く｡畑野町の他の山間部の地区にも､数10区画規模の住宅団地造成が点在している｡

以上のように､市街化区域内において､住宅専用地区を中心にまとまった住宅地を形成 してきたの

に比較すると､都市計画区域外においては､白地となっている山林にゴルフ場開発や無理な造成をと

もなう住宅地開発などの､乱開発が分布していることが市祷化動向の特徴である｡

② 岡山県津山市における市街化動向

津山市における近年の人口増加の動向を図2-.2-10に､地域地区の設定と宅地開発の動向を図

2-2-11に示した｡津山市は岡山県北の中心的な都市であり､中国自動車道と岡山一鳥取問を結

ぶ交通幹線の結節点にあたる｡中国山地の過疎化が進んだ1960年代まで人口が減少を矧 ナていた

が､中国自動車道の開通を契機とした工場団地建設を行い､徐々に人口を回復してきた｡また､津山

市は中国山地と吉備高原に囲まれた小盆地に立地する都市であるが､小盆地内も多くの小丘陵が点在

し､山林と農地が入り組んで分布 しているという特徴がある｡津山市では都市計画区域と用途地域の

設定のみが行われ､線弓lきは行われていない｡山林の多くは､都市計画区域外に含まれており､市街

地に近い小丘陵は､都市計画区域内の用途地域指定のない地域に存在している｡農地は､都市計画区

域外はもちろんのこと､都市計画区域内にも､用途地域指定地域内にも多く存在している｡緑のマス

タープラン (1981年策定)によれば､1981年時点の津山市の用途地域指定面積 1532haの

45%にあたる673haを緑地が占めており､都市計画区域全体5542haの64%にあたる35

36haを緑地が占めていた｡近年の市街地の拡大に伴って､これらの緑地 仙 林 ･農地)と新市街地

が混在する地域が非常に多く見られるようになっている｡

近年の市街化の状況についてみると､図2-2-10に見られるように､とくに1975年以降､

D工D面積が増加を続けているにも関わらずDID人口が減少しており､中心市街地の居住密度が減

少しつつ拡大する分散市街地化が顕著にみられる｡中心部の旧城下町から人口が流出し､周辺部の人

口増加地帯がより外側へと拡大しつつある｡分散市街地化が顕著にみられる｡近年の市街地拡大によ

if"畑野小学校におけるヒヤリング､および､京都新聞1995年10月31日の記事による
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図212-10 津山市における近年の人口増加の動向
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って現れた新市街地は､まとまった工場団地開発のほかには､大別して､区画整理事業区乱 スプロ

ール地域､公営住宅または民間デベロッパーによって開発された計画的住宅団地の3種矧 こ分類され

る｡

区画整理事業区

域は､1960年

代より順次行われ

てきた (図2-2

-12)が､施工

完了後25年以上

を経ている事業地

区でも､農地や空

き地のままの土地

が多く残っており､

農地と混在する状

態が続いている｡

新しい住宅地が別

の郊外に拡大して

いることを考慮す

れば､これらの区

画整理事業区域に

おける宅地と農地

の混在状態は今後､

長期間つづくこと

が予測される｡

スプロ-ル地域

は､区画整理事業

区域の周辺や､市

内の幹線道路沿い

を中心に､主に都

市計画区域内に虻

がっている他､都

市計画区域外にも

所々散発的に生じ

鴎二里山 (田)

里山 (山林)

団甑 ヨ公営住宅団地

市吉十画区域外
都市計画区域内
用途地域

匹 盟 民間開発住宅団地 IPIq 中心市乱也(旧城下町)
畦 ]丑 区画五秒 也区 ⊂:=コ 工場

皿 スプEj-ル地区 [コ 学 校 .公共塙蛇

<面相>

図2-2-11 津山市における宅地開発の動向と地域地区指定 (1992年)

ている｡

都市計画区域内の山林には､公営住宅団地が多く開発されているほか､民間開発の住宅団地もみら

れる｡都市計画区域外においても､工場団地などの大規模開発は山林を遣成してつくられているもの

が争いが､その周辺に民間開発の住宅団地等が立地しているC

以上より､津山市の近年の市街地の特徴は､都市計画区域内､用途地域内に多くの緑地が含まれて､

宅地と緑地の混在したまま市街地が拡大する分散市横地化が進んでいる一方､都市計画区域外にも散
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発的にスプロール開発や住宅団地開

発が生じていることである｡

3) 地域地区設定と市掛 ヒ

大都市圏中小都市である亀岡市で

は､人口増加のスピードは大きく､

市街化圧力は強いQ線引きを人口増

加の推移に適した面積に設定するこ

とによって､比較的まとまった市街

地となってきたる｡これは､一方で

は､市街化調整区域における農業行

政伽 の農地保全の意識が強いため､

線引きが過剰に広く設定されずに済

んだことが背景にあり､線弓l書の後

も､市街化調整区域への澄み出しス

プロールの発生を防いでいる｡

一方で､都市計画区域外では､強

い市街化圧力がそのまま山林造成に

よる急激な住宅団地開発を生じさせ

ている｡基盤整備が十分でない､無

理な造成を伴う住宅地も多く､乱開

発的な開発造成が生じている｡

地方中小都市である津山市では､

それほど急激な人口増加ではないが､

市街地の拡大一新市街地の立地場所

の外延化一力く進んでいる｡中心市街

地の人口の減少がみられ､分散市徳

地化が生じている｡地域地区指定に

嘉

島 It-!

E]･隈 胃指
FBj∃室璽

毘iE]IE]JPJr'忘蒜
a1OOユ亡0.如 ′h

住宅･施設等
公園

ll

F
i
F

【
L
l

【

ll

城北第二地区

(1977年完了､40､3ha)

ltlll
城北地区(1968年完了､21､7ha)

JA構iこ]:･:::≡::::
農地.空き地など■巳-

}■:■i
ig.dJdn

図2-2-12津山市中心部の区画整理事業実施区域における建築の進行状況(1991年時点)
よる開発規制の強さの違いは､実質

的には市内全域でそれほど違わないため､都市計画区域外などの郊外 ･周辺部にも開発が散発的に生

じる｡住宅団地開発は小規模なものが多く､それほど連たんもせず､面積的には､区画整理地区とス

フ田-ル地域が多く､そのほとんどで､宅地と農地の混在が見られる｡

以上のように､未線引きの地方中小都市のほうが､開発コントロールの不備から､分散市街地化の

傾向が強くなっている｡亀岡市の場合は､京都都市圏からの都市化圧力が市街化区域内に対 して､大

阪都市圏からの都市化圧力が都市計画区域外の宅地開発に対して作用しており､開発発生の背景が比

較的はっきりしている｡しかし､津山市では､それほど都市化圧力が大きくはないにもかかわらず､

全体として郊外開発が進んでいる｡このような地方中小都市における分散市街地化の発生メカニズム

を明らかにすることによって､適 した土地利用の誘導策をとらねばならない｡

巨I=
京都府農業会議におけるヒヤリングによる
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2-3 津山市における分散市街地化のメカニズム

2-2において､ ｢分散市筒地化｣が未線引きの地方中小都市で生じていることを指摘した｡そこ

で､比較的都市化圧力が小さい中小都市で､分散市街地化を生じさせている住宅地開発の発生メカニ

ズムを､岡山県津山市を対象として､住宅需要構造､開発された土地の売却履歴､農家の土地利用帯

向､会社有林の動向の4つの側面に注目して分析する｡

1 市街化の進行に伴う住宅地開発の類型化

津山市において､現地観察､および1/2500の地形図から読み取った市筒地の土地利用状況と地形

を簡単に地図上にまとめたものが図2-3-1である｡1970年代以降の都市化の進展の中で､市

内の土地利用が大きく変更される宅地開発の種類は次のように7種矧 こ類型化することができる｡

それぞれの開発類型ごとの特賞を表2-3-1にまとめた｡

｢-住宅地開発

I L･住宅団地開発

I 】 卜公営住専Efl地 ①

l I L民間聞串伸幸同地 (津山市土地開発公社によるものを含む)②

l ト 区画撃坤地区 ③

1 L･スフEj-ル開発

l ト区画寧甥地区綾訊 ④

l Lスプロール地区 ⑤

ト王墓旦艶開発 ⑥

L一道路開発 ⑦

これら7類型のなかでも､住宅地開発は､次第に郊外へ拡大しつつあり､ ｢分散市街地化｣の主要

な要因となっている｡

津山市内の集落を､市街化の進行の度合いでいくつかの段階に並べることができる｡これらの集落

を見ることによって､市街化の進行を時間的に追っていくことができる｡集落の市街化の最初の要因

は以下の7類型が見出され､開発がどのように発生したのか､上に示した7つの宅地開発類型がどの

ような順番で発生するか､その過程を複数の集落の例によって記述したものが表2-3-2であるC

市街化の最初の要因は､公共の建設事業や計画が多くなっている｡

①国道などの大幹線道路 :沿線に大規模商業施設等が立地するようになり､建売り住宅や賃貸集合住

宅などのスプロール地区が広範囲に形成されるようになる｡

②県道などの市内幹線道路 :里山と農地を横切る道路の場合は､道路に接する里山の斜面に民間開発

住宅団地､斜面や麓の農地にスプロール地区が形成される｡農地に沿った道路の場合は､

沿線にスプロール地区が形成され､さらに里山にも民間開発住宅団地が形成されるよう
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中心部-城北 ･城南 ･城西 IB&乗 場 城 ･中央 ･東津山

郊外部=東苫田 ･西苫田 .=官 順 庄 ･高野 ･河辺 .福南 ･佐良山

周辺部-高倉 ,-宮 ･田呂.神慮 ･- ･威名 ･広野 .大崎 ･高田 欄 南
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になるO

③工業団地 :工業団地そのものが農地や里山の大規模な開発で大きな景観変容を起 こすものであるが､

その周囲に形成されるスフ田-ル地区は比較的小規模である｡これは､工業団地に勤競

売2-3-1宅地開発の特質 (1992年時点)

宅地開発 開発規模開尭後の緑化 住宅地の特徴 市街化に与える影響

住宅団地開発 公営住宅団地 大規模(艶10戸～)o共用スペースの緑化は進んでいないo 老朽化しているものが多くあり､近い将来建て替え事業が増えることが予想されるo 同時に道路や公園などの整備を行う結果､周辺にスプロール開発を誘発する.

民間開発住宅団地 大規模 (戸建て住宅､10敷戸～50戸前後)o住宅の敷地が十分広い団地では各住戸の虚の植栽による緑化が進むo 一戸当たりの広さは比較的広いo 最低鴨の道路監偏

区画整理地区 合計244.6ha(施工中を含む) ビルトアップの遅れ､中高層マンション (4-7帽建て)､建て売り住宅のばら建ちによって､成熟したまちなみが形成されていない○住居費が割高で転入者の多くが住宅に不満を示しているo 周B]にスプロール開発を誘発する

スフロール関東 区画整理地区縁辺 個別に戸埋て住宅が建てられるo住宅の敷地が十分大きい場合には各住戸による榛化かすすむ○戸建て住宅は､質の高いものが多いo地価の割高な区画整理地区を避けて持ち家が建てられるE, 個別に開発が進むので､急激な開発拡大は生じていないが､徐々に広がりつつある○

スプロール地区 小規模 (戸建て住宅､3戸～10戸前後)O住宅の敷地が小さく､住戸どうしの間隔が 建て売り住宅は､狭小なものや､地盤のよくないものもあり､低質なものが多く見られ 道路整備のなされていない地域にはスプロール開発は生じない.氏にスプロール地区とな

狭小で､緑化スペースがないo緑化は進みにくい○ るo つた場所では､市街化が進行する¢

工業団地 大規模d山林の造成によって建設されることが多い○-部の工場では､周囲の緑化や偉東を行っているが､-掛 こ緑化は進んでいない○ 周囲にスプロール聞兎を孟斉発する○

する市外からの転入者のほとんどが工場近辺ではな (中心市街地に転入するたが ほと考え与れる｡

容色奮住宅団地 :公営住宅露地は里山に立地 し､その周辺の豊山斜面にスプロール地区が形成きれ

加 工場団地の工場経営者へのヒヤリングによる｡I989年粟屋¢
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表 2-3-2 市街化進行の類型

勤ーの啓開 市'di化進行の過tf

公的開発!十画 義盟壁価 (か国道などの大幹線道路 塗 廃 娩 ■I/⊥ ..A..I ｣ 儲 妄震 ､建売り住宅や賃貸集A

,gr# :...'1 汚-此 れない J .cg'--5'3-l'+..L..f 住宅など品

琶発 竃 佃-BF I → :R閣 慧 (河辺,Ⅲ (W ,m 定 ロール

②県道などの市内幹線道路 堅 塾 ;.::趣 き璽 う; 艶 n _ 鷲

妄 嘉一 転 ~ト 要 義 u

公共施!呈(参工業団地 平野部の農地に- 空 論 広大な周囲にはスプロ..-ル開発が教 わ所見られるのみ(神戸川

住)公営住宅団地 星山に集中的に公営住宅団地.学校等が立地している～ その周辺の里山斜面にスプロール地区~次矧 こ農地にも拡大している(林田)n

那市汁画 ⑤区画整理事業 5Ui.'t'-:Ill--L,集誇周辺での小 :'!?弘 だ 己語 長 l 一 区画整理

⑥都市計画上等の地域指定 一一{/,. 都市計画道路 (図中大矧計画決定後､ 5-10戸単位で建売リ住宅群が粥発されるスプロール地区となった(平福一Ⅲ

(図甲.()内は集落名､rは農村を維持している集落･Ⅲは市鮒 じか進行
しつつある策清､Ilは市鮒 ヒがほぼ完了した集落を示す
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次第に農地にもスプロール地区が形成されるようになる｡

⑤区画整理事業 ‥区画整理事業そのものも農地を住宅地(区画整理地区)へと変えるが､同時に区画整

理地区に揺する地域で､基盤整備を見込んだスプロール地区や区画整理地区縁辺地区が

形成される｡

⑥都市計画上の地域指定 :用途地域や都市計画道路などが計画決定されることにより､スプロール地

区が急激に形成されていく｡

⑦民間開発 :里山斜面の民間開発住宅団地が開発される｡道路等の基盤整備がない場合､山林を宅地

に変えて土地価格を上げて転売するために､造成のみなされ､そのまま放置されている

場合も多い｡道路整備が行われるまで新たな開発は進まない｡

2 住宅需要構造からみた住宅地開発発生のメカニズム

津山市の住宅地開発の背景となる住宅需要構造を､明らかにするために､津山市への転入者を対象

にアンケート調査を行ない=li'一､転入者の属性と苦言引幕追､転入地区を調査した｡又､市内転居者の

転入地区と住宅を把握するために､1988年住宅統計調査を用いた｡さらに市役所職員へのヒヤリ

ング､住民異動届から転入､転居世帯の比率 (約3:2)を把握 した｡図2-3-2はこれらの調査

から得られた住宅需要構造を概念的にモデル化したものである｡

1) 転入者の取得住宅

転入者の需要に対 して供給された住宅は､地区別に住宅の種類を見ると図2-3-3のようになっ

ている｡中心部には転勤や新しい仕事のための転入者が社宅や借家､賃貸マンションに入居し､持ち

家希望の住み続け志向の高い転入者や転居者が郊外部や周辺部に移動するという居住地 ･住宅選択行

動が読み取れた｡ (ここで､中心部とは旧城下町にあたる7地区､郊外部とはその外側の8地区､周

辺部とはさらに外側の 10地区を示すものとしている｡ (図2-3-1日

次に､転入パターンと住宅の種類の対応をみると､転勤をきっかけとした新規転入者はほとんどが､

借家 ･賃貸共同住宅 ･社宅に入居しており､持ち家を購入している者は少ない｡縁戚関係の新規転入 ･

Uターン者は比較的持ち家に入居している者が争いが､それでも半数以下である.全体として､転入

者は持ち家に入居している割合が低 く､賃貸の住宅が受け皿となっていることがわかる｡従って､区

画整理地区が多くを占める西苫田地区に転入者の多くが賃貸の住宅を得て入居していることがわかる｡

2) 市内転居者の取得住宅

一方､ 1988年の住宅統計調査から市内転居昔 日 984年～ 1988年9月迄の転居者)の需

要に対 して供給された住宅について地区と住宅の種類を見ると､ここでも郊外部､特に西苫田､東苫

田地区に多くなっている (図2-3-4)｡持ち家の購入者にかぎって購入方法を見ると (図2-3

軌 1965年以前に生まれ (調査実施時点で大学生であるものを含まない)､1986年1月1日から1

989年11月30日までに津山市に転入した人6,796名を､転入年及び地区ごとに｢割当法｣によってサン

プリングし､1.093名に郵送した｡うち428票が画収され､x2検定によ.ると､有意水準は､転入年別地
区別とも90%以上であり母集団の性格を極めて良く代表しているものと考えてよいとした｡
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新規転入 リターン

I I

-;iI=:;:fI=-::---I :i

住み替え世帯分離

転勤

新たな仕事
転入者の屈性は ｢転勤｣のための転入､

｢試たな仕事｣のため (箭 しい就職先に

嬢戚鵬怯 つくため･または自分で事業を志こすた
め)の転入､ ｢績戚関係｣のため (結姑､

親族との同居､子供の道学のため)の

転入の3つに分類している

(転入者アンケー ト,住民移動局等により作成)

図2-312 住宅需要構造の概念図 (転入者アンケー ト､住民移動届により作成)

図2-3-3 転入バターンと転入地区､入居住宅の関係
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一5)､東苫田地区にきわだって新築住宅を購入 した人が多 く､東苫田地区に多 く見られるミニ開発

の建売り住宅などは市内転居者の住宅需要に対応 していることがわかったQ持ち家を新築 した人が大

崎､佐良山､河辺､西苫田地区等に特に多いことから､郊外部に開発される分譲住宅団地には市内転

居者が入居することが争いという市役所でのヒヤリング結果と対応 しているものと考えられる｡

3) 住宅需要構造

1ト2)から得られた､住宅への入居者屈を､先に示 した住宅地開発の5つの類型別にまとめた結果

が裏2-3-3である｡転入者の多 くは､市の中心部に近い区画整理地区等の賃貸住宅に入居 し､市

内の転居者は､郊外の住宅団地やスプロール地区に､建て売 り住宅を購入するなど持ち家を取得 して

いる｡つまり､郊外での散発的な住宅地開発の発生は､人口増加にともなう転入者の住宅鳶要ではな

く､市民の住宅需要に対応 しているという状況が浮び上がってきた｡

蓑2-3-3 類型別住宅地開発に対する住宅需要構造の対応

類型別住宅地 計画的住宅団地 区画整理地区 スプロール開発
公営住宅団地 民間開発住宅団地 区画整理地区縁辺 スプロール地区

位 置 ･郊外部 .周辺部 中心部 .郊外部 如外部 郊外部 .周辺部

住宅の種類 公営住宅 一戸建て持ち家(一部借家 .社宅化している) 賃貸マンション借家 (一戸建て .長屋)社宅 一戸建て持ち家(注文住宅など) 建て売り住宅(ミニ開発による)賃貸マンション

3 土地の売却履歴にみる住宅地開発発生のメカニズム

次に､.住宅地開発発生のメカニズムを､開発が立地する土地の供給のなされ方から分析するた

めに､(1)実際に開発された住宅地について土地登記簿によって土地所有権の移動履歴を､(2)農林業

センサスデ-タによって農家の山林保有の推移､さらに(3)農家アンケー ト調査it15により､1980

年から1990年の 10年間の農家の山林及び売却の経験を調査 し､これら3種類のデータから､明

らかにした｡

これらの分析には､現地調査及び､農家アンケー ト調査結果､農林業センサス､1988年度住宅

削 農家基本台帳をもとに､サンプリングを行った｡既に市街化が進んでしまった地区､市街化進行中の地

区､まだ市掛 ヒされておらず農村を維持している地区の3つのカテゴリーを設定し､それぞれあてはまる計31

町を遇んだoこの31町の農家基本台帳に登録されている全農家戸数3,215世帯から3分の1のランダムサ

ンプリングを行ったoただし､自作地面積力{2ha以上である大規模経営農家は､津山市全体でも115世帯しかな

いことを考慮し､31町に含まれるものを全数サンプリングしたo最終的に､1,040通を郵送し､有効回答

430通を得た く農家基本台帳では経営耕地面積10a未満の農家については､農業垂鼻の選挙権がなく､記載
されていない)｡アンケ-ト調査実施は1990年 12月｡
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統計調査等のデータを用い､必要に応じて津山市都市計画課､同林務課､農家､農協などでヒヤリン

グ調査を行ったo

1) 山林の宅地開発

市内の公営住宅団地2カ所､民間開発住宅団地8カ所 (何れも農振法の農用地区矧 こは含まれず､

用達地矧ま第1種住居専用地域2カ所 (公1､民 1)､第2種住居専用地域 1カ所(民1)以外は都市計画

区域内白地｡)について土地登記簿により所有権移動をみると (図2-3-6)､lは津山市土地開

発公社による分譲住宅団地の例であり､土地所有権移動のパターンとしては､公共買収されるという

点で公営住宅団地のものと近いと考えられる｡2は市所有の教職員宿舎であり､公営住宅の例である｡

3は民間開発住宅団地であるが､市の開発した工業団地に隣接する地域であったため､工業団地建設

の計画当初から､土地の転売が繰り返されてきた様子がわかる｡市役所でのヒヤリングによれば､公

営住宅団地を開発する際にも同様に土地の転売が行われるケースがある04-10は民間開発住宅団

地の例である｡土地所有権移動のパターンは地元あるいは市内所有者から昭和40年代後半に市外ある

いは県外所有者にわたり､最終的に市外､県外の比較的大手の業者にわたるケース (4､5､6)と､

地元あるいは市内所有者 (おそらく農家)から直接市外､市内の業者にわたるケース (7､8､9､

10)がみられ､前者は50戸以上のもの､後者は40戸前後までのものとなっている｡10カ所の

うち6カ所が､昭和45年ごろ(1970年代前判 に県外の所有者に売られた土地であることがわか

った｡

そこで､当時の津山市における山林の状況を見るために､保有山林別農家数の推移を見ると (図2

-3-7)､1970年を境に1ha未満保有農家が急減し､それまで増加傾向にあった1-5ha保

有農家が減少傾向に変化していることがわかる｡1970年代前半の日本列島改造論ブームの時期に

中国縦貫自動車道沿線で (1975年吹田-新見間開通)民間デベロッパーによる大規模な土地買収

が発生し､津山市では全林野面構 10,025ha(全市面積 18,564ha)のうち386haが買

収され､その半分以上が別荘用地と計画されていたという報告がある如 ｡しかも､現在津山市には

別荘となっている住宅団地はないことから､1970年代前半に他府県の人や業者に買われた里山に

近年になって大規模な住宅団地が開発されるという発生メカニズムが考えられる｡

次に､農家アンケート調査によれば1980年から1990年の10年間の山林の売却は全有効回

答の約12%であり､売却のきっかけと売却後用途の関係は図2-3-8(1)のようになっている｡山

林を農家が保有したまま転用する例はほとんどない｡民間に売却され住宅団地あるいはパラ建ちの住

宅となった山林が非常に少ないことは､里山斜面の民間開発住宅団地は､既に農家所有でなくなって

いる里山に発生しているという考え方に対応している｡さらに民間に売却された山林は農地に比べて

山林のままとなっているものが多く､近年売却された未開発の里山も多く存在していることを示して

いる｡

2) 農地の宅地開発

区画整理地区以外の住宅地開発で農地に立地するものとしては､区画整理地区縁辺及びスプロール

地区の2類型がある｡

tEL6
｢土地買い占めと自治体の開発規制-中国自動車道にみる沿道開発の実態-｣三村浩史他等､

経済､新日本出版社､1973年7月号 P.144- 154
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市内の典型的と思われる区画整理地区縁辺2カ所､スプロール地区3カ所 (何れも農振法の農用地

区矧 こは含まれず､用途地矧 よ区画整理地区縁辺2カ所が第2種住居専用地域､スプロール地区は 1カ

所が第1種住居専用地域の他は都市計画区域内白地｡)について､土地登記簿により土地所有権移動

をみると､区画整理地区縁辺のうち1つが地元所有者から直接現居住者に渡っている他は､地元ある

いは市内所有者から､1977-82年に市内所有者(個人あるいは会社)に移った後､現所有者 (居

住者を含む)に至っており､スプロール地区の場合､途中で数筆に分筆され切り売りされている場合

が見られた｡ (図2-3-6)

農家アンケート調査によれば､1980年から1990年の10年間の農地の売却は全有効回答の

42%であり､売却のきっかけと売却後用途の関係は図2-3-8(2)のようになっている｡公共買収

によって売られた土地が非常に多くなっており､これは集落に関わらず全市的に多くなっている｡農

地を保有したまま転用した例は全有効回答の約20%で面積は30a以下がほとんどで小規模のもの

となっている｡

農家へのヒヤリング調査において､農地のスプロール開発は､公営住宅の開発に伴う道路整備が行

われてから急増したというケースが多く聞かれたことから､平野部の農地に起こるスプロール地区は､

道路整備に誘発されるという発生メカニズムが考えられる｡

31 開発発生の背景

これらの開発発生の背景には､様々な要因が存在している｡現地調査と同時に行った､農家や市都

市計画課及び林務課へのヒヤリング調査から､次のようないくつかの重要な要図が見出された｡

･ほとんどの里山が利用されずに放置されており､手入れや管理の負担が重く､容易に手放される状

態にある｡農地に比べて評価額が低く持っていても損だという素見さえあるC(林業の衰退･生活様

式の変化)

･農村に新しい住宅地ができたことによって､新規来任者との トラブルが生じる｡兼業の地元農家が

農作業を出勤前帰宅後に行うための拙械電音､農乗が家の中に入ってくるなどの点で新規来任者側

から苦情が出､農家はますます営農意欲が減退していく｡単身の兼任者等は町内会に入らないケー

スも多く､星山管理の共同作業の人手にもならず､財産区の権利をそのような乗住着には譲るわけ

にはいかないなど｡博業の衰退･生活様式の変化)

･農業用水が住宅排水によって汚染される｡山林を伐採造成したため､里山の保水力が減少し､蓮の

農家では土砂流出や鉄砲水の被害が出ている｡仙林の荒廃眉 境の悪化)

･スプロール地区の建売り住宅や民間開発住宅団地の持ち家などの多くが､農家の世帯分離等に起因

する住宅需要に対応している｡(生活様式の変佃

4 農家の土地利用意向からみた住宅地開発のコントロール課題

農家アンケート調査では､山林や農地の売却経験等と同時に､現在起こっている宅地開発に対する

恵三我や､個々の営農意志についても調査した｡

まず､全体的な宅地開発に対する索敵 こついては､①農村地帯での住宅開発について (図2-3-

9)､②今後の宅地開発の方針について (図2-3-10)､③地矧 こ必要な整備について (図2-

3-11)の3項目を見ると､①では ｢農業がやりにくくなった｣｢交通量が増えて等々しくなった｣
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｢緑が減少したり河川の汚れがひどくなった｣という開発に否定的な答えが多い｡②では ｢宅地化は

最小限にとどめる｣が多く､農村における宅地開発に対し農業経営や生活環境の視点から否定的な意

識をもっている農家の多いことがわかる｡③で ｢｢)]仲用水路の浄化｣ ｢下水道の整備｣が多いこと

と対応しているが､ ｢道路の整備｣は､道路整備がスプロールを誘発している点からみて､矛盾を含

んでいることになる｡

個々の農家の営農意志については､①農地を将来どのように利用していくか (図2-3-12(1))､

②山林を将来どのように利用していくか (図2-3-13(1))の2項目について､その農家の所有農

地及び山林面積との対応をみた｡さらに､営農意志と実際の行動との対応見るため､③農地売却面積

(図2-3-12(2))､④山林売却面積 (図2-3-13(2))についても所有農地及び山林面積と

の対応を見た｡

①では､所有農地2ha以上の農家は｢農用地として｣がほとんどであり営農意志が強いことがわかる｡

30a未満の-農家には｢転用､売却して農地は減らしていく｣が特に多く見られる0③によると50a

以上農地を売却したのは所有農地30a-2haの農家で､2ha以上の農家でないことがわかる｡②

では､｢転用､売却して山林は減らしていく｣｢わからない｣は所有農地2ha未満､しかも所有山林 1ha

未満の農家が対応している｡｢山林として利用していく｣の中にも､山林のほか利用のしょうがないと

いうコメントが多くあったことから､必ずしも積極的な苦味での回答ではないとみるべきである｡㊨

では所有農地30a-1haの農家が山林売却の多くを占めている｡所有農地2ha以上の農家も1ha

-5ha､10a-30a等に対応している｡所有山林5ha以上の農家はほとんど売却していない｡

又､図2-3-10では何らかの開発志向をもつ人 (図中2-6)も合計すると開発に否定的な人

と同程度存在している｡これらの人々が全有効回答に占める割合を上述の各項目で見ると､ ｢農地は

一部分自分で転用｣のうちの77%､ ｢農地は転用 ･売却して減らしていく｣の87%､ ｢山林は一

部分自分で転用｣のうちの69%､ ｢山林は転用/J売却して減らしていく｣の770/.と､将来の農地､

山林利用意向については､ ｢自分で一部転用する｣ ｢転用･売却｣に占める割合が大きくなっており､

農地､山林の所有面積や､売却面積では特に偏りは見られない｡

5 会社所有林における住宅地開発の発生動向

3の1)において､中国自動車道開通を契機とした活性化に伴って､近年増加してきた住宅地開発の

うち､最も激しく里山 ･集落景域を変化させている1つが､里山の斜面に立地する民間開発住宅団地

であり､このタイプの開発は､列島改造論時代の1970年代前半に岡山県外の会社等に売られた里

山が近年になって開発された､という発生メカニズムをもっていることを指摘した｡加えて､売却さ

れたが未開発で山林のままになっているところも多く存在するという､開発圧力が大都市圏ほどに強

くはない､地方小都市独特の状況が推測されていた｡

そこで､民間開発住宅団地等の宅地開発の立地傾向の高い会社が所有する山林に着日し､それぞれ

の所有権移動の履歴ならびに､その分布と利用 ･管理の現状を明らかにすることにより､将来の里山

における開発動向を推察する｡

まず､既往研究により列島改造時代の里山の買い占めの状況を概観し､次に､地域森林計画台帳の

データから､津山市内の地区別の会社有林の分布を明らかにし､とくに集中している地区について､

土地登記簿により会社有林となった履歴を分析する○さらにその利用 ･管理の現状を､市､および近

EE



隣住民へのヒヤリングと現地調査から明らかにした｡

1) 列島改造時代の津山市における山林の買い占め

岡山大学農学部によって､同山県内の ｢1969年 1月から1974年7月の間に開発をEj的とし

て買収された農用地等のうち 1団地 1ha以上のもの｣が調査されている注け｡その調査報告から津山

市 (森林総面積役 9600ha)に関わる部分を抜粋すると､図2-3-14のようである｡買収され

た土地362､Bhaのうち､78､8%が ｢山林原野｣､買収者は全て ｢会社｣である｡内訳は､｢ゴ

ルフ場｣134､6ha､ ｢別荘用分譲地｣88､9haだが､現在市内にはゴルフ場は 1カ所 (約 2

0ha)､開業 している別荘地はない｡19969年7月時点での開発事業の進行状況は､ ｢0%｣｢不

明｣があわせて買収地の3分の 2におよふ｡異体的な開発需要のないままの投機的な山林の買い占め

が起こり､その多くが未開発なまま放置されていた状況が確Si77E,された0

2) 現在の山林所有の状況 :会社有林の土地所有権移動層歴と分布

1992年時点の調査により作成された 1993年津山市地域森林計画台帳加 をもとに､県内外

の会社の所有林の分布状況を分析 した｡

津山市内の会社有林は､県外の会社約 244ha､県内市外の会社約43ha､市内の会社約 124

ha､計約411ha(125社)である (表 2-3-4)｡

図2-3-15(1)に､会社右葉面棟を小字単位で示 し､図2-3-15(2)は､地区 (旧村にほぼ

相当)単位で会社有林が地区の森林面積にしめる面積率を示 した｡実面積では北部の字上様野が最も

多 く､次に字福井､字上田呂､幸下田邑が争いが､面積率では字福井を含む広野地区が顕著な集中を

見せている｡

3) 会社有林の土地所有権移動履歴と分布

2)において､県外者所有林および会社所有林が集中傾向をみせているのは､広野､上棟野､田邑の

3地区であることが把握された｡

1)で参照 した､岡山大学の調査報告にみられる､列島改造時代に会社により買い占められた山林が､

直接､現在の会社有林と対応するのかどうかは､現在の会社有林の個々のケースについて､過去の土

地所有権の移動を調べることにより､遡って推察するしかない｡そこで､上記の3地区の主な山林に

ついて､土地登記簿によって､土地所有権移動の履歴を調べた｡

図 2-3-16に､田呂､上棟野､広野の各地区において､会社の所有山林の過去の土地所有権移

動の履歴を示 した｡各会社の所有山林は､一定の地点付近に集まった土地になっているので､会社ご

｢農外貸本による大規模土地利用転換の実態と問題点｣岡山大学農学部農業桂苦学研究室著､1975
年6月 :岡山県内の全市町村について､各地の農業垂鼻会の調査協力を得て実施された実態調査である｡

如地域森林計画台帳 :地域森林計画とは､森林法第2章第5集にあるように､森林計画区域別に区域に係

る民有林 (=B]有林以外の森林であり､都道府県や市町村有林などのJLL有杯と､私有林の両方を含める)を対象
に､都道府県がたて5年毎に改訂する計画である.津山市の場合は､吉井川森林計画に含まれ､9.543haが
対象となっている｡津山市林業振興計画書によれば､棄際には津山市内の森村ま､国有林93ha､民有林9,6
18haが存在しているが､民有林のうちの85haは､宅地化の可能性が高い､あるいは一団の森林となっていな

いなどの理由から地域森林計画から除外されているものである｡台帳には､所有者名と所有形態､枠種､寿種､

保安林指定などの区域指定､作業計画 (更新 ･改良)等を､林班区画に列挙しており､これを所有者形態ごとに

集計しなおすことによって､会社所有林の現状を知ることができる｡
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図2-3-14 列島改造時代の津山市における農用地等の買収 (岡山大学の調査による)
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泰2-314 津山市内の現在の会社有林面積

_地区名 面軌 haI A C 特別 .内不在I.1 C′A■100 DotiH昔41所有 D′A●lOD tC+D)′̂'lDO蒜指針 A(ha一 告モi所有両川(hal 酎 itha)

窯治山 490 94 1.05 1.12 0.83 0.88 2.00

捜古 205 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

西苫田 494 137 0_OO 0.00 0.36 0.26 0.26

東言出 640 148 0,27 0.18 1.20 0.8ー 0.99

二宮 232 .61 Or17 0_28 4_14 6ー79 7.07

昆庄 456 70 0.62 0.89 4.81 6.87 7.76

佐良山 1813 1225 16.10 1.31 19.85 1.62 2.93

描岡 572 288 14.12 4.90 5_31 1.84 6.75

招両 _957 798 10.86 1.36 5.96 015 2.ll

田邑 978 494 36.2C_ 7.35 18.68 3.78 ll.13

-苫 1564 1018 4.35 0.43 0.10 0.01 0.44

高田 3432 2387 98_71 4.lLi 23.46 ロー98 5.12

高志 835 302 0.ll 0.04 0_41 0.14 0.17

igjZ 939 523 0.00 0.00 5.Llg 1.05 1.05

滝尾 579 387 0.00 0二00 1.ll 0.29 0.29

成毛 648 246 1ー57 0.64 10.45 J1.25 4.89

高F7 _ 676 102 0.00 0.00 0.32 - 0.31 0.31

広野 798 418 79.3g 18.99 9.23 2.21 21.20

大崎 1105 604 8.35 1.38 ll.57 1.92 3.30

河辺 1023 431 15.45 3.58 0.3g 0.09 3.68

I- 1OOha以上 E22225 5-10ha

m 50-10Orn にミミ】1-5ha

臨空詔20-50ha E:三コ Ihal沈下
蛭田 10-20ha ⊂=コ なし

図2-3-15(1)会社有林の
冥面積分布

- 25%以上
EEZd 20-25% に=ヨ 5-100/.

田 15-20% に=コ1-5%

E正ヨ10-15% にコ 1%以下

図 2- 3- 15(21 会社有林が地区 図2-3-1513)津山市の主な

の森林面掛 こしめる面指事 幹線道臥 工菓団地の位置
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とに代表的な土地についてを示した｡

田邑ではほとんど全てのケースにおいて､1970年から75年の列島改造時代に県外の会社に買

収されたものである｡広野においても､1970年から75年にかけて買収きれたものが争いが､一

部1980年代以降買収されたものもある｡一方､上様野では､1970年以前に県内 ･市内の会社

によって買われている｡

以上から､広野､田邑の2地区の現在の会社有山林のほとんどは､列島改通時代に買収された山林

であることが確認される｡転売は､広野においていくつか見られるが､図2-3-6にあるような顕

著な転売の例は見られない｡

3) 広野､田邑地区における会社有林の分布状況

次に､広野､田邑の会社有林の分布図を地域森林計画台帳と土地の地籍図を照らし合わせることに

よって､作成した｡さらに､地元住民や市役所でのヒヤリングを参考に､各地区での会社有林の買収

の状況やその後の所有状況について調査した｡

① 広野地区における会社有林の分布状況

表2-3-6は広野地区 (河面､福井､田無の3つの小字からなる､総面積798ha)の各小字の

会社有林の一覧である｡広野地区の森林総面積418haのうち約88.6ha(約21.2%)が会社有

である｡図2-3-17は､地所有形態別の分布図である｡県外会社有林が､大面横のまとまりで存

在している様子が原著である｡

これらの会社有林が買い占められた状況について､津山市役所建設部および､広野地区の土地の状

況に詳しい地元住居にヒヤリングを行った｡それによると､1970年ごろから会社による森林の買

い占めが始まり､対象はほとんどが個人有林で､1件あたり1-10a程度の土地を多数買い集めた

とのことである｡会社の多くは京阪神の会社であった｡会社によって買収された森林は､一部､主に

県外の個人に分譲されたとのことであったo図2-3-17の会社有林のうちに､1筆が不自然に小

面横 目 a以下)で､ほぼ同面積の筆が30-80筆幾何学的に集合してできているものがあり (会

社有林以外にはこのような集合はみられない)会社が買収した後､分譲目的に分筆 した痕跡と見られ

るQ

一方､図2-3-17中の矢印Aの部分の大規模に買収されている山林は､ヒヤリングによるとゴ

ルフ場の開発の実施を意回して買収された山林である｡現実には､資金難などの原図から計画実現の

見込みはたたずにいる｡また､会社の資産として保有することを目的としていると思われる買収され

た山林も見られるが､それらの中には､抵当権が設定されているものもある｡同様に矢印Bの示す地

区では､近拙地方の土地業者により大規模に買い占められた (地目上の)森林である01970年に

買い占めが始まり､区画割り (斜面のままで造成はしていない)アクセス道路と区画道路 (私有)街

灯が設置された｡当初は津山市に管理支社を置き､年数回草刈りをしたが､1980年頃会社が事実

上倒産した後､現在は荒れた道路と錆びた街灯残され､開発計画も管理作業もなされないまま放置さ

れている｡雑草と苦いマツや雑木が生えるにまかされている｡他の会社有林もほとんどがアクセス道

蕗と簡単な区画割りの杭が打たれたのみで放置されている｡

広野地区の会社有がここまで大きくなった原因としては､次のような背景力惰 られた｡すなわち､

･零細な個人有が多く､売却されやすかった
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貢 2-3-5 広野地区の会社有林一覧
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藁 2- 3- 6 田邑地区の会社有林一覧

田邑地区 両石山林面軸 ) 田中は号米※会社も 【所在抱 717輔 広葉は拝‡3.は枯その他 計

Ⅰ廷旺 淳山市 6 92 8 13 119TOTO

Kは蛙 岡山県 6 61283T①丁⑳KT産業 大正貞一#Li]75 435 751 15 82

K悪気 兵庫県 75 48 日59282T③
S土鳩 大 9 T◎

Z通商 津山市 27 28 227 T⑤丁◎T◎N晩にH杜 大破肩大臨月 23 58 1990 30226 256 13 2101505

7両事 大願 83 152 235T◎
S住宅 大隈府 95 65 160T㊨
S副耳 兵庫県 87 272 79 67 505T⑳

C土埠 津山市 7 715T⑳N葡壷 大阪府 15

N他用 大阪府 13 13T①

N産弄 大鑑后 20 20T㊥

H食品 岡山県 12 54 11 77T⑥
不明 冗 45 45

※ 表2-3-5､表2-3-6において

所在地= ｢岡山県｣は岡山県内かつ

津山市外であることを意味する｡

端封黄213-5､表2-3-6において

r圧伸記号Jとは､EE)2-3-16に

示した同じ記号に対応していることを

示すo





･県営の農地開発 (岡山県美作台地開発)が隣接する丘陵地一帯で行われていた

広野地区は､県営農地開発の区矧 こ隣接 している｡この農地開発では､1963年～1980

年にかけて合計的205haの農地を丘陵地帯に開発する計画であった｡農地造成だけでなく､道

路水路､揚水施設などインフラ建設も行われるため､周辺に土地の買い占めが行われた｡これは､

2-3の1で指摘したように､都市計画や公共施設が建設された場所に近接して宅地開発が発生

しやすい､という傾向と合致している｡

･中国自動車道の津山インターチェンジが比較的近い

･東隣の勝央町の中核工業団地に近い

これらも公共による施設開発の周辺の傾向に合致している｡しかしながら､実際には､この地区で

は集落間､他区間を結ぶローカル幹線道路網が真弱であったためか､本格的に宅地として形成されて

はいない｡

②田邑地区における会社有林の分布状況

蓑2-3-7は田邑地区 (上田邑､下田呂の2つの小字からなる､総面積97Bha)の各小字の会

社有林の一覧である｡田邑地区の森林総面積494haのうち約54.97ha(約 11.13%)が会社

有である｡図2-3-18は､地所有形態別の分布回であるo広野にくらべると､ひとつの会社が所

有する山林が完全にまとまっていないことが特徴的である｡北部の市境に近い会社有林は､以前から､

隣接する地区において流通センターの建設計画があり､その周辺で生じた土地買収であると､市役所

におけるヒヤリングにより把握された｡また､抵当権設定が繰り返し行われている山林も多く見られ

る｡

4) 会社所有林の分布と開発党生動向

以上から､山林の会社による買収の状況を次のように説明することができる｡

･分布

列島改造時代の1970年代前半に津山市では､会社による土地買収が山林原野を中心に行われ､

その多くは開発が実行きれないまま放置されているO主に個人有林の里山が会社に買収された｡それ

らは特に､広野や田邑に集中して分布している｡

･保有状況別にみた開発発生動向

列島改造時に会社により買収された山林は､①別荘地等として細分化 (分筆)きれて分譲売却され

るか､もしくは売却きれずに分筆きれたまま保有している､②会社の資産として保有し､場合によっ

ては抵当権を設定し､借金の抵当となっている､③まとまった面稗のまま転売される､の3つのタイ

プがあり､③の場合は､近辺で大きな開発計画や公共施設の立地がある場合等に､実際に開発される

ようになる傾向がある (図2-3-19)｡

2-4 本章のまとめと考察

1 地方中小都市における分散市街地化

① 中心市輯地の人口密度が低下し､同時に､周辺部の市街化が進むことによって､密度の低い市街
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1荒 完冨山の

( ※は､別荘地および住宅地として細分化 した林地を売却することを青味する )

図2-3-19 列島改造時に買収された山林のその後の経過

地力て面碑的には拡大する ｢分散市街地化｣現象が､地方中小都市では多く見られ､人口が減少しつつ

ある地方中小都市にも見られる｡分散市街地化は､周辺部での開発が進み市街地拡大が生じているこ

とを示しているから､都市化圧力が一般に小さいと思われている地方中小都市でも､無秩序な市fBlb

の生じている可能性があることを意味している｡

② 一方､地域地区指定による開発コントロールの現状をみると､市街化区域内あるいは用途地域の

指定区域から既成市街地を除いた区域､ならびに､都市計画区域外で農業振興地域 ･農用地区域に含

まれない区域は､都市計画法によっても農振法によっても有効な開発コントロールが及ばない区域で

あるが､≡大都市圏中小都市よりは地方中小都市､既線引き都市よりは未練弓は都市のほうが､開発

コントロールの弱い区域を多く抱えている傾向があることが､わかった｡

③ そこで具体例をみると､≡大都市圏中小都市であり既線引き都市である京都府亀岡市では､市街

化区域内ではまとまった住宅地を形成してきたのに対し､都市計画区域外の農娠農用地区域外の山林

において､ゴルフ場開発､無理な造成を伴う住宅地開発がみられる｡地方中小都市であり未線引き都

市である岡山県津山市では､亀岡市にくらぺ人口増加はそれほど急激ではないにもかかわらず､用途

地域内に多くの緑地が残されたまま､周辺 ･郊外部に散発的に住宅地開発が発生し､分散市街地化が､

顕著である｡ ′

2 津山市における分散市掛也化の発生メカニズム

① 1970年代以降の市街化進行の中で生じた主な宅地開発は､住宅地開発5類型と工業団地開発､

道路開発の7種類である｡これらの中でも､住宅地開発は次第に郊外へ拡大しつつあり ｢分散市徳地

化｣の主な要因となっている｡また､市街化進行の生じる最初の要因は､道路 ･工業団地 ･公営住宅

団地 ･区画整理事業のような公共建設事業や都市計画上の地域指定である場合力惨 く､居間開発がそ

の周辺の市街化をより促進することは､比較的少ない

② 住宅需要横道からみた住宅地開発発生のメカニズム :津山市外から采任した転入者の大部分は､

中心部に住宅を取得し､転勤 ･新しい仕事のための転入者は社宅や賃貸住宅､縁戚関係による転入 ･

リターン者はその賃貸住宅もしくは持ち家を取得して入居している｡市内転居者で持ち家を取得して

転居したものは､郊外部の民間開発住宅団地やスプロール地区に開発されている建て売り住宅を取得
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している｡従って､郊外部での住宅地開発は､人口増加をもたらしている転入者の住宅需要ではなく､

市内の居住者の住宅需要に対応しているものであることがわかった｡

③ 土地の売却履歴にみる住宅地開発発生のメカニズム :山林の宅地開発については､地元あるいは

市内所有者から1970年代前半に市外あるいは県外所有者にわたり､最終的に市外､県外の比較的

大手の業者にわたる場合と､地元あるいは市内所有者から直接市外､市内の業者にわたる場合がみら

れ､前者は50戸以上の大規模なもの､後者は40戸前後までの中小規模のものとなっている｡19

70年代前半は､日本列島改造ブームの中で中国自動車道沿道の山林の買い占めが兵庫県 ･岡山県を

通じて生じたが､これらの買収された山林が､近年になって､大規模な住宅団地が建設されるという

メカニズムが明らかになった｡

農地の宅地開発については､地元あるいは市内所有者から､1977-82年に市内所有者 (個人

あるいは会社)に移った複､現所有者 (居住者を含む)に売却されており､スプロール地区の場合は

途中で散華に分筆きれ切り売りされている場合が見られる｡近年の農地の売却は､公共買収によって

売られた土地が非常に多く､これは集落に関わらず全市的に多い｡農家が農地を保有したまま転用 し

た例は小規模のものとなっている｡これらの結果と農家へのヒヤリング調査から平野部の農地に起こ

るスプO-ル地区は､道路整備に誘発されるという発生メカニズムが考えられる｡

④ 農家の土地利用意向からみた住宅地開発のコントロ-ル課題

市街化の進行動向と農家の意識との対応を見ると､全体として市街化に対しては否定的評価が強 く､

今後の宅地開発の方針に対しても農地山林とも保全的な意見がかなり多いことが明らかになった｡一

方､集落における道路整備を望む意見も多く矛盾を含んでいることになる｡農家の中でも､所有農地

2ha以上の農家は営農意欲が強く､所有農地が小規模な農家ほど､農地や山林を手放す傾向があるこ

とが明らかになった｡

6)会社有林における住宅地開発の発生動向

1970年代前半に会社に買い占められた山林は､ゴルフ場や公共施設などの大規模な開発プロジ

ェクトの計画があった地区を中心に､集中した分布を示している｡近辺で今後大きな開発計画や公共

施設の立地が実現する場合等に､実際に開発されるようになる可能性がある｡

3 住宅地開発のコントロール課題

津山市の住宅地開発の分析によって､分散市街地化の拡大とそのための里山､農地の浸食が､人口

増加にともなう転入者の宅地需要ではなく､市民の宅地需要に対応している供給であるという状況が

明らかになった｡特に民間開発住宅団地については､1970年代前半に他府県の人や業者に売られた

山林に近年になって大規模な住宅団地が開発されるという特殊な構造が明らかになった｡

市街化は､公共による基盤整備や公共施設建臥 都市計画の地域指定が契機となり､その頬聖に応

じた進行過程を示す｡津山市のような地方小都市では大都市圏ほど市街化圧力が大きくないため､基

盤整備のない所では市街化は進まず､土地転売目的の造成などが散発的に起こるだけであるo しかし､

道路が整備されれば､その地域に潜在的に存在している農林業の衰退､生活様式の変化などの要因を

背景に変容が進み､新規兼任者とのトラブルや山林の荒廃などの要因によりさらに変容が進む｡

すなわち､里山や農地に発生する開発の制御を考える上で､以下のような現状の課題が整理される｡

①農家の意矧 こ関わらず､jetに他府県の人や業者のものとなっている里山といった､農家や集落が関
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与できない場所で開発が進むという点｡

②農家が保全したいと思っても､ほとんど利用されていない里山の状態や､営農や山林保有の継続が

積極的に行えない状況下で､結局意に反して開発を受入れてしまう｡

③小規模経営農家が経営をさらに緒小することにより積極的に開発を受け入れる｡

このような状況は､開発は都市計画区域内白地等の法的土地利用制御の位置付けのない場所に多い

ことも考慮すると､ひとつには､人口の増加が比較的ゆるやかで都市化圧力が小さい中小都市におい

て､市緯化区域のhJL定のような現行の土地利用規制の運用が十分になされていないことが原因である｡

道路や公共施設整備は､個別に実施するのではなく､同時にその周辺の土地利用規制をセットで実施

することにより､その近辺での住宅地開発の発生をコントロールすべきである｡

しかしながら､亀岡市のような大都市圏にある中小都市に比べ､地方中小都市である津山市の市街

化は､散発的であり､宅地が面的に拡大していくほどの勢いをもっていない｡しかも､市街地が分散

的に拓がっていく傾向の主な要素は､市民の住み替え需要であり､需要に肘する一定の受け皿が必要

でもある｡既に分散市街地化しているため､市街化区域の設定を現在の宅地分布に忠実に行うのはか

なり困難な作業と思われ比較的農地や里山を含んだ設定となる可能性がある｡従って､まず､保護が

優先されるべき里山や農地などを強 く市街化を規制するように指定した残りは､散発的に発生する宅

地に､個々に対応して､景域と整合する宅地の立地や建築の制服 ･誘導を行うことが効果的となると､

考えられる｡その際に､各地区の農村景域の特徴をよく把握 し､これに対応 した規制 ･誘導の方法が

莫施されれば､分散市祷地化に対応した景域の保全が可古巨になるのではないかと推察される｡

一方､里山や農地の保有意向をみると山林経営 ･営農の意向が強くない場合が多く見られる｡これ

は特に里LLJの場合に顕著である｡所有者である農家にとって､山林程営 ･営農の継続が困難になり里

山や農地を従来通りに保有することが積極的な惹向とならない場合､代替となる利用のあり方が必要

である｡現状では､山林経営 ･営農のほかの利用方法は住宅地開発等の宅地化を行うか､放棄地とな

るかしかない｡景域保全と両立する利用方法があれば､決して積極的に宅地化を望んでいるわけでは

ない農家にとっては､山林経営 ･営農を縮小しても､里山や農地を維持 していく動地となると思われ

る｡
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第3章 ドイツの空間整備計画における地域生態系の保護

3-1 本章の目的と方法

土地利用規制や市街地開発に関する種々の計画において､地域生態系の保護や再生の目標を具体化

した土地や空間の利用､管理の方式を一体的に計画に盛 り込むことが､景域保全のために重要な役割

を果たすと考えられる｡従来､土地利用規制は､図3-1-1にみるようにまず都市､農業用地､森

林､自然保全などに地域区分 し､それぞれの範時の中で､土地利用の誘導や制限が行われている｡し

かし､第 2章で論 じたような､専 ら都市計画法､農振法､森林法が適用される､市街化進行地域にお

いて､地域生態系の保護や再生を体系的に取 り扱う計画システムは､現在用惹されていない｡公園の

建設や一部の緑地の保存地区において､ トンボ池づ くりや湿地の保存などの個別のプロジェク トが見

られるものの､自治体全域にわたっての､都市整備､農林業振興､森林保全を含めた土地利用の基本

方針と連携することのできる､地域生態系の保護方針のたて方と､土地利用の誘導 ･制限の方策が必

要である｡そのためには､都市的土地利用や農村的土地利用の配置と地域生態系の保護の手段を合わ

せ持った､新たな土地利用計画のあり方が求められる｡

国土利用計画法に基づく土地利用計画

｢----一一一国土利用計画 ---.---一一-1

: 全国計画-都道府県計画-市町村計画
1

I都市言†画法

耕Tb,+TTai1議EJIヒ匠妓

池田笥化マスク 地区生民吐プ~'

l

農垢法

Jt推他姓
JI用地ERtt

u用肌lI
養生5!冊

l+

森林法

旭妓中経王i面王手
魚民有林
B]有一帖

jZ輔例莞_S出制

J

自然 公Li]法

EIだ公EEの正姓
開先頒朗
校地保存

個別法にもとっく土地利用計画

J

自然規規保全法

白点ヨHl保全旭JI
研究規別
操稚保存

図3-1-1 法定土地利用計画の体系
紙 田1992年.rAHZナ画筆｣Jt≠土木草食Rtl榔 直判 q暮宰A会J4 5t貰モー55改打)

図3-1-2 ドイツの土地利用に関わる
法定計画の体系

そこで､本章では 地域生態系の保護を国土および都市の法定計画に体系的に連携させて (図3-

l-2)実践 している先進事例 として､ (旧西) ドイツの景域計画システム=上lをとりあげ､景域計画

システムの導入の意義､その計画の立案方法と運用の特徴を明らかにする｡同時に､現行の日本の法

定土地利用計画との比較考察を行い､日本における景域保全からみた土地利用計画の不備 ･課題を明

らかにする｡

illr果域計画システム｣とは､ここでは､Landschaftsplanungの和訳として使っている｡これは､州や部

や市町村等の複数の行政L,ベルでそれぞれつくられる東城操津のためのプログラムや計画全の全体を示すもので

ある｡また､このシステムは旧西 ドイツにおいて発展してきた机 東西 ドイツ統一卸ま連邦全体に適用されつつある｡
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まず､3-2および3-3において､地域生態系の保護を都市計画と連携させた計画の立案 ･運用

の背景となる､自然と景域の概念の考察を行う03-2では概念の発展の歴史､3-3ではビオトー

プという空間単位概念の役割について文献をもとに整理し､さらに自然保護 ･景域保全の実践方法の

枠組みを連邦自然保護法に箸目して明らかにする｡次に､3-4において､農地や森林などのオープ

ンスペースに対する､地域生態系保護のための土地利用計画の立案と計画内容､運用の方法について＼

主にノルトライン.ヴェス トファーL･ン州ア-ヘン市を対象として､プランの策定作業と内容､運用

について､文献および､アtへン市環境局 (Dr.Ur‖chAsmus)へのヒヤリング調査､および現地統

察により分析する｡さらに｡3-5においては､都市的土地利用に対する地域生態系保護の考え方と

評価､土地利用規制の適用法について､文献､および､アーヘン工科大字建築学部景域生態学および

景域設計学科教授Dr.C.LKrauseの解説 ,議論をもとに､考察を行う03-6において､景域計画シ

ステムの意義と特徴をまとめ､3-7においては､現行の日本の法定土地利用計画のしくみとの比較

考察を行う｡■

3-2 地域生態系保護の理念と制度の発展史

ヨーロッパの各国において､現在みられるような自然保護や景域保全のための制度が発展する出発

点となったのは､産業 (工業)革命による国土開発の進行や都市拡大力鴨 たらした自然地や景勝地の

破壊や変容である｡19世紀末から20世紀初頭にかけての自然や郷土保護運動は､ヨーロッパ各国

共通の動きであった｡

例えば､イギリスにおいては､1895年のナショナル トラス ト設立等にみられるように､歴史的

景勝地や自然地の保護の活動が起こり､都市に対 しても､エペネサー ･ハワー ドのEfl園都市論が発表

されるなど､今日の自然 ･農村景観保護に影響を与えた重要な動きが興った｡

同楓 こ､ドイツにおいても､19世紀半ばに産業革命が起こり､ヨーロッパの自然保言要運動の盛り

上がりの中で､郷土保護運動が.活発化した｡これには､19世紀初頭のナポレオン戦争によって､ ド

イツの一部がナポレオン統治下にある時代に､ドイツらしさを求めるナショナリズムの高揚が見られ

ていたことも背景となっているとされているll王｡1870年代にエルンス ト-ル ドルフが､郷土保護

の必要を捷言し､1904年に､ドイツ郷土保護連盟 (DerDeutscheBundHeimatschutz)が結

成された｡この連盟の目的は､ドイツの郷土の自然的 ･歴史的に固有なものを保護することとされ､

①記念物保存 (Denkmalschutz)､②伝統的農家 ･町家の保存 ･技術継承､③廃虚を含む自然風景

(Landschaft旺3) の保護､④その土地固有の動植物､地学的特賞の保護､⑤民芸の継承､⑥習俗 ･

慣習 ･民俗の継承 等の項目があげられ､これらは､現在の ドイツの自然保護法にも通ずるところを

もっている｡例えば､記念物保存､自然景観保護などの､特定の保護対象物 ･地区の保護や､土地固

有の動植物保護である｡

1935年にヒットラー政権下で､帝国自然保護法 (Reichesnaturschutzgesetz)が制定された｡

帝国自然保護法の特徴は､自然保護区 (Naturschutzgebiet)､景域保護区 (Landschaftsschutz-

gebiet)､国立公園 (Nationalpark)､自然公園 (Naturpark)､天然記念物 (Naturdenkmal)と

いった保護区 (対象)指定の制度を導入したことであり､これは､現在の自然保護法にも継承きれて

巨Zrドイツ国土美化の研究｣赤坂信書､千葉大学園芸学部学術報告第43号､1990年

むこの時代のLandscha他 いう概念は､本論文で用いている ｢景軌 よりも風景の意味が強く､ここでは
自然風景と訳した｡
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蓑3-2-1 ドイツにおける自然保護 ･景域保全の発展史の概噂
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いる方法である｡また､それまでの理念であった特定の単体の保護 (例えば､樹木や崖地､景勝地)

だけでな く､自然生態系の生息空間保護への理念の発展が見られる｡

帝国自然保護法は､第2次世界大戦後に､ ドイツ帝国がな くなったために国の法律としては消減 し

たが､その内容は西 ドイツの各州の条例として施行され続けた｡すなわち､ひとつひとつの保護区 ･

保護対象が個々の保護条例をもって指定されていた.

戦後の西 ドイツの経済成長が減速 し始め､ECで農産物が過剰となり農村と農業の維持の問題が生

じ始めたのは､ 1960年代束である｡ 1970年の欧州自然保護年を受けて､翌年 1971年に､

西 ドイツ連邦喜轟会において､環境プログラムが提出された｡このプログラムは､ ｢自然生態系に対 し

て人間が加える侵害｣から自然生態系を守るという､現行の連邦自然保護法の理念と､ ｢予防 ･原因

者負担 ･協力｣という3大原則を示した｡この後､連邦に先駆けていくつかの州では､州の自然保護

法 は たは､景域保護法)が制定された｡これらの動きの背景として､農業政策がある｡戦後の ドイ

ツ農業の低迷､同時に農業そのものの集約化 (特に､肥料､農亮の多用､圃場整備によるビオ トープ

の消失)による景域破壊への反省の結果､ ドイツの国土の 50%以上を占める農業用地について､農

其生産の向上よりも､むしろ生産を抑えて景域の保全管理を重視する政策を､ECの共通農業政策

(=cAP)による農業土地利用の粗放化に則って進めたのであるが､このような方向は､オープンス

ペースに､その土地の自然性にみあった地域生態系を取 り戻そうとする方向と一致 したものとなった｡

これは､諸行政部門間の姿勢の食い違いを緩和 したのである｡

1976年に､連邦自然保講法が制定された｡この法の特徴は､①景域計画システムの制度化､②

帝国自然保護法の保護区に加え ｢保護された景域要素 (GeschutzteLandschaftsbestandteile)｣

の指定を設けた､③自然保護 ･景域保全の理念として､ ｢地域生態系｣の保護を明確に位置づけたこ

と､が挙げられる｡ ｢地域生態系｣の保護とは､個々の独立 した動植物の保護だけではな く生態系の

生命力が保持されるべきであるという視点を思想として持っていることである｡

景域計画システムは連邦自然保護法によって､空間整備法 (Raumordnungsgesetz･'!4)および建

設法典 (Baugesetabuch如 )による空間整備計画に関わる諸プラン (州における州発展プラン､地

方における地方プラン､地方自治体における土地利用計画であるFプラン)と互いに内容が整合する

ようなプランとするべきであることが規定されている｡空間整備法においても ｢第 1条 空間整備の

使命｣の中で ｢自然の生物の生存基盤を保護 ･維持 ･発展させること｣が明示されている｡しか し､

空間整備計画に関わる諸プラン自体が発展 して､自然保護や景域保全のための計画システムが生まれ

たのではなく､景域計画システムは空間整備計画とは別の法制度 (連邦自然保護法)の発展によって

生まれたものである｡したがって､この計画システムは､従来の異なる土地利用要求をゾーンに分割

して配置するというシステムではなく､自然保護と景域保全というひとつの視点から必要とされる土

地利用の制限や誘導を配置する計画である｡

El
咽 土計画法｣と日本言喜訳されることもある.1965年制定.第1条は空間整備の使命を述べており

｢ドイツの全国土の構成は､自然条件､人口の成長､産業､インフラストラクチャー､社会文化力切 要とすると

ころを考慮し､あるいは以下の主旨に着日して､発展させられるべきである｡1.地域社会における人々の自由な

成長 .発展に資する 2･自然の生物の生存基盤を保評 ･維持 ･発展させることを確かにする (後略)｣と記さ
れている｡

珪1
1960年に連邦建設法 (Bundesbau9eSetZ)が制定され､その後､1986年に連邦建設法と他の2

つの法を統合して連投法典に改められたo Fブラン (FLaechennutZUngSPIan(=土地利用計画と日本語訳され

ることが多い日 とBプラン (Bebauungsplan(-建設実施計画､地区詳細計画等とEl本誌訳されることが多

い日 は､建設法典によって規定されているo その第1条で､FフランとBフランは､空間整備

(Raumordnung)と国土計画 (Landesplanung)の目的に合致せねばならないことが記されている｡
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この ｢景域計画システムの制度化｣によって､それまで､個々に取り扱われていた各種の保護区が､

景域計画システムというひとつの計画体系のなかで､統合して取り扱われるようになったこと､また､

自治体の全域を計画対象とし､Fプラン (土地利用計画)と連携して策定 ･施行される景域プラン加

は､その策定時に､全域の景域の診断を行うため､地域の生態系の成り立ちと､その中の保護区の意

義､様々な土地利用の影響を明らかにする作業を行うという点において､画期的であった｡

また､1987年に､連邦自然保喜郡去は大幅に改定され､種とビオトープの保護が強化され､文化

景域の保全も登場した｡とくに､種とビオト-プの保護は､保護を義務づけるビオトープを指定し､

また､自然保護区の指定根拠にもビオトープ保護を課すなど､重要な概念となった｡さらに現在､地

域生態系の保護に関係のある諸法律 (連邦自然保護法､連邦水収支法 (Bundeswasserhaushalt-

gesetz)､連邦公害防止法 (Bundesimmissionschutzgesetz日 を結合して ｢環境法典 (umweLt

-gesetzbuch)｣を制定することが検討されつつある｡

以上のよう'に､景域計画システムの制度化は､従来の国土整備計画とは別の系統である､帝国自然

保護法から連邦自然保護法へいたる自然保護 ･景域保全の法制度の発展の結果として､なされたもの

である｡自然を保護し動植物種を保護するためには､限定された空間だけではなく､地域生態系全体

を保全することが必要であるという､自然保護保護 ･景域保全の理念の発展の結果として､個別の保

護区指定だけでなく､景域の評価や保全のあり方を示す計画システムを導入することとなったと考え

ることができる｡

3-3 地域生態系保護の仕組み

1 景域とビオトープの概念

｢ビオ トープ (Biotope)｣とは､ ｢ある特定の生物社会 (Lebensgemeinschaft)が存在する､

空間的に区分可能な棲息空間の単位｣､｢ひとまとまりの生態系が存在する空間単位(Raumeinheit)｣

を意味し､ ドイツ国内に存在するビオト プ区分のリス トがすでにつくられている (表3-3-日 ｡

｢景域 (Landscha巾 ｣とは､ ｢地形､土壌､気候､水系 (水循環)､植生､動物､人間がっく

る影響などの国子を通 じて､ひとまとまりで特徴的に形づくられている､地上の土地の一部分｣

(scha軸 rundTisch)er､1983年)と定義されており､これについても､ ドイツ国内に存在す

る景域のタイプが類型化されている (図3-3-日 ｡

っまり､ ｢景域｣を生物学的に区分した空間単位が､ ｢ビオト プ｣である｡同様に地質学的に区

分すれば､ぺ ドト プ､水文学的に区分すればヒドロトー7､微気候によって区分すればクリマ ト

プというように､景域を構成するいくつかの空間単位の設定の仕方力鳩 るロ

ドイツで現在取り組まれている地域生態系保護の特徴のひとつが､ ｢ビオ トープ｣という空間単位

を活用していることである｡景域計画システムの目的は､自然保護 ･景域保全であるが､ビオ ト プ

が重要となっているのは､ ドイツにおいては､とりわけ､動植物の種の保護が重要視されていること

を反映している｡このことは､連邦自然保護法の1987年改正時に､同法の中で初めてビオ ト プ

という用語が登場したと同時に､ ｢種とビオト プの保語 (Amen-undBiotopeschutz)｣が充実さ

れたことからも､理解されよう｡

iZ̀ ｢累増プラン｣とは､ここでは､Landschaflplanの和訳として使っているo planとは､具体的な計画図

を示すもので､←システム｣とは異なることを明確にするためであるo
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表 3-3-l ドイツ国内に存在するビオ ト-丁のリス ト
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現在では､ドイツ国内や各州内のビオトープの分矧 よほほ確定され､連邦レベルで保護されるべき

ビオ トープ､州レベルで保護されるべきビオト-プの設定や､JILlによるビオトープの分布地図づくり

作業など､計画や保護プDグラムなどに効果的に取り入れやすいような各種の情報が､ビオ トープと

いう空間単位を基盤として整えられてきている｡

ビオトープは､景域 の構成要素であるから､地球上のあらゆる部分はなんらかのビオ トープであ

って､都市もビオトープである｡ただ､生息する動植物種に薯目した空間単位であるから､都市より

も農業地域､農業地域よりも自然に近い地域に､ビオトープのタイプは､多種多様になる｡景域計画

システム上でビオトープの ｢保護｣や ｢再生｣などが議論される場合には､地域生態学的に価値が認

められるビオ トープが中心となる｡

保護すべき景域には､原生自然への近さに基づく分類が存在する｡すなわち :

①Natu川cheLandschaft 自然景域 :原自然による､人間の干渉､影響のほとんどない景域｡ドイ

ツではアルプス山岳景域や海岸など特殊な地域に限られ､わずかしかない｡従って､保護が最優先

され､人間によ干渉を避ける｡

② Naturnahelandschaft 近自然景域 :原自然が改変されているが､人間の干渉が少なく､自然に

近 く安定した､生態系も賃の高い景域｡河川工法等で

も有名になった概念である｡湿地ビオトープ の再生

などもこの種類の景域の再生を意味する｡これは人間

の努力によって増やすことができる景域であり､出来

るだけ増やすことは景域計画システムの重要な目的で

ある｡

③ KuFtur)andschaft 文化景域 :集約化､親械化の進む

以前の農業景域｡すなわち､人間が干渉する こ与によ

って維持される景域である｡ドイツの国土の60%が農業

用地であることを考えると文化景 域の占める面積は非

常に広いDこのタイプの景域の賃を高めることは､農業

を粗放化することにつ ながるのだが､これは､各州で

多くのプログラムとして取り組まれている｡

景域プランは､一般に､その計画範囲内の土地の特徴

を､土壌の分布や微地形､水系のまとまりや動植物相 ･

植生によって､均質性のある土地ごとに区分し､得られ

た区分ごとに､各種の土地利用に対する敏感さや脆弱さ､

耐性を判断しながら､土地利用の適性や管理の方向を決

定していくことによって立案きれる (図3-312)｡

この作業で得られる土地利用適性と､実際の土地利用の

状況のギャップに応じて､維持 ･改善 ･再生 ･放置など

の保全のおおまかな (マクロスケールでの)方向性が､

景域の発展目標として決定されるoさらに具体的に､｢ど

の土地をどのように使うか｣を (ミクロスケールで)ど
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図3-3-2 景域プランの立案手順



オトープ保護プログラムや景域プランの保護区指定に反映させる際には､土地の利用単位 ･所有単位

にみあった区分が必要である｡ベドトープ､ヒドロトープ､クリマトープ､ビオ トープ等の区分のし

かたの中では､土地の利用形矧 こ最も整合性のある区分がビオトープであると考えられるる｡動植物

相が人間による撹乱=土地利用によって最も複雑に変化すると考えられるからである｡実際にビオト

ープ区分は､森林､農耕地､牧草地､居住地といった､土地利用の類型に応 じて分類されており､地

域生態系の成り立ちを表わすことができる空間単位であると同時に､土地利用の類型に整合する単位

であったことも､ビオ トープの利点であり､計画に広く適用できた理由であったと考えられる｡

このように考えれば､ビオトープの意義は､景域の成 り立ちを表わす区分として､土地の特徴の調

査寸土地利用の適性の評価→土地利用上の規制や規則の決定､という景域プラン策定の一連の作業の

中で共通して使うことのできる空間単位である､と評価することができる｡

2 景域計画システムのしくみ

11 土地利用計画と景域計画システムの関係

連邦自然保護法第2章の第5､6条において､空間整備法 (Raumordnungsgesetz)にもとずく

土地利用に関する計画システムと景域計画システムの関係を規定 している｡各州は景域プログラム

(Landschaftprogram)を､地方 (Region)は景域枠組みプラン (Landschaftrahmenplan)を設

ける (ベルリン､フレ-メン､ハンプルグ州においては､州L,ベルで景域プランを設ける).自然保

護と景域保全の目的を実現するための､具体的な方法が景域プラン (Landschaftp王an)である力し

この策定主体は､連邦自然保護法では決定されていないものの､一般的には､市町村､もしくはその

複数の市町村の連合､郡ごとにつくられている｡これは､各州がそれぞれの州自然保護法 (州によっ

ては景域保護法という)を持っており､これが景域計画システムに関して､連邦自然保護法の枠組み

蓑3-3-2 バイエルン州およびノル トライン ･ヴェストファーレン州の景域計画システム
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の下で､具体的､詳細に関わる規定を決めている｡

蓑3-3-2に､バイエルン州とノルトライン･ヴェストファーレン州の景域計画システムのしく

みを示した｡ノルトライン･ヴェストプア-レン11冊 ま､景域プログラムや景域枠組みプランは､空

間整備計画の,)順 展プログラムや地方の地区発展プランに一体化して兼用される｡景域プランの策定

L･ベルは､郡 (Kreis)または､郡に属さない都市 (Kreisfeistadt)であり､景域プランは､Fプラ

ンの策定範囲全体ではなく､外部地域に対してのみ策定される｡外部地域以外の地矧 こついては､自

治体郡や都市の独自の施策にまかされているが､例えば､デュッセルドルフ市では､緑整備プランを

外部地域以外全体について立案している｡アtへン市では､Bプランのある地域では､それと連携す

る緑整備プランを立案し､外部地域以外全体には､樹木保護条例や保護すべき土地ごとに条例を設け

て個々に保護区や保護対象の指定を行う方法をとっている｡ノルトライン･ヴェス トファーL,ン･JlllO)

景域プランは､Fプランとは独立した､条例として策定されるプランであり､その内容は規制力をも

っている｡

一方､/日 工ルン州では､景域計画システムにかかわるプログラム ･プランは､空間整備計画の各

プログラム ･プランの中の一部分として含まれる○景域プランもFプランの一部分として策定される

ため､規制力に関しては､Fプランに準じ､行政のみに対して規制力をもつ､誘導指針としてのプラ

ンとなる｡

2) 連邦自然保護法にみる景域プランの内容

連邦自然保護法は､保護区の種類､保護対象等の景域プランの内容についての枠組みを述べている｡

図3-3-3(太線の下線および枠組み部分は､1987年改定時に､変更あるいは充実化された部

分を示す)に示すように､連邦自然保護法第3葺 ｢一般的保護 ･保全育成｣の指針､第4章 ｢自然と

景域の特定の部分の保護 ･保全 .育成｣に述べられる､各種の保護区､保護対象の指定､第5章 ｢野

生の動植物種の保護と保全｣に述べられる､ビオトープの保護や野生動植物に対する一般的な取り扱

節 1丑 1兵 ∃.rA保は .果塩保全のEj抹

自然収支の帖力.自然変疎の利用可llTy生､動植物界､日新と訊哩の多様性 .独自性 .典し古

窮 1茸 2条 自然操甥 .菜域保全の原則

自然収支の化外 史軌/非辿べいEty白紙茨軌/土塊/水面/大知守共さ.騒音/熱幌/組生/野生の動捕物/レクリエ-シFン/文化伴或

第2正 長包 十画システム

5真 東上王プログラムと

未納 みプラン

6真 東塙1ラン

._一一_日日_ト ___｣
l

粥 1ラン壬
に表現可 i

.日.,_"..__｣L… _..I_
崩3JE r椴的

保技.保全･育成

~て~
ll

II

荊 d丑 白虎と長堤

の特定の53分の操は

･保全･育成

11箕 自然保持区

H集 国立企B]

15真 東塩倶控区

16条 自然公出

目糞 天然!己告拍

18集 保護された

長城軍票

I
I L "-""T .

邦5丑 }f生のLh托物租
の操規と保全

コ0某 社操技の白的

社とt'iL-フ■良はの

ための｢晩規定
特定t'1ト7.の保技

rf生王ら植物の

I-ArL的提!E
保ユF下のZh旺物理

ト-′-ノ-′..-′-/-(._一′.--J■-′--( ･一 ･Jl-I一一1-一′-JJIAJ- I-I-/-ノー~′■~′-r･.~J一一′▲

図3-3-3 連邦自然保護法

6g

弟6文 白瓜と

東尾でのレクリ

エーション

27主 粥放
滝への立ち
入リ

花とt-1卜 7̀ 信ii7̀ロ グ ラ ム



い指針､の3つの主題について､その具体的内容を景域プランに表現することができることが､位置

づけられている｡

第3章 (第8条)は､ ｢自然と景域に対する侵書｣､すなわち､ ｢自然収支の生命力､景域の概観

を大規模に継続的に妨害する可能性のある土地の利用形態の変更｣､を避けるように規定するもので

ある｡

表3-3-3 保護区 ･保護対象の指定根拠

自然保護区 1.生物社会あるいは生物の所在地において特定の野性の動植物の種を維持､2.学問的 .自然史的 .地誌的な根拠において､

(Na山rschutzgebiet) 3.稀少さとりわけ独自性､または卓超した美しきを根拠に､
自然と景域の全体或いは一部を保護する

国立公園(Nationalpark)1.広域にわたり特に独自のもので､
2_概ねの区域において自然保謹区の必要条件を満たし､

3ー人間の影響を受けた状態がないか或いは少なく､かつ､

4.特に特色皇かな土着の動植物の状態が維持されている､地域

震域保頴区 1.生態系の生命力､ならびに自然財産の利用可能性の維持あるいは再生の
ために､

(LandschahflS- 2_ランドシャフトの外杭の多様性 独̀自性 .美しきのために､あるいは､

shutzgebiet) 3.保養のための特別な必要性のために､
自然と景域の保護が必要な地域

自然公園 1広域にわたり､

2.概ねの区域において自然保振直か景域保簸区があり､

3.レクリエーションに対するそのその場所の景城的な必要条件が特に独自の

(NatUrpark) もので､
4.レクリエーションと観光に対する空間整備と州計画の原則とE]梼

こしたがって計画される

天然記念物 1.学問的 .自然史的 .地誌的な根拠のために､あるいは､2.稀少さ .独自性 .乗しさを根拠に､

(Naturde∩kmaI) 保護が必要な指定単独自然生物であり､この規定は､切り離すことのでき

ない周囲環境も考えに含めることが出来るo

保護された景域要素 1.自然収支の生命力を安全にする､2.その場所の外観､東城の外税をいきいきしたものにし､整備し､維持管理

(Geschutzte する､あるいは､

Landschafls- 3.有害な影響に対する防術のために保護の必要な､

beslandsleiり 自然または東城の一部o保岳劉ま､ある決った地域において､樹木､生け垣､

表 3-3-4 連邦自然保護法によって保護が義務づけられるビオ トープ

lMooreSumpfeRohrichleSegen･undBinsenreicheNasSWiesenQue"bereicheNatuTnahe

undUnveTbenteBach-undFIussabschnitteVerIandungsbereichestehenderGewaesser

(湿原､沼､アシやカヤの生い茂った湿地草原､湧水地､近自然的な損傷のない断面の小川

河川や止水域)

20ffeneBhnendunenOflenenaturlicheBlock-undGero"haldenZwergstrauch-Und

WacholoderheidenBorstgrasrasenTrockenra岳enWalder-undGebuschelrockenrasen

Slandorte(内陸湖の砂浜､天然の岩石斜面､ハイマリまたはネスのかん木のあるハイデ､剛

毛のある草の草原､乾燥草原､森林あるいはかん木のある乾燥草原)

3Bruch･.Sumpf-.undAuwalder(断層柿､沼沢柿､河川等の中州柿)

4Fels-undSteHkustenStrandwa"eDunenSalヱWiesenWattflachenirnKustenbeTeiche

(断崖や岸壁のふもとの砂丘､塩分をふくむ牧草地､崖地のなかの干潟)

50ffeneFelsbildungenAIpinerasenundSchneetalchen Krummholzgebuscheimalplne

Bereiche(アルプス草原の中の断崖とアルプス地方の積雪のある谷のハイマツ林)
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第4章では､6種類の保護区､保護対象が規定されている｡これらのうち､｢保護された景域要素｣

を除く5種類は､帝国自然保護法において長引こ実施されていたが､連邦自然保護法においては､これ

らの保護区に該当する地区 ･対象の自然 t景域の特徴の評価が科学的 (生態学的)なものとなった｡

表3-3-3は､連邦自然保護法の各保護区 ･保護対象の指定根拠をまとめたものである｡

第5章 ｢野生の動植物種の保護と保全｣の内容は1987年改正時に大幅に充実化された｡特に､

第20尭C｢特定のビオトープの保護｣は､具体的に保護を義持づけるビオトープを列挙したもので

(蓑3-3-4)､ドイツの全国で保護が最も優先されるビオトープを決定したものである｡また､

この第20条は､いくつかの州で策定されている ｢種とビオトープ保護プログラム (Arlen-und

BjotopeschutzProgramm)｣の背景となるものである｡

連邦自然保護法のもつ意義は､まず､①空間整備計画のプログラム ･プランのそれぞれに､自然

保護 ･景域保全についてのプログラム ･プランを連携させたことにあり､これは､州､地方､自治体

のそれぞれの■レベルで､空間整備と自然保護 ･景域保全の整合性を考慮する機会を与えたことを意味

する｡次に､②とくに景域プランによって､法制定以前には､保護区や保護対象の措定は点的､線的､

リーン的で個別に指定され､互いに孤立していたが､景域プランの導入により相互の関係を考慮する

ようになったという意蒜がある｡さらに③景域プラン立案のための調査等を通 じて､あらゆる土地に

対しての生態学的な特徴を明らかにし､そのデータベースがつくられること､⑥自然保護 ･景域保全

のための土地の重要性の判定の方法について､生態学的な方法を用いること､をはっきりと述べたこ

と､これらの4点である｡

3-4 景域プランの立轟と運用

1 ノル トライン ･ヴェス トファーレン州の景域計画システムの概要

ノルトライン･
ヴェストファーレン州

デュイスブルク
デュッセルドルフ

77アルツ州

フランクフルト

シュツツトガルト

ノルトライン･ヴェストファーレン州 (以下､

NRWdllt省略､図3-4-1)では連邦自然保

護法よりも早く､1975年には州の景域保護法

を制定し､景域計画システムの運用を始めた｡1

975年以前は帝国自然保護法を州の条例として

継続 して適用 し､個々の保護区ごとに条例をつく

るかたちで保護区指定が行われてきていた｡現在

の景域保護法は 1980年に改

● 人口100万人比 の都市 正き誓 聖讐 二二三E.:し三二
る｡州が景域プログラム､地方

が景域枠組みプラン､郡あるい

は郡に属さない市が景域プラン､

を策定することを決めている｡

1993年時点で､90の景域

プランがすでに実施され､16

0のプランが作成作業あるいは､

● 人口50万人以上の都市

250 500km芦璽璽 璽 竺 竺 竺 璽 ≡ 巴

図3-4-1 ノル トライン･ヴェストファーレン州の位置
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策定手続き中であるfZ7｡

景域プランは､郡または市の行政範囲のうち､外部地域=主Bに対して､Fプランとは独立に条例とし

ての拘束力をもったプランとして用意される｡景域プランが策定されない地域 (Bプランが用蕃され

るべき地域)については､州法レベルでは規定しておらず自治体にまかされているが､緑整備プラン

を策定する､あるいは､ア-へン市 (Aachen. Kreisfreistadt)では､樹木保護条例や個別の保護

区 ･保護対象を個別の条例として指定して対応しているQ

表3-4- 1は州法が捷供する景域プランの計画内容の一覧である｡保護区指定の他に､休閑地の

使途､森林利用のための特別規定や､景域の成長等のための手段に関する項目を独自に設定している｡

蓑 3-4-1 景域プランにおける主な指定内容 (NRW州景域保語法に~よる)

白.tj;とft短の絹別保lB匡 ･E!鮒異は匡･丑損保蛭匡己:…芸琵 1,:売脚 【と.抑

休脚 色 ･百姓逆手Bに任tTる地区

のための旺造 ･群杭作､手入れ.または他の利用

蒜格別 ･特定の桝J江を掃く.または絹定の

用のた 封功を政つた的植梓

めの桔 ･絹定の別荘を韓く､または絹完の

別)舵 胡7Eを睦つ1=円招綿

成長 . ･近自然的は且空間の:A''計.または

手入れH先の早 さ≡ 回はI,=YL,成または .絹本到

一五記 ･hLJ木集団･1本の拐木･臼長い円木解･.1本油層･岸辺壬生*綿･生rIjji･望状生[1垣･保if植物･枯枝
lヒ･土地の安湖 ･印生のための

と吉になる 土地空欄

這3RJtの先王 ･5妨害になるJT:% Jlの祐三･手入れの辛暇

･レクリニー ･地主rLm

シヨン塁Lja ･-_G正昭

1987年末時点で､589ヶ所の自然保護区 (計40,050ha)が指定されていたが､これは､

州の総面魂の約 1.2%で州景域保護法制定前より3倍の面積である｡NRW州は､全州面積の3%

を自然保護区にする事を目標としていた鮎｡1993年時点では､ 1,245ヶ所の自然保護区 (計

883,700ha)と､目標を超えて大幅に増加している如 ｡

建設行政側のFプランと自然 ･景域保全行政側の景域プランが独立であるのに大きな矛盾を生じな

いのは､上位計画として地方発展計画を共有しているためと考えられる ｡また､景域プランとFプ

ランが独立してはいるが､景域プラン策定時に､自然 ･景域保全行部局だけではなく､建設行政部局

も参加して作業が進められる｡

この州は､ルール工業地帯を含み､ドイツで最も人口が集中する､大都市を多く含む州である｡景

域プランが市街地を覆っていないことは､市筒地のしめる面積が広い大都市においては景域プランの

効果が十分でないことを意味する｡例えば､州都デュッセル ドルフでは､外部地域は市の約 1割に過

ぎないため､景域プランは非常に限定された範匪‖こしか用意されない｡同市では､繰整備プランを充

実させ､一般の景域プランに近い内容をとる形で補っている (蓑 3-4-2)が､州法では､緑整備

ti7｢zehnJahreUmweltprogrammNo'drhein-Westfalen(NRW州環境プログラムの10年)｣

MinisleriumfuerUmwelt.RaurnordnungundLandwirtscha九desLandesNordrhein･Westfalen､1993年

10月

豆d｢外部地域Aussenbereich｣とは､Fブランにおいて､農業地域､森林地域などに指定されている､建
築活動の原則不可能な地域である｡

b ｢LandschaftsplanungN即drhein-WesHalen(NRW州の景域計画システム)｣Ministeriumfue一

Umwelt,RaumordnungundLandwirtschaftdesLandesNordrhel-n-Westfalen､1988年

ELD注5に同じ
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プランの内容に関する規定を決めておらず､自治体の判断にまかせているため､自治体によっては､

都市 ･集請地区の内部の景域保全に十分取り組まれない可能性がある0

表 3-4-2 デュッセル ドルフ市の緑整備プランの構成

1.0ekologieKarle(エコロジー副 →都市生態系の状況をよりよくするための

計画の図

大気の対流と通風､軒市気候の改善を重視し､新鮮な空気が通る風の道を確保する

空気の交換がよくなるような措置､ビオトープの確保

2.Fre汀】aechenKarte(空地回)-->公共空地として利用できる見込みのある

土地とその改善計画

個々の空地を､公共利用､私的利用､特定の集団が利用する等の利用可能性を考察
アクセシビリティ､覧音､設備改善などの措置

建物間､道路敷地のあまりのような放置されている空地を実際に使えるものにする

3.Gestaltungskarte(景観 ･まちなみ回)->都市構造 ･まちなみの改善図
歩行者路網､自転専路網､それらと関連させたグリーンネットワークの計画､
木々の維持や植樹､

まちなみの整備､などのFフランには記載できない計画

2 景域プランの策定と通用

1) ビオ トープ概念が果たす役割

図3-4-2は､景域プランの作成のフロ-を単純化して示したものだが､これらの作成手順の中

で､ ｢ビオ トープ｣という空間概念が重要な役割を持つのは､以下の4つの段階においてであるq

①景域プラン作成のための基礎調査

景域プランをつくるときには､基礎データとして､地質､水系､気候 ･風､地形 (傾斜度)､植生､

ビオ トープ現況､土地利用現況､交通 ･インフラ現況､観光施設現況､各現況の目標図等の固化が行

ゎれる｡これらの (普通 20種以上の)基礎データ国の-つとしてビオ 卜 プ現況臥 目標回がつ く

られる｡

②景域プランにおける保護区指定と保護の内容

連邦自然保護法における自然保護区の指定の根拠には､ビオ トープとしての価値の高さを評価する

ことが明言されている｡また､NRW州の景域保護法では､自然保護と景域保全の原則を列挙 した第

2条の10において､野生動植物の保護に関して､その生息地点とビオ トープは保護､縫持､成長させ

ねばならないとされている｡これらから､各種の保護区には､それぞれ､保護区指定の根拠にビオ ト

ープの評価が述べられている｡

また､NRW州が連邦自然保護法に規定されていた保護区 ｢保讃された景域要素｣をさらに細分化

して新設した､ ｢近自然的生息空間の特別保護区｣という保護区は､とりわけ貴重な保護対象物の存

在する区域ではなくとも､地域生態系にとって意味のある場所を､かなり厳 しい保護手段をもって指

定できる区域が実現 したものであるが､これはビオト プの分類を反映した指定となっており､ビオ

トープの評価に基づいて指定されているo

③ビオ トープ台帳 (図3-4-3)
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景域プランの計画矧 こ分布するビオト プの各々のゾーンについて､台帳力(っくられるo特に､保

護区指定に関しては､州に認可申請するための滞付資料となる｡州ごとに､台帳化のマニュアルを用

蕎している｡州はこれと並行して､州域全体のビオトープ図の作成作業をしているo

NRW州の台帳化マニュアル (1982年版､州生態学 ･景域発展および森林計画研究所が作成)

により､台帳の内容についてみると､所在地や面積､標高などの基礎的なデータに加えて､

･ビオトープタイプ (表3-4-3のリストを使用)

･ビオトープの特徴のまとめ

･棲息する動植物と生息密度､とくに絶滅危機種 (レッドリスト)に該当するもの

･ビオトープのネットワーク化の方針 (マニュアルにある方針のリストから選択)

･周辺の土地利用

･さらされるおそれのある損傷､危険 (マニュアルにある方針のリストから選択)

･価値評価､保護と維持管理のための手段 (マニュアルにある方針のリストから選択)

等が記述され､地図や現況写真とともに台

LANDSCHAFTSPLAN 2)
(景蝶プラン)

保は区指定:
自然保EI区NSG
保はされたま妓要素LB
東城保報区LSG
天然記念物ND

与保舵 について佃 野

ビオ トープ台帳

位置･知名 稚高 配 I~':''■~■

含 空れ古と'才トフ●ク(71と特放Li塩物(希少祖〕 -hh･用皿土地fIJ用 ---I-
さらされるおそれのある危頗 ･絹
価包粁佃

保印と手入れq)手段 -I.･･･弓
ql■■-.-.I-4●●▼一Il.■■l■一●一一日

より地異的な保iI

I/小テlン･r zル 77-L･ン州以外の州I
マニュアJL,の得意

Blolope-.undArtenschutZProgramm 4)

宇入TL.士雀持管理の具体的作集方針
ビオトープjzイブごとの架止事項等
(普通柑glonによって特定される)

図3-4-2 景域プラン作成のフロー
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帳化するべく指示されている｡

NRW州のビオト-プ台帳化マニュアル

に拠れば､ビオ トープ台帳の成果は次のよ

うに生かされる｡

･ビオトープ連結システムを計画策定

すること

･自然保護区の保護に値することを証

明する根拠として

･動植物の生息 ･分布地図台帳をつく

るため

･種保護のためのプログラムを作成し

実行するため

･景域プランあるいは地区発展プラン

の策定に役立てる

･道路建設および画場整備計画に活用

するため

このように､ビオトープ台帳は､景域プ

ランのみならず､その他のプログラムや､

景域計画システムの上位計画､道路や圃場

整備などの他部門の建設計画にも活用され

ることがわかる｡

㊨各種の保護プログラム

特定のビオトープの保護､維持作業､再

生などを実施するためのプログラムである｡

NRW州においでは､次に示すような､特

定の地域や特定の保護対象に対する自然保
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講や景域の再生プログラムが行われており､維持管理マニュアル､実施のための補助金制度等が設け

られている｡

･FeuchtwjesenschutzprogTamm (湿地牧草地保護プログラム)

｢湿地牧草地｣ビオトープを保護するためのプログラム｡粗放的な牧草地経営を行うためのプ

ログラム

･Mittelgebirgsprogramm (低い山岳地に対するプログラム)

山岳地の農業経営条件の悪い地域の農家を支援するためのプログラムであるが､このプログラ

ムによって､支接をうける農家に対して､山岳地の特徴的なビオトープや地域生態系を維持す

るために､粗放的農業を行う事や特定のビオトープの維持を行うことを条件として義務づけて

いる (図3-4-4)｡

･Naturschutzprogramm Rhurgebiet(ルール地方のための自然保護プログラム)

工業公害によって､汚染された河川や土壌を再生するためのプログラムであるが､河川とその

谷､放棄地におけるビオトープの再生等が含まれている｡

･schutzprogrammfuerAckerwildkraeuter(畑地の野生ハーフ保護プログラム)

畑作地帯において､圃場整備等で共われがちな､畔や生け垣に自生したり､休閑地に生育する

野生のハーフを保護するプログラムである｡畑作の粗放化等の対策を含む｡

2) 景域プランの策定の手順 -アーへン市景域プラン-

NRW州のア-へン (郡に属さない市 Kreisfreistadt)を実例に､景域プランが策定されるまで､

すなわち､基礎的な調査の実施からプラン作成までの経過に即して､景域の評価､評価のプランへの

反映､プランの運用､にいたる策定の手順を考察する｡

アーへンは､NRW州の中の､ケルン地方 (RegionKoeJn)に属する､人口約 24万人の地方中

核都市である｡市域面積は約 16,080haであるが､景域プランの対象になる面積は､連たんした

市絹地 ･住宅地を除いた11,460ha(畑作農地約2】450ha､放牧 ･牧草地約4,910ha､

森林地約3,167ha､道路他933ha)である｡

① 景域プランの作成の経過

景域プランの策定に関わる経過を図3-4-5に示した｡これによると､計画立案の過程で､まず､

1973年ごろから景域プランのための基礎的な調査が行われ､1978年にその調査報告書注目が

作成されている｡その調査の内容構成を図314-6に示した｡1981年に市議会で景域プランの

作成開始の議決がなされるが､その議会用資料として､景域プランの予想される内容と考え方につい

てまとめたL'ポート(以下､1981年レポートと略す)旺12が作成されている (1981年5月)｡

議会で景域プラン策定重任が1981年に議決されてから､最終的に現行の景域プランが発行された

のは1988年であった｡

この間､ちょうど連邦自然保護法の制定や改定､州の景域保護法の改定､州による各種プログラム

の発足など､自然保護 ･景域保全に関わる方法論の発展と並行して作業が行われている｡とりわけ､

1980年代後半以降のビオトープの登場がどのように計画策定に反映されているか､を特に197

iZll
｢Landschaftsplaner王schesGulachtenAachen｣DeTOberstadtdirekterBaudezernat.PIanungsamt､

1978年

如 ｢stadtAachenLANDSCHAFTSPLANEI.nfuehrung｣DerOberstadldirekterBaudeZernat.
PJanungsamL 1981*
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景域菅埋予定表
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l一 ,n紬 n血 L.Ado 州の轟積
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図3-4-4 低い山岳地に封するプログラム
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Landes N ordrhein-W estfaten ｢Das M ittelgebirgsprogram m N RW ｣
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ア-ヘン市 (Kreisーleistadt) LandschaftsgesetZ制定
I

1973- 基はEB]宜 .データの地図化 ビオ ト-プ台帳>1982 マニュアルの用意州全f郡 )明宝開始

1978 .ヰ調査報告書

l1981,7/.Y 欄 金力'行批 享酢 成重任の議決

(議会用資料1981L,ポー ト提出)

↓草案作成作美 (名保持区についてまとめる)

1985 第-草案 完成

心市民.利害開床者の計画参加 l851114-2/8

:捕助企IIIll

1987 第二幸案 完成 一読決

↓公示､市民.利害関係者の蕎見時集､修正-捕足

1988 景域プラン素 読決 .876/9-7I31

是韓フラン累とビオトープ台帳をまとめて

l 提 出

也 l7} ().[1): LOLF州エコロ: 荒技整備.蒜林主1画ジー.講究所
V19883/17景域プラン 施行 承 認I

運 用 :維持管理作業の実行 <- - 一一一-一日--∫捕助金
J/

1993 景域 プラ ンの一部変更

図3-4-5 アーヘン市の景域プラン作成の経過

図3-4- 6 1978年調査朝告馨の内容構成

8年の調査報告と､1988年の

現行プランの比較考察により明ら

かに出来る ｡

1978年の調査報告 (図3-

4-6)では､土地の利用や保護

の提案を調査結果や地理学的気候

学的データから導き出す方法とし

て､計画域を49種類の ｢景域生

態学的空間単位Landschaft5-

0ekologischeRaumeinheitenJ

に分けてそれぞれの単位の各種土

地利用への適合性を判定する方法

が採用されている ｡この調査で用

いられた景域生態学的空間単位の

分美削ま､潜在自然植生と現在の植

生､土地の起伏と､大地形をクロスして得られる分類が用いられている ｡各種土地利用のための必要

条件 (十分条件で はない)は､蓑3-4-4に示す項目が検討された ｡アーへンの都心の南東に接 し
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責3-4-4 土地利用の適性の判定に用いられた必要条件

土壌に関する巧E3 水収支に関する頃日 気候に関する項巨

土壌が厚い 十分な降水丑 公害や大気汚染か少ない

土壌への栄正の供給かよい 地下水や滞留水への混入が少TJい 静雷や.n指による租借 .被害か少ない

土壌の通気性がよい 永久湿地かTd-い 中程度の気温

土壌のi'BJ要か中寺iI麦 氾濫や洪水かない 遅霜 .早馬の繍度か少ない

生物の舌性力が高い 大きな地下水流かある 冷気の滞留か少ない

土壌の表面か掠作 しやすい 白螺か十分長い

地形に関する項巨排水不良か少ない 蒸し暑さの鎌度､強さ､絶統性が小さい

土壌浸食 .流出が起こリやすい 弓も風の頻度か小引 ､
平地-中程度の傾斜地土壌への水供給が十分 謁や諒の頻度.推無性か小引 ヽ

踏みつけによる韻偶に強い 斜面の地溝 リか起こリにくい 大気の交換かよい

降雨後幸三きやすい浸速水の浄化力がある its.年面かない斬層かない砥辞された岩石が少ない

その他

表3-4-5 コーネリーミュンスター地区についての調査報告 :利用適性と保護の提案

単位 湖在自然植生一視植生 傾斜∴土蛇 通した土地利用 保規の主星藁

6 Prune-FTabiTLClun 河谷.低地 山地丘陵也だ/の品め也域I 林泉.粗放的レクrJエ-hン 水貫操技区

ー5 14-;ji' 河谷 放牧地.粗放的けJエーシ】./(泉城の多様性は軽ね高い) 水J'E保控区
16 +7'f

31 HaiJISiEMen一丁ナ 揖ね急傾斜 円珊丘 放牧地､粗放的一事鮎勺的レクEJi-シ)>.住宅

32 †LTt̀う 平坦-中書呈鑑の傾斜 鹿軽視処理地も可

33 十川 ラ̀&;-E地 平地-中寺呈度の傾斜 鋲牧地.粗放的し9IIエう)'J

34 轄ね急性糾 放牧地,粗放的L,brJエ-}r/､森林他

44 Ferlgras-Tナ 平地-中書呈度の性糾 放ii地.粗放的.集約的t.tr)エーシ】-/ 地下水汚染の肪止住宅 周Eaの水菜保ZI区に上声じる45 軽ね急帖斜

46 十一八'ラ 平地-中手里庄の糊料 放牧地,従来遺LJの蒜榊 lJ用

て位置するコーネリミュンスター地区を例にみると､中世以来の歴史を持つ古い集落と新興住宅地も

含めた地区が図3-4-7のように11の空間単位に分けられ､表3-4-5に示すような利用の適

性と保護の提案がなされている.このような提案が市全域 (市街地も含む)について作成され計画提

案として調査報告の結論となっている｡

この提案については､1981年L,ポートで､空間単位が49種と細かく分けられしかもlつ lつ

の空間単位が複雑な形状して分布していることが多く実際の土地利用と整合性が取りにくい場合があ

ったことが反省されている｡また､土地利用の適合性の判定に主眼

がおかれており､地域生態系の保護のための考察は比較的大ぎっぱであるが､実は､この調査と並行

してアーへンでは､Fプランの策定が進められ (施行は1978年)ており､Fプランの計画､すな

わち土地利用の指針づくりに強く影響を受けたとも考えられるoしかしながら､大気の通風の悪さな

どの､景域プランに重要な基礎データが収集され､この後本格的に景域プランをつくる過程で､この

訳査結果は大いに利用されているoつまり､1978年レポートは地下水や大気､土頓などの特徴を
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土鞄利用現況▼
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図3-4-7 1978年調査報告書におけるコーネリー
ミュンスター地区の景域生態学的
空間単位の分布と保護区提案
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1978年売定 ･アー-ン市 Fフラン (コ一本リーミュンスター三色匡)▼
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W :住宅地区 M :混合地区 0:河川の氾悪が想定される地区

1988年売定 一ア-へン市景域プラン (コーネリーミュンスタ

住宅地区および混合地区

のため黒械フランは存在

N:自然保持区

｣.1景域保荘区

LB:近自然的生息空間の絹別保拝区

ND:天然記念物

GND二地54字的天別 己念鞠 [軸 木 -生垣 .水面の絹別保詫区
nE.1休脚 色に関する特別規定 (Bフラン発現まで放正)

図3-4-8 コ-ネリーミュンスター地区の
Fブランと景域プラン



蓑3-4-6 1981年L/ポートにおける景域要素の評価

累増単位 1地下水に影響のある谷や川谷 2平地または斜面地のせき止め湿地 3パール
サー丘陵の平地から波状地にかけての黄柴寒湿地 4表土の少ない土壌浸食を

受けている斜面地 5コ-ネリミユンスター地区の舌火山地形の地区で表土の

少ない場所が点在する堅い石灰基盤にテラロツサ屑の地域 6レス土地帯 等

価値の高い 近自然的､希少な､侵害の恐れがある､ビオ トープ/地質学的､地形学的､歴

ビオ トープ 史的な文化東城を構成するビオトープ/約70地区

重要な景域の部分 近自然的､自然的な東城の構成をつくる要素となる部分/
アムステル川谷､ルースベルクの丘､インデ川谷､シユネ-ベルクの丘､等

景域の外観を棉成し豊かにする要素 樹木列､並木､樹木集団､独立税､石切場､崖地､湧水地/生け垣/河岸経木
柿

/公害 一等書防止植樹蒜/林綾の植物群落

重視した､土地利用適性を判定する土地分級的な提案である｡

次に､1981年レポートでの空間単位の考え方と土地の評価の方法についてみると､1978年

の調査報告書との大きな違いは､空間単位として､土壌の状況によって分類した11分類が使われた

こと､それぞれの機能評価のための項目は､

･生態学的捜能 :動植物のためのビオトープとしての機能/水循環のための捜能/気候に肘する機

能/土壌浸食防止機能

･レクリエーション機能 :粗放的レクリエーション/集約的レクリエーション

の6項目であり､さらに､価値の高いビオト-プ､重要な景域の部分､景域の外観を構成し豊かにす

る要素､侵害をうけている景域の部分について､具体的な対象をあげて評価を行っている (蓑3-4

-6)｡1978年の報告書に比較すると､保護区指定や､景域の改善の手段 (植林など)の設定を

計画の目的としているため､土地利用の適合性判定ではなく､景域生態学的な価値やL,クリエ~シヨ

ン上の価値の評価考察を中心に行っていること､評価の仕方が､どのような動植物の生息場所となっ

ているか､侵書の有無といった､ビオトープの保護の目的が強くなっていることが､大きな違いであ

る｡地表 ･地下水の汚染されやすさへの考慮は､1978年の報告書と同様､重視されている0

1981年に草尭作成作業が開始してから､保護区指定のどのカテゴリーにあてはめるか､土地公

有化の見通し､保護区に課する維持 ･管理作業の見込みなどを検討しつつ､立案作業が行われた｡ア

ーへンでは､景域プランは条例となり維持 ･管理作業も土地所有者の義務となるため､同意を得るこ

とが必要である｡アーへン市環境局へのヒヤリングによれば､土地所有者の同意を得られず保護区指

定が実現しなかった例もあり､景域プランの立案には､土地所有者との保讃区指定に関する話し合い

が､重要な働きをしているo

② 景域プランにおける区域指定と保護の内容

1988年に策定された､景域プランにおける区域指定の構成は図3-4-9のようになっており､

現在指定されている10カ所の ｢自然保喜要区｣のうち､7カ所は景域プラン策定の臥 新たに指定さ

れたものである｡ ｢景域保護区｣のほとんどは､1988年以前に指定されていたo ｢天然記念物｣

の約90%は1988年以降の指定､ ｢近自然的生息空間の特別保護区→の全ては1988年以降指定

されたものである｡
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･自然保護区 (Naturschutz

-gebiet､景域プラン中で

はNSGと暗記)

各種の保護区の中で最も

保護が厳しい区域である｡

できるだけ自然の成長のプ

ロセスを妨げないようにす

る｡普通､散歩のための細

道が設けられ (景域プラン

に明示)､一般の人はこの

細道を出てはいけない｡土

地は公有化ざれる｡ア-へ

ンでは､ほとんどが市有地､

一部､自然保護団体所有地､

ベルギーの自治体所有地が

あり､わずかに私有地があ

る｡市が自然保護区の土地

を買い取るときは､地方を

通じた州の男用援助がある｡

維持 ･管理 (危険な､ある

いは病気の木や枝の伐採程度)

Grundl ag与nkarte la G王冠ni11;a=Ja-;BRnkart昏Ⅰb州免展計画､地方尭展計画､Fプラン､

他の羊門分野の計画(農林蕪等)の内容

GrundlagQnkart白 II
自然と景土戒の分析

空間旦ti11推挽【土胤こよる)で計画対象域を分割､保三割二位する空間単位

説明報告書 GrundlagQnkarteIa,IbIIについて

Entwicklungs之iQIkart白

発展目標図
1)豊かで多様な近自然的生息空間や
景l或要兼を保つ

21保つ価値のある窯場の宴某として
より豊かにする

3)摘順をうけた又は価値を無視され
ている栗城を､再生する

4)柑故的又は端的的L,クリエーションのた
めの景城をつくる

5)交通公害などの防止のための
呆域を設置する

6)Fフランに示された利用をBプラン
で実現する蓋で現在の景域を

FestsetZungSkarte
区域指定､酎或の己文書地点の指定

T台Xtlichm DarStOllun叩n ll･Festse'tzungE,n
尭屈目標と区愉旨定等の解説､区域ごとの規則

図3-4-9 景域プランの内容

は､ (所有者である)市が行う｡

形
式

上

は

全

て
が

条
例

実

質

的

な

条

例

部

甘

コーネリーミュンスター地区の現在約20haの面積をもつ自然保護区は､1964年に､石灰質の

土壌と自然植生である広葉樹林の森 (樹齢2-300年の樹林を含む)が現存し､しかも貴重な植物

が多いことから約13.7haについては矧 こ指定されていたが､景域プラン策定時に､隣接する粗放

的な牧草地を含めた範囲に広げられた｡これは､広葉樹の森の丘にはさまれた牧草地の谷のセットが

生態学的､あるいは都市気候的に優れていると総合的に評価されたもので､草葺きだけでなく､地域

生態系の総合評価に重点を置くという連邦自然保計去以降の特徴をよく表す例である｡

･景域保護区 (Landschaftsschutzgebiet､景域プラン中ではLSGと暗記)

自然保護区より保矧 まゆるやかである｡このランクでは､生態学的評価だけでなく､景色の見た目

の美しさなども重要な保護目的となる｡農業や林業を行う地域も多く含まれるので､ほとんどの土地

は私有地である｡

･天然記念物 (Naturdenkmal､景域プラン中ではNDと略記)

Natu｢denkmalは直訳すると天然記念物となるが､ある樹齢以上の大木や学術的生態学的に重要な

樹木 (独立木あるいは樹木列 ･グループ)が指定対象である｡アーヘン市では､約800(本または

グループ)が指定されている (景域プラン策定以前は約80の対象が指定されていたのみである)｡指

定された樹木は､許可なく伐採､枝うちをしたり､損傷を与えたりしてはならない｡

･近自然的生息空間の特別保護区 (BesondergeschutzteBestandteilefuerNaturnahe

Lebensraeume､景域プラン中ではLBと略記)

｢特別に保護された景域要素｣の1カテゴリー｡保護の厳 しさは､自然保護区と景域保護区の中間
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である○景域保護区と重複して指定されている区域も多い｡連邦自然保護法制定とともに導入された

カテゴリーであり､その地域の地域生態系に重要であると見なされるビオトープが指定され得る｡ほ

とんどが私有地であり､一つの区域の面積も様々である｡私有地に対して強い保護を要求できる特徴

がある｡

ア-へン市では､河川､湿地､落葉広葉樹林の森､雑木林､粗放的牧草地､湿地牧草地､粗放的果

樹園などのビオ トープが多く指定されている (衰3-4-7)O多くの場合､維持 .管理の一形式と

して､ ｢粗放的に｣利用することが要求されている｡ ｢粗放的利用｣とは､基本的にはその ｢景域の

持続的あるいは大きな変形を伴わない利用｣であり､肥料や農藁の使用は禁止される｡

･樹木 ･生垣 ･水面の特別保護区 (BesondergeschutヱteBestandteilefuerBaeume,Hecken,und

Geんaessem､景域プラン中では略記記号なし)

これも､ ｢特別に保護された景域要素｣のlカテゴリーだが､保護は特に厳 しくはない｡樹木､転､

生垣などの植物の保護と､水面の形状変更の禁止が行われている｡生け垣Heckeは､第2次大戦後の

圃場整備などを通 じて､農業地域から急激に減少したため､近年保講 ･再生が強調されている｡鳥の

生息空間となる､伝統的な田園景観を構成する要素のひとつである等として評価されている｡

蓑3-4-7 近自然的生息空間の特別保護区の一覧

湿地帯 14 河川谷 ll オーク杯 3
湿地牧草地 7 河Jl 27 薪歳林 1

湿地林 6 湧水地 2 石切場 3
湿地に立地する排水路 4 谷地形の草地 1 線路跡地 1

弛 4 乾燥草原 1 浄水場跡地 1
養魚池 2 半乾燥草原 7 子の帆

雨水貯留地 4 果樹園牧草地 24 合計 137カ所

･地質学的天然記念物 (GeologischesNaturdenkmal､景域プラン中ではGNDと暗記)

岩石や岸壁､湧水地 t温泉源などのビオトープが指定対象である｡アーへン市付近は､中世以来の

石灰石産出地であり､ヨーロッパ有数の温泉地であり､13ヶ所が指定されている｡保護はかなり厳

しく､変形 ･損傷や周辺の動植物､生態系を乱すことは禁じられる｡

3) 景域プランの運用=景域管理を含めたゾーニング

･禁止される活動と必要な維持 ･管理

NRW州の景域プランは､それ自体に､具体的な景域管理の方法の規定を含んでいる｡すなわち､

それぞれの指定区域に対して､禁止される活動と必要な維持管理を決定している (蓑3-4-8､表

3-4-9)O

州の景域保護法は土地所有者に必要な維持管理の実行を義務づけている｡従って､自然保護区のほ

とんどは市が管理作業を行っている｡市はまた､1年に1度 (普通4月)全ての河川 ･湖沼を視察す

る｡

近自然的生息空間の特別保護区や景域保護区のほとんどは私有地である｡これらの土地では､プラ

ンに書かれた特定の活動の禁止の他には､維持管理は所有者の土地の利用を通 じて行われる○
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という発展があったと考察される｡

実際に､アtへン市では､1978年L,ポートの時点では､調査内容そのものは細部にわたるもの

の､調査結果を土地利用適性の判定という土地分級的な手法によっていたが､1981年レポートに

おいて､ビオトープを重視した保護区指定の必要の判定手法をとった結果､小規模だが景域の多様性

や近自然性に不可欠な様々などオトープを抽出し､その評価も単独のビオトープというよりは､複数

のビオトープが相互に連携してつくる地域生態系を重視するようになっている｡その結果､景域プラ

ンの導入とともに､自然保護区の数と面積､天然記念物の数が大幅に増し､新たに近自然的棲息空間

の特別保護区が新たに多数指定されるなど､保護あるいは維持管理を義務づけられる土地の両横が増

大した｡とくに､近自然的棲息空間の特別保護区は､民有地のままで公共買収しないままに､近自然

的な空間の維持を所有者の合音をもとに実施していくもので､保護区の増大の重要な背景となってい

る｡

多様な保護区が景域プランにおいて指定されるようになったことの意味は､Fプランにおいては､

農業用地､森林用地など､土地利用の類型のみがゾーニングとしてプランに記されていたものが､景

域プランにおいては､景域の特徴､禁止事項､規則に関する記述と評価を伴ったゾーニング手法とな

っていることである｡

3-5 都市設計と地域生態系の保全

1 都市における地域生態系保護の課題

stichぱ如 ､都市建設 ･計画において､地域生態系保全のために尊重すべき目標として､以下の5

つを挙げている｡

① 土壌 ･地表面保護

自然な生産力を維持することと､汚染の侵入を回避すること/人間と動植物の生存基盤として

の土壌を保全すること

② 人間の健康保全と都市における生活習慣

(卦 水面と水域の保護

物理的､化学的､生物的特性の急激な変化に対して､地表水と地下水を安全に守ること

④ 大気の清浄さの維持/気候保全/尊書対策

人間の健康への負荷をもたらすような場所での汚染の侵入と発生を減らすことを通 じて､また

は､その土地に典型的な動植物を保証された量まで生育させることを通 じて､空気の質を安全

にすることと改善すること｡/人間の健全さのために､または､その土地土着の動植物の立地

のための要求として､必要な生物学的気候を維持し､再生することo/人間と動物のために等

音の負荷を減らすこと｡

⑤ 動植物保護

個々の動植物界の立地場所において､特徴的な､またはもっとも可能性の高い､動植物とその

構造の多様性を維持し､発展させる｡

正目
｢StadtoekologieinderBebauungsplaene｣Stich､Bauverlag 1992年

86



さらに､ ｢都市建設においては､どのような建物や施設を建設するかということだけを議論するので

はなく､非建設的利用としての利用方法の適否を重点的に研究するべきである｣と述べている｡

都市地域において地域生態系の保全 ･改善のために考慮される手段には､以下のようなものがある ｡

(D 壁面､屋上､屋根緑化

とりわけ大都市で､都心で新しく緑地を確保することが国難である中で､できるだけ緑の蛮棟を確

保するための手段であると考えられる｡

(訂 緑地Gruenflaechenの創出と維持､粗放的利用

新しく緑地が確保することができた場合でも､既存の緑地を維持する場合でも､粗放的利用を優先

することを意味する｡ ｢緑地 (Grue州aechen)｣という範時には､サッカーグラウンドやクライン

ガルテンなど様々な形態のものが含まれており､それぞれ､原地形の大改変をしない､農薬の使用の

禁止といった対応が必要となる｡

③ 地表に連結して立地するビオ トープの安全の確保と成長

都市のように集約的な利用がなされる空間においても種やビオ トープが存在する｡特に､地面 ･土

矧 こ直接連結しているものは保護が優先されるべきである｡なかでも､老木大木､歴史的な庭園､水

辺などが保護対象となるO

㊥ 延べい地における地表面の舗装の制限

通水性のある舗装を優先したり､できるだけ舗装せずに土や草地のまま地面を残す｡かつて､都市

美観のために街路をタイル類で舗装し目地を充填した場所でも､自然石で目地を土のままにしておく

街路につくり替えるケースもみられる.

⑤ 河川 ･池の維持と近自然的設計

都市では､暗渠化されたりコンクリート護岸になった河川 (とくに中小河川)が多く､近自然的な

水辺に戻していくことが求められてい草｡水そのものが､都市気候､地下水のかん養､葉臥 レクリ

エーションのために重要な要素であり､近自然的な水辺のビオトープは連邦自然保護法でも保護対象

とされている｡また､新開発の場所においても､水辺を創出しようとする工夫がみられる｡

⑥ 雨 (融雪)水の利用と処理

新住宅地などで､雨水の蓑流水を再利用する循環系をつくったり､道路からでる雨水は､ガソリン

等で汚染されていることが多いので､一般の雨水とは区別して処理するなど､の工夫をする積極的な

蓑3-5-1 ノル トライン･ヴェス トフア-レン州の緑整備プランに関する一般的位置づけ

1.計画の目標

①都市構造を整え､まちなみを形成する

②グリーンベル トの接合 ･近接によるネットワーク化

③大気の交換をよくする (都市気候の改善､衛生)

④地下水の新たな形成､そのための舗装の制限と､降水の利用 ･処哩

⑤緑を都市の中に配置する

⑥ビオト-プのネットワーク化

2.計画の内容

①Fプランにもとづき､土地利用にかかわる指針を充実化する

②地域生態系に関する基礎的なデータ ･図 (地質､水､土壌､気候など)

(塾種々の利用要求とのコンフリクト

⑥社会的 ･経済的 ･法制度的条件との整合性
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取り組みも見られる｡水の自然収支に対して､新開発地からのインパクトをその敷地内で相殺するこ

とが､工夫されているのである｡

①以外を除いて､全て､非建設利用すなわち空地となっている土地に基盤をおいたものであり､都

市での地域生態系の保全のためには､都市内の非建設地をどのように計画するかが､重要な課題とな

る｡

Bプランは､建設計画に伴って､敷地内の非建設部分に関する事項をも含めることができるが､よ

り､一般的に施行し､もっぱら非建設部分をとりあつかっているのが､緑整備プラン (Gruen-

ordnungspJan-GOP)である (表315-1)｡

2 地表面の舗装 t封印の制服

都市における地域生態系 (都市生態系)の保全のためにまず第一に､地表面という環境媒体が重要

な意味をもっている.例えば､Slich加は､

｢環境媒体である地表面の建設的利用はさまざまな影響をもっている｡直接封印された場所における

動植物の生息可能性は著しく破填される｡そこでは､自然な生産性と､人間と動植物の生存基盤とし

ての也吉巨はもほや担保されない｡都市建設と地表面保護の間のコンフリクトは､地表面の建設的利用

と地表面のもつ重要な自然機能の保全の間に同時に相互に決して両立しないことにある｡建設的でな

い地表面の利用､たとえばレクリエーション空間としての利用等については､また別の考え方が有効

であるが､それでも様々なエコロジー機能 (例えば､様々な動植物の生息空間､地下水かん養､自然

収支の基盤)を完全に碓持しつつ利用することは不可能なのである｡

このコンフリクトは､最も重大な地表面の機能の破壊としての建設的利用と､もっとも良好な地表

面の機能の維持としての非使用 (何の汚染も加えられないということも含まれねばならない)を､2

つの極として対照させることを通じて統一的に明らかに示すことができる｡｣

とのべ､その重要な役割を論じている｡

｢地表面の封印｣とは､一般に自然で､オ-プンな状態の土地の面積をせばめてしょうことを意味

し､アスファルトやコンクリートや建物などで被覆してしまい､通過性のない､表土の土壌や植生の

形成力のない状態にしてしょうことを意味する概念である｡

封印されていない地表面の機能は､直接には､現在貯えられている､又はこれから浸透し地下水に

加えられたり､土矧 こ貯えられたりする可能性のある水を､貯える､土中に通じさせる､汚染物をろ

過する､といった水循環に関するもの､表土の土壌をつくる､動植物の生息空間となる､植生が立地

することによって都市気候の緒和の働きをする､といったものである｡したがって､都市の地表面の

封印度をできるだけ減少させることの効果は､地下水を新たにつくる力を維持する､高める､川の流

量の変動を安定化させる､都市内の微気候の効果を補う､専らオ-プンで植生が立地する土地に依存

している都市内の動植物を守る､ということである｡

このような考え方を簡易に表す方法として､指数を導入して､その土地の土壌の機能の高低をはか

る方法が考案されている｡そのひとつ力㌧ Bodenkennwet(-地表固有値､以下BKWと略す)を用

いた表現方法である｡

tfu｢stadloeko)DgieinderBebauungspJaene｣Stich､Bauve'lagi992年
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BKWは0.0(=完全に封印されている)から､1.0(=自然な地表である)の値をとる｡土地表面

の構造のカテゴリ-に応じて決まる係数である (蓑3-5-i)a0.9をとるのは､人工的につくら

れた土地でありながら､表土の土壌の形成､地下水の供給､地表水の浄化､気候の穏和､動植物の棲

息空間であるビオトープを形成するなどの機能をもつものである｡地表が封印きれていなくても､人

間による侵害がっよく､表土の土壌をつくる力のないものは0.6である｡以下､舗装のなされ方によ

って､0.4から0.1の値をとる｡

蓑3-5-2 BKWの値と地表面の構造iE.B

BKWの値 地表面の補遺

1.0 人間による侵害のない自然度の高い地面.水面

0.9 人工の水面.湿地 (補償措置としてつくられたもの)

0.6 水が潰通しやすい地表面

0.4 小さな敷石による舗装(大きく隙間があけられている)

0.3 大きな敷石による舗装 (+分な隙間がある)

0.2 人造石､タイルによる舗装 (隙間がほとんどない)

0.1 隙間を埋めてある石敷､アスファルト､コンクリート

このBKWの値を用いて､ある地区全体の捜能の値を算出した数値指標がBoden仙nk如nzahl(-

地表梅吉巨指数､以下BFZと略す)である｡算出手法の手順は､BKWに､土地表面の通水性に応 じ

てつけられた数値を面積割合に応 じて加算したものである注17｡

Z-∑(kn･Sn)/S BFZの算出式

Z:BFZの値 (0.0≦Z≦1.0)

kn:地表面の封印の程度によって対応するBKWの値 (0.0≦kn≦1.0)

Sn:対応するBKWにあてはまる土地の面積

S:対象とする区域の全面積 (S-∑Sn)

BFZを用いた､ある開発プロジェクトによるインパクトの評価法のフB-チャートを図3-5-

1に示した｡対象となる地区はBKWの値ごとの土地に区分され､BKWと面積の積を加簿した結果

が､BFZである｡BFZを､開発前の地区と開発後の地区について算出し､その値が低下 しなけれ

ば､地表面の機能は維持されると判断する方法である｡

旺16rstadtoeko]ogielrndeTBebauungsplaene｣P.12BStl'ch､Bauverlag1992年
ifI7同上
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図 3-5-1 BFZを用いた計画案の評価の手順
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3 線の体積

都市気候の改善にとっては､緑の容積が大きな役割を持っている｡これは､光合成による熟の吸収

によるものであるから､単位面積あたりの葉体積の違いを考慮して､植生が立地する土地は類型化さ

れる｡緑の体積を示す数値を導入することによって､地区の緑の量の大小を相対的に示す指数に､

GrunVo山menzahl(-緑体積､以下GVZと略す)は､異なる植生体の葉体積の合計を示す数値で

ある (図3-5-2)0 GVZはBFZと同様に､開発プロジェクト地区について開発前後の状況の

比較に適用することができる｡

文献によれば三川:

｢プッシュや樹林等の､葉体積の大きくなるものはより高い評価が与えられる｡これは水面と同じ

ランクに位置付けられるが､その根拠は､気候の均衡効果､とりわけ気温の快適化作用､空気の湿気

を高めること､これらが一体として働いた結果としての冷気の製造､大気循環への貢献である｡植物

の持つ機能効果は､これらに加えて､太陽直射光や琶音の穏和､防風､ガスやほこりのフィルタ-効

果がある｡

樹木gehoはでは､樹冠のボリュームが､球形､円錐形､円柱形に分類された樹冠の規格化された
形態に よって､草地の場合は､鉛直捜面に治って測った､植生の高さと土地面積の積によって与
えられる｡

山山 山 上ご出 ゝ LI-ii_

単位面積あたり 短い草の草原 低い植え込み 雑木林 森 林

の持捧持- 0.2 3.0 8,0 20.0

植生高(m】

図3-5-2 植生の構造によって類型したGVZの値

森榊 也域は､植生屈の低い土地と比べて､2倍の高さのエコロジー的生産能力を持っている｡これ

は､森と比較した､草原､栽培植物やつる性植物の緑体積､蒸散､光合成についての専門的な情報に

よって､根拠を得られるo単-の植物のエコロジー的機能能力は､植生､植物体横に従属した等級づ

けによって色分けされる｡｣

このほか､植生には､ほこり等の吸着や等音の穏衝帯としての役割も考えられるが､冬には落葉す

る樹林等の場合､ヨーロッパでは冬に大気の負荷(例えば家庭でのスト-了の燃料による汚染柑f出))

が多いにもかかわらず､負荷の調停効果には､一定の限界があることになる｡

4 都市的地域のビオトープ

都市的な地矧 こは､比較的種類の少ないビオトープしか発見されない｡都市とその周辺の地域生態

系を連続性のあるものとして維持するためには､種の極点が可能な重要なビオ トープを維持すること

が必要である (蓑3-5-2)｡ビオ ト-プが立地する土地は､生息空間機能､水収支機能､気候捜

ifJEc.LKrauseによる
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能､土壌粒能が存在する｡これらの拙能の豊かさを相対的に知るために､都市地域に見られるビオ ト

ープのタイプに応じて､重み係数を設定し､ある地域の全体の自然収支の豊かさを知る方法も検討さ

れている (表3-5-3):ilg｡

蓑3-5-3 都市的地域の重要なビオ トープの例ifzO

1.郡市旭丘では (托して)他の土地利用に取って習わられるビオ ト-1

---.. 蒜柿.拍重地と指作旭.野菜鼓培地､ワイン (ブ ドウ)旭丘旺

2_員型的な都市旭堤のビオトープ

2-1.面的ビオ ト-7 ト2.梓的ビオ トー7l 2-コ.小さな (点的)ビオトープ

(成果たしたもの) (成黙したもの) (成買ftしたもの)

植物かよく禎付いた/Jil園 送電拍用地等の傾斜地 独立榊木

古い著地 運河の護岸石j亘 粧木､やぶ

連続した屈 並木 .往手指榊 腐居

古い康成で自然遷移した 旧市街の石垣.拡望 地下貯蔵室､屋損蚕

ビオトープ' (京成鞍 .侵害を萱けるもの) (未成!f!.侵害を受けるもの)

(宋成鞍 .佳害を受けるもの) 鉄道鞍鞄の籍辺 I:ij木の切リ壌

砂利の荘重鳩 送電..tJOF尉 也の紘辺 謹ラ指の矩辺の小さな報貢地

5 建設計画と補償措置iil'

建設 .開発事業においては､まず保護すべきビオトープを壊さない (景域への侵害の回避)ことが

優先される｡侵害が避けられない場合には､なるべく侵害を小さくとどめるような代替案を模索する

努力がなされる｡これは､連邦自然保護法第8条によって､自然と景域に侵害を与えるような行為(宅

地開発なt-)を行う者は､まず侵害を回避する努力を払い､回避不可能な場合には､補償措置をとら

ねばならないことが規定されている｡これを原因者負担の原則というが､これをビオ トープの場合に

ついて述べれば､新 しくビオトープを創出しさえすれば氏存のビオ トープを墳 してもよいのではなく､

建設による利益､ビオ トープを保讃することによる利益の両方が検討され､どうしても侵害が避けら

れない場合に､その補償措置として新しくビオ トープが創出される｡ (図3-5-3)

実際には､侵害を完全に回避することは､ほとんどの場合不可能であるから､1つの開発区域の中

でビオトープの保護､創出などの手段が組み合わせられて用いられることとなる場合が多い｡

図3-5-4は､ラインラント･プフアルツ州の工場団地開発･ri22の事例である｡一部の森や樹木､

オープンスペースの保存に加えて､緑地が大幅に建設用地に替えられる補償として､森 ･樹木のネッ

EJg｢ArbeitspapierEingriHsregelungfuelBaugenehmigungsverfahren｣DerOberstadtdirekter
Aachen､1992年による

E3DrArlen-undBioLopeschutz｣G.Kaule､UTBGrosseReihe､1991年 による

注zLここで ｢補償措置｣とは ←AusgIeichmassnahmen｣の訳として用いている.これは､失われた自然地

と同等の価値と機能をもった土地で補うことを意味している (同等ではないができるだけ近し､もので補う時は
ErsatZ一maSSnahmenという)0

馳HBeispieleausderPlanungspraxiSLandschaftsplanungSpeicher-BeitragZumBebauungsplan
derOrtsgemeindeSpeTcher(E汀el)"ErweiLerungGewerbegebl'eL"｣BundDeutscher

Landschaftsalchitektene.V.(ドイツランドスケ-プ･ア-キテクト迎合)､1992年､による92



図3-5-3 建設事業と補償措置

図3-5-4 ラインラント ブフアルツ州の工場団地開発のBプラン
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蓑3-5-4 ビオ トープタイプ別の重みづけ係数if2'

0.0 浸連生のない土地 (アスファル ト､コンクリート､等)

0.1 植物の生えていない､封印されていない土地

運転中の線路

0.2 植物の生えた舗装

固定されていない (踏み分け)道とその自然発生的植物のある周辺

歩道(Strassenrand)､道路の周辺
ファサード緑化

0.3 屋根緑化､土をかぶった地下単車墳

集約的に耕作される畑

0.4 5年以下の先駆的なビオリ-ン (Pionierbiozoenen)

単調な虚gaTten､果樹植物園
クラインガルテン

種の乏しいFettweide富柴草放牧地

芝刈り甥ScherraSen

o.5 果梯林のある､よいストラクチャーをもった虚

樹木がほとんどない､ストラクチャーの貧弱な緑地Gruenanlage､

公園Parkanla9e､基地
粕放的に耕作された､種の豊かな畑

鑑賞用木のプッシュ
その土地の土着の水辺植生のない､負荷を負った水面

0.6 種の皇宮な刈り牧草地Mahdwiese

5-15年の木が茂った放棄地

BauG日の§9､Ab5.2のZiffer20､25に指定されたもの (生け垣､樹木など)

土地の土着の樹種でない植林地

0,7 土地に合致した､土着の､10年以上の木のプッシュ

0.8 15年以上の木が茂った放棄地

年齢を重ねた樹木のある､ストラクチャーの皇かな公園､基地

土地に合致した､栄養の少ない草原､湿地草原､乾燥草原

分散果樹林牧草地 (枯死した木や､Mahdwieseなど)

樹木集団､単独古木､街路樹 (樹木列)

0.9 広葉樹混交林Laubmichwald

1.0 ストラクチャーの豊かな､農地雑木林/段指のある､森林の挿絵

幼榊のある近自然的な森林
Bruchwa】d

半乾燥芝地､半乾燥ハイT-､乾燥芝地､乾燥ハイデ ーraSen,-heide

葦原Roehrichtbestand

ムーアMoore

雑木の水辺簸または葦原のある､負荷を負っていない水面

LG-NW §§20､22､23､24に指定された土地

トワーク化､オープンスぺ-スの利用の粗放化によるより豊かなビオトープの創出､隣接する自然煤

護区に対する権衡帯を兼ねたビオ トープの創出､州法の規定による湿地草原の保存等が含まれている｡

也rArbeitspapierEingriHsregelungfuerBaugenehmigungsverfahTenJDerOberstadtdTrekterAachen､
1992年 による
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3-6 景域計画システムによる地域生態系保護の特徴

ドイツにおける地域生態系保護の特徴は､土地利用計画のシステムと自然保護 ･景域保全のシステ

ムを連動させ､土地の利用､立ち入り､管理によって生じる人間の影響を､土地利用誘導のかたちで

制御していることである｡

2番目の特徴は､Fプランによって厳しく分けられた､内部地域と外部地域､すなわち､都市 ･集

請的地域とオ-プンスぺ-ス､において､前者においては､都市的建設活動が及ぼす影響の抑制と､

わずかながら存在するビオト-プの保護､後者においては､ビオ トープの保護､とそれぞれ位置づけ

が異なっていることである｡

地域生態系の保護のためには､一般に､①土壌､水､大気がもつ地域生態系の基礎的な条件を保つ

也能を維持する､②①によって維持される基礎的な条件の上に成立する動植物相を維持する､ことの

2つに分けて考えることができる｡したがって､都市 ･集落的地土卦こついては､Oに重点をおいた計

画､オープンスペースにおいては②に重点をおいた計画ということができる｡

① オープンスペースにおける景域保全について

まず､オープンスペースの景域保全について､これが実行され得た背景を整理すると､第-にFプ

ランは､自然保言等.景域保全の観点からみると､もともと次のような利点を有していた｡

･外部地域における建築活動が厳しく規制されており､オープンスペースがオープンなまま維持され

ること力慣 証されている｡従って､景域プランの導入は､ある土地の従来の利用の範喝内での-部

の制限 (例えば､農業利用において､肥料の使用を禁止するなど))が生じるだけである｡従って､

景域プランによる制限について所有者 ･利用者の同意を得るのには､日本のように潜在的な宅地開

発要求を放棄させる程の厳しい同意を得るよりは容易である｡

･また､オープンスペースの大きな部分を農業用地が占めているが､農業用地における景域保全に関

しては､戦後の ドイツ農業の低迷､同時に農業そのものの集約化 (特に､肥料､農薬の多用､圃場

整備によるビオトープの消失)による景域破壊への反省の結果､ドイツの国土の50%以上を占める

農業用地について､農業生産の向上よりも､むしろ生産を抑えて景域の保全管理を重視する政策を､

EUの共通農業政策 (=cAP)による農業土地利用の粗放化に則って進めてきたという経過があり､

このような方向は､オ-プンスペースに､元来の地域生態系を取り戻す方向と一致したものとなっ

た｡すなわち､景域保全が､農業政策と大きな矛盾をもっていないのである｡

計画手法としての観点からは､

IFプランにおいては､農業用地､森林用地など､土地利用の類型のみをもとにゾーニングが行われ

ていたが､景域プランでは土地の利用や管理の義務と制限を供えた､ゾーニング手法という新しい

タイプの土地利用計画となっていることが第-の特徴である｡その結果､

･あらゆるオープンスペースについて､景域保全的な観点からの何らかの位置づけを与える作業が行

われ､地域全体として系統だてることができる

･自然保護の考え方として地域生態系の保讃､すなわちビオトープ保護を採用した結果､特に貴重で

ないご普通の要素でも､その地域の生態系に重要な場合は保護が優先され得■る

という発展があったと考察される｡
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② 都市的地域における景域保全について

都市的地域においては､まず､土壌､水､大気が形成している地域生態系の基礎となる条件を保つ

ことが景域保全の目的となっている｡建設活動が土壌､水､大気におよぽす可能性のある影響からみ

ると､必要な対策は､

･地表面の被覆の制限 :新しい土壌が形成される可能性を保つ､水の透過性､保水性を保つ､植生の

立地する可能性を保つ､水の浸透による浄化作用を保つ

･植生､とくに緑体積の確保 :気候を緯和する､新しい土鳩が形成される可能性を保つ､保水性を保

つ､動植物の生息空間を保つ

が重要な目標である｡さらに､

･ビオトープの保全 ･成長 :都市に立地するビオト-プの保全､および､周辺のオープンスペ-スと

のネットワークによる､都市開発の影響の緯和など｡美観を形成したり､レ

クリエーションのためにも有用である

ことが対策となる｡

以上を整理すると図3-6-1のように､景域保全の計画的手法が示される｡すなわち､まず､都

市的地域とオープンスぺ-スを峻別することである｡その次の段階において､保護すべきオープンス

ペースは､全てに何らかの位置づけを与えて､保護 ･椎特を確定する｡同時に､与えられた位置づけ

に応じて､必要な維持管理を行うことが対策となる｡都市的地域では､地表の封印の制限､緑の体積

の確保､都市的地域のビオトープ保全といった地域生態系の基礎的な鴇能を維持することを対策とす

る｡これを､計画システムがもつ役割と対応すると､従来から実施されていたFプランによって､景

域生態学的分析を行いっつ策定することにより､土地利用の配置すなわち ｢都市的地域とオープンス

ペースを峻別する｣ことが実施され､景域計画システムによって､オ-プンスペースと都市的地域の

それぞれにおける対策が実施されるという関係をもっている｡すなわち､Fプランと景域計画システ

ムという別系統 (空間整備法と自然保護法)の計画が連携した2段階の計画であるということができ

る｡

誓 慧 莞 濫 lと匡 ≡ ≡≡≡ 却 哩別

地域生慣系の基礎的条件

の保全対策

･他裏面の封印

･緑の体指

･ビオ トープ

オー7'ンス

景域管理の実施

･保護区指定

･管理の実施

(宗止事項､粗放的利用等)

図3-6-1 景域保全の計画的手法
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3-7 日本の法定土地利用計画との比較に見る景域計画システムの特徴

景域計画システムとの比較のために､図3-7-1に日本の現行法制度による法定土地利用計画お

よび緑地の保護区指定を挙げたQこれら地域制緑地は､日本においては､現在いずれも指定されてい

る面積はそれほど大きくはない (蓑3-7-日 .

①自然環境保全法によるものii2̀ :原生自然環境保全地域､自然環境保全地域

②都道府県の条例によるもの触 :都道府県自然環境保全地域

①と②を合計 して 100,629ha､全国土の約0.3%である (1995年3月末現在)｡

③自然公園法によるもの触 :国立公園､国定公園､都道府県立自然公園

の合計が､5,326,606ha､全国土の約 14%である｡

④首都圏/近畿圏近郊緑地保全法によるもの注27 :近郊緑地保全区域､同 特別保全地区

⑤古都保存法によるもの!i21:歴史的風土保全区域､同 特別保全地区

⑥都市緑地保全法によるもの紬 :緑地保全地区

⑦生産緑地地区 (三大都市圏のみ)恕川

㊥～⑦を合計 して､約 27,536ha､全国土の約 0.07%である (1993年 3月末現在)｡

さらに､緑地の多い宅地である一般にが､地域制緑地に含まれて扱われる､

⑧風致地区fZ31 : i63,249haであり､全国土の0.40/.(1993年 3月兼現在)である.

表 3-7-1 日本全国における地域制緑地の指定面積

法律 地域地区名 面硝 (ha) 出典

自然環規 原生自然環境保全地域 5,631.0 王玉塊白怨より

保全法 自然環境保全地域 21.593.0

都道府県条例 都道府県自然環境保全地域 73.405.0

自然公園法 国立公園 2,051,190.0

国定公園 1.332,370.0

都道府県立公園 11943.046.0 1995年3月束時点

首節圏/近地圏 近郊緑地保全区域 96,857.0 線の基本計画ハンドフ̀7クより1!柑3年3月菜時点

近郊緑地保全法 同 特別保全地区 2,639.2

古都保存法 歴史的風土保全区域 15.379.0

岡 持別保全地区 4,532.2

都市緑地保全法 緑地保全地区 809.8

生産緑地 生産緑地地区 15.319.0

都市計画法 風致地区 163,249.0

-全国土の約14.77%

till｢平成8年版 環境白専 総説｣環境庁編､大蔵省印刷局､1996年

iZコ同上

払 同上

む ｢緑の基本計画ハンドブック｣ (社)日本,lin園緑地協会鰐 .尭行､1995年
注苫

同上
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これらの地域制緑地のうち風致地区は､建ぺい率や建物の高さなどの建築規制がかかるものであるの

で､厳密には､緑地ではないo原生自然環境保全地域と自然環境保全地域 ･国立公園 ･国定公園 ･都

道府県立自然公封のうちの特別地区 (地域)は､凍結保存に近い､厳しい保護を行う区域である｡以

上のように､地域制緑地に指定されている緑地は､国土のおよそ14から150/.に過ぎないo

都市計画区域については市町村が韓の基本計画を策定し､計画的に都市の緑化を囲っていく計画を

っくることになっているが､実際に緑地の保護区指定や公園指定のような法制度にもとづいた｢緑地｣

に対する計画の部分は､図3-7-1の(3)～(5)の部分であるQ緑の基本計画自体は､上に上げた地

域制緑地の他には､ほとんど土地利用を制御する手段をもっていない｡これらの結果､日本では､緑

地に対する土地利用計画が､図3-7-2に示すように､緑の全体のうちわずか一部のみが地域制緑

地に含まれるのみである｡また､緑の基本計画も都市計画区域を主な対象地域とするため､緑地の全

体を把握するものではない｡

このような■比較的厳しい保護区が緑地のわずか一部のみに含まれる状況は､景域計画システムを導

入する前のドイツにおいても同様の部分力鳩 った｡例えば､自然保護区等は､全国土の1%のみ (旧

西ドイツ地域)､自然公園で16.8%のみ (旧西 ドイツ地域)等:加 のようであったからである｡景

域計画システムの導入は､緑地全体を対象として､保護あるいは維持管理など様々な強さの制限や保

全を指定することになった｡このため､土地利用制御上の位置づけのない緑地が見られなくなった｡

これに比べると日本では都市計画区域内に緑地としての土地利用を指定するようなカテゴリーが極

端に少ないことがわかる｡図3-7-lにあげたもののうち､生産緑地地区､近郊緑地保全区域､さ

らに古都保存法による歴史的風土保全区域は､大都市圏や古都特定の等の都市にだけ適用される制度

であって､地方圏では､緑地保全地区と風致地区程度しかない｡開発を制限するという点では､保安

林と農振農用地区域も開発規制の一種として緑地の維持に貢献しているが､これらは､地域生態系の

保全という視点からみたものではなく､,その設定,･解除時に維持管理や地域生態系保全は主たる条件

として扱われるものではない｡

景域計画システムは､わずかな一部分の緑地保全のみでは地域生態系の保護のためには不十分であ

るために､地域生態系の保護や維持を目的とした緑地指定のカテゴリーの充実を行い､それらを取り

扱う独自の計画システムを導入し､都市や農林地にも区域指定で覆った取り組みである｡このように

みれば､都市計画区域内外を取り扱うような基本計画と､緑地指定のカテゴリーの多様化をもって､

地域生態系保護の視点からの位置づけのないまま残る緑地をできるだけ減らすことが必要であると思

われるO

一方､都市計画区域内外を取り扱うような基本計画と､地域生態系保護の視点からの位置づけを緑

地全体に適用することは､作業としては可能であるが､実際に何らかの保護区として指定したり､景

域管理を課す際には､土地所有 ･利用者との合意が得られるか否かが最重要な課題である｡ドイツで

もこの段階で根気よく行政と土地所有 ･利用者が話合いをもっている｡Fプランにおいてすでにオー

プンスペースにおける建築活動が厳しく規制されていることは､保護区の指定を受け入れる条件を穏

和している｡州による各種のプログラムを利用することによって､景域管矧 こより増す作業負担を助

成することが可能なこともある｡これに対して､日本の場合は､とりわけ地方中小都市の場合､線引

きがなされず､建築規制のある地域がかぎられており､まず､緑地における建築可能性を捨てて緑地

の維持に同意することから合意を形成せねはならず､土地所有 ･利用者との合意において相当の努力
七三Ⅱ

｢NaturschutzundLandschaftspflegehderBundesrepubh･kDeutschland｣BundesminisLeriumfuer
Ernaehrung,LandwirtschaftundForsten(ドイ､ソ連邦食粗･農業.林業省)､1978年
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市BT荊マスク17ラン

(都市計画法)

市町村計画 (国土利用計画法)

市町村の基本摘想 (地方自治法)

整偏､TT,11発､または保全の方針

(都道府県)

釦道府県広域緑地計画

5･ "p1-で甑遥府県)

l
I

現行法制贋 による

景域保全 rj関わ る保護 区指 定

日本 :地域制緑地等

地域 別緑地や緑の基本計

画の対象外となる緑地が

多く残る

現存する緑地と市'di地の

根引きが明砲でない

緑の基本計画 ･計画書 (市町村)

(ll 掛 也の保全及び緑化のEH票
酌市の概況 .基本理念 .将来像 .基本方針

計画フL,-ム (人口~.市街化区1式の規校の

見通し:5.10.20年後)

目書漂水準 (緑地面積､如市公園､緑化量 :

(2) 緑地の配置の方針 (計画図あり)
1.4系統の緑他系統配置

靖塊保全系統

レクリエーション系統

防災系統 黒規梢成系統

2. 結合的配置計画

骨格的緑地 均衡]ある配忍 緑化盟点地区

(3) 緑地の保全および緑化の稚進のための施克

く一部計画tZ]あり)

1.施hJt緑地 5.10.20年後日手悪童 ･配正方針

都市公園 公共施設緑地 民間施h'L緑地

2.地域制緑地 5.10.20年TIAE14票畳 ･配澄方星十

法 ･条例によるもの .

3.幸量化

公共公益施設 ･民有地

目標量 ･質的目標 ･指導基準設定

基金 ･イベント･参加

4. 風致地区

生産緑地地区

に関する事項

(4) 緑地保全地区に関する事項
施設整偏 土地買い入れ 管理主体 等

(5) 緑化重点地区に関する事項

図317-1 日本の現行法制度による

芸域保全に関わる保護区指定 ･計画

ドイツ :景域プラン 一一-日 日

との緑地も何らかの制限 ･

保全等の位置つけがなされ

ている

現存する緑地と市街地の根

引きが強力である

図3-7-2 日本とドイツの

景域保全に関わる計画の比較
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が必要となる-ことが予想される｡アーへン市嘩境局七のE::ヤリングによると､合意を得るためにも｣

土地力鴇つ地域生態系上の畢葦性をはゥきり説明できること､景域管理の負担を支える助成や人材.労

力の存在が重要であるという見解が得られた｡ し
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第4華 日本の市街化進行地域における景域の変化



第4章 市街化進行地域における景域の変化

4-1 本章の目的と方法

1 研究の目的

第3章において ドイツで実施されている地域生態系の保護には､ ｢現存する重要なビオトープを保

護するためのオープンスペースに村する十分な保護と管理の対策｣と､ ｢宅地あるいは新規に宅地化

きれる場所の景域を地域生態系に悪影響を与えないように設計する方法｣の2つの重要な対策がとら

れていた｡日本の都市や農村に置き換えて解釈すれば､前者は､開発しない地域と開発を許容する地

域を峻別し､その上で開発を抑制するべきオープンスペースに対する､適切な管理の実施を行うこと

を意味する｡後者は､開発を許容する地矧 こおいて､土壌､水収支､大気などの地域生態系の基礎と

なる条件の保全および､ビオトープの保全とネットワーク化をはかった空間設計を苦味する｡

また､第3草の3-7で述べたように､現在のところ､日本の地域制緑地､緑の基本計画において

は､比較的厳しく保護を行う緑地の保護区指定のみしか手法をもっておらず､一定の利用や宅地化を

許容しつつ地域生態系の保全をはかるような景域保全のための土地利用計画や宅地設計の手法をもっ

ていない｡

とりわけ､市街化が進行しつつある地域では､農村的土地利用から都市的土地利用への変更による

景域変化をどのように制御するかが､地域の景域保全に非常に重要である｡すなわち､宅地あるいは

新規に宅地化される場所の景域を地域生態系に悪影響を与えないように設計することが､市街化進行

地帯の景域保全の主たる課題のひとつである｡

本章では､開発しない地域と開発を許容する地域を峻別した次の段階の対策に着日する｡これは､

第1章にも述べたようIと､植物学 ･造園学分野における研究成果によって､開発しない地域と開発を

許容する地域を選定する計画手法は既に確立されているからである｡ここで問題とするのは､開発を

許容きれた地域でありながら､景域保全とうまく共存するような市街化のあり方である｡そのために､

農村的土地利用からなる景域をどのように把握し､都市的土地利用が発生するようになった場合の景

域の評価をどのように行うべきかという点である｡

そこでまず､本章では､農村的土地利用がつくる農村景域の構造をいくつかの既存の取り組み､お

よび第3章を参考にして整理し､都市的土地利用の発生に伴う景域変化の評価法を開発する｡さらに

これによって､宅地開発による景域変化の評価を行い､対応した景域保全の対策方針を明らかにする

ことを日的とし､市街化進行地帯の景域保全の方法について考察する｡

2 分析の方法

まず､既存研究から､日本の農村票域の構造を整理し､さらにドイツの景域保全の方法等を参考に

して､農村の景域の豊かさを保つための条件を整理し､都市的土地利用の発生による景域変化を評価

するための方法を試作構成する｡

次に､事例研究として､第2章において岡山県津山市を対象として明らかにした､市街化進行地域

に発生する住宅地開発の類型に対応する､実時の開発地の事例を収集し､それぞれの景域変化を上記
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の評価方法を適用して表し､これを一般化することによって､住宅地開発の類型ごとの景域変化の一

般的特質を把握する.最後に､枚方市の香里二ユ-タウンの建て替え事業を対象として､景域変化の

把握と開発地の設計の変更により景域変化を穏和することのできる可能性について考察する｡

4-2 都市一農村中間域の景域の評価方法

1 農村景域の補遺

図4-2-1 景域生態学的構造と地域区分

(KHnk､1972年､および､横山､1995年による注1)

一般に景域は､各因子に注目して､土壌のまとまりこ/とに区分した ｢ぺドトープ｣､水系 ･水収支

のまとまりL_.とに区分した ｢ヒドDトープ｣､微気候のまとまりごとに区分した ｢クリマ トープ｣､

動物 ･植物相のまとまりごとに区分した ｢ビオ トープ｣､それらを結合した区分にもとづく｢エコト

ープ｣､といった､一定の特徴をもつ等質な空間単位に分けることができ､その種類や配列によって

把握される掛 (図4-2-日 ｡

以下では､既往研究から､日本の農村景域を､植生のまとまりごとに区分 して把握する方法と､生

物相のまとまりから把撞する方法の2つを参考とする｡

BL原則 ま｢Geooekolog'･eundnaturraeum)'･ChenGll･ederung｣H,J,KJl･nk,Geogr,RundschauによるD日本

語訳された図4-2-1は ｢景観生態学｣横山秀司書､古今亭暁､1995年から弓卜用した｡
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①植生からみた農村景域の構造

井手注Zは､農村景域の構造を､植生のまとまりのモザイク状の配置にあるとしている｡ここでは､

農村景域を3段階の構造でとらえている｡すなわち :

農村景域 一 集落､耕地､林地などの土地利用の異なる空間のまとまり 一 群 落

(システム) (サブシステム)

の3段階である｡サブシステムがこのように捉えられるのは､例えば､植生の種子供給の関係からみ

て､集落サブシステムは屋敷林のような自然林近い種を供給し､林地サブシステムは二次林の種を供

給し､耕地サブシステムは林地に遷移する前の初期段階や様々な群落となるとなる草地の種を供給す

るという関係が､あるという観測結果にもとづいている｡これらのサブシステムが空間的にモザイク

状に配置されていることが農村景域の構造の特徴のひとつであると述べている｡

次に､ひとつのサブシステムの中には多くの群落がふくまれている｡例えば､林地サブシステムの

なかには､下草刈りや話ち葉かきなどの人間による税乱の結果､ことなる遷移段階や樹種の一団がみ

られ､樹種の偏りや成長の具合によって特徴のある複数の群落が見られるQこれは､人間が定期的に

行う税乱によって生じるため､群落は時間的モザイクとしての特性をもっていると見られると述べて

いる｡

つまり､農村景域がそれ自体一定の特徴をもつのは､植生から見れば､サ7システムである集落､

林地､耕地がモザイク状に配置され相互の間で種子をやりとりしていることによる｡′それぞれのサブ

システムが一定の特徴をもつのは､サブシステムが定期的に一定の秩序を持った人間の採乱 (管理)

を受ける結果､サフシステム内に才覚乱をうけた時間的差違を反映した群落が形成されるからである､

と理解される.これは､特定の土地利巧の土地 (苛性 は林地)の自矧 こ対して一定の人的影響 (景域

管理)を与えることによって景域が成り立っという定義にも即している｡

このような植生からみた景域の構造を応用してビオトープ他国の作成を行った例が､兵庫県の淡路

地域におけるビオトープマップii3であるOここでは､淡路地域を､森林地域､農村地域､都市地域､

水辺､人工緑､交通施設､裸地といった景域 (システム)にわけ､それをさらにサブシステムにわけ､

サブシステムごとに見出される群落の典型例を示す地図を作成している｡例えば､森林地域は､自然

林と人工林と草原と里山林の4つのサブシステムにわけられ､それぞれにおける群落を列挙し､その

特徴を表現している｡

このように3段階のシステムで捉えられる農村景域に対して､種子の供給の面から見た景域保全の

原則として､上記に続いて井手注一は次のように整理している｡

まず､3つのサブシステムが相互に種子のやりとりができるように､相互の有栂的な空間的連続性 ･

関連性をもたせた配置を基調とする｡さらにサ7システムを構成する群落がセットとなるように植生

を配置する｡時間的モザイクが維持されるように､管理を定期的に実施しつづける｡これによって､

サブシステムの中での種子供給力が増す｡十分な供給力をもち､相互に有機的に連続している配置で

Ez｢農村地域の生態学的緑地計画｣井手任薯､ ｢緑地生態学｣P,41-51､井手久萱､亀山章緒､朝倉音
店､1993年

む ｢兵庫県ビオトープ･プラン｣兵庫県､1996年

E-｢農村地域の生態学的緑地計画｣井手任幸､ ｢緑地生態学｣P.4l～51､井手~久畳､亀山章締､朝倉辛
店､1993年
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あれば､何らかの規乱によって一度乱されてももとの植生を回復する力が強いと指摘している｡

従って､ここでは､農村景域というシステムの特徴 (種子供給を通じた､一定の植生立地の特徴)

は､サブシステムの空間的配置､サブシステム内の群落が七.yトとなって存在しこれが維持されるよ

うに管理する､という2段階の対策で､農村票域の保全を理解できることがわかる｡

②生物相から見た農村景域の特徴

決に生物の棲息場所の組合せとしてみた場合の景域の構造について､井手謹5は､

地域レベル 一 地区レベル 一 地点レベル

(システム) (サブシステム) (ビオ トープ)

十 十 十

農山村地域 林地 水辺 耕地等 水田 草むら等

の3段階で捉えることによる生態系保全の対策を論じている｡仮にこ

れをシステム､サブシステム､ビオトープと呼ぶこととすれば､上位

生物になるほど､行動範囲がひろく複数のサブシステムが必要となる

ことを指摘している｡1つのサブシステムの中でも多様性があると複

数の生物相が出現する｡生態系の保全のためには､生物種の移動可能

性を確保し､孤立させないことが重要であるとしている｡これは孤立

すると､種の供給がなされなく絶滅へ向かう傾向が高いからである｡

生物種によって様々な移動経路と必要とするビオ トープをもっている

ため､従来からその地区にあったビオ トープの配置関係､サブシステ

ムの配置関係を切断したり砥蟻 しないことが重要となる｡

以上の2つの既往研究から､農村景域を一つのシステム (-地域生

態系)と捉えた場合､サブシステムとして土地利用によるまとまり農

地､林地､水系 .水面､宅地が存在しこれらが相互に空間的連寿売性を

もって配置されていること､さらにサブシステムを構成する多様な空

間単位 (=景域単位)がサブシステム自身の多様性と一定した特徴を

つくっている､という3つの段階から捉えることができるものとする

ことができる (図4-2-2)0

この空間単位については､植生から見れば群落､生物相からみれば

ビオ トープと､その着目点によって異なった単位設定が可能である｡

現在､ドイツのように日本国内のビオ トープ分類が確定していないこ

とから､兵庫県ビオトーププランのように群落を採用して調査する例

が見られる｡本論文では､以下､農村的土地利用の都市的土地利用へ

の変化を扱うため､都市的土地利用においては多様性があまり高 くな

いことを考えて､より単純化した空間単位の設定方法を採用したい｡
巳i

配

丑
が

モ
ザ

イ
ク
状

農村景域

人間による影響の

差異がつ くる

モザイク状の構造

図4-2-2農村景域の構造

｢生態系の保全と整備｣井手任著､ ｢虞=村環境亜偏の科学｣P.98-104､ (社)農村甥境整備センタ
一編､朝倉書店､1995年
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2 土地形状と環境保全機能の評価

1においては､景域の構造を､植生あるいは生物相の豊かさからみた｡動植物相の豊かさの他に､

景矧 ま､地域生態系の基礎をなす土､水､大気､等の物質循環を通 じて､地域の環境を定常的に保ち､

保全する機能-環境保全機能を有 している｡

環境保全機能の種類ごとに数値計算を行う評価方法の研究例として､農林水産研究会の報告加があ

る｡これによれば､農林地や水系の有する環境保全拙能を､①水かん素地能､②洪水防止機能､③水

質浄化機能､㊨土砂崩壌防止機能､⑤土壌浸食防止機能､⑥汚染物浄化拙能､⑦居住快適性機能､⑧

保険休葺機能､の8種類を挙げ､その関連要因と評価式を蓑4-2-1のように抽出している｡

表4I2-1に挙げられた出能のうち､地域生態系の推特に関わる環境保全粒能は､①～⑥と考えら

れるが､いずれにも､関連要因に土地利用が含まれている｡市街化によって変化する関連要因は､下

線のある要回でほとんどが土地利用に関するものである｡ここで､土地利用は､一般に､森林､竹林､

蓑4-2-1 環境保全機能の関連要因と評価式注6

(表中､a:傾斜､g:地質､gw:地下水位､k:年平均気温､L:土地利用､Ln:土地利用の脱窒素作用､Lv:土地利用の植物に

よる窒素収奪作用､rニ降水量､R降雨係数､S:土壌､sq:土性､t:地層屑厚､tp:地形分類､による評点を示す)

環境保全機能 関連要因 評価式

①水かん襲機能Kw 降水量､土地劃且､傾斜､土壌の種類｣地質､地層層厚 Kw=0.7(0.3r+0.6L+0.1a)+0.3(0.ls+0.1g十0.4t+0.4gw)
L:森林=3,田=4.住宅地=1.その他の市街地=o

②洪水防止機能Kf 降水量､土地塾L且､ Kf=2｢+3L+2a+2S十g+tP
傾斜､土壌の種類､地質､地形分類 L:評点は文献に~おいては与えられていない

③水質浄化機能窒素:DN､リンニPN 土地呈吐且､土性､土盤遠止性､傾斜 DN=1/3(Ln+Lv+sq卜 1ノ2(S+a)

Ln:湿田=5､乾田=4､柿=3､宅地=1､竹林 .川 .畑と2.
Lv:柿 .畑 .田=4､竹林=2､Jll.湖=1､住宅地=o
sq:人工改変地拝読地)=1､jrルフ場=2､他は土壌国による
S:市衝地 .住宅地=1､ゴルフ場 .荒れ地=2､
他は表層地質による

㊥土砂補填防止機能 傾斜､土地圭岨 ､降水量､標高､斜面方位､丘姐星､遁生､土性､斜面形状 絶対評価がEf)革なため､数式化せずo

特定の地域のなかで､相対的に機能の大小を判定するo

(9土壌浸食防止地能 緯水量､傾斜､土地圭吐且､土鳩の種類､土性 E=R.a.Ltり2(ら+sq卜100
E L:林=0,07､田=0.28､市街地=0.17､住宅地=0.27

D L:水EEE=0､柿〒1､乾EEl=2､畑=6､人エ改変地=o

⑦居住快適性租能 塵生､傾斜 心理的機能であるため､数式化せず

E 農̀林水産研究会 研究成果 ｢農林漁業の国土保全機能に関する総合的研究｣ 1993年
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水田､畑､住宅地､その他の宅地､Jfl､湖に分類され､評点が与えられている｡この評点は､①では

水収支､②では水収支 (流出係数)､③では水収支 (通水性､土壌の吸着性等)､および植物立地､

⑤では土壌面の存在率､植物被覆辛､⑥では植物の生育力 (土壌の栄養分を消茸する度合い)､を根

拠としている｡この､水収支､植物立地､土地裏面が人工物によって禎覆されていない土の面にどの

程度 しめられているかを示す土壌面の存在率､土地裏面の植物被覆率､植物の生育力は､やはり､水

の浸透性や保水力､蒸発散､に関わる土地表面の状態､および緑の立地に関連があると考えられる｡

以上より､土地表面の状態と､立地する植物の緑体積は､環境保全機能に開通する主要国に含まれ

ると見なされていることが確認できる｡

この算出方法は､主としてランドサットデータ等のメッシュタイプのデータに応用されているため､

大スケールの場合に適用するようにつくられている (土地利用の分類が蓑4-2-1にみるように単

純に設定されている)Oそこで､農村的土地利用の都市的土地利用への変化のようなよりミクE]な変

化を敬うことのできる､環境保全機能の計鼻例として､第3章3-5において､検討した地表固有値

(Bodenkennwert-BKW)の適用可能性について検討するo

景域保全のためには､重要なビオ トープやそのネットワークを保護するための､オープンスペース

における適切な開発規制がまず必要である｡その次に､開発の許可されうる場合について､景域保全

を考慮した都市的土地利用の設計が必要である｡

市街化進行地域に生じる都市的土地利用は､農村景矧 こ対する影響の面から見ると､

①土地表面 ･土壌の変更 :住宅等の開発造成や道路等の舗装による土地表面の封印､利用強度の高い

(踏みつけなどのために)オープンスペースにおける表土の損失､等による

②水収支の変更 :土地表面の封印による保水力の低下､汚水の流入､下水道の導入による地中浸透水

の減少､等による

③植物群落の変化 ･形成 :住宅等の開発造成や道路等の舗装による既存植生の消失､庭や公園等の人

工的植栽の形成､等による

という作用を有している｡景域保全のための直接的な手段としては､これらの作用に対応 して､①土

地裏面の変形 .被覆の制御 ･制限､②水環境 ･循環の保全､③植生立地の維持 ･創出の調整､を行う

ことが必要となる｡

そこで､ある一片の土地が､それをとりまく農村景域の中でどのような重要性をもっているかを評

価する方法について､土地の表面の状態によって評価する方法を考えてみたい｡土地の表面が自然に

近いものであると､雨水や地表水が地中に浸透することができ､また蓄えられる｡この結果､地域の

水収支の安定性に貢献することができるほか､地中へ浸透する経過において､水の浄化を行う機能も

もつ｡また､土地の表面が自然に近いものであると､植生が立地し生育することが可能であり､これ

はビオ トープを形成すると同時に､植物がもつ､気候の緩和や大気や地表水の浄化等の機能､表土の

土壌を形成する機能ももっことができるOこのように考えると､土地の表面の状態は､農村景域の保

全において､重要な意味をもつものであると考えられる｡

蓑4-2-2は､ ドイツにおいて用いられている土地表面の封印の度合いによって与えられた係数

であるBkw (=Bodenkennwert､地表固有値)~の数値と､土地表面の状態によって､地域生態系に

寄与するエコロジー機能の有無を対応させたものである｡ここでは､

①土壌をつくる ②地下水をつくる ③地表水を浄化する ⑥大気の浄化/ちり.ほこりの吸着

⑤新鮮な大気をつくる/気候の穏和 ⑥植物が育ち動物相力唱 然に成長する/ビオ トープの形成
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の6つの穂能を対応させている｡

そこで､表4-2-2を参照しつつ､日本の市街化進行地域に見られる土地表面の状態を考慮して､

蓑4-2-3のように､ ｢土地形状｣の分類を行った｡ ｢土地形状｣とは､土地裏面の封印度と立地

している植生の形態の違いによって分類 した､生態学的な意味を反映するように土地を比較的単純に

区分 した空間単位であるOここで､ ドイツの地表固有値の分類とは異なり､立地している植生の形態

の違いを含めて土地形状を分類 したのは､蓑4-2-2のエコロジー機能に着目したためである｡す

なわち､土壌をつくる､地下水をつくる､気候の穏和などの捜能は､植生が緑体積を多く持っている

ものの方が捜能が高いことがしられており (第3章3-5の 2による)､これを反映させて地表固有

値の大小を序列化するためである｡ ドイツにおいては､地表固有値が問題となるような都市的地域(宅

地開発がなされる地域)では封印きれない自然な緑地の大部分は草原 ･畑地であり､樹林地はごく一

部であるが､日本の場合特に地方中小都市の場合は､都市内外にも多くの林地がありそれ自体が開発

対象地となるため､樹林地と草 ･茂みのような植生の違いを考慮に含める方が､現実に即 していると

考えた｡

表4-2-2 地表固有値 (BKW)､土地表面の状態､およびエコロジー機能の関係

地藁固有値 BodenkeltnYert=BKW 1 2 3 4 5 6

(水の浸透 性､地下水かん茸 ､ 土 鳩を 地下水 地 表水 買候 の 冷 た く 植物 を

大気 に湿度 を与 える樋 舵を つ くる をつ く を浄化 浄化/ 新A芋な 育 てる

もとに)○=原MtLT子のi超.仁者5'すき る す る テFJ.ネコrJの吸滑 大気をつ くる気温差 自由に育 つ主力物 (ヒ̀才

1コDジー8度b{A いがせ占 の増 和 ト7●)

而而 --1''iir'-fiiL●BKW=1.0白描状蛭の土鳩 (水面を ,皇Lt)で人為的TJ:吐書かないもの O - ○ ○ ○ ○ ○

BKW=0.9払拭して川謁苫れる.'人工水面または巴旭でモの土埠の旺生を吾Llもの ○ (⊃ ○ ○ ○ ○

B川=0.6自M.に任せて改正された毘土ー砂利の芝地.砂地など)ならびに脚 唱柾l六盟 こおかれている芝地柳 瀬き石 ○ ○ ○ ○ ○

語 間 繭 謹 呈嘉 E欝 ○ ○ ○

BKW=8.2丘fR脚ヒ ○ ○ ○ ○ ○

BXW=0.07スフ丁ルト.れき■_m_:1....,T. やコンクリ-トによるLA鼠Ill"HHHHt川州 ‡ すPn,l菅現 し浮芸謡 リ

ゝ 甘KW=0.0王囲 炉〕lZ,)ている1肺で甜 肋{生えるような土の1蛸 引苛つてL､なt.価
- 近.T.

(Krause､1995年 ､ チ-へン工科大字景域生席宇および景弓削 十字科セミナーにおいて使用されたもの)
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｢土地利用｣を大分類として､林地､農地､水系 ･水面､宅地に分類 し､宅地については､さらに

建物敷地､道路､公園､空地 ,掛 也に小分類すると､それぞれの土地利用に含まれる要素が､様々な

土地形状に対応する (蓑4-2-3)｡ここで､表4-2-3のように､ ｢土地利用｣と｢土地形状｣

を対応させて得られる空間単位を､ ｢景域単位｣と定義する｡これは､ある地域の景域を評価するた

めに用いる､空間単位の一種である｡

図4-2-3の③は､景域単位を用いて､景域変化の評価を行う方法を示すモデル密である.ll､

12､旧､m1､m2､m3､nl､n2､n3の9つの景域単位によって成り立っている地区において､その

一部分が､ul､u2という景域単位からなる土地に変更される場合､その景域変化､とりわけ､地域

生態系の基礎となるエコロジー機能の変化を評価するには､変更される部分に存在する景域単位がも

つ環境を保全する機能の総和の変化を求め､これが減少していれば機能が低下し環境が低下したこと､

増加もしくは同じ値であれば機能が保全または増進されたと評価される｡ここで､環境を保全する機

能において､'単位面積当たりの機能を示す指数eが与えられていれば､景域単位ごとのeの値と景域

単位の面積の横の総和で求めることが出来る｡

表4-2-3 土地形状と土地利用の対応による景域単位の設定

土抱弄三状土地利用 樹林 辛 .茂み 5'it.土 .石 試買 強豪地 水A 弘 止血.h _a.10._CbH P. ==■∈ = = コ 天 王 := _._こ丞:L ｢⊂=了

純色 見LLJ H木綿祉再拝 等 岸亭地 茅場特技 等 旺指節短 群議ニー 特正 等 ;pB水埴 淫埴q

農地 別本類 水E]出 屯早蒜芋放牧地 等 jR迂 ニー 長講 等

水系 .水面 河川Jt 塩析 等 河川放 局所 等 河川丑 堤防 等 とめt;5 水23河川 等

宅地 竣功黙弛 LZ息拝 等 El等 E グラウン ド屯_t蝿 等 FZ グラウン ドtiJ鳩 等 住宅等Lt声頼

I逆_q 識別 等 適格 道鞄

企画 3Zl我 等 EI我 等 LL宍勅

空砲 .持抱 Jl亭地 口兜等 汝11等九日iF.LfヰiT. 等 汝tJ等よき鳩AltiE, 羊

地艶固有値 1.0 1.0--0.6 0.6-0.2 0.3-0.0 0.0 l正面のはiLによる

表4-2-2に示された土地表面の状態によって与えられる､地表固有値をこのeに当てはめて用

いることができる｡地表固有値と景域単位の面棟の横の総和をBFZ(-BodenfunktjonzahI､地表の

機能の総計)といい､第3葺において論じたように､ ドイツでは実際に景域の評価の手法として使わ

れているlfT｡

このeの値には､別の観点から設定した､環境保全機能の数値を当てはめることも可能である｡例

えば､植物の葉による蒸散 ･光合成作用に注目し､緑体積の単位面積あたりの値を求めて､適用する

事も可能である｡

旺'｢stadtoekologieinderBebauungspLaene｣Stich､Bauverlag､1992年
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土地形状による分類

11,12,13
m1,m2,m3
nl,n2,n3

小
景域単位の設定

(D重要な単位が共
われていないか

L(12,13)

M(ml)

N(nl)

②単位問の関係が

③代替する捜能をもっているか

室覇 - 彊 覇

開免租において各々の単位の占める面杭､および各単位の

卓也面捕あたりの三B現保全般舵を､

Sxk.exk(x=I.m,n.u k=l,2,3)とすると

dE-∑Sxk･exk- ∑Suk･euk
x=u x三Lm.n

k=1.2 k=1.2.3

とし､AE≧0 ならば景埠が保全された

AE<0 ならば景域が低下した

と諦価される｡

土地利用 ･土地形状の変化に伴う

景域変化の評価

図4-2-3 景域変化の評価方法
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3 豊かな景域を維持するための景域単位の条件

蓑4-2-3のような景域単位によって構成される景域が､豊かな農村景域を維持 ･形成するもの

となるために必要な構造について､既存研究･Tf-によれば､豊かな生物相が形成されるしくみとして蓑

4-2-4のように7つの項目があげられている｡これらのうち1-2の2つの項目は､景域を構成

する空間単位が､どのように配置されているかに関するものであり､残りの5項目は､各々の空間単

表4-2-4 豊かな動植物相が形成きれるしくみ

豊かな動植物相が形成されるしくみ 空間単位

空間満成レベル l 様々な単位がモザイク状に分布 空間単位の配置が多様性に富む2 地形が変化に富む

3 単位カー 定の規模をもって存在 空間単位自体の性質が多様性に富むディテールレベル 4 多孔質な表面
5 すき間がある

6 陰がある

(文献叫 こよる､一部加筆)

位自体が保つべき性質と解釈することができる｡

豊かな景域の構成は､景域単位の相互の配置関係と､景域単位自体の性質の2つの側面から考える

ことが必要である｡単位のそれぞれが､生息空間となる場合があると同時に､お互いが空間的に接 し

ていることにより成立する生息空間も存在する｡一般に､従来の土地利用の調整､都市計画､農村計

画における環境保全は､区域区分を行い､その区域内の土地利用規定､環境規制､開発条件を与える

ことを主たる手段としている場合が争いが､景域め保全を扱う場合においては､景域単位内の環境だ

けでなく､景域単位と景域単位の接し方､関係の調整をも必要とする｡

従って､景域変化の評価を行う方法としては､上の2に述べた環境保全機能に加え､景域単位の相

互の関係が保たれているかどうかを､評価することも必要である｡

以上から､景域変化の評価の方法のモデルを総括すると､図4-2-3に示すように､次の3つの

観点から景域単位の置き換えを評価することである :

①消滅した景域単位自体が､補償Lがたい重要な性質を持っていなかったか

②新たに出現した景域単位が､もとの景域単位の構成を切断していないか

③新たに出現した景域単位群が､消滅した景域単位群のもっていた拙能を代替できているか

①は､本来線引き等の開発規制によって保護されるべきである｡開発の場所の選定の問題であり､重

要な動植物の生息場所や､地域の水循環や気候､景観上重要な場所を破頓しないよう､宅地化をさせ

ない保存地区の設定を行うことができていれば､省略できる観点である｡②は豊かな景域を維持する

ための観点であり､もとの景域の構成をよく把握しておき､宅地開発によって､その構成が完全に切

断きれてしまわないように､景域単位間の接 しかたを設計することが必要である｡③は環境保全拙能

の維持の観点からのものである｡消滅する景域単位群のもつ環境保全機能とほぼ同等の捜能をもつよ

うに新たに出現する景域単位群を設計することが必要である｡

以下では､研究目的として､宅地開発による景域変化の評価を扱っているため､①の保存地区の設

Z｢ルーラル .ランドスケープ ･デザインの方法｣進士五十^他絹､学芸出版社､1994年
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走方法については､議論しない｡しかし､実際の地域生態系の維持のためには､①の景域保全上重要

な土地の保存が､不可欠であることを忘れてはならない｡

4-3 津山市における市街化に伴う景域変化

1 津山市全域にみた景域変化

1) 津山市の里山 ･集落景域とそのとらえ方

津山市の地形は､中国山地､吉備高原にかこまれた内陸小盆地で､盆地内に小丘が点在することが

大きな特徴となっている｡小丘は市街地の近辺にまで複雑に入り込んでいる｡これらの小丘は､田園

地帯と接 した典型的な里山で､薪炭林あるいは採草地として利用されてきた森林である｡その他の里

山の利用形態をあげると､旧城下町に接する星山は､江戸時代から武家屋敷や寺院などが里山の南斜

面の一部を開発して建てられていた｡また､江戸時代､森藩政時代 (1603-1697年)に ｢百姓村の

山上り｣と呼ばれる､農村集落の里山科面等への強制移住が行われた｡これは､優良な水田とするこ

とのできる平地に立地する農村集落を山に上げ､水田開発を促進するための政策であった｡この後松

平藩政時代に､平地に帰ることになった農村集落もあったが河辺上ノ町等､山上りをそのまま残す集

落も存在する｡近年になると､公営住宅団地､民間開発住宅団地､工業団地などの宅地開発が里山の

斜面や山頂に立地するようになっている｡

津山市における里山 ･集落景域の典型的な構成は､里山の山腹や麓の穏やかな斜面に集落が立地し､

集落の前面に水田が広がり､集落の背後を里山の山林が覆い､さらにその向こうに奥山 (=中国山地

あるいは吉備高原)が遠く見えているというものである｡その外観は､里山と水田の緑と､集落の農

家住居の石垣と屋根の重なりが､特徴的である (国4-3-1)0

里山 ･集落景域を､一定の土地の利用方式のもとに発展した､地域生態系を構成するサブシステム

にわけて把握すると､もとは薪炭林や採草地として使われてきたアカマツあるいはコナラ ･クヌギ等

の里山林からなる林地､水田を中心とし畑および畦畔等からなる農地､ため池や農業用水路による水

系､集落地や旧城下町を中心とした中心市街地などの宅地､に分けることが出来るOまた､林地､農

地､水系､宅地のそれぞれが面的にまとまって農村景域を構成するサブシステムとなっているだけで

なく､林地と農地､林地と水系といった2つ以上の要素の接することによってつくられるシステムも

また重要である (図4-3-2)｡例えば､モリアオガエルは､林地と農地 (とくに水EB)の接する

システムに生息するが､林地に隣接する農地が耕作放棄されるためにこのシステムが消失すると生息

域が集われることが知られている｡

上のような面的なサブシステムは､一定の利用のもとに発展したものであり､土地利用の類型にほ

ぼ対応している｡同時に､ひとつの面的システムは､複数の土地形状が含まれることがあり､従って､

これらのシステムは､複数の景域単位で構成されている｡

2) 市全域の景域変化

1)で述べた､里山 ･集落景域に含まれる､林地､農地､水系､宅地の各システム､および､それら

の接することによってつくられるシステムが､津山市域において､どのように変化してきたかについ

て､国土地理院の10万分の1地形図および､植生図により､最近約100年間の変化を概観し､図
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SLOPEofWOODLANDHILL

里山斜面

TOPo†WOODLANDHILL
豊山山頂

図4-3-1 津山市の里山 ･集落景域

農

図4-3-2 里山 ･集話景域を構成するサブシステム

4-3-3に示した｡10万分の1地形図では､小規模な水系を把握することが困難なため､主とし

て､林地､農地､宅地について表示している｡この一連の地形図から読みとることの出来る､明治3

3年以降の約100年間の主たる栗城変化は､次の2点をあげることができる｡
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棚柿 葦 .茂み 娃 ベい地等

林地 山林 草地

鹿地 7'T-; 水田
畑

宅地 / 市 街 地 .集 落

□ その他の草地

∠フ 水面 .9 5km
-- -_l

図4-3-3 津山市全域での景域変化
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q)林地システムの構造の変化

図4-3-3にみるように､明治31年の林地を構成する土地形状は､市中央部の小さな丘陵群と

集落の背後が樹林､山頂から斜面にかけて広大な草 ･茂みが見られる｡この草 ･茂みは､昭和25年

にはすでに減少しつつあり､昭和59年ではほとんどみられない｡これらの草 ･茂みは､採草､薪炭

採集､茅刈り等の利用が額繁に行われるために､ススキ草原､シバ草原ftBが分布していたものである｡

現在では､このような草 ･茂みの土地形状は､林地にはまったく見られなくなり､ほとんどがアカマ

ツ林またはクヌギ ･コナラ林､ヒノキ人工林になっている｡

②林地一農地システムの減少

昭和36年以降､急速に宅地が拡大していることがわかる｡その主なものは､国道などの幹線道路

沿道や､旧城下町の北側の区画整理地区などである｡これらの宅地は､里山林の山麓に立地する部分

も多く､結果として､林地一農地システムの消失を生じている場所がみられる｡とくに西苫田､東苫

田､乎福などに多い｡

さらに､昭和20年代と現在をくらへると､細長く入り組んだ谷地が､昭和20年代には多くが水

田などの農地として使われているものが､現在では､雑草地あるいは､樹林になっている場合が多く

みられる｡これは､狭小で傾斜の急な圃場の多い谷地の農地が耕作放棄された結果､雑草のはえるま

まに放置されたり､隣接する里山林の植生が侵入して樹林地となっているものである｡当地では里山

林に隣接する水田が耕作放棄されると約10数年で苦い樹林になる.この結果､谷の入り組んだ地形

にそって分布していた林地一農地システムが短縮化され､延長が減少することになった｡

2 莫頁聖別住宅地開発の景域変化

津山市における人口の増加は 1970年以降に生じたものであり (第2章､図2-2-10参照)

それとともに宅地の占める面積が増加してきたが､ここでは､このような宅地の増加のもたらす景域

変化の評価を行う｡

その方法としては､まず､住宅地開発を､第2葺において分類した開発の形式と､立地場所の対応

から類型を設定する｡すなわち､公営住宅団地､民間開発住宅団地､区画整理地区､区画整理縁辺地

区､スプロール地区､の5つの開発形式の類型､平野部水田､LLJ麓水田､里山斜面､里山山頂の4つ

の立地場所の類型を対応させ､津山市内の開発事例があてはまるものを選ぶと､蓑4-3-1に示す､

蓑4-3-1 住宅地開発の10類型

平野部水田 山麓水田 里山斜面 里山山頂

･il営住宅由地 ① ② .

民間開発住宅団地 @ ㊨ ⑤

区画整理地区 ㊨

区画整理地区縁辺 ⑦ ㊨

スプロール地区 ⑨ ⑲

ti'津山市が属する西E]本の噴温帯では､-舷に伐採､採草､等の利用強度がますごとに､植生は､常緑広葉

樹林 (潜iE植生)→請葉広葉樹林 (クヌギ･コナラ林)→常緑針葉樹林 (アカマツ林)->ススキ草原ヰシバ葦原
ヰ無権生地 (禿げ山)と遷移する｡逆に利用強度が弱まると､逆に潜在植生に戻る方向へ遷移するC
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10類型となる｡これらの 10類型ごとに典型的な開発事例を抽出し､景域変化の評価を行うO景域

変化には､住宅地開発の立地場所によって景域のシステムの連続性がどのように変化するか､という

視点と､開発による土地形状の変化に伴い､環境保全捜能がどのように変化するか､という視点の2

つの点から考察する｡

1) 住宅地開発の立地場所による景域変化

住宅地開発の立地場所による景域変化の評価を､図4-3-4のように､①平野部水EB､②山鹿水

田､③里山斜面､④里山山頂の4つに分類 し整理 した｡立地場所をこの4つの類型に分類すると､①､

②は､開発前は水田､一部の畑､畦畔等の農地サブシステムに属 し､土地形状は､草 ･茂みに属する

ものであり､③､④は林地システムに属 し､土地形状は樹林に属する｡さらに､② と③は､里山シス

テムと農地システムの境界に揺する｡当地では､里山と農地の境界に農業用水路の幹線が通っている

のが一般的なため､林地システムと農地システムの接する場所は､3つのシステムが連続する林地-

水系-農地システムとなる｡このように､立地場所による景域変化の違いは､土地形状の変更､既存

のシステムの消失あるいは変更､によってまず把捉され､既存のシステムが有 していた環境保全槻能

の低下や､外観の変化によって評価される｡

この類型別に津山市内に見られる住宅地開発の特徴をまとめると､次のようである｡

①平野部水田

水田を対象として開発が行なわれる｡規模が大きくなると里山と平野部の関係を分断 し､また斜面

図4-3-4 住宅地開発の立地場所による景域変化

慕域の r7.
ン

ス_チ . 一′ ､ヽJ ､ 林地-水聖-農地システ与′ ＼

ム ー 農地サブシステム ′ ー 林地サブシステム ′一′ ヽヽ

､ 水系システム ′

平野部水田 ; 山範水田 里山斜面 : 里山山頂

土地形状変更 辛.茂み (水田､畑､畦畔) 樹林寸秒.土.石､舗装､建ベい地 寸秒.土.石､舗装､延べい地

テム ← 林地-水系-農地システムの切断-→

変更 キ ー水系サブシステムの変更-> -

王即克保全性能 I保水.遠水生低下､繰体事Bl氏下 - :保水.通水性低下､繰体積非常に低下水系に家庭雑排水が入り込む ●II●
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開発を誘発する｡一般に農業用水路のシステムは不変であり､区画整理地区においても流路が変更さ

れるものの､存続している｡水路や道路はコンクリートや舗装などの不透水の材料に変更されがちで

ある｡

②山麓水田

山麓の棚田の一部が開発されるo輪作放棄地となっているものが開発される場合もあるo一般に､

農業用水路を変更することは少なく､水路を跨いで宅地化されることも少ない｡これは､山麓の水路

は､基幹的な水路であり､これに影響を与えることは下流の水系に大きな影響を与えることになるた

め土地改良区や水利組合の同意が得難いためと考えられる｡里山と農地の間に宅地が生じることによ

り､林地-水路一農地システムが消失する｡

③里山斜面

中規模 (戸建て住宅で10敷戸以上)の住宅地開発が､斜面を遥成して行われる｡里山の地形を直

接変容させ､平野部からの外観が最も急激に変化する｡

④里山山頂

里山の山頂を平らに造成して比較的大規模な (戸建て住宅で約30戸以上)開発が行われる｡学校､

工場団地等の公共施設や大きな住宅団地が多い｡斜面の山林が守られていれば､平野部からは外観の

変化が比較的緯和される0

2) 類型別住宅地開発の評価

表4-3-1で示した10類型の住宅地開発の各類型にあてはまる住宅地開発の事例を現地観察に

よって抽出し､その開発前後の土地利用及び土地形状の変化を､その面積配分については都市計画図

(縮尺2500分の1)をもとに､景域単位ごとの土地形状の様子については現地観察によって把握

したoこれをもとに､図4-2-4および4-2丁-5で設定した方法により､抽出した事例の環境保

全槻能の変化を評価する｡

･景域単位の設定

まず､住宅地開発の前後にみられる土地利用は､ ｢道路｣､ ｢公園｣､ ｢空地｣､住宅と庭からな

る住宅の ｢建物敷地｣､ ｢農地｣､ ｢林地｣である｡これらの土地利用に対応する土地形状をみると､

山林は ｢樹林｣､農地が､水田や畑､畦畔からなる ｢草 ･茂み｣に分類されると考えられる｡道路は､

アスファル トもしくはコンクリートの ｢舗装｣､住宅の建物敷地は､住宅の建物で覆われている ｢住

宅延べい地｣と､住宅の周囲の ｢庭｣に分けられ､前者は ｢睦べい地｣､後者は駐車スペースや植栽

等 ｢舗装｣ ｢砂 .土 ･石｣ ｢草 ･茂み｣ ｢樹林｣が様々な混じりあった土地形状となっているQ同様

に､公園も ｢舗装｣ ｢砂 ･土 L石｣ ｢草 ･茂み｣ ｢樹林｣が様々に混じりあった土地形状とみられる｡

空地については､造成により生じた擁壁のような ｢利用不可能空地｣と､土や雑草地のままの未利用

地やグラウンドとして使われている ｢空地｣とがあり､前者はコンクリート擁壁であるため ｢舗装J

に分類され､後者は公園や庭に準じる形状である (表4-3-2)｡

･地表固有値の設定

次に､それぞれの景域単位の土地形状に対応する地表固有値を設定する｡ここでは､景域単位の面

積配分を都市計画固 く縮尺2500分の1)より把握するため､景域単位を比較的単純に設定してい

る｡例えば､水田､畑､畦畔､小水路などはひとまとめに ｢農地｣として扱っている｡従って､地表
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回有値の設定についても､景域単位に含まれる平均的な土地形状を考慮して行うこととなる｡

表4-3-2 住宅地開発における景域単位 (数字は地表固有値)

土地Jl'Z状土地利用 樹林 革 .茂み 砂 .土 一石 舗宗 娃諒1也 水1.0 1.8-0.6 0.6-.0.2 0.3一一〇_1 0.0

林地 ⊂ ⊃

農地 . - ●■
水系 -水面

宅地 廷初敷地 r 0*0.5 庭0.3 I住宅王室蔽地0

逆掩 ∈ ⊃
企画 IT公園0.3

空地 .緑地 ← 地0.0
空地0.3_ 型塁王聖 賢

｢道路｣はアスファルト舗装がほとんどであるので0.1､ ｢住宅延べい地｣および ｢利用不可能空

地｣は完全に禎覆された土地であるので0.0とし､ ｢林地｣を1.0とする｡ ｢農地｣は､そのほとんど

が水田であり､畑や畦畔､細かい水路網を含んでいるが､全体として地下水の供給 ･地表水の浄化 ･

空気の浄化 ･気候穏和 ･ビオトープとしての穂能をもっており､土壌の形成機能をも備えている人工

的に形成された緑地に近いと考えられることから､0.9と設定する｡

｢公園｣ ｢空地｣ ｢虐｣は蓑4-3-2に示すように､ ｢舗装｣ ｢砂 ･土 ･石｣ ｢草 ･茂み｣｢樹

林｣が様々に混じりあった土地形状をもっている｡このうち ｢公園｣ ｢空地｣は一般に､わずかな植

栽を除いて植生が立地しておらず､踏み固められた ｢砂 ･土 ･石｣の面と､コンクリートやアスファ

ルトの ｢舗装｣がしめる面が多くなっている｡ ｢砂 ･土 ･石｣は､植生の立地がないため､空気の浄

化や気候穏和､ビオトープとしての機能をほとんど有しておらず､地表固有値は0.6未満とみなすこ

とができる｡そこで､ ｢大きく隙間をあけた小さな敷石による舗装｣に類似したものととらえ､0.4

とする｡ ｢舗装｣は0.1であるが､この面は､駐車 ･駐輪スペースや歩路などに対応し､一部分をし

めるものである｡そこで､ ｢秒 ･土 ･石｣と ｢舗装｣からなる ｢公園｣ ｢空地｣に対応する平均的な

地表固有値を0.3と設定する｡ ｢虐｣については､その広さにより土地形状が大きく異なる傾向があ

る｡一般に､駐車スペースおよび玄関周辺､テラス等の20-30【丁ほどが ｢舗装｣となり､それ以

外が ｢砂 -土 ･石｣ ｢草 ･茂み｣ ｢樹林｣が様々に混じりあった土地形状となる｡住宅の敷地が40

坪以下の小さいものでは､建ぺい率が約500/.であるとすれば､庭の面積は約66mz以下となり狭い

ためほとんど植栽が行われず､ ｢砂 ･土 ･石｣となる｡住宅の敷地に余裕があるほど､ ｢草 ･茂み｣

が多くみられ大規模な農家住宅などでは部分的に ｢樹林｣もみられるようになるということである｡

また､これは､住宅開発から年数を経ることによって､ ｢草 ･茂み｣等が成長するという面もある｡

そこで､ ｢慮｣の地表固有値については､植生の立地しないものである場合､ r空地｣や ｢公園｣と

同等とみなし､0.3と設定し､植生が成長していることがみとめられるものの場合には､地表固有値

0･6の ｢革 ･茂み｣が部分的に立地していると考慮して0.5と設定することとする｡
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以上より､地表固有値の設定は､ ｢道路｣0.1､ ｢住宅延べい地｣および ｢利用不可能空地｣0.0､､

｢林地｣1.0､ ｢農地｣0.9､ ｢公園｣ ｢空地｣0.3､植生の立地しない ｢庭｣0.3､植生の立地する｢庭｣

0.5､とする｡

･類型別住宅地開発における環境保全穂能の変化の評価

都市計画図により､開発地における景域単位の面積配分を計井する｡まず､開発地の合計面棟をS､

道路面積R､公園面積P､利用不可能空地､V､住宅敷地 (現在の建築面積と庭の合計)H､現在の

建築面積 (住宅建ぺい地に相当)K､現在も保たれている農地F､を地図上から測定する｡この測定

された面積に地表固有値を対応させ､開発前の土地形状 (農地または樹林)との比較による環境保全

糖能の変化を次のように計算する｡

AE(環境保全機能の変化)=(開発後の環境保全糖能)- (開発前の環境保全機能)

開発前の土地形状が樹林､ ｢庭｣が植生の立地しないものの場合 :

』E- (0.1R+0.3P+0.OV+0.0K+0.3(H-K)0.9F)-1.OS

開発前の土地形状が樹林､ ｢庭｣が植生の立地するものの場合 :

AE- (0.1R+0.3P+0.OV+0.0K+0.5(H-K)0.9F)-1.OS

開発前の土地形状が農地､ ｢虐｣が植生の立地しないものの場合 :

AE= (0.1R+0.3P+0.OV+0.0K+0,3(H-K)0.9F)-0.9S

開発前の土地形状が農地､ ｢庭｣が植生の立地するものの場合 :

AE- (0.1Ft+0.3P+0.OV+0.0K+0,5(H-K)0.9F)10.9S

さらに､現在 (都市計画図に示されている時点)では､開発が完了していないものや､区画整理地区

のように､将来住宅が増加する可能性の高い場合がある｡このような住宅地開発の事例については､

建ぺい率の制限の範囲内で､住宅数が増加した場合を想定した場合における環境保全機能の変化の算

出が可能である｡法定建ぺい率aとすると､この計算式は次のようになる｡

AE'(環境保全機能の変化)- (開発後の環境保全機能)- (開発前の環境保全機能)

開発前の土地形状が樹林､

dE'=

開発前の土地形状が樹林､

』E'-

開発前の土地形状が農地､

』E'-

開発前の土地形状が農地､

』E'=

｢庭｣が植生の立地しないものの場合 :

(0.1R+0.3P+0.OV+0.OH･a+0.3H (1-a)0.9F)-1.OS

｢庭｣が植生の立地する可能性のあるものの場合 :

(0.1R+0.3P+0.OV十0.OH･a+0.5H (1-a)0.9F)-1.OS

｢庭｣が植生の立地しないものの場合 :

(0.lR+0.3P+0.OV+0.OH.a+0.3H(l-a)0,9F)-i.OS

｢庭｣が植生の立地する可能性のあるものの場合 :

(0.1R+0.3P+0.OV+0.0日･a+0.5日(1-a)0.9F)-1.OS

これらの計算式を用いて､以下に､類型別の住宅地開発における環境保全機能の変化を考察する｡

①公営住宅団地一平野部水田 (表4-3-3川)
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公営住宅は一般に規模が大きく (およそ50-ZOO戸)､開発地の合計面積が大きい｡公営住宅

では2階建て以上の集合住宅群の場合は敷地計画は植栽も少なく､個々の住宅による緑化も進みにく

い｡

規模が大きいので､農業用水路の一部が敷地内を通過することが争いが､一般には自然に近い水辺

とはなっていない､暗渠やRCの細い水路となっている｡

環境保全機能の変化については､表4-3-3(1)のようであり､公園や庭はD･3､開発前の土地形

状は農地をあてはめて算出すると､開発面横が大きいため』Eの絶対値は大きい値となっている｡既

に法定建ぺい率の許容範囲に近い建築面積をつかっているので､』Eと』E'は近い値である｡

これをモデル化するために､単位面積あたりの環境保全樟能変化』≡/Sをもとめると､-0.74-

-0,78の値をとっている｡

②公営住宅団地-山頂開発 (表4-3-3(2))

最も開発規模が大きく (およそ50-200戸)里山を広範囲にわたって開発 している｡市内の中

心市街地の兼に接する里山に集中しているが､2帽建て以下や戸建て住宅タイプの場合には個々の住

宅による緑化が比較的みられるOそこで､蓑4-3-3(2)においては､戸建て住宅が多く建設以来

10年以上を経過 して緑化が比較的進んでいるので庭0.5､公園0.3として算出 している｡開発面横が

大きいためAEの絶対値は大きい値となっているO既に法定建ぺい率の許容範囲に近い建築面積をつ

かっているので､』Eと』E'は近い値である｡

単位面棟あたりの環境保全機能変化AE/Sをもとめると､-0.75- -0.80の値をとっている｡開

発前の土地形状が樹林であるため､絶対値は大きい｡

③民間開発住宅団地一山麓水田開発 (蓑4-3-3(3日

山麓水田に立地する開発は､一般に山麓の農業用水路を超えて開発されることがなく､規模はあま

り大きくはない く10-数 10戸)｡住宅敷地の面積が小さいので虞の緑化は少な く､個々の住宅に

よる緑化も進みにくい｡公園は設けられていない｡用途地域の無指定地域や用途地域指定域内でも周

辺部に多 く開発されている｡

環境保全機能の変化については､蓑4-313(3)のようであ り､公園や虚は0.3､開発前の土地形

状は農地をあてはめて算出すると､開発面横力く小さいため』Eの絶対値は小さい値となっているが､

住宅建設が完了していない事例もあり､dEと』E'は大きく異なる場合がある｡

従って､単位面積あたりの環境保全機能変化』E/S､dE'/Sをもとめると､』E/Sは

-0.70--0.75と､公営住宅団地よりも小さいが､』E'/Sでは･0.75--0.81の値をとっており公営

住宅団地一平野部水田開発よりも大きい｡

㊥民間開発住宅部 也一里山斜面開発 (表4-3-3(4))

比較的開発の規模が大きく (およそ20-70戸)､斜面開発であるから景観の外観の変化も大き

い｡一戸建て住宅が多 く､個々の住宅による植栽や樹木の手入れがよくなされているところもあり､

量的に開発がコントロールされ敷地も十分に広 く住宅の質が高ければ良好な開発になる可能性もあるo

表4-3-3(4)にあげた例では､事例Gは開発後 10年以上を経過 し､住宅敷地の規模も比較的

大きいので庭の緑化が進んでいるが､他の3事例は住宅建設も完了 しておらず､緑化も進んでいない｡

公園は矧 ナられていない｡用途地域の無指定地域に多 く開発されている｡

環境保全機能の変化については､蓑 4-3-3(4)のようであ り､事例Gにおいては矧 ま0.5､その

他は0.3として算出している｡開発面積が大きいほど』Eの絶対値は大きくなるが､住宅建設が完了
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表 4-3- 3日】 類型別住宅地開発の評価 :/jil営住宅団地-平野部水田

合計面積 道路面根 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面積 開発前 環境保全棟能

S R P 空地 V H K 土地形状 変化 』∈
l団地 16.900 3.150 983 0 12.767 6.027 農地 -12.578

0団地 16一900 5,488 500 0 10.912 5,344 農地 -12.841

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

a H.a 変化dE'

住居 60. 7,660 -13.068

4且 』巨'
S S

-0744 -0.773
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価 爪営侶{田地 里山山頂蓑 4-3-3(2) 類型別住宅地開発の評価 :公署1羊毛田沌-呈UJUJl,Ei

国道大規ヰ農遭.‥.イI-;-.:..":.::粁りLl;秤 .N ② 公営住宅団地-呈山山頂

■｢一一､ 一●一一■

ll-I.-I -､ f/J｢｣●▲■ ∫･...:S.:::.:=i垂....l'l■●一■N㊨ .TTTTm

無 題 透過 L嚢.L~Li,.I
ン､t:iJfL工 HK団地･>e

I一JH-f }'];'''::'' .:...:.......夢 H団地

辛 ,hit ... ...芋,t当...I..､':. .:..... .'■ミラ.■.I ....- ,i-,.摘一..J''='' :'':I:'''' ■亘.-､､JJl...:r ト･];j.. ., :....●lこ… .. i,.i..,. i,-

040 80 120 160200m

合計面規 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面碑 開発前 環境保全機能

s R P 空地 v H K 土地形状 変化 dE

N団地 35,000 5,145 150 3000 26,705 13,025 樹林 -27.601

HK団地 36.000 .9.030 613 026,358 13.775 樹林 -28一622

H団地 47.500 8.275 1550 500 37.175 16,275 樹林 -35.758

用途地域 法定延べい蜜 建築可能面碩 環境保全機能 Ai AE'

a H.a 変化』E' S S

-住 50 13,353 -27.764 -0.789 -0_793

-住 50 13.179 -28,324 -0795 -0.787

-住､住居 50､-部60 18,588 -36.914 -0.753 -0.777

凡例 :地表固有値の分布 :

■ =0.0 □ -0.3 田 =0.9

『 =0,1 田 =0.5 Eヨ =..o
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表 4-3-3(3) 類型別住宅地開発の評価 :民間開発住宅団地一山態水田

-

H
HjT

〝け

合計面積 道路面積 公園 -利用不可能 住宅敷地 現建築面積 開発前 環境保全機能

S R P 空地 V H K 土地利用 変化 』E

事例Å 3.100 0,46g 0 0 2.631 875 農地 -2.216

事例B 2,800 0,375 0 0 2.425 938 農地 -2.036

事例C 3,300 0,519 0 0 2,78l 1.375 農地 -2,496-

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面根 環境保全機能

a H.a 変化dE-

無指定 70(現40) 1.842 -2.506

無指定 70(現40) 1.698 -21264

一任 50 1391 -2.501

無指定 70(現40) 4.813 -6.869

旦旦 』E'
S S

-0_715 -0.808

-0.727 -0_809

-0.756 -0758

-0.704 -0.808
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蓑 4-3-3(41類型別住宅地開発の評価 :居間開発住宅団地一里山斜面

S R P 空地 V H K 土地利用 変化 』E
事例E 7,975 978 0 -0 6.998 1,531 _樹林 -6,237

事例F 11一750 1.630 0 0 10.120 513 樹林 -8.705

事例G 29,475 4,385 0 488 24.603 5.750 樹林 -19.610

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

a H.a 変化』E'
無指定 70(現40) 4.898 -7.247

無指定 70(現40) 7.084 -10,676

無指定 70(現40) 17.,222 -25.,346

立上 』∈'
S S

-0.782 -0.909

-0.741- -0.909

-0.665 -0.860

-0.758 -0.909~
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していない事例では､dEと』∈'は大きく異なる場合がある｡

従って､単位面積あたりの環境保全機能変化』∈/S､』E'/Sをもとめると､dE/Sは

10.65-10.78と､/Lt営住宅団地一里山山頂開発よりも小さいが､AE'/Sでは-0.85--0.91と非常

に大きい値をとっており公営住宅団地一里山山頂開発よりも大きい｡

⑤民間開発住宅酎也-里LLJ山頂開発 (表4-3-3(5))

最も開発の規模が大きい (数 10-100戸以上)｡一戸建て住宅が多く住宅敷地の規模も大きく､

個々の住宅による植栽や樹木の手入れがよくなされているところも多い｡里山の山頂を大規模に造成

するため､大きな擁壁が生じるため利用不可能空地が非常に大きくなっている｡

表4-3-3(5)にあげた例では､住宅敷地の規模も比較的大きいので庭の緑化が進んでいる｡公

園は場所が住宅団地の端部に偏っており利用しにくい立地になっているものの設けられている｡

環境保全栂能の変化については､表4-3-3(5)のようであり､庭は0.5､公園は0.3として算出

している｡開発面積が大きいため』Eの絶対値は非常に大きく､住宅建設が完了していないN団地で

は､AEとAE'は大きく異なる｡

単位面積あたりの環境保全機能変化』E/S､』E'/Sをもとめると､』E/Sは-0.72--0.78

と､公営住宅団地-里山山頂開発よりもわずかに小さいが､AE'/Sでは-0.80--0.85と/Lt営住宅

団地一里山山頂開発と同程度であるC

⑥区画整理地区一平野部水田開発 (表4-3-3(6】)

津山市内の区画整理地区では､住宅の立地が比較的遠く農地が多く残っている｡公園は､区画整理

地区内に分散するよう配置されている｡区画の標準的な大きさは､50mx105mである｡農業用

水路が通っているがほとんどがコンクリートの3両貼り水路で自然に近いものではない｡

蓑 4-3-3(6)にあげた例は､標準的と思われる区画整理地区の部分を50m四方に切り取った

部分を示している｡30-40%が農地のままとなっている｡住宅敷地の規模は狭小なものが多く庭

の緑化は進んでいない｡

環境保全捜能の変化については､衰413-3(6)のようであり､虞､公園は0.3として算出してい

る.農地がすべて住宅地かした場合と､現在とをくらぺるとAEとAE'は大きく異なる｡

単位面積あたりの環境保全機能変化AE/S､AE'/Sをもとめると､AE/Sは-0.40--0,50

と農地が多く残っているため絶対値は小さい｡AE'/Sでは-0.82前後と他の住宅地開発の類型と

ほぼ同程度である｡

⑦区画整理地区縁辺一平野部水田開発､および⑧区画整理地区縁辺一山麓水田開発

区画整理地区の外側に揺する場所でのスプロール開発であるが､住宅の質は高く､1戸ずつ個別に

建てられる｡一般に､住宅敷地は200nf以上である｡

一軒あたりの標準的な』E/Sを考えると､法定建ぺい率は50%である地区がほとんどであり庭

は緑化が進んでいる場合が多く見られることから0.5とすると､

AE/S- (0.010.5S+0.510.5S)/S-0.9-0.25-0.9- 10.65

となる｡これは､他の住宅地開発にくらぺると､絶対値が小さい値である｡

⑨スプロール地区一平野部水田開発 (表4-3-3(7))

開発の規模は小さい (敷戸-10敷戸以)｡一戸建て住宅が多いが住宅敷地の規模は小さく､個々

の住宅による虚の緑化は進んでいない｡一般に農業用水路の変更を伴わず､圃場 1-3枚を宅地化す

るもので､公園は設けられていない｡
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貢4-3-3(5) 類型別住宅地開発の評価 :民間開発住宅団地一里山山頂

合計面相 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面積 開発前 環境保全機能

S R P 要地 ∨ H K 土地利用 変化 』E
丁団地 35.000 6一480 981 2.225 25.314 ll.806 樹林 -27.304

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能

a H.a 変化dE'
Ai 』E'
S S

-0_780 -0.886

-0.727 -0.808
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表 4- 3- 3(6) 類型別住宅地開発の評価 こ区画整理地区一平野部水田

合計面碑 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面根 現農地 開発前

S R P 空地 ∨ H K F 土地利用

事例｣ 40.000 6.912 0 020.013 8,775 13.075 農地

頂規保全職能 用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全権能

変化 』E a H.a 変化』E'
-20,170 二住 60 12,008 -32,907

卓上 』E'
S S

-0.504 -0.823

-0_424 -0.820
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藁4-3-3(7) 類型別住宅地開発の評価 :スプロール地区一平野部水田

国道大讐 野 ;31,I:,;II::ia+ ⑨ スプロール地区-平野部水田

NN⑪ oTi7 Tm -1■-" ～ l - 1■ _澗 MZITT"

IJ00 20 40 60 8

∫一l藍 .._亡 . H L- ｣ 丁 .I) =潤 .-Sv T L'Q 卦 昔ヨ ー′/tt.I:'J描 .. F J 三 事 例 R三■ 1一√tdLIll.ll lL主胤 声 十 l…

亡､.0100m

合計面相 道路面碩 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面積 開発前 環境保全機能

S R P 空地 V H K 土地利用 変化 』E
事例 L 2.475 284 0 0 2.191 1,400 農地 -1962

事例M 3.313 413 0 D 2.900 1,544 農地 -2533

事例 N 2.938 681 0 0 2.256 1,141 農地 -2241

事例 P 2,167 214 0 0 1.953 781 農地 -1578

事例0 1,625 0 D 0 1.625 897 農地 -1244

事例R 1,119 0 D 0 1,119 438 農地 -803

用途地域 法定建ぺい率 建築可能面積 環境保全機能 』E d E'

a H.a 変化』E' S S

無指定 70(現40) 1,533 -2,m2 -0.793 -0.bog

無指定 7D(現40) 2,030' -2,679 -0.765 -0_809

無指定 70(現40) 1,579 -2,373 -0/763 -0.808

無指定 70(現40) 1,367 -1,753 -0.728 -0.809

無指定 70(蔑40) り 38 -T即 6 -0.766 -0_810

一任 50 560 -839 -0.717 -0.750

凡例 :地表固有値の分布 :

■ =o_o 口=0.3 E]=0.9

¶ =.,. 田 =..5 巨ヨ =1.0
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用途地域の無指定地域にも多く分布して拡がっている｡

環境保全機能の変化については､衰4-3-3mのようであり､庭､公園は0.3として算出してい

る｡開発面横が小さいため』Eの絶対値は小さい｡住宅建設は完了しているが､建築可能面積に対し

ては少し余裕のある現在の建築面積となっている｡

単位面積あたりの環境保全機能変化AE/S､AE'/Sをもとめると､AE/Sは-0.71--0.79

と､平野部水田､および山麓水田開発に対応する公営住宅団地や民間開発住宅団地と同程度である｡

AE'/Sでは建ぺい率ほほ対応して､およそ-0.81または-0.75ととなっている.これは､スプロー

ル地区の場合道路面横と公園のしめる面積が小さいため､住宅と庭のみで開発地が構成されているた

め､法定建ぺい率aとすると､

AE- (0.OaS+0.3(1-a)S)/S-0.9=0.3日 -a)10.9- -0.610.3a

となり､用途地域力し 種住宅専用地域である場合はa-0.5であるため､AE=-0.6-0.15=-0.75､

用途地域が無指定である地域ではa-0.7であるため､AEニー0.6-0,21--0.81､となる｡

⑩スプロール地区一山麓水田開発 (表4-3-3(8))

開発の規模は小さい (敷戸～ 10敷戸)｡一戸建て住宅が争いが住宅敷地の規模は小さく､個々の

住宅による庭の緑化は進んでいない｡一般に農業用水路の変更を伴わず､山麓の面積の小さい圃場数

枚を宅地化するもので､公園は設けられていない｡

用途地域の無指定地域にも多く分布している｡

環境保全機能の変化については､蓑4-3-3(8)のようであり､庭､公園は0.3として算出してい

る｡開発面積が小さいため』Eの絶対値は小さい｡住宅建設が完了していない場所もあり､建築可能

面積に対しては余裕のある現在の建築面積となっている｡

単位面積あたりの環境保全拙能変化AE/S､AE'/Sをもとめると､AE/Sは-0.68--0.75

と､平野部水田､および山菜水田開発に対応する公営住宅団地や民間開発住宅団地よりわずかに小さ

い｡AE'/Sでは建ぺい率ほぼ対応して､⑨と同様に､およそ-0.81または10,75ととなっている｡

3 住宅地開発による景域変化の考察

景域変化を､住宅地開発の立地による､里山t集落景域のシステムの連続性の変化､さらに､土地

形状の変化による環境保全拙能の変化の2つの側面から評価した｡

住宅地開発の立地による相違は､各立地場所とも農地や林地のサブシステムを一部失うが､そのな

かでも里山斜面と山麓水田における立地は､林地一水系一農地の揺することによって成立するシステ

ムの切断となり､近年このシステムが減少しつつあることを考慮すると､景域変化に対する影響が大

きいと評価できる｡開発に際してはこれらのシステムの連続性を保つような計画が望まれる｡

次に､土地形状の変化による環境保全機能の変化については､単位面積当たりの環境保全也能の変

化を比較すると表4-3-4のように､現在の土地形状については住宅団地のほうがスプロール開発

などよりも若干大きくなっており､法定建ぺい率の許容範囲の建築面積を活用した場合は､居間開発

住宅団地一里山斜面と､スプロ-ル開発が大きくなる｡住宅団地は､一般にひとつの開発地の面積が

大きいため､一回の開発による環境保全拙能の変化は､非常に大きくなるOスプロ-ル開発の場合は､

開発地の面積は小規模であるが､これが集積して広範囲にスプロール地域をつくるようになる傾向が

あるD
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黄 4-3-3(a)類型別住宅地開発の評価 l･ス7一口‥ル地区-山荘水田

会計面根 道路面積 公園 利用不可能 住宅敷地 現建築面積 開発前 環境保全 機 能

S R P 空地 ∨ H K 土地利用 変化 』E

事例S 2.344 0 0 0 2.344 794 農地 -1644
事例∪ 2.994 148 0 0 2.846 731 農地 -2045
事例V. 5.225 763 0 0 4,463 906 農地 -3559
事例W 3.875 706 0 0 3.16g 1一150 農地 -2811
事例x 2,988 386 0 0 2.602 1.075 農地 -2192

用途地域 法定建ぺい率 建築可告巨面根 環境保全機能

a H一a 変化dEt

無指定 70(現40) 1,641 -1.898_

一任､無 50､-部70 1.426 -2,254

無指定 70(現40) 3.124 -4.225
無指定 70(現40) 2.218 -3一132

旦旦 』F'
S S

-0_702 -0.810

-0.683 -0.753

-0.681 -a.809

-0,725 -0.808

-0.734 -0_756
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蓑4-3-4 住宅地開発の類型別にみた環境保全観能の変化

住宅地開発 △E/S -0,5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9

①公宮住宅団地-平野部水EEl ●一一-
②公営住宅団地一里山山頂 ]-トー†

(卦民間開発住宅団地一山鼓水田 I一.+
④民間開発住宅団地一里山斜面 - I

(勤民間開尭住宅団地一里山山頂 l---義-I
⑥区画整理地区-平野部水田 I.Ji-i---l
⑦区画整理地区縁辺-平野部水田 ト●
⑧区画整理地区-山放水EB ト●
⑨スプロール地区-平野部水田 lH1l●l
⑩スプロール地区一山止水E] ●トートーlー●

』E/S H ∠]E'/S トー●

このような農村景域を構成するサブシステム (農地システム､林地システム､水系システム､宅地

システム､およびその連結するシステム)が直接住宅地に開発される場合には､環境保全機能は大き

く失われるため､開発敷地内で開発以前の環境保全槻能を維持することは困難である｡隣接するサブ

システムのうちに､集われたサブシステム､あるいは景域単位のセットを新たに創出するなど､複数

のサブシステム内での補償措置を確保する工夫が必要となると思われる｡サブシステムの空間的配置

関係については､特定の配置関係 (例えば､林地.-水系一農地システム)が減少してしまわないよう

に､開発地の立地場所の誘導を行う必要がある｡

4-4 大規模住宅団地の建て替え事業における景域保全

1 初期ニュータウンの建て替え事業における課題

1950年代半ばから60年代にかけて建設された､-般に｢ニュータウン｣という名称で呼ばれる

大規模な計画的住宅地を､とくに ｢初期ニュータウン｣として定義するとその特徴は､従前の地形を

比較的維持 し､緑地 ･オープンスペースがゆとりをもって確保されており､さらに､建設後艶十年を

かけた樹木や自然の成長の結果､一般的な市街地に比べ優れた緑地環境を有 していることである｡さ

らに一方､集合住宅の住戸面積の狭小さ､共同設備の老朽化等のため､近い将来に次々に建て替えの

時期を迎えることが予想され､ほとんどの場合､住戸面棟および住戸数の増加､駐車スベ-スの増大

が伴い､祐区単位での緑地面横が極端に減少することになると思われる｡周辺の市街化が進んだ現在

にあって､初期二ユ-タウンのもつ緑地の美観やエコロジー性は重要なものとなっており､建て替え

事業を通 じても､いかに維持 ･増進するべきかという点は､目下の大きな課題だと言える｡ニュータ

ウン内の土地利用は計画によってその存続が保証され､従って､公共緑地や一般のオ-プンスペ-ス
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も一定の面棟やグリーンベルトを保つことが可綻であり､地域のエコDジー性に見合った設計を行え

ば､住宅ス トックとしてだけでなく､良好な環境ス トックとなるものである｡

2 香里ニュータウンの現在の景域評価

1955年から60年にかけて建設された､大阪府枚方市の香里ニュータウン (約150ha､6,

724戸､人口的2万人､図4-4-1)では､現在､住宅 ･都市整備公団の賃貸集合住宅4,88

1戸を建替える計画が進行中である｡公団では､現居住者とも協力しつつ､みどりや景観の保全を図

図4-4-1 香里ニュータウンの現況

った事業を進める方針は明示しているが､実際の設計はまだ完了していない状況である｡そこでここ

では､香里ニュータウンを事例に､現在の景域の評価ならびに建て替え事業に伴う景域変化､景域保

全方法について､地蓑固有値による環境保全機能の分析を行う｡

1) 香里ニュータウンの建設の経過

香里ニュータウンは､戦後復興が一段落して経済発展が始動し､農村から都市への人口移動や核家

族化による住宅不足が深刻な状況を背景として､大阪市への通勤者のためのベットタウンとして､住

宅供給を目的に､1955年日本住宅公団 (現､住宅都市整備公団)による建設が決定された｡それ

以前は､戦前､1942年から45年まで陸軍によって土地が買収され､火薬工場 ･倉庫 (東京第二

陸軍造兵廠香里製造所)に利用されていた｡これはこの地域の地形が､細い谷の入り組んだ丘陵地形

であり､火薬工場で事故があった場合の爆風よけの土塁として地形が利用できることなどからであっ

た｡戦後､この地域は工場が閉鎖されたまま放置されていた｡

1955年に住宅地としてのニュータウン開発が計画された当時は､周辺は市街化がまだ生じてい
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ない地域であり､ニュータウン開発に際しては､中小規模の住宅団地開発では建設できないコミュニ

ティ施設等も設ける､自然環境のよい住宅地を望む人の需要に応えること等を開発主旨としていた｡

計画人口は約2万2千人､面積的150haであった｡入居開始は1958年で､1962年にはほぼ完

成した｡現在では､人口約2万人､公団の管理する賃貸集合住宅4,881戸､その他 (戸建て住宅､

社宅などの分譲きれた集合住宅)l,843戸､総戸数6.724戸であるC

2) 香里ニュータウンにおける緑の豊かな住宅地形成の背景

香里二ユ-タウンは､周辺のスプロ-ル開発力i進んだ現在では､むしろオープンスペ-スや緑の豊

かなオアシス的な地域となっている｡その背景としては､①建築密度が低く､空間的にゆとりがある､

②一体的 ･計画的開発である､③造成による地形改変が小さい､ことの3点がある｡

①建築密度が低く､空間的にゆとりがある

初期ニューータウンに共通する点であるが､地価がそれほど高くなかった時期に建設されたため､全

般的に建築の密度が低い｡集合住宅地区では､建ぺい率約 12%､容積率的50%である｡戸建て

住宅においても､ほとんどの敷地が300m2程度の広さをもっている｡このため､屋外のオープ

ンスペースが十分に確保され､ニュータウン建設以降の､樹木や植栽が成長し､枚方市のなかでも

重要な､緑の豊かな住宅地となった.二ユ-タウン内の幹線道路に治って植えられたけやき並木は､

現在では枚方市百景に選ばれるなど重要な緑の景観となっている｡

②一体的 ･計画的開発である

ニュータウンは､一体的 ･計画的に開発されるため､開発後に､内部でさらなるスプロール開発が

生じる可能性が極めて低い｡従って､計画的に配置された公園や､オープンスペース､開発時にの

こされた自然緑地の一部が､現在まで維持され､豊かな緑を形成することが可能であった｡

③造成による地形改変が小さい

従来香里ニュータウンの立地する地域は､複雑に入り組んだ丘陵地形であったが､ニュータウンの

建設に隙する造成においては､比較的地形改変が小さく､結果として､もとの丘陵にあった樹林が､

小山 ,法面として残存し､また､造成後に生じた法面も比較的細かく分散的になっているため､擁

壁化せずに､芝生や樹木などで緑化されている｡

3 建て替え事業に伴う景域変化

1) 建て替え事業の内容

住宅都市整備公団は､1986年度から､1955年から65年 (昭和30年代)に建設された賃

貸住宅の建て替え事業を行っている｡香里ニュータウンの賃貸集合住宅も建て替え事業の対象となっ

ているが､これをAからEの5つの地区にわけ､建設時期の古いものから事業を進めつつあり､現在

A地区の建て替え事業が進められている｡建て替えに際して､住戸面積は､一戸あたりの床面積を従

来の平均約44m'から約60mZへと増床する､駐車場率を現在の約40%から100%へと拡充する､

ことを条件としている｡これらは公団が実施 した現在の入居者への意向調査の結果をも反映している

とのことである｡A地区全体では､容積率を現在の平均約50%から平均 120%に拡大､戸数を現

在の4,881戸から6,500戸に増やすことが決定されている｡
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2) 建て替え事業に伴う景域変化のシミュレ~シヨン

上のように､建て替えを通じては､住戸の拡大､駐車場面積の拡大により､オープンスペースの縮

小が必至である｡そこで､上記の建て替え条件を踏まえて､建て替え前後のA地区の景域変化を､地

表固有値を用いて評価 し､建て替え後のオープンスペース設計をどのようにすれば､景域の保全を図

ることが出来るか､シミュレーションする｡

まず､A地区にみられる現在の土地形状の種類と分布 ･面積､さらにそれぞれの土地形状に対応す

る地表固有値を設定し､A地区全体の環境保全観能を算定する｡さらに､建て替え条件を満たすよう

な建て替え計画案を設定し､オープンスペースの土地形状の設定を替え､それぞれの場合の環境保全

機能を計算し､景域変化を評価する｡

図4-4-2 A地区の位置

①現在のA地区の環境保全也能の算出

A地区の現在の土地形状を､現地調査により把握 した｡その結果､土地形状は､住宅延べい地､ア

スファル トおよびコンクリートによる舗装､芝生の草地の3つの種類が見いたされた｡芝生の草地は､

一部､生け垣や植え込み､樹木を含んでおり､外観上は､これらの緑がもつ重要性は小さくはないが､

一般に疎らであったり､面積力叫lさいものが多く､表土土壌の形成力には乏しいとみられるため､こ

れらを含めて､全体として芝生の草地としている｡これらに対応する地表固有値は､住宅延べい地-

表4-4-1 A地区の現在の環境保全機能

地表固有値=0.0 地表固有値=0.~1 地表固有値=0.6 !面積合計 単位面積当たり環境保全嘩能

面積 (ha) 1.31 1.90 5.60 8.81 0.403

内訳 団地の建物1.12ha 葺主事甥oAO5ha 全面積から建物､葺主宰場､
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0.0,舗装=0.1､芝生の草地=0.6と設定することが出来る｡それぞれの地表固有値に対応する土地

の面積､A地区全体の環境保全也能の単位面積あたりの数値を計算すると蓑4-4-1のようである｡

②建て替え計画案の設定と環境保全機能の計算

A地区の建て替え事業の条件として､

･戸数を1,240戸とする

I-戸当たりの平均床面積を約60rnzとする

･駐車場率を100%とする

を満たすように､建て替え計画案を設定するQこれによれば､住宅の床面積の合計は､一般に､一戸

当たりの床面積の2割程度の共用床を必要とすると考えて､1240×60x1.2-89280=

約8.93haとなるoまた､駐車場の面積は､現在のA地区の監車場が-台あたり14,0m7であるの

で､これに準じて､1240×14.0-17360-約 1.74haとなる｡従って､床面横合計的8.

93haの住宅棟と合計的 1.74haの駐車場を､8.81haのA地区の中に配置することになる｡

そこで､ここでは､まず現在の建築面積とほぼ同じ建築面積となる､8帽建て住宅棟を建設する案

を第Ⅰ案､より高屈の住宅を建設する案として､現在公団が香里ニュータウンにおける最高限度の高

さと考えている13-14階建ての場合を想定して､全ての住宅棟が14帽建てになる場合を第lト案､

さらに､高層棟と低層棟を混合して建設する案として､14帽建てと5脂建て (エレベーター設置を

必要としない高さ)が混合する案を第日案として､それぞれの場合の環境保全棟能を算定した｡

住宅棟の位置の設定に腰しては､既存の道路は変更しないものとし､また､既存の緑をできるだけ

保全するよう､法面を保存することとした｡

図4-4-3は､第工案から第川案までの住宅棟の配置と､それぞれの案に対応する環境保全機能

の計算値を示したものである｡

これによれば､駐車場の面積増加､第Ill案においていは住宅睦べい地の増加によって､環境保全撫

能は低下する｡そこで､環境保全機能を回復するための補償措置として､次に示すようないくつかの

措置を想定した｡これらの補償措置をひとつだけ実施した合と､2つを組み合わせて実施した場合､

それぞれの建て替え計画案の環境保全捜能の値を計算した｡その結果を図4-4-4に示した｡

(補償措置)

①住宅棟を全て屋上緑化する - 団地の建物の地表固有値 :0.0-ケ0.2

②駐車場を目地をあけた石で舗装したものにする - 駐車場の地表固有値 :0.1->0.3

③駐車場を最小限の部分石で舗装したものにする - 駐車場の地表固有値 :0.1う0.4

④駐車場を2層にする -駐車場の面積を2分の1にする

⑤区画内道路 (住宅棟へのアクセス道路)を目地をあけた石で舗装したものにする

- 区画内道路の地表固有値 :0.1う0.3

⑥区画内道路 (住宅棟へのアクセス道路)を最小限の部分石で舗装したものにする

- 区画内道路の地表固有値 :0.1⇒0.4

また､地表固有値の値が大きいオープンスペースを広くとることができると､環境保全機能は保全

されるということになるが､これは一見すると､住宅棟をより高層化するほど､建築面積が減少し､
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舞Ⅰ案

l

lcTil.聖 JL二 一 Jit:'h--LL ニー

lllllllllll-

地表固有値=0.0 地表固有値-0.1 地表固有値=0.6 面積合計 単位面積当たり環境保全機能

面揖 (ha) 1.31 3_23 4.27 8.81 0.328

内訳 田地の建物1.12ha 虫車場1.74ha 全面積から建物､虫事項､

地表固有値-0.0 地表固有値-0.1 地表固有値=0.6 面積合計 単位面積当たり環境保全樺能 -

面積 (ha) 0.838 8.23 4.74 8.81 0.360

内訳 団地の建物0.648ha 監事場1.74ha 全面積から建物､忠幸場､

a{OJO ICCrTl
=二■≠:二二二二コ

地表固有値-0.0 地表固有値-0.1 地表固有値-0.6 面積合言l 単位面積当たり環境保全機能

面積 (ha) 1.14 3.23 4.44 8.81 0.339

内訳 団地の建物oー95ha 駐車場1.74ha 全面積から建物､駐車場､

図4-4-3 建て替え計画案ごとの環境保全機能の井出
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環境保全出能は確保されると思われるQそこで､A地区内の住宅棟を全て同じ指数とすることと仮定

し､住宅棟の指数と､環境保全機能の値の対応を､図4-4-5に示した｡

住宅棟の指数をxとし､建築面積をBとすると､Bx=8.93となる｡従って､

B-8.93/x H d>

となる｡一方､地表固有値が0.0､0.1､0.6となる土地の面積をそれぞれSl､S2､S3とすると､

Sl-B+0.19

S2-1.74+1.49=3.23

S3=8.81- (Sl+S2)=8.81- (B十0.19+3.23)-5.39-B

となり､従ってこのときの単位面積当たりの環境保全機能の値Zとすると､

Z- (0.oSl+0.1S2+0.6S3)/8.81

= (0.1×3.23+0.6(5.39-B))/8.81

-0.404-0.0681B ･･････<2>

となるoくら式にd>を代入すると､

Z-0.404-0.608/x

となるOこれをグラフに示したものがB]4-4-5であるOさらに､駐車場を2層にした場合には､

駐車場は､建物の一種となるため､地表固有値0.0の土地に含まれるようになる｡従って､

S1-B+0.19+1.74×1/2=B+1.06

S2-1.49

S3-8.81- (Sl+S2)-6.26-B

となり､同様にして､

Z=0.443-0.608/x

となる｡これも図414-5に示した｡

これらのグラフからわかるように､階数が増すほど環境保全機能は増すものの､より高層になるほ

ど､増加率は緩やかになる｡従って､高層化することによる環境保全拙能の増加は､5-10帽程度

までが効果的であるとみなすことができ､それ以上は､補償措置の導入のほうが効果的であると考え

ることが出来る｡

⑤ ①+① ①+③ ①+① ②+⑤ ②+㊨ ①十⑤ ③+㊨

据 付措置

図4-4-4 各計画案の補償措置後の環境保全機能
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4-5 本章のまとめと考察

1 景域変化の評価方法に関する考察

農村票域は､土地利用のまとまりとほぼ対応するサブシステム､サブシステムを構成する空間単位

の構成によってその特徴をとらえることができる｡そこで本章では､サブシステムを構成する空間単

位として土地利用と土地形状の対応による分類を用いて､景域単位を設定し､それらの配置関係､環

境保全機能の増減によって､土地利用の変更を評価する方法を試行した.

市街化進行地域における土地利用の変更を評価する場合､一般に､林地や農地などの緑地が宅地に

変更される (サブシステムの消失および複数サブシステムの相互の位置関係の変化)､あるいは宅地

が別の宅地に再開発される (単一サブシステム内における景域単位の配置の変化)事例が該当する｡

宅地が別の宅地になる事例においては､サブシステムの配置の変化と景域単位ごとの環境保全機能の

変化によって評価し､宅地が別の宅地になる事例においては環境保全捜能の変化を主眼にして評価を

試みた｡

宅地においては､普通､土地形状は比較的単純である○従って､土地形状のみの分類によって環境

保全機能をはかることは､宅地がほとんどを占める場所については､このような方法が適用しやすい｡

榊也､農地､水面､その他の緑地が優越する地域におけるより詳しい植生の分析や､ビオ ト プの評

価など､動植物相の複雑な自然に近い地域においては､より複雑な構成に対応できるような景域単位

の設定が必要である｡

また､本章においては､環境保全観能を算定する係数として､土地表面の状態に着目した地表固有

値をもちいた｡これは､とくに市街地においては舗装や建築物に覆われ､環境保全の機能を失ってい

る地表が多いことから適していると思われるが､これ以外にも､例えば､緑の容積に注目するなど､

環境のどの分野l=着目するかによって､別の係数の設定が考えられるべきであるQ地表固有値につい

ても､本章で設定した数値以外に､新しいタイプの土地形状が見いたされる場合にはそれに応じた固

有値を設定するなどの方法が工夫されるべきである｡

服ii



また､ここで試行した景域評価の方法は､開発事業や土地利用の変更の隙の景域変化を評価する方

法として用いるほか､ドイツの景域プランにみられるように土地利用計画あるいは環境管理のための

計画として､宅地が備えるべき土地形状の種類を指定したり､サブシステムの配置関係の維持などの

指針 ･指導基準として利用応用する可能性があると考えられる｡

2 市街化進行地域における景域保全の課題

津山市の市街化において生じている住宅地開発の評価におい

ては､これが土地利用の変化すなわち､サブシステムの葺き替

えとして把握される｡まず､景域単位の配置をみると､林地一

水系一農地がが揺することによって形成されるシステムが減少

する傾向にある｡また､住宅の敷地の広さによって庭の緑化が

進んでいるかどうかによって､環境保全機能評価に相違がみら

れたo開発前の土地形状が､樹林または農地であるため､開発

地内だけでもとの環境保全機能を維持することは非常に難しい｡

従って､サブシステムの消失や配置変化を補う形で自然に近い

空間を新たに設ける補償措置を､開発地の外であるが同じサブ

システム内や隣接するサブシステムの内でとる工夫が必要とな

ると考えられる (図4-5-1)｡

津山市における住 宅 地 開 発

･日ソ

サブシステムの置
き換えIサ7シ ステ ム の配JP.u関係
景岐阜tiの
配fl;開床
iG現保全拙能の

維持J農村票塙の範EE]内での.捕†削菖置

香 里 ニ ュ ー タ ウ ン における

建 て 替 え 事 業

宅鳩サブシステム内での畏ま五里位の置き換え

l
景岐阜I立の配置関係王3:墳保全拙能の維持

J

サ1システムの範E)内での捕偶措置

図4-5-1 農村景域の構造からみた景域変化と補償措置
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-方､宅地サブシ

ステム内における建

て替え事業である香

里ニュータウンの場

合は､駐車場や一部

の道路 ･通路などの

舗装の工夫などの補

償措置によって､従

前の環境保全機能は

維持が可能である(図

4-5-日 ｡また､

高層化してオープン

スペースを増やすこ

とによって環境保全

機能はより大きくな

るが､それが効果的

であるのは､香里ニ

ュータウンの建て替

え事業においては5

-10階程度であり､



高層化の効果はく二走の眼界がある｡

香里ニユ'⊥~タウンの事例においせはJ植え込みや植栽がある芝生の草地を､一般の芝生の草地と同

等に･あつかっている■がここれについても､ビオトープとしての評価､緑の容積の観点からみると､決

して同等ではなく､異なった重みづけがなされるべきである占J経って､､これらの観点から見た別の係

数を設定し､地表固有値による評価と同時に､別の観点からの評価をも行い､複数の観点からの景域

変化の評価を行うことbtlより､望ましいと思われる｡~L
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第二部 景域管理の変化とその再編

第 5章 集落組紐による景城管理

第 6章 市民 レクリエーションの場 としての緑地の利用

第 7章 都市 ･農村交流による景域管理の展望

第二部においては､景域管理の変化に着日し､新しい景域管理の可能性を分析することを目的としている｡景

洩管理とは､緑地において定常的な人的影響が加えられる握果一定の地域生態系が安定して成立する､その人的

影響を意味するが､農村景域について具体的に述べると.里山に別 ナる下草刈りや間伐作業､農業用水路やため

池における草刈りや泥さらえなどの維持管理作業､農地における水田 .畑耕作作業､等であるOこれらの作業は､

元来､景域保全のためではなく､農村の生産や生活に直接関わる作業であたっため､市街化進行とともに､地域

の生産や生活様式が変化するにともなって､変化する傾向にある｡従って､景域保全のためには､これらの作業

を実施する新しい方式を兄いだすことが重要な課監となっているO

そこでまず､第5章において､入会林管理および農業用水系管理の2つをとりあげ､市街化追行地域の集落組

織による､景域管理の実施状況の変化を明らかにし､それぞれ里山､農業用水系の景洩管理変化の背景と将来の

動向を分析するo

生産や生活様式が変化すると､景城管理の実施が従来通りでは不可能となり､一部の緑地では管理が低下 し､

低利用状態で放置されつつある｡低利用状態で放置されている緑地では､第 2章にみるように里山がその典型で

あるが､とりわけ市街化進行地域では､新たな住宅地開発の立地場所となる可能性が高い｡音域保全のためには､

低利用状態で放置されている緑地に対する新しい利用方式を見出すことがIEt要であるC

そこで､第6章では､里山や農業用水系等の緑地における､景域保全の可能な新しい利用方式のひとつとしてL

日常的なレクリエーションの場としての身近な緑地の利用に着目し､非農家を含めた市民のう引こあるレクリエ

ーション利用の需要を分析する｡

最後に､第7葺においては､ひきつづき非農家のレクリエーション利用に注目して農村景域の保全をはかって

いる京都府美山町の都市 ･農村交流事業に着日する｡朝市 ･農村交流事業は､過疎化､高齢化に直面している農

山村が､観光､農業体験､自然体験､等のレクリエーションを行う都市からの来訪者を受け入れることによって､

地域活性化をはかり､景域管理や民俗 ･伝統の維持に､これらの来訪者のま堰を碍ようとする取り組みである｡

したがって､郡市 ･農村交流事業を行っている農山村を訪れる都市からの来訪者は､農村景域をレクリエーショ

ンの場として訪れ､利用している人々であるOそこで､都市からの来訪者が､どのような農山村に別 ナる観光活

動要求をもっているかを明らかにし､今後の都市 ･農村交流事業が農村景域保全を実現しながら発展する条件に

ついての考察を行う｡
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第 5章 集落組織による景域管理

5-1 本章の目的と方法

1 研究の目的

農村地域の景域は､農林業や日々の生活のために必要な作業を通 じて形成されてきたものであり､

定常的な ｢管理｣を行うことがその保全に不可欠であるD ｢管理｣とは､定常的な人為的影響を緑地

環境に与えることによって､安定した地域生態系が成立するが､その定常的な人為的影響のことを示

し､具体的には農地における耕作､米作農業の基盤となる農業用水利施設と水質の管理､里山におけ

る薪炭材採集､茅刈､肥料 ･飼料用の採草､といった利用､集落内の道 ･広場､神社とその境内の清

掃 ･維持などであった｡このうち潅tIR水利施設､里山､葉語内の道 ･広場､神社とその境内はその集

落に住む住民が共同利用するものであり､多くの場合このような作業の実施主体は､集落を単位とし

て成立する組織であった｡

このような景域の管理作業は､専ら農林業経営､農村における生活の安定を目的とした作業であり､

景域は結果として副次的に形成､維持されてきたものである｡従って､農村において都市化が生じる

と､農林業経営や生活様式が変化することによって､景域も変化する｡農村における都市化は､第 1

章に述べたように､農村 ･農業の近代化､および､都市市街地の拡大に伴う住宅の増加､の2つの側

面があるが､このような市街化が集落による景域管理に与える影響はそれぞれ､次のように把握され

る｡

農村の近代化に関しては､エネルギー革命や化学月巴料の普及によってによって薪炭 ･採草利用がな

されなくなり､里山の利用 ･管理が低下する｡さらに､圃場整備や用排水路のコンクリート構造化､

用排水路の分離などの農業の近代化は､農村景域を直接変化させ､また､近代化に伴い管理の方式が

簡素化される (例えば､用排水の分離による水質管理の低下)ことが考えられるO一方､都市市帯地

の拡大は､農地と宅地の混在､都市民と農家の退任を生じさせ､農業用水の汚染､営農条件の悪化等

のために農業が衰退するために､農業生産を主目的とする管理の力も衰え､また､地域住民の構成が

変化することによって､管理主体である集落組織の運営を変化させることが考えられる｡

このように､市街化の進行による景域管理の変化は､全般に管理力が低下する傾向にあるものの､

管理対象によってその傾向が異なると考えられる｡

そこで､本章では､津山市を主たる事例として､里山の管理､農業用水系の管理の2つを取り上げ､

市街化の進行に伴うその管理の変化傾向を明らかにするとともに､集落組織による景域管理の今後の

動向を考察する｡

2 分析の方法

管理とは､図5-1-1に示すように､管理主体､管理対象､管理目的､管理方式の4つの側面か

らその変化をとらえることができる｡景域が保全されるためには､管理主体､管理目的は変化しても､

管理方式が維持されることが必要である｡実際には､管理主体､管理目的､管理方式のどれか1つが

変化することによって残りの2つにおいても変化が生じるという関係にあると思われる｡本章では里
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山と農業用水系の2つの管理対象について､これら

のどの側面における変化が景域変化の要因となって

いるかを分析する｡

里山の管理については､集落を単位として共同管

理される入会林の管理の変化と動向を､津山市を事

例として明らかにする｡入会林の利用や管理方式は､

集落ごとの慣行によって決まり､その所有形態も複

雑であるため､公的な統計資料などによって全体の

梯子を知ることはむずかしい｡そこで､町内会を単

位としてアンケート調査を行い､町内会長に直接､

入会林の管理状況を質問することで､現状把握を行

うこととした｡町内会は､ ｢大幸｣i11と同じかより

細かい単位で設定されており､津山市を含む､岡山

県北地域では､ ｢大字｣が集落の共同作業の中心的

な単位であることが示されておりiiZ､町内会を対象

に選べば､最も基礎的な単位で実態を知ることがで

きる｡

次に､農業用水施設の管理について､その主体と

なる土地改良区を対象として､市街化の進行の度合

いが異な8.5つの土地改良区を選びヒヤリング調査

によって､管理実施の動向を明らかにする｡対象の

5土地改良区とは､津山市内の4つの土地改良区に

加え､市街化が非常に進んだ地域の事例として､京

都市山科区西部を対象としている｡

5-2 人会集団による里山の景域管理

1 入会 (いりあい)の定義

1 人全集EElによる里山管理の場合

2 土地改良区による農業用水系管理の場合

図5-1-1 管理の4つの側面

文献IL3によると､ ｢入会林野とは､一定の地域に住む人々が､集団的に､共同で利用し､管理 して

いる山林原野｣であり ｢古 くは､村または村の中の組の人々が､現在では大字､部落あるいは区や組

みに住む人々が､一つの集団をなして共同で管理 している林野｣のことであり､ ｢その土地が誰のも

のであるか､ということ｣に関わらず､ ｢部落の人々の共有であろうと､市町村の所有であろうと､

巨L -般に農村地域の集請租矧よ､その大きさにいくつかの段階があるD基礎的単位となるのは､ ｢小字｣

であり､これはひとまとまりの集落である｡近世以降に､ ｢村｣として成立した ｢大字｣は ｢小字｣が複数集合
して形成され､さらに､明治の町村制実施の際､近世の ｢村｣を複政美合して新たな町村がつくられたが､現在

ではこれらが ｢旧村｣あるいは ｢地区｣という単位になっている｡さらに現在の市町村は､その後町村合併を繰

り返して形成きれた｡津山市においては､現在の ｢町内会｣は､圭として ｢大字｣を単位としている｡

kZ｢現代地域開発臨｣明文杏房1987年､ ｢第8章 社会 ･文化･歴史の地域的特性 ･個性 (高ま進薯)｣
214頁による

ii'｢新版 入会林野の法律問題｣中尾英俊宅､勤葦書房､1984年
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また特定の個人の山林であろうと､そのことは入会林野であるか否かに直接関係が｣ない｡入会林野

は ｢大体において､草刈り､薪取り､牛馬の放牧､天然木の育成伐採､人工造林あるいはカヤ､シタ､

キノコ取りなどの目的に利用され｣ている｡

｢入会｣とは､その土地の所有形態に関わらず､ある集団 (入会集団)に属する人々が相互に承害悪

を得つつ利用することを意味する｡このような利用を行う権利を ｢入会権｣といい､その権利の保持

者の範囲 (入会集団の成員)や権利の範囲 (どのような利用のしかたが許されるか)等のきまりごと

は､公的な文書に畳記されることなく､成員どうしの間で ｢入会慣行｣として受け継がれてきたもの

である｡

2 津山市における入会林と入会集団の変遷

1) 江戸期から現在までの里山所有 ･利用形態の変化

津山市域において計画的に土地の利用 ･管理が行われるようになり､現在の土地利用の原型を形成

したのは､森藩政 (17世紀)以降である｡江戸期から今日に至るまでの山林経営を表5-2-1に

示した｡

表5-2-1 津山市における里山の所有 ･利用形態の変化三上4

1.江戸期

①蒜忠政 :羅有杯の指定 分布)城下の主要な山林 (大谷､横山､沼､大EElなど)を指定D

利用)建材用ヒJ午､TlJ､スキ̀などを植林.農民による下刈りは許可札制｡

その後､再有林の-部は､御用商人からの借り入れの担保などになっていくものもあった｡

②蒜思政 :山林横地1655年- (実施は1675年頃から)

民有林への地租設定 (民有林の利用形態 :薪炭杯､柴 ･革 ･カヤの下刈りが主〕

J
入会権の設定

検地において所有者不明となった山林､地組をおそれて放棄された山林を､

複数村 (大字)の共有林とした｡これにより近代の入会山林がほぼ確定｡

その他)竹薮､山林に牌揺する揺草地､茅場などは無税｡ご用転のみ､必要時には必ず

竹材の供出を義持づける｡
2. 蒲箱奉還 1870年

③廃藩による所有の変化 (ただし､津山市域には薄青柿は多くはない)

蒲有林 十 国に道連 -包有林

ヰ 担保など =民有林

→ 払い下rf =共有林 (大字､旧村の入会林) :個人の所有権の強化

3.町村合併 1929-1955年

㊨旧村の津山市(町)への合併による所有の変化

LEl村有林 (入会杯)→ 津山市有に結入

⇒ 財産区 (旧村単位)の設立

ヰ 大字有 ･旧村有 ｢

ウ 故人共有 ｣に分割 :政人共有あるいは個人有に分割された山林

ヰ 個人有 ｣ の一部は入会が解消されるものもある

4.戦後

⑤山林の盛乗 :1945年前後.戦中 ･後 山林の乱伐 (戦時中の木材蒋要と､戦後復興建設用)

1955年頃～ とりわけ1960年以降 採草 ･下刈りの停止 (役牛の使用の低下)

薪炭利用の低下 (フoDn○ンカ̀スの普及)

1970年代 松食い虫により､アカマツ林が被害をうける

⑥列島改迫ブーム以降
主として個人有林の他府県不動産業者による昇収､土地転がし､山林商法の発生

道路 ,住宅 ･公共施設建設による山林開発の増加

軌 ｢津山市史第三巷 近世卜森藩時代-｣津山市市史編纂会編 および ｢岡山県史 近世川｣｢岡山県史
近代1｣｢岡山県史 逓代目｣｢岡山県史 近代1H｣岡山県史塙茶会編､ 山陽新聞社､による
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江戸時代初期に､山林の所有権と利用権の整理が行われ､これが近代にいたるまでの山林利用の基盤

となる｡津山蒲 (美作屠)の蒲有林は現在の上斉原村や加茂町などの中国山地の山間部に多く､現津

山市内の山林の多くは､入会林および個人有林であり薪炭 ･採草 ･放牧等のために利用される里山で

あった｡

明治以降､津山市の山林の所有と利用に関して最も大きい影響を与えたのは､町村合併に伴う入会

林の所有権の分化である｡すなわち､旧村の入会林は､財産区となるか､あるいは大字有あるいは複

数の大字の共有 ･数人の記名共有 ･個人有に分割された｡大字有林も､次第に数人の個人の共有､個

人有などに払い下げられていった｡現在までに､もとの入会林の約 2分の1は個人有林または数人の

個人の共有に分割されたとされているは5｡複数大字による共有林も大字有林に分割されているo;'iB

財産区有林とは､町村合併の行われる時に､旧村有の山林がそのまま市有林になることを避けるた

めに､もとの入会集団によって ｢財産区｣という市民の一部だけがその成員となる公共団体をつくり

その財産である森林を維持運営しているものである｡

このような入会林は､各々の集落に隣接する小さな里山にも分布するが､特に北部の中国山地と､

南部の丘陵地は､頂上一体からその周辺斜面にかけては､その多くが入会地であり､おもに採草地と

なっていた｡

CWo 2Cf2(0 40% 6Oyo 80的 100%

21 現在の里山の所有 ･利用主体

図5-2-1に津山市の森林全

体の樹種と所有形態の構成を示し

た｡マツと広葉樹の計約58%の

大部分が1950年代まで薪炭林

として利用されていたもので､人

工林も主として戦後の植林でありIfl 図5-2-1 現在の津山市の森林の構成

元来は入会林であったものが多い｡

1)に述べたように､津山市の里山は､江戸期に成立 した､入会利用をベースとして､個人 ･会社有

等へと分化､あるいは､財産区､森林組合などへの組織転換を経てきた｡その結果､利用権の形式か

らみた現在の森林は､図5-2-2のように構成されている｡

｢ 個人有柿 ｢ 代表者名義による (萱記上の個人有)共有
卜 入会林 T (横行)共有林 + 共同あるいは代表者数名名義による共有
t 卜 財産区 ｣ 旧村､集落 (大字)名手引こよる共有
l L 生産森林組合有林
卜 会社有林
卜 等社有林
卜 市･県･包有林

L その他 (学校等)

図5-2-2 利用権からみた森林の分類

iZ5津山市でのヒヤリングによる

江佃 えば､旧河辺村に含まれる大字皿生原の現在の入会林は､大字有あるいは代表故人の共有となっている

が､これ以外に江戸時代には津山市南方にある和気山に入会林を持っており昭和20年に約100戸で分割した｡

旺7津山市森林組合でのヒヤリングによる
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この分類は､森林の利用権の形式によって整理 したものである｡すなわち､個人有林は､個人が所

有しその利用のしかたも､所有者個人が決定するものである｡会社有林､寺社有林も同様である｡こ

れらの分類された森林の分布と面積割合は､図5-2-1のようである｡

共有林は､土地の登記上の所有者は､

個人､複数名の個人､組合等多様なもの

であるが､その利用のしかたは､歴史的

に継続 してきた ｢入会集団｣の合意によ

って決定される｡従って､財産区 (所有

者は､条例にもとづく公的団体である)

も､森林組合も､ ｢入会集団｣をその成

員として形成されており､利用権の形式

としては､入会林に含まれる｡

地域森林計画の台帳によると､大字､

旧村を単位とする共有の入会林は､それ

ぞれの大字､旧村の地点に隣接する里山

であるものが多いが複数の旧村の共有名

義のの入会林は市の北部の中国山地の辺

りに多い (図5-2-3)｡

3 人全林の景域管理の現状と動向

11 人全林利用の現況

入会林の所有形態は複雑であり､一般

大字 ･旧村の地点に閑はする入会林 :ド

大字 ･旧事.1の地点からig方L二位荘する入会蛸 ニ△-▲

入会嶺モもつ大字 ･旧ftl△ 入会椎▲

図5-2-3 現在の入会林の位置

的な土地台帳や統計資料からは､その実

態が把握 Lがたい｡しかし､これらは､もとは大字単位をペースとしていたという共通点があり､現

在､大字という単位は､津山市の町内会の単位とほぼ整合している｡そこで､現在の入金林の利用と

管理状況について､津山市内の旧城下町地域を除いた地域の町内会長に対 してアンケー トを行い､入

会林の有無､売却履歴､利用 ･管理状況について調査 したは■｡

①入会林の有無と種類

有効回答を得た 101町内会のうち､入会林を保有する､あるいは過去に保有していた町内会は7

7である｡入会林の現在の土地所有形態は､ ｢大字または小字の部落共有林｣が多 く､ついで r財産

区｣ ｢代表者数名の共同名義の所有｣ ｢入会権利者でつくった組合｣が多くなっている｡この組合は､

EEB津山市内の全町内会のうち､旧城下町や新開発住宅地の町内会など､農家林家がまったくいないと考えら

れる町内会をのぞいた145町内会を対象として､町内会長あてに､郵送でアンケートを実施した｡有効回答は

101連であった (実施1995年1月)｡なお､これらの町内会は､大字の範囲とほとんど同じ町域で設定さ

れている｡入会林の所有､神社の氏子集団のような集落租略の基本単位が大字であり､一般に､大字単位の集諸

組織が争いとされている岡山県北地方の津山市においては､十分に実状を知ることのできる単位であると考えた｡
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｢(生産)森林組合｣である｡一つの町内会でも､大字有､複数村の共有､複数の個人の記名共有な

ど､様々な形式の入会集団に属していることがある｡入会林の利用や管理の仕方を相談する場として

は､ ｢入会権利者の会合｣や ｢森林組合の会合｣だけでなく ｢町内会｣の場も多くなっている (蓑5

-2-2)｡

②入会林の現在の利用

入会林の利用の現況を蓑5-2-2の(8)にみると､入会林を複数の用途に利用している町内会が多

いことが分かる｡1950年頃までは､津山市の入会林はほとんどが薪炭､採草利用､北部の山地で

一部放牧が行われていた｡現在では､何に利用することもなく｢放置｣している入会林を少しでも持

っている町内がやはり最も多い｡ついで､ ｢林業 (植林育林､しいたけなどの林産物生産を含む)｣

が28と争いが､これには入会権利者によって森林組合をつくり行っている町内会が13含まれる｡

林業がなされている場合､必要な管理作業は､市森林組合の指導もあり比較的行われているが (市森

林組合でのヒヤリングによる)､一方一部分でも ｢下刈り管理｣が行われているものも､あわせて 1

6あり､薪炭林の生態系が維持されるための最低限の管理も一部では行われていることを示している｡

入全林の位置は町内に隣接する森林または､遠方の森林があるが位置が_｢わからない｣町内が22

と､約3割にも達する｡昭和20年以前の利用は､ ｢採草｣ ,｢薪炭林｣が最も多くついで ｢林業｣

｢林産物の収穫｣となっているが､現在では一般的に､市の北部の山岳地域の入会林は､植林 ･育林

などの人工林経営を行っている場合が比較的多く､その他では放置されているか､草刈り程度である

ものが多い｡このような現在の利用になった時期は､昭和30年代を中心に昭和40年代以前力=まと

んとである｡津山市森林組合でのヒヤリングによれば､北部の山岳地域では1965年頃に10数ha

の入会林を対象に造林組合を県の指導にもとづいて組織し､造林の事業を行っている｡同様の造林組

合はその他の地域でも組結されたが､申然消滅してしまったものもある｡また､1967年から70

年頃には国の補助をうけて､入会林の整備 ･測量の正確化､所有の明確化の事業が行われている｡

③ 入会林の売却履歴と今後の利用意向

1965年以降に入会林野を売却した､あるいは売却を認めたことのある町内会は40である｡売

却された時期は顕著な偏りはなく､売却先は ｢市､公共団体｣が多く見られる｡全体として､｢会社｣

や ｢個人｣に売却されているケ-スは比較的少なく､列島改造時代にもそれほど売却が増加したとい

う形跡はない｡売却した入会林の現在の様子は､道路､工業団地などの公共用地に使われているもの

が最も争いが｣山林のまま､あるいは草地､荒れ地のままとなっているものも少なくない (蓑5-2

-3)｡

入会林の将来の利用 ･管理の方針と主体については､蓑5-2-4の(1)と(2)に示すようである｡

方針は ｢適切に管理して生態系を維持｣ ｢積極的林業経営｣ ｢現在のまま当分継続｣､主体について

も､現在の所有者が ｢個人｣または ｢共同｣で管理する意向が多く､現状維持の方針が多いように見

られ､非農家や都市住民に管理に参加をしてもらいたいという意向はほとんどない｡直接金銭収入が

入るような方針は少ない｡入会林の現在の利用の主なものと将来の利用 ･管理の方針の対応を見ると

(蓑5-2-4の(3)ト 入会林の一部分でも ｢林業｣あるいは ｢下刈り管理｣利用している町内会は現

状維持的な方針が対応しているが､ ｢放置｣している町内会は様々な方針を答えており､従来とは違

う管理 .利用のあり方を望んでいることがわかるC

146



表 5-2-2 入会林の種類と現在の利用

(l)入 会 林 の 有 無 (母集団帽 苗のあった 101町内会) (2)入会林をもたない町内での採葦方法

町 内 で 入 会 利 用 を す る林 野 の 有 軸 u]T内 全 数

ー あ る 6 4

2 な い 25

(該 当 回 答 数 : 101)

(巴玉田は入会軸をもたfjい25町内会1

7KEE]などに使う葦の人手方法 PJT内全敗

1 個人のもっている山で刈っていた 6
2 田んぼのまわリの葦を使っていた 15

( 25 )

(3)入会林の位置 佃 集団は現在きたLi過去に入会軸をもつ77町内会)

入会林野の位置 町内全数

町内に映揺する山林 46

町内から遠方にある山林 14

町内に肘 妾する山林と遠方の山林 14

( 77 )

(4)入会権の範囲 (母集臥 摘 在またLま過去tニ入会柏をもつ77町内会l

入会柾を持つ人の集団 町内全数 入会権を持つ人の範Ef] 町内全数

1 小字 6 1 農業に従事する著 9
2 大字 35 2 農地を所有する老 6

3 旧村 1ー !3 居住者の全員 26
4 手真数の大字(数力村共有) 24 4 居住者のうち最近市外から転入した人はのぞく 25

( 77 )

(5)入会林の現在の土地所有形態 (母集団は現在入会柚をもつ6岬 内妻)

入会地の現在の土地所有形態 町内会放

1 大字または小字の部語共有林 41
2 旧村の名称をつけた共有林 8

3 財産区 29
4 もとの入会権利者でつくった組合か所有している 15

5 代表者による個人所有の形をとっている 3
6 代表者数名の共同名菓の所有 20

7 もとの入会権利書で個人持ちの林矧 こ分割した 4
8 民間の会社などに売った 5
9 市 ､県､または国の所有地になった 5

IO その他 4
11 昔も今も､他地区の人の土地だが入会矧 ま存続している 1

(61入会林の管理運営主体 (母矧 ま現在入会朋 もつ6岬 内舎)

入会地の管理運世主体 町 内 全 数

~i 町内会 3 4

2 入会権利者の会合 3 2

3 森林組合の会合 14

4 その他 8
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(7】昭和 20年以前の入会林 〔母苑伍LJ現在空たは韻書に人音柚をもつ77町内音)

S20年以前の入会地の利用 町内全数 SZD年以前の入会地の自然の状埋 nr内全数

ー 採 重 51 1 7力マツの雑木林 44

2 薪炭綿 44 2 クヌギやコナラの雑木林 17.

3 茅 場 i3 3 手三やヒノ辛の森林 19

4 林 業 21 4 その他の雑木林 35

5 林産物の収穫 ll 5 背の低い木や革や吉のまじつた状FLL! 19

6 放 牧 8 6 すすき葦原 5

7 焼き畑 5 7 背の低い柴草の葦原 14

( 77 )

(8)入会林の現在の利用 (母苑団は現在入会柚をもつ64ET内妻)

入会林の現在の利用 町内全数

林業 (植林 .林産物収穫を含む) 13
林業ー〝)+放置 7 - .

林業(〟)+下刈リ管理 4~

林業.(I,)+下刈LJ管理+放置 2 --
林業 (〟)+放牧 2

薪炭林 1

薪炭林十下刈リ管理+採草+一部開発 I
下刈 り管理 7

下刈リ管理+放置 2 - -

一部開発 2

放置 2 1 - --
放置+その他 (墓地) 1 ---

:一部でも

巨林業｣
: =28

1

Ill
IIlr

(9)現在の利用になった時期 佃韮軌摺 在入会帖をもつ64町内会)

現在の利用になった時期 町内全数

7 昭和20年代.またはそれ以前 19
2 昭和30年代 26

3 昭和40年代 19

4 昭和50年代 4

( 64 )

lEは

( 77 )



表 5-2-3 入会林の売却の履歴

(1)昭和40年以降の入会林の売却の有無
(母玉田に現在または過去L:入会紬をもつ77町円会)

( 77 )

(2)入会林の売却の時期 (3)入会林の売却先
(E生団は唱和40年以降に入会軸を泰劫した40町内会) (母集団は昭和40年以恒に入会柚を売却した40町内会)

入会地の売去口の時糊 nT内全数

1 昭和40年-45年ころ 12

2 昭和45年-50年ころ 9

3 昭和50年-55年ころ 7

4 昭和55年～60年ごろ ll
5 昭和60年-平成 1年 9

入会地の売却先 町内全数

1 会 社 9
2 個 人 12

3 市､公共団体 23

5 その他 3

r 40)
( 40)

(4)入会林の売却のきっかけ (母集臥よ昭和40年以降に入会軸を黄卸した40町内会)

入会地の売却のきっかけ 町内全数

1 道路や学校などの公共用地にかかったため 21

2 民間業者や個人が土地を売ってほしいと言ってきたため ー0

3 町内で共同の工事をするなど.まとまった全が必要になったため 6

4 林野の管理をする人手か集めにくくなった 4

(51入会林の売却後の土坤利用用途
(母典E=ま昭和40年以降に入会柏を売却した40町内会)

入会地の売却後用途 町内全数
1 山林 ll

2 草地､荒れ地 3

3 裸地または達成地 1

4 住宅団地 3

5 パラ建ちの住宅地 0

6 工場団地 7

7 商業施設 1
8 駐車場 1
9 道 路 ll

10 その他の公共用地 8

( 40 )
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(6)売却前の入会林の所有形態
(母集団は昭和40年以降に入会軸を売却した40町内会)

売却した入会 町内全数地の所有形態

1 部落もち 25

2 旧村もち 2

3 個人もち 6

4 組合もち 4

5 財産区 a.

( 40 )



蓑5-2-4 入会林の将来の利用 ･管理意向

川入会林の将来の利用 ･管理の方針
で母ホ田は現在入会Itをもつ64町内会)

入会林の将来の利用.管理の方針 町内全数

一部転用､借地にし､金銭収入を得る 3

森林公園にして､--娘の人々にも開放 6

野外活動レジ十-センターを経営 5

管理を適切にし､健康な生態系を維持 23

少しずつ売却し.現在のまま当分推続 16

その他 6

(2)入会林q)将来の利嘩 ･"管理車体
(母恭Elは現在入会林をもつ64町内封

入会林の将来の管理主体 町内全数

山林の所有者が個人で管理する 12

所有者どうLで組合をつくリ､共同で管理する 34

誓有責蒜鰻 h<tF='孟紅 鮭 巨富盤してもらう 3

市内.市外の都市に住む人たちに､ 0山林の大切さを呼びかけて手伝ってもらう

市や公共団体に委托する 9

･'(3)将来の利見 ･管理の方針と

_選在り利用の対応
(BはBlは現在入会林をもつ阜4町内会)

現在の利用

一部分でも

-i-+- 下Xljリ 放

･入 積極的に林業経営 ~ 105 114 5

利金 一部転用､借地にし､金銭収入を得る 2

用柿 森杯公園にして､｢般の人々にも開放 2
･の 野外活動レジャーセンターを経営 1
菅将 管理を適切にし､健康な生態系を維持 5

理来 少しずつ売却.し､現在のまま当分牲続. 91 42 6
方の その他 2

150



3) 財産区有林の利用 ･管理

津山市内の財産区有林の利用 ･管理状況について､津山市役所財政部管財係 (財産区担当)へのヒ

ヤリング調査l:iBを行った｡

財産区は条例にもとづいて運営されるが､津山市においては､津山市財産区議会条例にもとっ くも

のと､津山市財産区管理会条例によるものとがある｡

財産区は現在 9つ存在するが､これまでに4つの財産区が消滅 したことがはっきりとわかっており､

記録上判然としないもののさらに4つの財産区が消滅 していると思われる (表 5-2-5)｡このよ

うに財産区の解散されるのは､管理すべき財産がな くなったことによるものである｡

財産区の運営は自己予算によらねばならないので､運営巽捻出のために､財産を切 り売 りして､や

がて財産がな くなる傾向がある｡財産の売却は､市の買収額よりも高い値段でないと一般の取 り弓1%

できない (土地の登記上は､今も解散された財産区の財産がわずかに残っている)｡

実際に現存する財産区有林の面横は約 500ha(矧 こ解散された財産区の山林を加えると約 575

ha)である｡

蓑5-2-5 津山市における財産区の設定 と消滅

S22年10月津山市財産

別 (1929)年2月

市制施行時設定

S16(1941)年2月

2封編入合併時設定

第5区 (小田中) 第9区 (院庄､神戸)

楽音Efl廷 佐良山区

↓

後に消滅

この時既に舞4､6､7､8区は消滅

東一宮村と西一宮村が合併し-宮村になる

(他の村でもこのような例がある)

｢ 束一宮区 設定Ⅰ
5 29(1954)年7月 田邑区 高田区 吉見山区 東一宮区 河辺区 大喝区

10村編入合併時設定

表 5-2-6 財産区の運営

S22年までに設定された財産区 ( 第 5､第9､佐良山 )

ヰ 単年区法会によって運営 (津山市財産区議会条例)

公職選挙法に準拠｡旧村の範囲で通学を行う｡議員任期4年｡

議員定数 :第5区12人､第9区10人､佐良山区9人

S29年以降に設定された財産区 ( のこりの財垂区6区 )

･-> 財産区管坤垂によって運営 (津山市財産区管理会条例)

地元町内会等の推薦により市長が適任｡普通町内全町又は山の係が垂鼻になる｡区域代表は､

地元から選ばれるが､学識経験者 (森林組合技術鼻､林業経営指導員など)は区域外の者で

もよい｡財産区管理垂鼻の定数は､1管理会7人D

財産区のLLl林l反以上､立ち木 (予定価格5万円以上)､公の施設 (予定価格 5万円以上)

等を処分する時は､管理会の同意を得なければならない｡

iZ'ヒヤリングの実施は1994年8月31日

稚日



蓑5-2-7 現在存在する財産区

財産区名称 (含まれる地区名) 設定年月 財産の場所 面積 (林野)

第五 (西苫田､小田中) S4.2 上楠野 25,42h

第九 (院庄､神戸) S4.2 福田､下田邑 28.39h制限林27.18h

佐良山 (旧佳良山村) S16.2 平福､高尾､種福田､皿､一方など市外にも 272.19h制限柿165.llh人工林38.46h

吉見山 (旧高野村､旧神慮村) S29.7 吉見 15.95h制服杯6.71h人工林11.15h

大崎 (旧大喝村) S29.7 金井､西吉田梱原町にも 3.95h

田邑 (旧田呂村) S29.7 上 .下田邑西田辺西一宮 63.12h制限林1.04h人工林24.01h

高田 (旧高田村) S29.7 上楠野 29.96h制限枠23103h人工林24.13h

束一宮 (束一宮､山方) S29.7 上桶野､山方 60.92h制限林45.61h人工林43.61h

4 入会集団による里山の景域管理の展望

様々な所有形態の里山の利用 ･管理の現状と意向を蓑 5-2-8にまとめ､将来の可能性を考察し

た｡個人有林については第2章 2-3の3および4に用いた農家アンケートの結果を､会社有林につ

いては同様に5における会社有林の開発動向の調査結果を参照している｡これによれば､個人

蓑5-2-8 里山の所有類型別にみた利用 ･管理の現状と意向

所有葉頁聖 利用 .管理状況 将来の利用 .管雫意向 市徳化に伴う変化傾向

個人有林 放棄 消極的現状維持 ..地元業者による開発

財産区 維持 序々に減らす 財産区経営のため切り売り

森林組合有林 植林 .維持 林業 .健康に維持 育林 .林業経営

華社有林 林業経営目的 植林 .嘩持 林棄 そのまま
不動産目的 放棄 資産保有 .開発 .売却 き.つかけがあると開発

闇咋



有林､会社有林にくらべて､入会林は､薪炭林の利用 ･管理の実施の上でその新たな利用形態を求め

ているものも多いことがわかる｡都市化に伴い居住者の出入が活発になると弱まっていく入会慣行が､

地方小都市ではまだ継続していることの利点でもある｡しかし同時に入会林は､所有者間で管理する

意向が強い｡

入会林が利用されず放棄されるようになったのは､昭和30年代から見られるようになった傾向で

あることがわかる｡これは薪炭利用の低下によるものと考えられ､都市化の進展よりも以前からの変

化である｡管理主体は市街化が進んでも不変であり､管理目的が消失したため管理方式が変化(放棄)

したまま現在まで推移してきているO

5-3 土地改良区による農業用水系の管理

1 土地改良区とは

農業用の農業用水施設管矧 ま､従来､ため池､河川の井堰といった水利施設系統ごとに各々､水利

組合が設置されて行われてきた｡組合は､水利施設によって供給される農業用水を利用するものが成

員となって構成し､水利施設の維持管理､水路の維持管理 (修繕､淀漂､清掃､草刈りなど)､用水

の分配の調停､排水の水質のチェック等の役割を果たしてきた｡

1949年に土地改良法が制定され､土地改良区が法律に基づいて王君可された団体として設定され

るようになった｡土地改良区には､水利組合がもととなってつくられたものと､圃場整備のために(排

他整理組合がもととなってつくられたものもある)つくられるものがあるが､いずれも区域内の施設

の維持の役割をおっている｡また､水利施設の統合 ,合理化が進む中で､いくつかの水利組合を統合

するかたちで､土地改良区が設定される地域が増えた ｡一般には､土地改良区は､主たる水源と水

路の幹線のみを管理し､小規模なため池や水路の支線については､任意団体である水利組合が管理し

ていることが多い淀川｡

水利組合であれ､土地改良区であれ､その水利施設 ･水源によって潅漉される農地(水田)+受益農

地を耕作する農家が成員となる｡-農家が複数の田圃を持っている結果複数の組合 ･改良区に屈する

ことも､一枚の田圃が複数の組合 ･改良区に属することもある｡

2 市街化の進行と農業用水系管理

1) 農業用水路系の合酎 ヒと景域管理

近年の､農村集落における水系の合理化は､農業用排水系統と集落の住宅や施設の用排水の系統を

分離する､農業用水路網についても､用水と排水を分離する方向で整備されてきた｡前者の目的は､

集落において生活用水として使われる水の供給の安定とともに､住宅や施設からの排水の汚染が農業

用水に混入することを避けるためである.後者のEl的は､各圃嘘への用水の供給の安定であるo

これらの合理化は､農業生産のための条件を改善することを目的とするものであるが､結果として､

排水される水の水質汚染に対する注意力の低下を生じ､あるいは､水路網のうち排水専門となった水

吐rD｢農村計画学｣農業土木学会縮､1992年 ｢第五章農村の環境と景観 5.5.1地域環境の管理観梅と

現況｣P.168 による
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品の維持に対しても､注書が低下する可能性が指摘される｡

また､水系の合理化には､水路の断面構造の変更がある｡農業生産のために農業用水を管理すると

いうことは､水路の通水をよくすることと､水質の汚染を防(･ことであるから､水路構造の最も合理

的な方法は､水路に雑草や土砂がつもらないように､パイプラインやコンクリートの水路にすること

であるo

Lかし､この方法は､水路網の親水性や景域の多様性を集わせる結果となる｡景域の多様性に富む

土や自然護岸でつくられた水路網の維持には､稚草刈り､泥さらえといった管作業が必要であり､排

水に対する配慮も継続せねばならない｡

2) 市街化の進行と水系の景域管理

市街化が進み､住宅や施設が増えつつある地域では､農地と宅地の混在､非農家と農家の混住が､

水系の管矧.:影響を与える｡

非農家と農家の退任という､社会的な変化がもたらす管理上の変化について､文計 上ltでは次のよ

うに指摘している｡ ｢1960年代からの日本経済の高度成長以降､こうした伝統的な地域環境保全

方式は解体の危矧 こ瀕している｡兼業化の広範な進展によって､地域の農家の等質性は集われ､自家

飯米程度しか生産しない第二兼業農家は､用排水路､農道の維持管理に関心を示さなくなってきてい

る｡さらに､非農家が集落内に混在することによって､ますます集落の等質性が失われ､集落全体で

の共同管理は困難を増すばかりとなってきている｡｣すなわち､土地改良区あるいは､水利組合の管

理する地域内に居住する住居の､農業用水への依存の度合いや方式が変化するため､地域をあげて同

じ負担を担う共同管理が困難になるO

農地において使われる水 (農業用排水)と宅地において使われる水 (集落用排水)の関係を図5-

3-1に示した｡近代化以前の農村においては､草葉用排水と集落用排水は､未分離であり､集落排

水の一部も農業用排水路網に排水されていた｡現在では､集落用水のほとんどが上水道になり､農業

用水と巣箱用水が分離された｡排水に関しては､集落排水をどのように処理するかによって分類する

ことができ､図5-3-1の②～④のように､屈尿を汲み取りまたは､尿屈浄化槽によって処理し排

水､雑排水は直接排水する場合､雑排水､尿尿 (､及び雨水)を同時に合併浄化槽で処理し排水する

場合､集落排水は公共下水道によって､地域でまとめて処理される場合がある｡このうち､ト②及び③

の雑排水や尿尿浄化槽や合併浄化槽で処理された排水に残る汚染等が農業用水に入り込むことが､土

地改良区による農業用水管理上の大きな問題の一つである｡

農地と宅地の利用と土地改良区の関係をまとめた (蓑5-3-1)｡土地改良区の組合員である農

家は､農業用排水そのものの利用者として､組合葺を支払い､管理作業に参加し土地改良区の本来の

目的である農業用水系管理の主たる担い手となる｡非組合員は､ほとんどの場合土地改良区の管理区

域内に居住する非農家であるが､農業用水系に宅地からの排水を行うことを通 じて､土地改良区との

関係が生じ､排水の権利の取得粟として､排水料を土地改良区に支払う｡これには､毎年ごとに支払

う場合と､永久排水権の取得雫として-指して支払う場合がある｡図5-3-1の㊨の場合のように､

農業用排水と集落用排水が完全に分離すると､非組合員と土地改良区の排水を通じた関係は消滅する

こととなる｡

農地と宅地の混在という､市掛 ヒによる物理的な変化によって生じる管理上の変化について､市街

削 1｢農村計画学｣農業土木学会絹､1992年 ｢第五章農村の環境と景観 5.5.1 地域環境の管理粗相と
現況｣P.168 による

15A



土地改良区が管理する水系

① 用排水路
農業用水
生活用水

夫分離

① 集話排水の
公共下水道

農村集落排フ
化
集落排水と
農業用水の
完全分粒

水源水 l/望JE地等 農地 (農業用排水路網) . - 河川
公共下水道

1 ー 等

図5-3-1 農業用水 と集落用水の系統

表5-3-1 農地 と宅地の利用 と土地改良区の関係

.土地の利用者 土地の利用 土地改良区との関係 市街化の進行による影響

組合員 (農家) 農地の利用 組合費の支払い 農家の減少組合革収入の減少管理作菓従事者の減少
(農業用排水の利用)管理作業への参加

組合員/非組合員 農地の宅地への転用 土地改良区による転用への承認の必要 (農地法)転用決済金 転用の増加時は決済金収入増加

非組合員 (非農家) 宅地の利用 排水利 (毎年 .永久) 排水料収入増加
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化が高度に進んだ大阪府淀川下

流域の事例を分析 した研究;ilZで

は､蓑5-3-2のように､地

域の市街化の進展に伴って新た

に発生する管理とその対応につ

いて整理し､発生する管理の多

表 5-3-2 市街化に伴って発生する土地改良区による管理

(文#･r土日蓑44による)

鵬 O,FTJ,A 恒即 ,叫 甘理鬼生の原田 l 即 のF招 l -糊 による対応

防災 ･安全
蛙値

くが､農業用水を利用する農家

だけでなく､非農家の生活にと

っても重要な管理であり､ ｢市

街化の進展に伴って､土地改良

区 (水利組合)はより公益的韓

能を担うよ引こなるTi･}｣ことを 還暦 民生

指摘している ｡さらにこのよう

な管理の多様化が土地改良区の

運営に及ぼす影響として､管理

の多様化に伴って生 じる経斉の

増加に関して ｢増加経栗の全て

が少数の (土地改良区)組舌員

市街地のGil晃に上る
ピー ク荘ulLiの相加

節両ビークと耽.LLJ.ど
ークりタイムラクーの
垣描

水鞘への人･iLl両の
千三話
水足低下時の水柑内
1:･の遊び

エ墳帥水 ･常直轄東
泉の水路.公共水頃
-の放出

調整化にlろ娼

ご}̂の投栗

土砂のjJJ周

農地転用

し尿浄化倍の訂正

工作物cD設滋

工場排水の放托

F;7,,雨読･hr=LLLLEfl･rl
水丑TLとの計測

緊急菅攻体BE蛇 迎謁
体制

常時の7FJLl正

バトp-/L,の範把

表離 元時噸 全確

水fl快走と監視

苑生源況NI

秤化用水の通読

群刈り･しゅんせつ

ごみのL/C.悲

市町村とのifTr桝

現頓狂記

令宙の施行と社収

水利完詮の故15(迅
速は作対応)

雪路システムP)盤描I

ITI排水の完全分粒

排水La増設

防護柏の設把

公共下水氾旦瞬 く甚
寿的封買)

歪雲報 …隠 (謹
対策)

水路の3両--Jイエソ
grX#

水和の砥染工ILJf

九時のパイプライ-/
工都
除じん蚊の監毘

農家にしわ寄せられ､農家がそ

の一部を補填するだけに止まるならば､土地改良区の活動は縮小 ･粗放化の道を歩む｡一般に組合員

外者はその因果関係が数量的に明示されないこと､員外者負担を義務づける制度を欠 くことなどを理

由に､増加経葉の負担には消極的だからであるO増加綬章の発生原因に照らした負担方法が兄いだせ

ず､両者の対立が平行線をたどるとき､土地改良区の道営は崩頓の危親に直面する 如｣ことを指摘 し

ている｡

表5-3-2に示された､ ｢事業による対応｣は､管理の省力化を目的とした合瞥化手法であり､

管理方式が変化するのみでなく､管理対象そのものの構造体が変えられることとな り､水路の景域は

ほとんど保全きれない｡合理化を行わないのであれば､増大する管理の作業負担を支える管理主体の

増員が必要で､非農家等の新たな管理主体を得ることが必要となると考えられる｡また､管理の省力

化のみを目的とした対応は､家庭雑排水と農業用水の系統を分離 し､農業用水系の農業専用施設化を

すすめる方向にある｡これは水質汚濁の問題を一定解決するが､一方で､非農家の水路との関係の疎

遠化を意味 し､非農家による管理負担への参加承諾を得ることはむしろ困難であると考えられる｡こ

のように､市街化の進展に伴う農業用水系の管理と景域保全は図5-3-2のように､農業用の専門

施設性を強め､土地改良区組合員のみで管理道営できる程度まで合理化するか､あるいは､景域をで

きるだけ保全 し水路の合理化を制限する替わ りに管理負担を非組合員にも担ってもらうようにするか､

のどちらかである｡このように考えると､水路の景域を保全するためには､水路の景域管理を負担す

る管理主体に非農家の参加を得るために､農業施設としてのみではなく､公共性の高い緑地としての

ffL2｢農業土木学会通番7

｢9.淀川下流部土地改良区の分析｣P.179による

加 同上

iZJl同上

都市化地域の土地改良区論｣淀川下流農業水利調査委員会編著､1983年､
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水路の景域保全を目標するべきであると想定することが出来よう｡

以上から､市街化が高度に進んだ場合の､農業用水系管理に関わる変化を､景域保全の観点から再

考すると､次のように課題を整理することができる｡

･市街化が高度に進むと､農業用水系管理は､管理目的が複雑化しその作業負担が増す｡そのため土

地改良区のみで管理することが困難となる｡一般には､管理主体は不変のままで､農業用施設性を強

化する対矧 こより管理作業を合理化することによって対応することが多いO

･一方､水路の景域保全は､合理化を行わず管理方式を維持せねばならないため､増大する管理の作

業負担を支える管理主体として､従来の管理主体には含まれなかった､非農家等の参加が必要となる｡

従って､農業用施設性の強化を目的とした整備事業よりは､公共の緑地環境の改善 ･強化する対策と

みなし､農家 ･非農家共通に恩恵をうける対策とする方向が適している｡

図5-3-2 市街化の進展に伴う水路の整備事業と景域保全

景域の低下 景域の保全

農業用施設性の強化 景域保全の強化.公共性の強化

3) 津山市および京都市山科区にみる､市掛 ヒの進行段階と水系管理の対応

市街化の進行が､まだ初期段幅にある場合から非常に進んだ段階に至る間の､水系管理の変化を､

津山市内の4つの土地改良区､及び京都市山科区の1つの土地改良区を事例として､土地改良区の代

表者に対するヒヤリング調査を行った｡

現在の津山市では､29の土地改良区のうち､用水運営のための土地改良区は19団体である｡こ

れらは､普通､基幹となる水利施設や用水の幹線を管理しており､細かい水路網やため池は､任意団

体である水利組合によって､管理が実施されている｡水利組合は全市で約300組合ある｡

①京都市山科区東山土地改良区 (蓑5-3-3(1))

京都市山科区は､1960年代から70年代にかけて､急激にスプロール開発が進み､近年はむし

ろ人口が減少に転向しはじめるなど､完全に市街化が進んだ地域である｡東山改良区は､山科区の西

半分に農業用水を供給する東山用水路を管理 している｡土地改良区は､支線やため池の管理を行う水

利組合から名 1名の土地改良区理事を選出して構成し､その業矧 ま､東山用水路の管理､農地転用の

承認､のほか､非農地証明 (竹鞍等の-見農業経営をしているかわかりにくい土地について)も行っ

ている｡

市街化が急激に進んだ時期の､土地改良区の農業用水系管理に対する市街化の影響については､水

質の重大な汚染の問題はほとんどなかったものの､公共下水道普及以前であったため､特に500mz

以下のミニ開発において､土地改良区の許可を得ずに排水したり､十分浄化されていないなどのトラ

ブルが多かった｡農地転用や､住宅開発が多く､手数料や転用決済金収入は､比較的争かった｡

公共下水道が普及してからは､住宅からの排水は､農業用水系に排水されることはなくなったが､
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雨水が公共下水道に直接集められるため､農業用水路に流入する雨水が減少し､用水量が減少すると

いう影響があった｡農業用排水路の清掃作業等は､改良区組合員のみで行う｡

現在の土地改良区の運営に関する問題としては､最も大きな問題は､人材の不足と､収入の不足で

ある｡組合員は約300名でさらに減少しつつある｡公共下水道の普及により､非農家からの排水料

収入がなくなり､市筋化が頭打ちになり､農地転用の件数も非常に少なくなったため転用決済金収入

が減少したため､組合栗以外の収入がなく､収入は減少する一方であるO人材については､昔からの

用水慣行や共有地の土地の名義等についての詳細を知っている人が土地改良区の理事となるべきだが､

農家でも適した人材がなく､非農家が理事を努めている場合もある｡農家のみでは矧 こ土地改良区の

運営力咽 雛となり､旧集落のコミュニティ内の人材で維持している状況にある｡

②津山市高野地区 年の子井堰土地改良区 (表5-3-3(2))

津山市内では､最も広い平野で､農振農用地区域となっている水毘地帯である｡市街化がより進ん

だ他地域からの通耕も増加中である｡地質が砂横層で､漏水が早い地域であったが､上水道整備に際

して､当土地改良区の用水を全て地下パイプライン化し､漏水しなくなり余った水を市の上水道に売

却するという方法で､組合員の軍用負担なしの用排水の完全分離事業がなされた｡現在､用水は､農

道の地下を通るパイプラインから､各圃場にとりつけられた止水栓パルプを個々に操作して供給する

施設に整備されている｡

したがって､用水管理は､パイプラインの継ぎ∃やパルプの披損の修理等のみである｡地上の水路

網は､排水専用となっており､コンクリートの3面貼り水路も多く､水質の悪化､水量の減少が目立

ち､水質悪化を防(･ために､時折用水を流すことがあるとのことである｡水路管理については､年2

回の清掃のみ非農家を含めて町内会単位で実施する｡

この地区は､国道沿道に大規模な商店や施設が立地することが特徴であり､家庭排水よりもこのよ

うな商店 ･施設からの排水のほうが問題の生じる場合が争いとのことであるQ

③津山市紫保井､東苫田土地改良区 (蓑5-3-3(3))

近年人口が増加している束苫田地区の土地改良区で､農家の転出入はほとんどないものの､非農家

の数は急激に増加している｡水源は､複数のため池と､上流の高津用水から分水してもらっているも

のがあり､ため池ごとの水利組合と､高津用水の分水には､町ごとの水利組合があり､これらの水利

組合の連合体が土地改良区である｡実際の管理作業は､水利組合単位で行われている｡

水質の汚染は､1960年代からみられ､これは､宅地の増加よりも､農家自身の排水によるもの

であった｡現在は､造成地からの泥がため池に流入するという､宅地開発の影響もある｡

非農家である新規転入者は､旧集落住居とは組も異なりつきあいはあまりないが､町内会単位で行

われる農道の清掃には参加し､村社の氏子にも属している｡

⑥津山市野介代 野介代土地改良区 (蓑5-3-3(4)日

2ha以上農地を経営する大規模農家の多い地区であるが､里山の斜面や山頂に住宅即也が多く開発

され､地区全体の人口は増加中である｡

里山の開発による影響としては､保水力の低下により､降雨時に､麓の川や水路が容易にあふれる

ようになったことである｡また､住宅団地建設について､排水のための浄化槽設備は､より高度処理
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蓑 5 - 3 - 3(1) 京 都 市 山科区薫山土地改良区の粒要と農薬用水束管守
京 高 市 山 科 区 東 山土地改良区

< 市 街 地 > Q〕組綴 しこ水利組合との関係J
｢華 ≡ 琵 ∋1

凡例 ②組合員 (鹿家)･組合員坪の支払い (1500円/辛 .戸)により水利権の確保･退会 :改良区への届け出と手数料
■ 山紬t)Jtla l I-jL.;■-

■ ため池 .-河川1 市街地 ㌔, 一I 1t宗:..聖野 ･組合員による転用 (農地法4､5集)手数料と決済金の支払い.;:

ー~主なRt集 改良区承認の取得が必要

用水紬 帆 .ヽ ヨ I,-.下流 .隣接農家の意見などをもとに:㌘地区に還付金 .一部改良区の収入③水利施設管理の作業

ゞ

水利システム 琵琶湖蔭東山用水路 (幹隷)水からのため池 (財産区)土警改良区菅聖二丁野 口71線 .I............I..;.....3 .

作業 泥さらえl雑草刈り 修 繕

額 度 年 1回 随時

実施者 く幹線)改良区の役員 施主 :改良区

表 5- 3-3(2) 津山市高野牛の子井埋土地改良区の概要と農 業 用 水 系 管 坪

津 山 市 高 野 牛の子井堰土地改良区 土地改良区の概要

<混在地区> ①組総他地域からの通耕 が増 加中であるため､川崎地土地利用鳩成 下水道普及車 : 0%

凡例 .一肌-JI'I■ 山綿 芸臥 旭 . .､i.IヽIーy,>,..J'.I. 1 ll,..-!甘 ,.J: .,<､一.ー:て一 区などと改良区 連 合 を組織o例)川崎の農 家 が高野に通耕する場合､賦課金を牛の子井堰土地改良区に支払い､一部を川崎の組合に移す②組合員 (農家)74戸/町総戸数224･組合員賦課金 (300円/辛 .ha)により水利権の確保･退会 :改良区への届け出 .止水栓･組合員による転用 (農地法4､5条)転用料の支払い :賦課金向こう10年分(他の組合員の負担の増加を抑える)改良区承認の取得が必要-下流 .隣接農家の意見などをもとに砂確fFで漏水が早いこと､市の上水道確保のため建設､合同

井壇捜投 .パイプライン化 し､節約される上水を市に売却 工場 .大規模商■店の場合が問題3水利施設管理の作業
水利システム

除 パルフ 排水は地上水路●…■■● --■- -●=‥

作業 水路掃除 雑草刈.土あげ 道なおし 止水栓

頼度 4.10月 年1-2回 年2回 随時

用水地下バイ~~フィンで 田の水を落とす時 土の
実施 町内会 改良 区 隣組 改良区加茂川 各耕地に直結

牛の子井偉 (合同井堰) 普 (非農等含)

汚水雨水の処理



表 5 - 3- 3(3) 津 山 市柴保井束苫田土地改良区の概要と農薬用水系管理

津 山 市 紫 保 井 東 苫 田土地改良区

< 混 在 地 区>

土地利用は成

lL山 林 '1誇 n ■ 一

G]射 色 ｢

▲た め 池 ･ ･pl 川 音

}市 掛 也 ~i;

下水道普及率 : 0%

某 ｡水利組 合

｣ .一一一 浩ごと,.=水利組合
汚水雨水の処理

雨水 ･汚水 :浄化槽or合併浄化槽-農業用水路

土地改良区の概要

Q)組綴 (水利組合との関係)

改良区の水源 ;複数のため池､

高津用水の下流

-池ごとに､高津用水系は

町ごとにそれぞれ水利組合

②組合員 (土地持ち農家 ･増減はほとんどなし)

220名 (約30戸)

農家の転出入はほとんどなし
人口はこの20年で

約 5倍に

(9水 利 施 設 管 理 の 作業

強 葦 刈 り 俺繕 地区全体の清掃

水 利 組 合

表 5-3-3(4) 津山市野介代野介代土地改良区の概要と農業用水系管理

津 山 市 野 介代 野介1't土地改良区 I土地改良区の概要

<混在地区> O組総 (水利組合との関係)改良区の水源 :律敬のため池土地利用鳩成 下水道普及幸 : 0%

.lLJ'm､fl～凡例 ....tLrT. ●一.■山林E]JLlB雷 市街地用水路 一部加茂川からのパイプライン②組合員 (鹿家)農家55戸/全戸数300戸農家戸数は変化はとんとなし③水利施設管理の作業
水利システム 一●

こめ油 作 業 泥さらえ.妊喜刈り 水路倦繕 池干し

靖 彦 5月 随時 数年去 声

実施者 改良区組合員 地元負担30

池しとに組合 以前の天水田 1戸 一人 市県の補助
汚水雨水の処理 (不参加料3000円)



表 5- 3- 3(5) 津山市大篠高津用水土地改良区の概要と農業用水系管理

津 山市 大篠 高津用水土地改良区

<政和地域>

土地利用は成 下水道普及車: 0%

土地改良区の概要

①粗放 (水利組合との関係)

各農地について､複数の地から受益する場合が

あり､その農家はそれぞれの組合に参加する｡

各池への依存度の大小により､それぞれの組合

における当該農地の等級が異なるC

②組合員 (農家)
･430人

･組合員f引ま､池への依存度により異なる｡
例)大池と幹線に100%依存 :1300円/反

途中の小池にも依存 :650円/反など

･農家の転入時の水利権猿簿も､

それぞれ大池 ･小池について権利を買う｡
例 ;S池 150000円

･組合員による転用 (農地法4､5条)
負担金の支払い

改良区承認の取得が必要

-下流 ･隣接農家の意見などをもとに

(》水利施設管理の作業

汚水雨水の処理
浄化槽排水 :幹緑には排水させない

泥さらえ･雑草刈り･修溝など

自分が関わっている水利組合のものに

全て出役

のものにしてもらうよう､建設業者と話すようにしているとのことである｡

⑤津山市大篠 高津用水土地改良区 (蓑5-3-3(5))

津山市の北部にあり､ほとんど宅地開発がみられない､農村を維持 している地区である｡縫ノ内池

(大池)という主水源となる池とそこからのぴる幹線のみを､土地改良区が所有 ･管理 しており､こ

の幹線は､複数のため池 (小池)に水を供給 し､この池ごとに水利組合がある｡従って､農家によっ

ては､複数の池からの用水を利用する者もあり､その場合複数の水利組合に属する｡水利施設の管理

は､組合員によって行われている｡集落からの排水は､幹線には排水させないよう､取 り決めている｡
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市街化がほとんど進んでおらず､むしろ地域の活性化､村おこしに取 り組んでおり､自然の特徴を

いか し､ホタルの生息地の保護や林道のハイキング道利用などに取 り組んでいる｡

表 5-3-4 市街化の度合いの異なる土地改良区の比較

事例 市街化の度合い農家数 .人口.開発 非組合員の抹水権碓得の方法 市術化による影響 改良区の尭展方向

市街地 京都市山科区 完全市街化 公共下水道整備溝みな 公共下水道普及前は､排水トラブル多売近年は転入が減少 収入減少のため､解散して､管理業務は市土木手荒所へ移管したい凸
東山土地改良区 ので排水しない 用水路幹線のみ管理しているo 少しでも水田がある限りは､用水管理が必要o

混在地区 津山市高野牛の子井堰土地改良区 農家 :非農家=1:2農垢地域､農用 排水利 (水路は排水専用) 大規模商店の排水の影響が 農地を維持する､農業経営

地区域多いo大規模施設､商店開発が争いo 水島清掃は非農家も兼務であるo 懸念されている○ 意向が比較的高いo

津山市紫保井 農家 :非農家=1:5農家は増減ない 同上 水源の池近くの造成地から 用水系の下流に一つでも田

東苫田土地改良区 が､スプロールによる住宅増著しいo のき尼が池に流入o があるPRり維持o

津山市野介代野介代土地改良区 農家 :非農家=1:5農家は増減なく大規模農家が多い○住宅団地開尭が多いo -同上 里山の開発がすすみ､降雨時にJHや水路があふれやすいo 里山開発を抑制したい○

農村 津山市大篠 圃場整備完了O 同上 とくになし 村おこしの取り組みを行っていきたい凸ホタルの復活

3 土地改良区による.農業用水系管理の変化

2における土地改良区の事例から､市街化の進行段階において､どのような問題が土地改良区にお

いて生じるかについて整理する｡

市市化の進行に伴 う土地改良区の収入の変動について横式的に示すと､図5-3-3のようになる｡

時間の経過に伴 って､農家数は減少傾向にあ り､非農家数は増加傾向にある｡同矧 こ､農地は減少､

宅地は増加する傾向にあり､宅地がその地域の大部分を占めるようになると､下水道の導入が行われ

ることがあると考えられる｡土地改良区の存続について､最も大きな要因となるのは､東山改良区に

みるように､収入と組合員の人材であるが､このうち､収入についてモT-ル化すると､組合粟収入は､
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農家数に比例すると考えられ､転用決済金は､宅地面積の増加速度にほぼ比例 し､排水料は､非農家

数にほほ比例すると考えられる｡従って､宅地開発力く急激に増加する時期には､収入が多少増加する

が､最終的には減少傾向となり､とくに､公共下水道が普及すると､排水料が0となり､急減する｡

排水料は､一括 して支払う場合があり､この場合は宅地開発増加時のピークに排水料増加が集中する｡

このように､初期の段階では､収入の減少が著 しいわけではなく､農業用水系への宅地からの排水

の混入による汚染の問題のほうが大きく､津山市の4つの土地改良区では､いずれもこの段幅にあるD

一方､市祷化が高度に進むと､

むしろ収入の減少が顕著となり､

農家数も減少傾向にあることか

ら､土地改良区の存続そのもの 口

が問題となる｡

5-4 新規兼任者の管理参加

図5-4-1は､町内会で行

う作業に近年新 しく来任した住 利

民が参加するかについて､町内

会長への質問結果をまとめたも

のである｡これによれば､新旧

住民ともに行う作業は､ ｢神社

の境内の清掃や祭りの準備｣と

｢道路 ･/Ll園の美化清掃｣を挙

げた集落が多く､次いで ｢川 ･

水路 .池の清掃 ･草刈り｣であ

り､ ｢山林の下刈り｣はほとん

どが旧住民のみで行われている｡

周辺部では､新住民の数がそれ

土
地
改
良
区

の
収

入

農家人口

=Pu(I)

農家人口

排水利-C̀pu〔t)
ヽヽ

転用決済金

=B'Su'(I

ヽヽ

=A'Pa(tl

公共下水道

の警備僻 水量収入の停止)//

f 収入総額-
料水,-ト｢

出
け

+金請決用玩+賛

図5-3-3 市街化の進行に伴う土地改良区の収入の変動

ほと多くないので､1970年

以降の人口増加が顕著な地域のみ (図5-4-1中､太線内)をみると､ ｢道路 ･公園の美化清掃｣

には､ほとんどの地区で新旧住民とも参加 していることがわかる｡

5- 5 本葺のまとめ

1 人会集団による里山の景域管理

津山市の場合にみると､入会集団による里山の利用は､薪炭 ･採草採集の利用の停止以降､一部で

林業が行われているほかには､ほとんど利用放棄の状態になっているcLかし市街化進行にともない

地域に宅地開発が増加する時期にも､入会林は､公共事業のための買収のほか.=はあまり頻繁な土地
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(1) 山林の下Xuりへの町内会参加 (2) 道路 ･公園の美化清掃への町内会参加

(3) 川･水路 ･池の清掃 ･草刈り 的 神社の境内の清掃や票 りの
への町内会参加

図5-4-1 町内会における
斬旧住民の 景域管理への参加

準備への町内会参加

■ 新旧住民ともに行う
t詔新住民は行わず旧住民のみで行 う
田 新住民がいないので旧住民のみで行 う

ロ 行わない
[コ無回答

cq &gE0年以臥 ｡が増加している
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売却は行われていない｡入会林は､売却されることなく管理放棄されたままにあり､管理実施の方法

をふくめた新たな利用形態を求めているものも多い｡都市化に伴い居住者の出入が活発になると弱ま

っていく入会慣行が､地方小都市ではまだ継続していることの利点でもある｡しかし同時に入会林は､

所有者間で管理する惹向が強い｡財産区有林は､財産区自身の経営のために財産を切り売りしながら

減らしていく傾向がある｡個人の農林家が所有する里山は､やはり管理放棄の状態にあるが､個人で

はなおさら管理実施が国難である｡

2 土地改良区による農業用水系の景域管理

市街化が進行するに従って､土地改良区内の農家数は減少し､非農家数は増加する傾向があるO同

様に､農地は減少､宅地は増加する傾向にあり､宅地がその地域の大部分を占めるようになると､公

共下水道の導入が行われることがあると考えられる｡宅地が増力ロし､非農家数が増加すると､土地改

良区による水系管理には､安全管理などの従来なかった負担が加わることがある｡これに対応するた

めに､禍の設置や水路の改修が行われることがあるが､一般にはこの対策を通 じて水路の自然性やア

クセス性が失われるため､景域上は水辺が集われることになる｡

土地改良区の存続について､最も大きな要因となるのは､収入と組合員の人材であるが､このうち､

収入については､組合栗収入は､農家数に比例すると考えられ､転用決済金は､宅地面積の増加速度

にほぼ比例し､排水料は､非農家数にほほ比例すると考えられる｡従って､宅地開発が急激に増加す▲

る時期には､収入が多少増加するが､最終的には減少傾向となり､とくに､公共下水道が普及すると､

排水料が0となり､急減する｡

このように､初期の段脂では､収入の減少が著.しいわけではなく､農業用水系への宅地からの排水

の混入による汚染の問題のほうが大きく､津LLJ市の4つの土地改良区では､いずれもこの段階にあるO

-方､市街化が高度に進むと､むしろ収入の減少が顕著となり､農家数も減少傾向にあることから､

土地改良区の存続そのものが問題となる｡京都市山科区の事例はこれにあたる｡

3 集落組織による景域管理についての考察

入り会い集団による里山景域の管理の低下は､市街化の進行よりもむしろ､里山の利用低下にとも

なって生じている｡これは､集落における生活様式の変化がもたらしたものであるが､市街化が進む

なかでも､その管理の実施は従来の集落粗描内で行う意向が強いが､一方で新しい利用方式や管理実

施の方法を必要としている｡従来の集落組織内で新しい利用方式や管理実施方法が兄いだせずにいる

ことも事実であり､非農家の役割や参加の方式を検討していくことが必要ではないか｡このように､

里山の皆矧 ま､薪炭 ･採草の必要が消滅するという管理目的の変化によって､管理方式が停止すると

いう図式で変化している｡里山景域を保全するために管理方式を維持するためには､新たな管理目的

と管理主体を見いたすことが必要である｡

一方､土地改良区による農業用水系管理については､津山市のように､市街化進行中である場合は､

公共下水道もほとんど整備されていないこともあり､その役割は依然として大きく､存続の問題はか

かえていないが､京都市山科区のようにほとんどが市街化され公共下水道も導入きれると､存続の問
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題に直面しているQ土地改良区は元来､農業用水の確保を目的とし､景域保全を目的とするものでは

ないO市街化とともに増加する非農家の水系維持への配慮や参加を得るためには､現在のように､排

水に利用することを許容するかわりに参加を義務づけるというだけではなく､水系のもつ景域の保全

を通 じた地域の自然性の保全が必要ではないか｡このように､都市一農村中間域の農業用水系の管理

においては､従来の管理目的 (農業用水の維持)は消滅しないが､宅地から生じる集落排水や安全対

策など管理目的が増すことによって､管理方式が変わることとなるDまた､宅地が増えることがなく

ても､農業用施設としての農業用水の機能の強化のために､管理方式が合理化され変化する場合も多

く､従来からの管理日的およびさらに宅地の増加によって別の管理目的が追加されるという点におい

て､農業用水系の管理は目的が多様になり作業負担がますという特徴がある｡作業管理の負担力は す

ため､作業の合理化を行うと景域は保全きれない｡景域保全のためには､負担を支える管理主体の確

保が必要であり､非農家参加など､従来管理主体に含まれなかった主体の参加が必要である (図5-

5-1)0

喜uEj

1 人会集団による里山管理の場合 2 土地改良区による農業用水系管理の場合

図5-5-1 集落組織による景域管理の課題と対策
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第6章 市民レクリエーションの場としての緑地の利用

↑ 二/



第 6章 市民レクリエーションの場としての緑地の利用

6-1 本章の目的と方法

1 研究の目的

市街化進行中の地域の景域を構成する緑地は､もとは農家林家が農林業を行うことを通じて､管理

されてきたものである｡しかし､この景域管理は､従来の集落組織によっては､十分な管理が行い難

くなりつつあることを前章で示した｡

一方､緑地の豊かさを享受するのは､その地域に住む居住者全体であって､農家林家ばかりではな

く､非農家も同様である｡農家林豪においては､生産を目的とした生業の場所である緑地が､非農家

にとっては､身近なレクリエーションや風景を楽しむのための場所であると考えられる｡レクリエー

ションを目的とした緑地の利用については､過度な利用がむしろ葉域の保全にとっては悪影響となる

可能性もある注.o従って､本来景域管矧 こは素人である非農家の参画を実現していくためには､市民

の日頃の緑地へのニーズをよく把握し､無理のないプログラムを考えることが重要である｡

そのためには､まず､市民が身近な緑地に対して､どのような利用ニーズをもっているかを明らか

にすることが必要である｡

そこで､本章では､農村景域を構成する緑地である､森 (里山 ･鎮守の森など)､水辺 (ため池､

水路など)と､レクリエーション用施設として整備される緑地である'lil園の3種類の緑地をとりあげ､

市民が実際にこれらの緑地をどのように利用しているか､今後どのような景域に整備していくことを

望んでいるかについて､明らかにすることを目的としている｡

2 分析の方法

本章では､京都府亀岡市と岡山県津山市の2つの中小都市と､より市筒化が進んだ地域として､大

都市近郊地区の京都市北部岩倉地区を対象地とする｡人口10万人未満の中小都市は､都市規模が/｣l

さく､現在も多くの農地､里山が市内に保たれており､その緑がつくる四季おりおりの風景が市民に

とっての大きな魅力となっていると考えられる｡また､大都市近郊地区の緑地も､大都市の責重な緑

地として市民の評価が高いことが考えられるQ

分析は､各対象地域ごとに､①緑地の現況-農林業利用の現況および､市街化の進行に伴う緑地の

変化一について既存資料から概要を把握した後､市民および地区住民へのアンケート調査結果より､

②森､水辺､公園への市民の訪問とその日的､③森､水辺､公園の整備と管理の実施方針に関する市

民の意識､についてその特徴を分析する｡

ELドイツでは､都市近郊の農村地域における景城計画において､市民のL,クリエーション利用による景域へ

の悪影響が議論となっている｡例えば､｢LandwirtschaftinderStadtJR.Grebe､Garten+Landschafls19

85年 5月号､p.23-27
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6-2 大都市圏中小都市亀岡にみる市民の緑地利用

1 亀岡市の農林業的緑地利用の現況

京都府亀岡市は､第 2革でもとりあげたように､京都市 ･大阪府に隣接する､大都市圏内の中書肺

である｡京都府の中では､主たる広い平野部をもつ亀岡盆地に位置 していることから､現在も､水稲

耕作を中心とした農業経営が比較的安定して行われており､農家人口も全人口の約4分の 1となって

いる｡京都府全体の農業における亀岡市が占める重要性は大きく､とりわけ水稲鮒 乍においては､亀

岡市だけで､府の約 1割の田の面積をもっている (蓑6-2-1)など､府農政上も穀倉地帯として､

農業振興に力をいれている地域である｡1970年に線引き決定された際も､亀岡盆地に位置する市

町では､市街化区域内農地が非常に少なく押さえられて設定され (裏6-2-2注2)ており､今Eほ

で農地が比較的保たれてきた地域である｡

衰6-2-2 京都府内の都市計画

蓑6-2-1 京都府の農業における亀岡市の位置

京都府(A)亀岡市(8) B′A(%1

農家数(戸】 51033 3912 7_67
自給 的農家数 15561 716 4.60

販売農家数 35472 3196 9.01

経営耕地面積ーa) 2983450 259860 8.71
田の面積 2432350 250303 10,29

相の収横面帆販売農案)(a)1705998 192902 ll.31

三

;.;i
J,=Ld:
[]
im■≒

(1990年世界農林集センサスによる)

水田は､圃場整備がなされていないものが多く､しかしかえっ

て､畦畔木が点在し､微妙に変化する地形を反映した田園風景が

よく保たれている｡

一方､市の面積の62.20/.を占める山林については､アカマツ

の天然更新による松村生産､まったけ､くりの生産が近年退化傾

向にあるとはいえ､比較的盛んであることから､アカマツを主と

した雑木林が保たれてきている｡京都府農業会議の調査加によれ

ば､共有林の維持管理が ｢できている｣あるいは ｢不十分だがで

きている｣という集落は､共有林をもつ51集落中45集落 (8

8､2%)で､林業の盛んな地域を含む京都府北部地域全体の平

均的傾向 (85%)より､若干だが､維持管理できている比率が

高い｡

公園については､総合運動公園などの大規模な公園施設の整備

は進みつつあるものの､近隣公園や児童公園等の居住地の身近な

公園については､地域間格差が大きい｡例えば､近年開発された

区域にしめる市街化区域
の農地面積率と農家辛 目

(碑位 :%)

農 地 農 家

7;I 許 都 市 70.5 82ー】
那 向 日 市 46.6 91_9

布 長 岡 京 市 69.9 99_0

TET鹿 大 山 喝 57 88.6 loo.0
糸 宇 治 市 85.8 78.2

杷 競 娼 市 36.8 75.0

域 久 御 山 町 30.2 29.9

山妓 ^ 佑 市 45.3 46.0田 iヨ 町 29.I ilo.5

那 井 手 町 30.8 65.8

市良 山 坂 町 7.0 29.0
茶未 神 町 23.8 71.3

地域 加 正 町 12,2 ll.7
{'l 詐 町 21.9 100.4Zl

屯 弛 同 市 】5.I 68.5

同蕊 周 訊 FT l3.9 27.3
地 八 木町 日.1 13.1

芹†キ:京前甫土木部調,i(I971年 12月現在)

注 :I) ｢面研串｣.｢長芋革｣とも分母

は.郡市計画区域内見地両統

と農家戸故である｡したがっ

て,Trf町村区域丘地面田等.

艮賀串とは一哉LIJ:い.なお.r良質鞘｣は農家の うち.一

部'亡も市朽化区域に島地のあ

るものC3割合=･ある｡

2) i.そ らく入作者7)'L多いため

100%をオーJl'-Lた もの と

みちhろ｡

(文机 京前桁Bt集会岩削二よる)

tt]｢宋都府における農地政策の展開と土地問題｣京都府農地行政史編纂垂鼻金指､法律文化社､1981年

3月

注'｢｢農林地の維持管理と担い手問題に関する調査｣の結果と京都府農業会読の提案｣京都府農業会議農政

研究資料第 9l-73号､1992年 3月 による
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ニュータウン･大規模住宅団地では､計画的に配置されているが､スプロール住宅地や山間部､旧集

落地域ではほとんど配置されていない｡

2 緑地の訪問とその日的

亀岡市民に対するアンケート調査謹一により､市民のE]頃の､緑地への訪問とその目的について､分

析した｡緑地としては､里山や娃守の森を含めた ｢森｣､河川や農業用水路､ため池などの ｢水辺｣､

｢公園｣の3つをとりあげたC

1) 年齢別にみた緑地の訪問とその日的

①幕への訪問とその日的 掴 6-2-1(1))

各年齢層とも ｢神社や寺に参拝｣するために森を訪れる人の割合が高いが､25才､35才は､4

5才以上よりその割合は低いO次いで､ ｢散策や自然観察｣のために森を訪れる人は､35才から6

5才にかけて割合が高く､35才が最も高い｡また､35才では､ ｢子供の遊びのつきそい｣で森を

訪れる人が ｢神社や寺に参拝｣ ｢散策や自然観察｣とほぼ同じ程度に高い割合を占めている｡ ｢林業

の作業｣ ｢薪 ･マツタケ等の収穫｣ ｢下草刈り作業｣等の従来の景域管理作業については､全体に少

ないものの､年齢が高 くなるほど割合が高く､高年齢者に管理作業の負担が偏っている｡

②水辺の訪問とその日的 (図6-2-1(2))

景域管理作業である ｢農業用水の管理｣および ｢草刈り･清掃作業｣は､年齢が高いほど割合が高

くなっており､水辺についても管理作業が高年齢風 こ偏っている｡全年齢層を通じて ｢散策 ･自然観

察｣は､水辺の訪問の理由の中で高い割合を示しており､35才では森への訪問と同様に､ ｢子供の

遊びのつきそい｣が高 くなっている｡

森への訪問と比較すると､景域管理作業に類するものは､高年齢層に偏っている点では同様である

が､割合としては､水辺の方が森よりも訪問している人の割合が高い｡ ｢散策 ･自然観察｣について

は､水辺の方が森よりもわずかに割合が高い｡35才における ｢子供の遊びのつきそい｣のための緑

地の訪問は､森､水辺双方とも同様に高いC

③公園の訪問とその日的 (図6-2-1(3))

全体に､ ｢行かない｣人の割合が高 く､訪問の目的は ｢子供の遊びのつきそい｣が主たる日的とな

っている｡35才の ｢子供の遊びのつきそい｣の割合は50%余りにのぼり､同じ森､水辺への訪問

の場合よりも割合が高い｡

2) 農林業従事別にみた緑地の訪問とその日的

回答者の属性を ｢本人または豪族が農林業に従事 (以下､農林家と省略)｣ ｢本人または家族が自

注11991年 12月実施D亀岡市内を､地形 ･集諸形態のまとまりから分類した､3つのエリア-市街地､
平野部農村､山間部農村一に分け､各エリアの25才､35才､45才､55才､65才､75才の男女の人口
比率に応じて､さらに､農村部の回答数が過少とならないよう､市街地 :平野部農村 :山間部農村≒2:3:4
の抽出率で､サンプリングを行った｡サンプリングは住民基本台帳によった｡合計2,008通を発送し､有効
回答940通を回収した｡
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図6-2-1 年齢別 ･農林業従事別にみた緑地の訪問とその日的 (亀岡市)
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家菜園程度の農作業に従事 (以下､自家菜園と省略)｣ ｢本人も家族も農作業に従事せず (以下､非

農家と省略)｣の3類型に分類 し､それぞれの緑地の訪問とその巨的について分析した｡

①森への訪問とその日的 (図6-2- 1川 )

3頬型とも ｢神社や寺に参拝｣は多く､農林業に従事する人のほうが割合は多いものの､寺社林の

存在がが居住者が森を訪問する重要なきっかけとなっていることがわかる｡ ｢農林家｣においては､

｢薪 ･マツタケ等の収穫｣や ｢下草刈り｣といった景域管理作業のために森に行く人が25%余りと

かなりいる｡一方､ ｢非農家｣においては､ ｢散策 ･や自然観察｣が高 く､身近なL,クリエーション

としての森への訪問がなされている｡ ｢自家菜園｣は､その他の2類型の中間的な傾向がみられる｡

②水辺の訪問とその日的 (図6-2- 1(2))

｢農林家｣■では､ ｢農業用水の管理｣､ ｢草刈り･清掃作業｣といった従来からの景域管理作業の

ために訪問する人が50%以上を占める一方､ ｢散策や自然観察｣目的の訪問は少ない｡一方､ ｢非

農家｣では ｢散策や自然観察｣目的の訪問が多く景域管理作業のための訪問は非常に少ない｡ ｢自家

菜園｣では他の2つの類型の中間的な傾向がみられる｡

③公園の訪問とその日的 (図6-2-1(3))

公園の訪問に関しては､農林業への従事別に大きな傾向の違いはないが､ ｢非農家｣の類型で訪問

する人の割合が比較的高くなっている｡

3) エリア別にみた緑地の訪問とその日的

回答者の居住地から､ ｢市街地エリア｣ ｢平野部農村エリア｣ ｢山間部農村エリア｣の3つに分け､

それぞれのエリアごとに､緑地の訪問と目的について､②で分類 した農林業への従事別の類型との対

応を分析した｡これは､農林業への従事者がエリアごとに偏って多くなっていたり､また､森､水辺､

公園の立地がエリアごとに異なることによる｡

①森への訪問とその日的 (図6-2-2(1))

｢市街地エリア｣では､ ｢非農家｣が多数をしめ､景域管理作業のために訪問する人はほとんどい

ないが､ ｢神社や寺に参拝｣ ｢散策や自然観察｣は多い｡ ｢平野部農村エリア｣では､ ｢農林家｣も

多く､景域管理作業が多くなっている｡同時に､ ｢非農家｣においても ｢下草刈り作業｣のために森

を訪問する人が ｢市街地エリア｣よりも多い｡ ｢山間部農村エリア｣では､ ｢自家菜園｣が非常に少

なく､また､ ｢非農家｣において ｢神社や寺に参拝｣が低い｡ ｢農林家｣では､ ｢林業の作業｣ ｢薪

やマツタケ等の収穫｣ ｢下草刈り｣ ｢神社や寺に参拝｣とも高 く､従来的な景域管理作業が継続され

ている｡

②水辺の訪問とその日的 (図6-2-2(2))

｢市街地エリア｣では､ ｢非農家｣が多数をしめ､ ｢散策や自然観察｣や｢子供の遊びのつきそい｣

は争いが､森への訪問と比べるとその数は少ない｡ ｢平野部農村エリア｣では､ ｢農林豪｣も多く､

｢農業用水の管理｣や ｢草刈り･清掃作業｣が多くなっている｡同時に､ ｢本人も家族も農作業に従
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事せず｣においても ｢草刈り･清掃作業｣のために水辺を訪問する人が ｢市摘地エリア｣よりも多い｡

｢山間部農村エリア｣では､ ｢非農家｣において ｢農業用水の管理｣や ｢草刈り･清掃作業｣が低い｡

｢農林家｣では､ ｢農業用水の管理｣や ｢草刈り･清掃作業｣景域管理作業が継続されている｡

③公園の訪問とその日的 (図6-2-3(3))

｢市街地エリア｣では､ ｢子供の遊びのつきそい｣｢散歩やジョギング｣のために公園を訪れる人

が比較的多いが､その他のエリアでは全体に訪問が少ないOこれは､公園が市街地とその近郊を中心

に立地していることが背景であることが考えられる｡

3 寺表地整備の方向

森､水辺､公園について､どのような環境の緑地を望むかについて､管理を余り行わず野生の生物

相を重視するものから､管理や整備を強化して人工環境に近いものまで､3-4段階の選択肢から回

答を選んでもらう方法で調査した結果を､年齢層､および農林業への従事別に分析 した｡

1) 年齢別にみた緑地整備の方向 (図6-2-3(1)～(3))

全般にみると､森では ｢散策路等の整備が行き届いた森林公園｣を中心に管理を強化して林内に入

りやすく整備された環境がのぞまれている｡開発用地として一部利用する惹向は低い｡水辺では､｢野

鳥や小動物等の棲める環境を確保する｣や ｢釣りや散策など自然を楽しむことのできる場所｣といっ

生物相の豊かな環境のものが好まれる傾向がある｡公園に関しては､ ｢四季の花や草木が楽しめる公

園｣が ｢小動物等の生息環境｣よりも好まれている｡

年齢別には､森､水辺､公園とも大きな傾向の違いはないが､水辺において､ ｢農業に必要な水な

のでみだりに他人を立ち入らせない｣が65才に早くなっている｡また､25才で森 ･水辺ともによ

り生物相の豊かな方を好む割合が多い｡公園については45才以下では ｢原っぱを増やしてスポーツ

をしやすくする｣の割合が比較的多くなっている｡

2) 農林業従事別にみた緑地整備の方向 (図6-2-3(1)-(3))

森については､農林業への従事別には傾向の違いはあまりないが､農林業に従事しない層ほど ｢散

策路等の整備が行き届いた森林公園｣が占める割合が高い｡水辺については､ ｢農林豪｣で ｢農業に

必要な水なのでみだりに他人を立ち入らせない｣が多くなっており､ ｢非農家｣では生物相の豊かな

水辺を好む割合が高いo公園については､ ｢自家菜園｣で ｢四季の花や草木が楽しめる公園｣を好む

傾向が高い｡

4 調査結果のまとめ

1) 緑地の訪問とその日的

森､水辺とも､従来からの景域管理作業のために訪問する農林業従事層と､レクリエーションのた

めに訪問する廉林業に従事しない層という傾向の違いがあることが明らかになった｡亀岡市では農林

業経営が現在も比較的安定して継続されているため､農林業に従事する屈としない層の間での意向の
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図6-2-3 年齢別 ･農林業従事別にみた緑地整備の方向 (亀岡市)
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這いがはっきりと見られるということが考えられる｡

景域管理作業のために訪問するのは､高年齢層に偏 りがちであり､農林業への従事者層が中心とな

っている｡エリアとしては平野部農村と山間部農村で争いが､平野部農村では､農林業へ従事しない

屈も比較的参加している一方､山間部農村では農林業へ従事しない層はほとんど参加していない｡

レクリエーションを目的とした訪問である ｢散策や自然観察｣は､農林業に従事しない層を中心に

多くなっており､市街地エリアでは､水辺よりも森のほうが多くなっている｡ ｢子供の遊びのつきそ

い｣は35才に多い｡

公園は､市街地エリアで農林業に従事しない層を中心に ｢子供の遊びのつきそい｣等が多くなって

いる｡

2) 緑地の整備方向

全体的に､一森は管理を強めて人が林内に立ち入ることができるような環境にすることが望まれてお

り､水辺は､生物相の豊かさ､公園には四季の花や草木が鑑賞できる環境がのぞまれている｡年齢別

にはあまり大きな傾向の違いは見られないo農林業従事別には､水辺の整備方向について､農林業従

事層と従事しない層の這いがあるが､全体的には大きな意向の違いはみられない｡

6-2 地方中小都市津山における市民の緑地利用

1 津山市の農林業的緑地利用の現況

一般に地方中小都市の利点として､緑地の豊

富であることが挙げられ､自然とのふれあいを

求める人々が､地方小都市圏居住を選択するこ

とが期待されている如｡実際に､津山市におい

て実施 した転入者調査加でも､全体の49%が

｢転入してよかったと思う点｣に ｢豊かな自然

環境｣を挙げている｡しかしこの ｢自然環境｣

は､星山や農地などの元来ほとんどが農林業生

産に関わる緑地であり､農林業従事者がほとん

ど含まれない転入者にとってその ｢豊かさ｣を

実際の生活の中で実感をもって楽しんでいるか 屈6-3-1 調査対象地区 (沖.山市)

明らかではない｡

そこで岡山県津山市を対象としたアンケー ト調査は7では､旧城下町､農村地域､近年増えつつある

由例えば､五全矧こむけた｢21世紀のB]土のグランドデザイン (1995年12月)｣でも中心的方針の
一つとなっている｡

巨̀1986年1月～1989年1月の津山市への転入者 (1965年以前の生まれ)を対象にした調査､第

2章参照｡

珪'1996年1月実施.津山市内の25才､35才､45才､55才､65才の市民各200名を､軌山部:
郊外の住宅地開発進行地区:農村部≒1:4:1の抽出率でサンプリングし､計1,000連を発送し､445

通の有効回答を回収したO
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住宅団地やスプロール住宅地の居住者が含まれるように対象を設定し (図6-3-日 ､地方中小都

市の市民の緑地へのニーズを捉え､さらに景域管理への参加意向を把握することとを目的とした｡

津山市の近年の農業の動向については､表 6-2-1によれば､津山市の経営耕地面積および農家

数は､亀岡市よりも若干高いが､自給的農家の割合が高 く､また耕作放棄地面積の経営耕地面積に対

する割合も非常に高い｡岡山県のなかで津山市を含む県北地矧 ま丘陵地帯で､平野が広 く果樹栽培を

はじめ農業のさかんな県南地域に比べて､農業経営規模が小さい｡第2章でも述べたように､農家の

農地経営意向は､2ha以上の農地を経営する大規模農家を除いて､停滞傾向にある｡

里山や碩守の森を含めた森については､際だった林産物は少なく管理放棄にある場合が多いことを

同じく第2葺で示した｡

水辺については､中小河川の中上流で現在でもホタルが見られる自然に近い川があるが､旧城下町

の掘割はコンクリートの完全に排水路となった水路で､水量もほとんどなく､親水性のある水辺がほ

とんどなくなっている｡

公園については､旧城下町や市徳地周辺では鶴山城跡や日本庭園である衆楽園等の史跡公園やスポ

ーツ施設の集合 した大規模なスポーツ公園が整備されているが､近隣公園は､区画整理地区以外では

あまり整備はされていない｡

2 緑地の訪問とその日的

1) 自然とふれあう活動への関心

｢日頃､自然に接 したり楽 しむために行う活動｣が ｢とくにない｣という回答はその人の自然との

疎遠さを示し､この割合が低い程何らかの自然に触れる活動をしている.蓑 6-3-1によれば年齢

別に大きな差はないが､65才が比較的疎遠さが低 く25才が高いo回答者の世帯の農業従事別にみる

と､農作業程写真の乏しいほど疎遠さが増す傾向があるo

蓑 6-3-1 自然との疎遠き傾向 (自然を楽しむE]頃の活動力iとくにない)

年齢別 世帯の農薬従事別 子供時代の環境別

25_チ(61)38% 農 家(12司 24% 農 家拘 21% 都市P1) 51% ヒ■A,.マンシヨtJが多い(川 36%
自給的農家(8可 25%

伝統的旧市街地(60) 33%

35才(印 31% 自家菜園をしている(8司 22% 貸し農園を借りて(狗 0%
郊外(5司 64% 住宅街(4司 24%45才(甲)33% 自宅で(63) 30%

商店等が多い(1ql 60%

55才(93)34% 非農家(218) 40% 過去に農作業の経験あり(120) 34% 農山村(2∈6) 46% 住宅と農地が混在 (llq 25%

65才(119)25% 農作業経験なし(98) 48%

( )内は回答数実数

さらに自然に触れる活動の内容をみると (図6-3-2)一般に ｢身近な風景や季節感を楽 しむ散
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歩 ･散策｣が高いほか､年齢別には､25才､35才において｢釣りやキャンプ｣というアウトドア ･

レクリエーションへの集中が見られる｡農業従事別には､農家が農作業や地域環境維持の活動､非農

家がレクリエーション系の活動に多少の偏りがあり､自家菜園をしている人はその中間的傾向を示し

｢散歩 ･散策｣が他よりも非常に高い｡
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図6-3-1 自然に触れる日頃の活動

2) 年齢別にみた緑地の訪問とその日的

①森への訪問とその日的 (図6-3-3(1))

各年齢層とも ｢神社 ･寺に参拝｣するために森を訪れる人の割合が高く､年齢が高いほどその割合

が高い｡次いで､ ｢散策や自然観察｣のために森を訪れる人は､45才以上に割合が高い｡また､3

5才では､ ｢子供の遊びのつきそい｣で森を訪れる人が ｢神社や寺に参拝｣とほぼ同じ程度に高い割

合を占めている｡ ｢林業の作業｣ ｢薪 ･山菜 ･椎茸等の収穫｣ ｢下草刈り作業｣等の従来の景域管理

作業については､全体に少なく､特に25才ではほとんどない｡

②水辺の訪問とその日的 (図6-3-3(2))

景域管理作業である ｢農業用水の管理｣および ｢草刈り･清掃作業｣は､年齢が高いほど割合が高

く､管理作業が高年齢層に偏っている｡全年齢層を通 じて ｢散策 ･自然観察｣は､65才で31%と

最も高 く､一方25才では他の年齢層と比べ､10%と低い｡35才では森への訪問と同様に､ ｢子

供の遊びのつきそい｣が高 くなっている｡

森への訪問と比較すると､景域管理作業に類するものは､水辺の方が森よりも訪問している人の割

合が高い｡35才における ｢子供の遊びのつきそい｣のための緑地の訪問は､森､水辺双方とも約3

0%である｡

③公園の訪問とその日的 (図6-3-3(3))

全体に､ ｢行かない｣人の割合が高 く､訪問の目的は ｢子供の遊びのつきそい｣が主たる目的とな

っている035才の ｢子供の遊びのつきそい｣の割合は50C/O余りにのぼり､同じ森､水辺への訪問

の場合よりも割合が高い｡
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図6-3-3 年齢別 ･農林業従事別にみた緑地の訪問とその日的 (津山市)
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3) 農林業従事別にみた緑地の訪問とその日的

回答者の属性を ｢農家｣ ｢自家菜園 (程度の農作業をしている)｣ ｢非農家｣の3頼型に分類し､

それぞれの緑地の訪問とその目的について分析した｡

①森への訪問とその日的 (図6-3-3(1))

3糞頁聖とも ｢神社や寺に参拝｣が多く､農家がより多いものの､寺社林の存在がが居住者が森を訪

問する重要なきっかけとなっていることがわかる｡ ｢農家｣で､ ｢薪 ･山菜 ･椎茸等の収穫｣や ｢下

草刈り｣といった景域管理作業のために森に行く人は16-8%と､亀岡市の場合よりもかなり低い｡

一方､ ｢非農家｣と ｢自家菜B]｣は非常に似た傾向を示しており､ ｢散策 ･や自然観察｣が比較的高

いが､20%余りにととまっている｡

②水辺の訪問とその日的 (図6-3-3(2))

｢農家｣では､ ｢農業用水の管理｣､ ｢草刈り･清掃作業｣といった従来からの景域管理作業のた

めに訪問する人が争いが､それでも30%余りである｡ ｢散策や自然観察｣目的の訪問は農業従事別

によらず一定して20%前後である｡ ｢非農家｣と ｢自家菜園｣はやはり似た傾向を示している｡

③公園の訪問とその日的 (図6-3-3(3))

公園の訪問に関しては､農林業への従事別に大きな傾向の違いはないが､ ｢非農家｣で ｢スポーツ

をする｣が非常に少ない｡

4) 住宅地類型別にみた緑地の訪問とその日的

回答者の居住地を､津山市内に見られる住宅地の類型別に分類 し､ ｢都心部城下町｣ ｢平地の新住

宅地｣ ｢丘陵地の住宅団地｣ ｢住宅増加中の農村｣ ｢農山村集落地域｣の5つに分け､それぞれの類

型ごとに､緑地の訪問と目的について分析した｡それぞれの類型回答者に占めるの農家率は､65.

5%､34.8%､7.1%､9.8%､21.3%である｡ ｢都心部城下町｣に居住する回答者の中にも､

近矧 こ農地を持って農業経営をしている者が2割程度含まれている｡

①森への訪問とその日的 (図613-4(1))

｢農山村集落地域｣では､ ｢林業の作業｣､ ｢薪 ･山菜 ･椎茸等の収穫｣や ｢下草刈り｣といった

景域管理作業のために訪問する人が､他の類型にくらべ集中的に多くなっている｡｢神社や寺に参拝｣

は全類系を通じて多く､新興住宅街が多い ｢平地の新住宅地｣が最も多く､新しく開発された地域で

も鎮守の森が､森への訪問のきっかけとなっていることがわかる｡ ｢散策や自然観察｣は ｢都心部城

下町｣ ｢平地の新住宅地｣ ｢丘陵地の住宅団地｣といった農家率の低い類型のほうが比較的多い｡

②水辺の訪問とその日的 (図6-3-4(2))

｢農業用水の管理｣については､ ｢農山村集落地域｣ ｢住宅増加中の農村｣といった農家率の高い

地域に偏って多くなっているが､ ｢草刈り･清掃作業｣は､ ｢平地の新住宅地｣と ｢丘陵地の住宅団

地｣の新興住宅街では低いが､その他では､いずれも約20%とほぼ同じである｡｢散策や自然観察｣

は ｢平地の新住宅地｣に多く､森よりも水辺のほうが高い値を示している｡ ｢丘陵地の住宅団地｣で
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は､ ｢散策や自然観察｣は森の方が高い｡ ｢子供の遊びのつきそい｣は ｢都心部城下町｣を隙いて､

水辺よりも森のほうが若干多い｡

③公園の訪問とそのEi的 (図6-3-4(3))

との類型でも ｢子供の遊びのつきそい｣が多く､それぞれ､森や水辺よりも高い価を示している｡

｢散歩やジョギング｣のために公園を訪れる人 ｢都心部城下町｣ ｢平地の新住宅地｣ ｢丘陵地の住宅

団地｣で比較的高いが､これは､公園が中心市街地と平地の区画整理地区や大規模な住宅団地を中心

に立地していることが背景であることが考えられる｡

3 緑地整備の方向

森､水辺､●公園について､亀同市における調査と同様に､どのような環境の緑地を望むかについて､

管理を余り行わず野生の生物相を重視するものから､管理や整備を強化して人工環境に近いものまで､

3-4段階の選択肢から回答を選んでもらう方法で調査した結果を､年齢層､および農林業への従事

別に分析した｡

1) 年齢別にみた緑地整備の方向 (図6-3-5(1)～(3日

全般にみると､森では ｢自然散策路や小休憩所の整備ができた森林公園｣が70%近くを占め､管

理を強化して林内に入りやすく整備された環境がのぞまれている｡開発用地として一部利用する意向

は低い｡水辺では､ ｢野鳥や昆虫､小動物等の棲める生態環境を優先する｣や ｢散歩などを通じて日

頃風景を楽しむことのできる場所｣といった生物相の豊かな環境のものが好まれる傾向がある｡公園

に関しては､ ｢四季の花や草木が楽しめる公園｣が ｢好まれている｡

年齢別には､森､水辺､公園とも大きな傾向の違いはないが､公園については35才で ｢原っぱを

増やしてスポーツ等をしやすくする｣の割合がより多くなっている｡

2)農林業従事別にみた緑地整備の方向 (図6-3-5(1)～(3))
全体として､農林業への従事別には傾向の違いはあまりない｡水辺についても､ ｢農家｣でも ｢農

業に必要な水なのでみだりに他人を立ち入らせない｣が非常に少ない8

3) 緑地管理の担い手 (図6-3-6(1)～(2))

全般に ｢行政棟関の支援を得る｣ ｢非農家も含めた地域住民の作業協力｣が多い｡農業従事別では

農家以外において ｢行政機関の支援を得る｣が高く森林管理について ｢代行者への委託｣も比較的多

年齢べつにみると､ ｢行政機関の支援を得る｣が25､35才に多い｡水利施設の管理では､森林の

維持管理よりも ｢非農家も含めた地域住民の作業協力｣が仝年齢層ともに高い｡

4 調査結果のまとめ

1) 緑地の訪問とその日的

森の景域管理､水辺については農業用水の管矧 こついては､農林業従事層に偏るが､水辺の草刈り･
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清掃作業には非農家も比較的参加 しているものがおり､水辺の景域管理には､非農家屈も一部参加 し

ていることがわかった｡津山市では､ ｢住宅増加中の農村｣のように､新 しい住宅地と農山村集請が

混ざって市街化が進んでいる地区が多 く見られることが､非農家の一部も景域管矧 こ携わっている事

の背景にあると考えられるO ｢散策 ･自然観察｣というL,クリエーションのために緑地を訪問するも

のも､農林業への従事別に関わらず比較的一定している｡ ｢農山村集落地域｣ではこのレクリエーシ

ョン目的の緑地への訪問が比較的少ないことから､都心にしろ､その周辺にしろ､新 しい住宅地と混

ざっている地域では､農林業への従事の有無による､緑地の訪問と目的の違いが少なくなっているこ

とが読みとれる｡

年齢別には､35才において全体に ｢子供遊びのつきそいのため｣多 く､又25才は全体に訪問が

少なく表 6-3-2にみられる自然に触れるレクリエーションは津山市外へと出かけてのものである

と思われる｡年齢別の緑地への訪問についてはは次のように要約される｡

I25才では:津山市外へ出かけてのレクリエーション活動､

･25才では､I/クリエーションおよび子供の遊びのための津山市内の緑地の訪問が多い

･40代以上は､地域環境維持も含め多様な活動があり､特に65才は訪問している割合が高い

2) 緑地の整備方向

全体的に､森は管理を強めて人が林内に立ち入ることができるような環境にすることが望まれてお

り､水辺は､生物相の豊かさ､公園には四季の花や草木が鑑賞できる環境がのぞまれている｡年齢別

にはあまり大きな傾向の這いは見られない｡農林業従事別､年齢別ともに､大きな意向の違いはみら

れない｡

緑地管理の担い手については､全体として､行政機関に期待する傾向が強 く､森林については代行

して くれる団体や個人に､水辺については､非農家も含めた地域住民で管理する意向が高い｡非農家

層ほど､あるいは35才以下の若年齢層

で行政機関に期待する傾向が強い｡

6-4 京都市北部 ･岩倉地区における居

住者の緑地 ･景観評価

1 岩倉地区の市街化の経過

岩倉地区は､京都市の北部に位置する小

盆地であり､叡山電鉄および京阪電鉄によ

って京都市都心部と結ばれた郊外住宅地と

して住宅建設の進展 しつつある地区である｡

都市化以前の岩倉は､京都市内での俸給収

入を主とする兼業農家が住む､田園地帯で

あったO比叡山を仰ぎ見る小盈地と小丘(岩

表6-4-1 岩倉地区の市街化に関する年表Itl

岩倉村か長谷､中､花園､樟枝村を合併
出町耕一市原間に京福電鉄 (現叡山電車)か開通
宝ヶ池か風致地区に指定される
岩倉村か京都市に塩入される
岩倉地区の都市計画速報の計画決定
三宅市官住宅 (第-､第二)の追戚

岩倉地区か風致地区に指定される
平野部は弟三種地区に指定
洛北弟一地区 区画整理事業認可
岩倉.長谷､南長谷.村松等住宅
市街化区域の線引きの実施
洛北範=地区区画整理事業招可

I--葉山に即発許可
一･一真山工事開始
一条山工事中止命令
宝ヶ池プリンスホテル開発許可
宝ヶ池プリンスホテル完成
｢真山全面的尭許可

区画整理.
大規媒睦宅
団地建設か
重んに行われる

E3大友一弾 (京都大学学部生)作成､1991年｡一部筆者が加筆｡
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倉五山)が点在する景観は現在に到るまで居住者に親 しまれてきた｡

1920年に叡山電鉄が開通 したことをきっかけに同志社高等商業高校の転入､1949年の京都市

編入､その後の大規模市営住宅 (40-50戸)建設､1956年の都市計画道路決定等を通 じて､

次第に住宅地としての都市化が進展 してきた｡1960年に孟地内平坦部が風致地区に指定され (1

962年に第三種風致地区の規定となる)､景観 ･風致に調和する静穏な住宅地という位置づけが与

えられた｡1966年および78年には盆地内部で2つの土地区画整理事業が認可され､同時期盈地

北部では民間の宅地開発による住宅団地建設､公営住宅建設によって､1960年代中期から70年

代中期は､岩倉で大きく都市化の進んだ期間であった (蓑6-4-1)0

これらの急激な開発増加の中で､1971年には線引きが行われたが､盆地内部の平坦地および小

丘すべてが市徳化区域内に設定されている.北部ではスプロール､南部では土地区画整理後のパラ建

ちで住宅が増え続けてきた (図6-4-日 ｡

しかし､⊥方で､1993年の生産緑地指定農地が岩倉にも多 く分布することにみられるように､

岩倉には現在も農家が根強 く農業を営んでおり､都市計画側の全面住宅地化の方針とはうらはらに住

宅と農地の混在がつづいている (このような状況をうけ､現在行われている長谷地区における土地区

画整理は営農を前提として施行されている)｡従って､岩倉では､旧来の田園 ･集落的な緑地系統が

土地区画整理事業によって完全に変化するあるいは新 しい住宅 ･宅地が割ってはいることにより分断

されるなどの退任地域の緑地保全の課題を有する典型の地区となっている｡

さらに近年､盆地内の小丘の造成が岩倉の宅地開発問題の象徴となっている｡一条山の乱開発が有

名であるが､この他にも住宅団地やその他の開発のために消えた小丘は多い｡これは､いずれの小丘

も市街化区域内にあり､開発の制限がかかっていないこと､農地に くらぺて森林の利用がほとんどな

く､大きな面積の土地の売買が生 じやすいことが背景にある｡小丘は､もとは､アカマツ林を主とし

松茸の収穫があったほか､キジなどの野生動物の棲息地であり､それらの生態系を保全する視点から

みれば､小丘の保存を前提として しかも平坦部の緑地によって､小丘と盆地をかこむ山林との連続性

を保った緑地系統の計画がなされて しかるべきである｡

今後も農地と住宅の混在が継続することが予想されるこの地区で､緑地環境の保全を図って行 くた

めには､個々の居住者の環境への配慮や地域環境管理を協同で行うことが必要である｡そこで､岩倉

地区住民が緑地環境と景観の現況をどのように評価 しているか､地域環境管理への関心をどの程度も

っているかについて､アンケー ト調査加を行った.

調査の対象は､都市化以前から存在する旧集落と新 しい住宅が混 じっている町に設定 し､その中で

も町域が広 く､区画整理地区や一条山に近接 し､同時に小丘や田園の環境も残っている岩倉幡枝町を

選んだ｡

2 岩倉地区の環境の一般的評価

全般に良い環境であると高い評価を得ているが､水辺環境への評価が比較的低い｡実際に､土地区

tzJ1996年2月実施｡京軒市岩倉格技長自治会の協力を得て､同自治会域の自治会未入会世帯を含む全戸

(約300戸)をについて､各戸あたり20才以上の世帯員1人を対象とし､無作為に年長者または年少者が対

象となるようにアンケ-トを配布し､178適の有効回答を回収した｡回収率は58%であり､年齢･性別など

に偏りはなかったo同自治会の範囲は､地形的まとまりの制的 ､ら帽枝町の町境とは若干の相違があるものの†
各種の住民屑が混在しているという点においては同じ条件の元にある.
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図6-4-1 岩倉地区の軒 兄
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画整理事業にともなう河川､水路の直線 ･≡面張り化が進んでおり､北部の旧集落地内の岩倉川の一

部除いて､自然に近い水辺はほとんどない.宝ガ池公園という池の周囲をめ('ることのできる､広域

公園があるにもかかわらず､また､近辺で山地の乱開発が起こっているにも関わらず､ ｢里山や田畑

などの緑が豊富である｣ことより ｢水辺はまわりを歩いたり水に触れたりできる｣のほうが評価が低

いことは､注目に値する (図6-4-2).土地区画整理の場合にも､公園緑地をいくらかでも河川

沿いに確保して､河川 ･水路空間の魅力化を図る必要がある｡

動植物相も､稚､かぶと虫､ざりがに､ほたるなど里の田園生態系がまだ生きていることを示して

おり､居住者もそれを比較的よく認識している (図6-4-3)O

今後の住宅地づくりに関して､住宅地の増加については比較的否定的であり､考慮点としては特に

｢水辺 ･里山の地形や自然を出来るだけ残すようにする｣という意見が全回答者の76%を占め (図

6-4-4)､盆地の地形や田園の景観を重要視していることがわかる｡

3 住民の来任時期別にみた緑地の訪問とその日的

回答者を①生まれたときから岩創 由 内に住んでいる (48名)､② 1960年～1979年の間

に岩倉地区に来任 (57名)､③1980年以降に岩倉地区に来任 (59名)､の3糞頁型に分類し､

それぞれの類型において緑地の訪問とその日的､および緑地の整備方向についての意向を分析した｡

1959年以前の兼任者については該当者がわずか9名であり､ここでは考察から除いている (図6

-4-5).

②の来任時期は､始めに述べたように､この地区が京都市に編入された後の住宅 .宅地開発の発生

時期であると同時に､風致地区の指定直後でもあり､戸建て住宅に対する建ぺい率制限も厳しく守ら

れ､その意味では､岩倉地区の風致を配慮した開発の時期であったといえる｡実際に､幡枝町内でこ

の時期に建設された住宅団地は､一戸あたりの敷地面積も広く､建ぺい率もまもられている｡③の時

期は､一条山等にみられるように､乱開発的な開発の発生や､土地区画整理事業の完了後の小規模な

建て売り住宅やマンションの建設が増えた時期であり､敷地面積も狭く､住宅内緑化が進まない､風

致に配慮しない住宅の増加した時期である (蓑6-4-1)0

②の風致地区設定直後に束任した居住者は､環境のよいところを選んで来任したという意識があり､

近年の住宅建設や環境に対して厳しい評価をしている (図6-4-6)0

また､この3つの来任時期別に回答者の年齢構成をみると､①では3-50才代が少なく､②では

逆に4-60才代が多く､③では40才代以下の比較的若年齢屈が多く､60才代も多い｡このよう

に､来任時期別に､年齢構成が偏っている｡

1) 緑地の訪問とその日的 (図6-4-7)

森への訪問とその目的については､3莫頁型とも傾向に大きな差はなく､ ｢神社や寺に参拝｣が多い｡

水辺については､①の岩倉生まれの回答者が ｢農業用水管理｣ ｢草刈り･清掃作業｣を担っているこ

とがわかる｡②と③の相違点は､②の来任者は､40才代以上が85%をしめ中高年齢者の割合が高

いため､ ｢子供の正びのつきそい｣のための訪問があまりないが､③では若い世代も多く含まれるの

で､ ｢子供の遊びのつきそい｣のために森､水辺､公園を訪れるものが多いことである｡
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図 6⊥4-5 岩倉地区 ･調査対象者の構成

･新しい一戸廷て住宅

③ 1980年

以降に来往

@ 1960-

70年に来任

① 岩倉の生

まれ

0% 50% 100%

新しいマンション

③ 1980年
以降に来任

② 1960-

70年に来

①岩倉の生まれ
0% 50% 100%

図6-4-6 近年建設された住宅の周辺環境への評価

図 6-4-7 緑地の訪問とその日的 (岩倉地区)
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- 人が立ち入らずうつそうとした蒜

[コ 下草刈りをした姓木林

匪 休憩スペースなどのある森林公園

囲 公共のスペースに利用

田 住妻用地に利用

- 野鳥 .小鳥 .小動物の棲みつける環境

⊂コ 散策や釣りを通じて自然を楽しめる場所
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図6-4-8 緑地整備の方向 (岩倉地区)

188



2) 緑地の整備方向 (図6-4-8)

森については､公園化するよりも､ ｢下草刈りをして人が立ち入ることのできる雑木林｣が多い｡

水辺については､①､②､③の類型の間で大きな意向の違いが見られる｡①､②は生態系の豊かさを

重視する意向が50%以上である一方､①では､子供の遊びのための公園を望む意向も多い｡③は､

｢散策や釣りなどの楽しめる場所｣が50%､ついで ｢子供が水遊びできる親水公園｣が多く､居住

者が風致を楽しめることを重視する傾向がある｡①では20才代､③では3-40才代の比較的苦年

齢層が多いため､子供の遊び環境へのニーズがあることがわかる｡

3)緑地管理の担い手 (蓑6-4-2)

各類型とも､地域の環境管理については､農家だけでなく農家でない人々も貢献するべきと考えて

おり､関心の高さを示している｡②､③では①よりも ｢行政や代行業者に任せる｣という意向が多い｡

年齢別､農業従事別にみると､苦年齢層のほうが ｢非農家と農家が協力して管理する｣意向が多く､

｢行政や代行業者に任せる｣という意向は､40-60才代の中高年層の方が多い｡また､農業従事

別にみると､ ｢非農家｣が ｢行政や代行業者に任せる｣が農家や自家菜園をしているEl答昔よりも多

い｡ ｢農家｣において ｢行政や代行業者に任せる｣が非常に少ない｡

農業にまったく従事していない回答者が全体の68%を占める中で､地域環境管理への作業参加を

惜しまないという意見が多く､このような新住民が､地域の環境に積極的に関わる社会を設定する工

夫が有効であると思われる｡

蓑6-4-2 年齢 ･農業従事別にみた京都市岩倉地区住民の緑地管理の意向 (回答率)

20才代 80才代 40才代 50才代 60才代 70才～ 農 家 自家菜園 非農家

農家が管理する 4% 5% 5% 4% 12% 5% 11% 7% 6%

非農家と農家が協力して管理する 67% 77% 68% 68% 57% 55% 78% 79% 59%

6-5 本章のまとめと考察

1 市民の緑地利用の現況

1) 緑地利用の一般的傾向

市民による緑地の訪問とその日的､および､緑地整備の方向に関する意向について､一般的傾向を

蓑6-5-1にまとめた｡

20-30才代と40才代以上の年齢層で､農林業への従事別に異なる傾向がある｡特に､30才

代を中心に ｢子どもの遊びのつきそい｣のための､森 ･水辺 ･公園への訪問が多く､一方､高年齢層

では､ ｢散策 ･自然観察｣が高くなる傾向がある｡
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表 6-5-1 市民の緑地利用

年齢別にみた利用 農林業への従事別にみた利用

3IRJrJL 全年齢層 :｢神社や寺に参拝｣ 農林豪 :景域菅甥 (草刈り.収穫)非農家 :散第 -自然観察
(里山 .手穴守の 30才代以上 :｢散策 一自然観察｣

森等) 30才代 :｢子ともの遊びのつきそい｣

水辺 中高年齢層 :景城管理 (草刈り.清掃) 農林豪 :景域管理 (草刈り.清掃)非農家 :散策 .自然観察
(河川 一ため池 全年齢層 ..｢散策 .自然拭寮｣

等) 30才代 :｢子どもの遊びのつきそい｣

全体について当てはまることは､森への訪問の 目的と して ｢神社や寺に参拝｣が多 く､韻守の森の

存在は､年断層 ･農林業従事 ･市街化の進行にかかわ らず､身近な森として市民に近い存在であるこ

とが読みとれる｡

緑地の環境は､水辺が生態系の豊かさを重要視 し､公園は季節感のある花や草木､森は人の立ち入 り

が可能な林内環境が望 まれている｡

2) 大都市圏､地方圏にみる緑地利用の相違

緑地の訪問と目的､および整備方向についての対象地 ごとの特徴を表 6-5-2にまとめた｡亀同

市では､農林業への従事別に水辺の利用等の意向の違いが見 られるが､津山市ではそれほどの違いは

見られない｡京都市岩倉地区では､生態系の豊かさを志向する意向が多いことが特徴である｡

緑地管理の担い手について各対象地域の調査の結果 と比較すると､まず､津山では水管理の意向が

農家非農家で変わ りない点が注 目され､津山市が亀岡市ほどの穀倉地帯ではないこと､新 しい住宅地

の規模が比較的小さ く分散的で新旧住居とも町内の水路 t道管理作業に参加 していることが背景であ

ると考察される｡また､岩倉地区では､年齢 ･農林業への従事に関わ らず､全体に市民の管理への参

加意言銭が高 く､行政や代行業者への期待が低 い一方､津LLJ市においては､全体に行政への期待が高 く､

表 6-5-2 大都市圏､地方圏にみる緑地利用の相違

亀岡市 津山市 京都市岩倉地区

(大都市圏中小郁市) (地方中都市) (大都市近郊)

蘇 農林家と非農家の間に 農林家と非農家の間に目立った遅いはない 森住時期別にも

(里山 一錦守の森等) 目立った遠いはない 年齢別にも目立った違いはない 目立った追いはない

水辺 農家と非農家で意向が 20才代の訪問が少ない 中高年､1970年代

(河川 .ため池等) ■■■異なる 農林家と非農家の問に 来任層に生態系の豊か
目立った違いはない さを求める志向

公国 山間部では利用少ない 30才代の訪問が多い 目立った遅いはない

緑地管理の - 30才以下は行政にまかせる意向が強い 非農家の管理参加の
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対照的である｡

2 線地利用のニーズについての考察

緑地利用の傾向について年齢層別の分析から､身近な緑地におけるレクリエーション利用のニース

について世代ごとの傾向を次のように考えることが出来る｡

･若年齢屈

まず､30才代以下では､緑地とのふれあい方にアウトドア .レクlJエ-シヨン志向の二-ズがあ

るが､20才代では時間や行動力に余裕があり､市内の身近な緑地にはあまり関心がないが､30才

代になり､家族 ･子ともとともに気軽にレクリエーションを楽しむために､とくに子どもの遊びを通

じて､市内の身近な緑地に訪れるニーズを持つようになる､というパターンが考えられる｡20才代

における緑地管理の担い手蕃意向が､他の年齢層に比べ行政に重きをおく傾向があることを考えると､

緑地に対 して､農林業生産のための私有地というよりも､公共に資する緑地という意識が比較的強い

のではないかと思われる｡

･高年齢層

60才代以上の､ (定年後､あるいは子育て後の)比較的余暇時間に余裕があり､また健康保持に

留意するようになる世代では､身近な緑地を訪問して､散策 .自然観察等を楽しむニーズがある｡こ

の世代では､また､市試化が進む以前の緑地､子とも時代の農作業への従事経験をもつ人が多いと考

えられることから､

農林業の生産のための緑地の自然をよく知っている層もいるようであるO

緑地の生態系については､全体に､水辺の生態系の豊かさを望むいこうが強 く､また､水辺の方が

森よりも市民自らで管理する意向が比較的多く非農家も参加する蕃向が見られる｡
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第7章 都市 ･農相交流による景域管理の展望



第 7章 都市 ･農村交流による景域管理の展望

7-1 本章の巨的と方法

1 研究の目的

第 5章において､集落組織による景域管理は､市街化の進行とともに､困難になりつつあることを

示し､さらに､第 6葦においては､景域管理の作業を行うことを目的として通緑地を訪問するほかに､

散策 ･自然観察や子どもの遊びといった､身近なレクリエーションの場として緑地を訪問するニ-ズ

が市民の問にあることを示した｡

従来の利用や管理の方式が継続困難となり､管理放棄されつつある緑地に対 して､景域保全を図り

ながら新 しい利用方法､すなわち管理目的を見いたす必要がある｡そのひとつとして､現在まで農村

景域の直接の土地利用者ではなかった都市民が､管理作業に参加する､あるいは自然にふれるレクリ

エーションとして景域管理を体験する､という方式が考えられる｡

都市 ･農村交流事業は､過疎化､高齢化に直面 している農山村が､観光､農業体験､自然体質桑､等

のレクリエーションを行う都市からの来訪者を受け入れることによって､地域活性化をはかり､景域

保全や民俗伝統の維持に､これらの来訪者の参加を得ようとする取 り組みである｡したがって､都市 ･

農村交流事業を行っている農山村を訪れる都市からの来訪者は､農村景域をレクリエーションの場と

して訪れ､利用 している人々である｡これは､都市民の農村景域におけるレクリエーション利用の先

駆的試みと見ることが出来る｡

そこで､本章では､都市 ･農村交流事業を行っている農村に訪れる､都市からの来訪者の､農山村

における観光活動要求を分析 し､同時に地元の集落組織､農家による事業の運営の状況を明らかにし

て､都市からの来訪者と地元が連携 して､農山村の農村景域をレクリエーションの場として利用して

いくための､事業の発展の可能性と条件を考察することを目的としている｡

2 分析の方法

本章では､研究事例として､10年以上にわたり､都市 .農村交流に取り組んでいる京都府美山町

を対象とし､美山町への入り込み客に対するアンケー ト調査itl､地元住民の意識に関しては､都市 .

農村交流の取り組みへの参加が活発なE集落を対象にしたアンケー ト調査itZを行い､①入り込み客の

余暇活動ニース､ならびに②地元住民の都市 ･農村交流事業への参画意向､を明らかにし､その対応

から③都市 t農村交流事業において､入り込み客と地元が連携 して事業を継続発展させていくための

iZll995年9月30日仕)､10月1日 (目)､10月14El.(土)､21日 (土)､22日 (日)に､
5地点を訪れた航光客に手渡しで配布し､回答を依頼した｡5地点の通過観光客人数は､合計的1,600人で

うち､有効回答407票を得た｡また､入り込み客全体の週末入り込み客の位置づけについては町役場における

ヒヤリングにより､平E](ま週末とは異なる客層 (中高年の女性グルーブなど)が若干あるとのことである｡これ

らの平日客層についてはさらに調査を行う必要がある｡

注11995年12月に地元自治会を通じて､集落の20才以上の住民全員に調査票を配布oE集落の集落全

人口95人中､57人 (20-80才代)から回答をえた｡
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課題を明らかにする｡尚､分析には､補完的に町役場およびE集落住民､拠点交流施設等へのヒヤリ

ング結果に用いた｡

7-2 都市民の農山村 こおける観光活動要求

1 京都府美山町における都市 ･農村交流の経過

中L山間地域の過耐 ヒ･高齢化が進むなかで､都市 .農村交流による地域振興が各地で取 り組まれて

きたOさらに1993年度来､ ｢グリーン ･ツーリズム (農山漁村地域において､の自然､文化､人々

との交流を楽しむ､滞在型の余暇活動)｣による地域振興のための諸制度も整えられつつある｡とり

わけ､米輸入一部自由化の状況下で､地形の制約から農業生産の効率化を図り難い中山間地域の振興

策として注Fを集めるようになっている｡

美山町は､京都府､福井県､滋賀県の県境に位置する林野率96%､人口5,656人 (1994

年現在)の中山間地である｡1970年代の林業不振による人口の減少 ･高齢化に対応するため､活

性化に努めてきた｡囲場整備等の､農業や農村集請基盤整備の一定の成果が見られた後､19a2年

から都市 .農村交流事業に取り組み始めた｡町民有志による農産物の参直活動はコ､朝市の開催､無人

直売所での販売 (1988年開始)､町営の宿泊 ･L'クリエーション施設 ｢自然文化村｣を建設 し(1

989年開業)､これを拠点として､桜や鮎釣りなどの季節のイベントの開催､果実のもぎとり園経

営や､リンゴのオーナー制度itAの実施､等を企画実施 し､都市からの訪問客との人的交流会の開催な

どの施策を行ってきた｡1993年度からは､グリーン ･ツーリズムの推進を主題に､農家に所得の

入るような滞在型施設や体験型イベントの実施に取り組んでいる (図7-3-日 ｡

公共交通の便は苦いが､京都市中心部から自動牢で約 1時間半という立地もあり､近年入り込み客

は急増している (1989年に約 243,000人の入り込み客が 1994年には約400,000

人へ増加)01993年に伝統的建造物群保存地区に指定された茅葺民家の集落景観や､由良川 ･芦

生原生林の自然等が主な観光資源となっている (図7-3-2)0

葉山町では､住民の所得の増加 ･安定､環境管理や農山村文化の維持を支援 して くれるような都市

民の固定客を得ることを期待 し工夫を重ねてきたが､-方で､都市民が農山村でどのような余暇活動

のニーズをもっているのか､都市 ･農村交流の諸施策をどのように評価 しているかについて､手がか

りがなく､取り組みの展開に限界を感 じているのが現状である鮎｡

tZ'｢産直｣とは､産地直送の暗語であり､卸市場を通さすに､生産者が直接､消費者に収穫物を送るもので

あるDこれだけでは､生産者と消賢者が直接交流する出会がないが､収穫時などに会員である消更者を現地に招

いて交流会を設けるなどの工夫をしている団体もある｡

牲lrォーナー制度｣とは､都市民が会葬を支払ってリンゴの木のオーナーとなり､その木から収穫されるリ

ンゴを農家がオーナーに送ることを言う0年によって収穫は増減するが､会耳が一定額であるため､農家の収入

はある程度安定する｡一般に､収糟時期などにオーナーと農家の交流会を地元で開催するなど､人的交流の機会
をも設けていることが多い｡

由例えば､美山町で1995年10月の二度の週末に ｢田舎ツーリズム･控農隊ツアー｣｢かや′ミ増 ロッジ

創造体験ツアー｣の2つの体験型ツアーが実施されたが､前者は参加者9名､後者は､参加者が集まらずl泊2

日のツアーを急きょ日帰りのツアーに変更して行う等､必ずしも成功とはいえない結果であった｡同時にこの時
期-般の行楽客は葉山町に多く来訪していた｡また､地元住民や町役場でのヒヤリングにおいて､各種のツアー

やイベントに対するサービス提供のため町民が疲労感や手ごたえのなさを感じているとの指摘があったO

日日]



(網掛け部は取り組み後間もない､

または今後取り組むもの)
0 = 1or<

E範詰

入り込み宰調査地点

A:ふれあい広土莞

冒:食事処きたむら

C:きび工房
D:民俗硬粥師
E:自然文化村

図7-2-1 美山町における都市 ･農村交流の 図7-2-2 美山町の観光資源

取り組み

2 入り込み客の類型化と余暇活動ニーズ

1) 入り込み客の類型化

1995年9月から10月にかけての秋の紅葉シーズンの週末5日間､美山町内の5地点を訪れた

入り込み客を対象としてアンケートを行った (以下､特に説明のない限り､入り込み客とは週末の入

り込み客を示す)｡5地点は､美山町が近年開設した都市 ･農村交流の拠点施設であるC

入り込み客の来訪行動の概要を蓑7-2-1に示す｡入り込み客全体では ｢自動車で自然や集落の

景色をゆっくりと楽しむ日帰りドライフ｣が標準的な来訪行動である0

年齢別の来訪行動の違いを､各年代の入り込み客ごとに割合をみると ｢自動二輪｣ ｢1-2泊｣､

訪問の目的のうち ｢アウトドア ･レジャー｣ ｢テニスやサイクル ･モータースポ-ツ｣ ｢バーベキュ

ー｣が ｢20-30才代｣に偏って多い｡逆に訪問の目的のうち ｢自然や集落の景色｣ ｢歴史や伝統

的な文化｣ ｢地域の食 ･味を楽しむ｣は ｢40-60才代｣がより多く挙げている｡ ｢ハイキング ･

自然探索｣ ｢ドライブ (ツーリング)旅行｣はそれぞれ ｢30-60才代｣ ｢20-40才代｣が多

い｡ ｢20-30才代｣はより活動的な余暇が目的であり､ ｢40-60才代｣は美山町の特色を味

わおうとする傾向があるように見られる｡

行動グループ別に同様にみると､ ｢1人旅｣は ｢自動二輪｣で繰り返 し美山町を訪れ､ ｢趣味の仲

間｣ ｢職場 ･学校サークル｣は ｢日帰り｣が相対的に少なく ｢キャンプ･オートキャンプ｣をしたり

公営の宿泊所 ｢自然文化村｣を利用するものが多い｡ ｢1人旅｣ ｢友人と2人｣は ｢5回以上｣と繰

り返し美山町を訪れ ｢自然や集請の景色｣を楽しむ ｢ドライブ (ツーリング)旅行｣が争いが､歴史 ･

文化等には比較的無関心である｡ ｢夫婦｣ ｢子をつれた家族｣ ｢親と家族｣はともに ｢自然や集落の

景色｣ ｢歴史や伝統的な文化｣を挙げているが､ ｢夫婦｣がとりわけ ｢自然や集落の景色｣が多く､

家族連れは､ ｢地域の食 ･味を楽しむ｣が比較的多い｡

以上のように､年齢別､行動グループ別にみると来訪行動に異なった傾向がある｡そこで､入り込

194



表7-2-1 入り込み客の来訪行動

全入リ 寺窮 別 行iFJケル-7割
喜グJト丁の 込み写 叫七 3鵬 叫モ 5Ciモ吋モ tノu長友人と2人 夫嬉 子と貫謹 東と家族 達貢の仲間 毎か 苧尉JA

記入 致- 脚人 1門人 己9人 77人 7i人 ;り､ i3人 51人 門人 .~ 37人 43人 65人 45人

交通手投岸在日致 自乱費 77 6Jl:75 8~7 902 82 29 71 96 97 91 71 71

E軸ニ鵠 13 27 ]8 5 3 60 73 2 2: 15 7

日賠リ 75 68:64 83 89 79 88: 79l : 88 73 Bi 51 64
1-2泊 25 32134 ー6 ll 18 tl 23 12 27 14 47 36

宿,.I._鰯所 星宿 ー0 1 2 7 J 1 2 5 7

訪問先 真山町のみ 75 72 75 78 80 62 84 63 72 89 77 75 73

玩群回隷 はじめて 37 37 36 34 45 27 21 28 38 35: 33 37 51

5回以上 38 Ilo 36 42 34 39 60: 50 34 43 40 32 3t

胃玩の苦思 ーぜひ訪れたい 52 56 5247 59 47 581 65 50 54 561 49 44
親告かあれば訪れたい 42 LH 3949 36 4l 35ー 31 47 4ー 37 47 49

抗L問の目的 長i様,農相こ弛む 4 2 4 55 ー2 2 2 3 7 2 2

【托穀国都 自然や集湾の景色 47 34 26164 72 62 33 35 68g 49 56 38: 40

ー̂‡げ .自照投票歴史や伝鮒 な文化7州 7̀.け｢テ二1やす伽 .トトX--ブ｢引71 7JJ'JFl捕〒地域の負.環を禁しむ 9ll日82414 219:14 8 18 522 =〕: 14て 14 7 9: 7

7 7 12:20 t2 4 l81 11 23 ll 2

1717 6ニ8: 1 615 18 61 145 22F l3

12 l2 4: 34' 1lllt329 75:23 19 42 35 25 16 23 1814ll ll15 9ミ18 ■9 l2: ー0 27 28

ゆつくリ休未する lB 16 18ー19 8112 19 20 1g 22 14■ 22 9

ほ拝は法当するグループことの監人矧こ対する回富者の割合(%)を表す)

み客の年齢と行動グループの対応 (図7-2-3)から､G1-G7の7つの主たる類型を設定した｡

7類型の来訪行動をまとめたものが表7-2-2である｡

2) 入り込み客類型ごとの余暇活動ニーズ

るかに関し､①美山町で体験してみたい余暇活動､②希望するレクリエーション施設､の2項目の回

答についてそれぞれ図7-2-4､7-215に示した｡
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蓑7-2-2 入り込み客類型別の来訪行動

入 リ込み零の,r月聖 H 内r=nT当人鼓 菜 !方 行 Lb

G1 コD-3Dキ代の-人指 ツ-リングのコースとして宍訪中 ｢.SLれあい広iA｣での道産品 (牛乳等)のF先入か比較的多い勺

け占ー 何度もiBhるリピーターが多い.

G2 20割 七の友人 ..q;人と2人づれ ドライブまたはツ-リングで訪れ.先山ETをi里通 し他の場所へ向かうケースも比較的多い.ゆつくリ休

(叫 菜TるというよリはレクリエーションJP牲牡に刑Tる吉向か強い○空文;-.Elm.6.第堤の.A伝が比rl的高い.

63 30才代の子t-も連れの尻は 交流拠点施設の拝個かヒ恵的商い.子1.4に自然に蛙れる粗金を与えt同時に規もゆつくLJ株式すること

flu か巨的である. .

64 401'J-1tlユ上の夫婦 巨黙や弧箔の焦色の拝だが帯い.交流拠点序設の!芋伝は低く.E3的文化終私流とのんぴリ抹在派とに分

(8日 かれるか昂村文化柵 は少投である.

G5 JO才代以上のヨ訪箕連れ 地元の良や現を製LL.ことを目的とTる人がZ:い.白.r法や独話の栗色.歴史や伝統的1d.-文化にら的心か

(叫 あLJ,全般に農村らしさそ貰bうことを目的としている.

G6 70-30才代の野菜の仲間 世羅とはスポ-ツ.7ウトド7レジヤ- .絵画写井守か如 ､.宿泊滞在者'tIt6割 と多く.キt.ン了やE!

(42) 然文化村の公営の宿泊,gil-を利用する.屈指らしさによリも自然の里か引 こ払 出 ーある.

G7 20才Ttの托iB.字枚のサ-1̂ B構LJまたは宿泊し.7ウ トド7 .レジ1--やス.lJr ツ.野外でのパ-ペキユ-を楽しむ人か多い.

入り込み客全体では､宿泊 ･滞在に関係する項目にニーズが多いo そのうちGl､G2､G3､G

6､G7の苦い世代では ｢キャンプやログハウスに宿泊して休日を過ごす｣が多く､G4､G5の中

高年グループには ｢伝統的民家の民宿｣のほうが多い.｢農家の空き家を買う･借りて休日を過ごす｣

はどの類型も比較的多いが､特に､G3の子とも連れの苦い家族に多い｡苦い世代は自分のペースで

滞在できる形式､中高年は､サービスが備わっている形式を希望 しているという違いが見られる｡

宿泊 ･滞在関係以外では､ ｢朝市や農産物直売所の利用｣が多く､G4､G5の中高年により人気

がある｡ついで ｢体験｣聖のものは､苦い世代のほうが比較的関心をもっており､その中でG2が最

も ｢体験｣聖に関心をもっているO-方､ ｢貸し農園で指導を受けながら農業体験｣ ｢農村住民と都

GZ G3 G4 G5
" (土人リ込みtlの回岩年上LJ花LlPF芯のtIのFL

キャンプや口/jハウスに応治して休日を過ごT

硯市や農産地荘琵絹の利用

剰Jlや貫Ziのオーナー

日T,.S悟蚊光正に声加Tろ

工芸･農産地加工の捧抜

雫 りやに奴行事に申加Tち

子供を即 IJt:LlJ1帽 章させ叫 -Lユ叫

EL光点同でナシかJりや票給い

斉しだG]で指事を壁tlTJがうたBE倖牲
ほは的民貫の民TEL=治まり.地元の文モ策C

已..hl住民とtS市住民が耳は交流できちイベントlこ草加

許刈や耳刈lLとのⅧJIJt指溝Lil二声加

点斉の空き京モ貰うI確りで休日モ過ごT

(h芋r壬GEl芳註(XII

38

9

7

8

㍑

ヒ

巨

j

.㌫

↑

⊂JT

T

折 鶴 琵琶慧
日.aEllNtiI.u
l.itz い

生旺ib

の控拭

労力の
は駄

図7-2-4 葉山町で体験 したい余暇活動

GI G2 6 3 G4 G5 G6 G7 食入り:-.一一.- - r全̂ L)込み fJの閃 3'上 EJX い由P .机 の-I■ --..-: 込み碁 EfE話

ゴルフjB.テニスコート.ス牛- LE等スポーツ鴇StiiA見失や運動耳Jtの 牡Jiサ-ビス琵改正FIJt任tJのレジャー托改E]妹と現しL;ハイキングやサイクリングのコースA抹XやJLR生活を先払tuiでせる兎n0 354 15537 之07 80～ 三5A 51 8 45 ー733i 55 14JIB 8 395 50 2 321823

6 56 ー045 0 55

4623 之4 53 23 25 一〇 32 23 14

兼山F7の指圧品7;JLHの丸文化せ託しめる放食指投 31 ー8 20 3Z 33 24 18 26 21

図7-2-5 希望するレクリエーション施設
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市住民が直接交流できるイベント｣ ｢茅刈や草刈などの環境維持活動に参加｣といった､地元住民と

の交流がより直接的なものは､全般に少ない｡

以上から､現在のところ､葉山町に訪れている入り込み客は､地元住居と直接交流しようという意

向が大きくはないことがわかるOむしろ､自分のペースで過ごすことを目的として､滞在 ･宿泊の拠

点を求めたり､あるいは､朝市や農産物直売といった地元住民からのサービスを利用することが主な

過ごし方となっている｡

レクリエーション施設について図7-2-5によれば､ ｢自然と耕しむハイキングやサイクリング

のコ-ス｣が全体でも類型別にも最も多く､ ｢農林業や農家生活を実践体験出来る施設｣ ｢農村の食

文化を楽しめる飲食施設｣の農村らしさを楽しむ施設よりもかなり多い｡農村らしさよりも自然の豊

かさが評価されている｡また､ ｢遊園地などのレジャー施設｣など､美山町の特徴の反映されにくい､

全国同一タイプになり力でちな施設は､どの類型からもほとんど望まれていない｡

3 地元住民の都市 ･農村交流への参画の惹向

E集落では､i988年から農家の女性9名のグループによる野菜の無人直売所を設置し売上げを

着実にのはしてきた他､1994年には宿泊施設を備えた貸し農園が住民により開業されるなど､こ

れまでの都市 ･農村交流の取り組みへの個々人の参画が多い地区である｡この集落の住民に､今後､

町が次段幅の都市 ･農村交流事業として推進しつつあるグリーン･ツーリズムに参画していくか､意

向を調査した｡

これまでの取り組みに対しては回答者の50%が肯定的に評価している｡しかしその他の地域づく

りの必要性評価と比べると (図7-2-6)むしろ下位に位置している｡

グリーン･ツーリズムへの地元住民の参画の仕方を､

①農産物や工芸品などの生産物を販売 ･提供する､

②所有する土地や空き建物を提供する､

③イベントなどで労力を提供する､

㊥民宿を開幕するなど､新しい事業を起こす､

という4つの方式に分類すると､①は､日常の生活や生業の延長上で比較的気軽にできるものである

が､②③④となるに従い負担の大きい参画の仕方となる｡

E集落住民の､今後 ｢グリーン･ツーリズムに自らが参画する仕方｣および ｢都市からの来訪者に

体顔してもらいたい活動｣に関する意向を､図7-2-7､図712-4に示した｡図7-2-7に

よれば､複数回等の設問であるにも関わらず参画の意向が全体として低く､現在までの参画をつづけ

る､もしくは縮小する意向が見られ､参画の仕方も､生産物の提供や土地の提供など負担のより軽い

ものが主となっている｡

E集落の住民､町役場へのヒヤリングによれば､直売や産直は､始めた当初の担い手 (現在60才

代以上の女性)以外の新しい担い手が得られず､将来継続していく見通しがたたなくなっている｡ま

た､各種のまちづくりイベントに労力提供を続けている人々の負担感も増している｡地元住民は､必

ずしもグリーン･ツーリズムの取り組みに対して積極的な評価をしているわけではなく､自らはでき

るだけ負担の少ない参画の仕方を志向しがちである｡E集落で盛んな､野菜の直売や産直は負担力く比

較的軽いことから継続して取り組まれてきたことが､直売に取り組む主婦層へのヒヤリングからわか
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ったO高齢者の多いE

集落住民の問では､よ

り大きい貞子旦となるよ

うな参画の仕方には､

あまり積極的ではない｡

一方､図7-2-4

によれば､都市民にし

てもらいたい体験は､

④の新規の事業にも多

くの期待があり､集落

住民の誰がそのための

負担を担って取り組み

に参画するのかが問題

である｡ ｢茅刈や草刈

などの環境維持活動｣

のような都市明からの

景域管理への支援を得

る期待も高い｡

4 入り込み客の余暇活

動ニーズと地元住民

の参画の意向の対応

地元出身のUターン者の受け入れの促進

美しい自照 ･貴隈を保全する車♯

地妓リーダ-の育底

地竣スポーツ ･文化漕tbの活性化

農林水産#を活発にする
企業誘致などによる耽#横会づくり

都市からの定住者の受け入れ

ウ' リーン･･)-リス'ム､茄市･農村交･J流のための施設の充実

ク̀リーン･･J-lJユ̀L活khを活発t=する

商業やサービス業の揖弗

o z o 40 60 (人)

図7-2-6 地域づくりの必要性に対する地元住民の意誠

く細 の仕方〉 〈諾 芸向〉く芸蓋うI●~~~~■-■▲~~
生産物: 野菜や農産加工品の衝完

の提供:･ 産直に奉加
一 凍土料理などをつくり販売

土地のf=自分の臼か 山手相 加&集体性の軌=諾用
提供工自分の山軸を山菜･きのこ取りのielこ活用

労完封 ---1‥嘉 託 r･≡蓋書芸買蓋誓言

斬演の｢"日日----" " -'日 貨 し農園

手札 一一- -ffl=-辞 さわりたく思わない

自宅を民宿にする

図712-7 ク リ-ン･ツーリズムに自らが参画する仕方

入り込み客は､年齢別､行動グループ別に異なった来訪行動をもつ傾向があり､余暇活動ニーズも

年齢層によって異なる｡具体的には､若い世代は活動的に自然の中でのL,クリエーションを求めてい

るが､地元との交流志向は低い屈と関心のある層にわかれる｡一方､中高年はサービスを利用しゆっ

くりと休養することを求めており､体験型のイベントにはニーズをあまりもっていないが､地元との

交流志向がある｡

地元住民がやってもらいたい取り組みは ｢朝市や農産物直売所の利用｣ ｢自然体験教室｣｢農業体

験｣といった地元住民にとって負担の軽い取り組みや､ ｢茅刈や草刈などの環境碓持活動｣のような

直接の交流を伴う活動が挙げられている｡集落住民が挙げている取り組みのうち､ ｢朝市や農産物直

売所の利用｣を除いて､入り込み客の余暇活動ニーズは決して高くはなく､当初から盛んな参加を得

られるとは脹らないことに留意しておかねばならない｡また､地元住居自身の取り組みへの参画意向

も､突出して高いわけではなく､今後の取り組みの担い手の確保が必要であることがわかった｡
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7-3 葉山町における都市 ･農村交流の発展方向

1 入り込み客の定着化

葉山町の入り込み客の余暇活動ニーズを分析すると､農山村の住民と直接交流し､農作業や景域管

理作業をレクリエーションとして楽しもうという屈はまだ少数であるということがわかる｡現在の入

り込み客の一般的なニーズは､若年層は活動的に､中高年層はゆっくりと､自分のペースで過ごし､

美山町の自然や農村集落の風景や味を楽しむことにある｡町や地元の集落住居には､入り込み零に対

して農作業や景域管理作業のボランティアや定住者の出現を期待する気持ちが強いが､現段階でボラ

ンティアに結びつく交流だけを推進しても成果をあげにくい｡

まずは､繰り返し訪れる入り込み客層に対して､

｢自分のペーlスで過ごす･i体験型イベントに参加する->地元との直接の交流や作業参加をする｣

という方向で入り込み客の定着化を図る必要がある｡このような入り込み客の余暇活動が､地元の集

落住民とより直接的に交流するようになるプロセスを､ ｢余暇活動ニーズの展開プロセス｣と呼べば､

この ｢余暇活動ニーズの展開プロセス｣の設計が､今後の都市 .農村交流の発展に必要である0

2 担い手の確保

地元の集落住民の参画意向はそれほど突出して高いわけでなく､都市 ･農村交流で定評のある美山

町でさえ新しい担い手の稽保が問題であることがわかった｡特に町が謹めつつある取り組みのうち､

体験型活動や直接交流型のものは､集落住民への負担が大きいものである｡ 美山町での都市 t農村

交流は､ほとんどが女性と高齢者が担い手となって取り組んでいる｡しかしE集落住民向けアンケー

トの結果からは新しい取り組みに対する消極的な態度がみられ､さらに美山町住民のグリーン ･ツー

リズムの振興による地域活性化の期待が低いということもわかった｡よって美山町にとって今後､新

たな担い手をどう確保していくかが重要な課題であるC

3 都市民の景域管理参加に関する考察

美山町における､都市からの入り込み客の意向からみると､自然や田園風景のなかでゆっくりと自

分のペースで過ごしたいというニーズが高く､自然体験や農林業体験等の活動に参加したいとするの

は､少数である｡

一方､入り込み零は､年齢層と行動グループ別に､異なった観光活動要求がある｡年齢層と行動グ

ループ別の類型のなかから､繰り返し訪れる層を把握することができる｡

地元がねらいとしている､地元住民との交流や､農業､林業､景域管理､に参加する都市民を得る

ことができるようになるには､入り込み客が繰り返し､葉山町を訪れる中で､段階的に地元との交流

を増していくようなプログラムが必要であると考えられる｡
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第8章 結 論

a-1 得られた知見

本論文は､都市一農村中間域における生態学的環境の保全を目的として､農村景域の保全と土地利

用の調整を連携して行う計画の在り方を兄い出すために､市街化すなわち土地利用の変更と､景域管

理の変化の2つの側面から､景域変化のしくみと保全策を考察した｡以下､第2章から第7章の考察

から得られた知見を､第-に､市街化によって生じる景域の変化について､景域変化のしくみと保全

策に関する知見､第二に､景域管理の変化からみた､景域変化のしくみと保全策に関する知見につい

て､総括する｡

1 市街化によって生じる景域の変化

･地方中小都市の分散市街地化とそのしくみ

第2章では､地方中小都市を対象として､市街化の進行の特徴と､そのメカニズムを解明したo

一般に地方中小都市では､市域内に多くの農地 ･山林などの緑地が存在しており､都市的土地利用

が大都市圏の都市に比べて小さいと想像されることから､近年､生態学的環境を重視した都市づくり

の可能性に､期待をかけられている｡しかし､同時に､都市化圧力が低いとみなされる結果､市街化

区域と市街化調整区域の区分が未設定である､あるいは､都市計画区域外が広いなどの､開発規制が

十分に設定されていない場合も多く､宅地開発の的確なコントロールが行われない状況にあるOこの

ため､中心市街地や集落などの既存の宅地の人口が新に開発が散発的に発生しつつある地域に移動し､

全体として低密度で面積は拡大しつつある､ ｢分散市帯地化｣というべき現象が進んでいることがわ

かった｡

｢分散市街地化｣の発生のメカニズムは､住宅需要の面からみれば､市内の転居者が中心部や旧集

落から郊外のスプロール開発や民間開発住宅団地へと転居し､市街からの転入者は中心部に多くが転

入するという傾向に基づいており､津山市の人口増加をもたらした転入者ではなく､市内転居者の住

み替え需要によって生じていることがわかった｡また､土地供給の面からは､小-中規模の農家の農

地売却､さらに列島改造時代に買収された里山に新しい住宅地開発が立地していることがわかった｡

大規模経営の農家は一般に農地を維持する傾向がつよく､里山の山林も､●近年それほど売却が増加し

ているわけではない｡農林家は一般的には､農林地を維持したいとする傾向がある｡さらに列島改造

時代に買収された里山は､市内に地域的に偏って分布しており､これらの里山には現在､開発を抑制

する制度などが不備だが､道路などの基盤整備がなされると開発が発生する可能性を含んでいること

がわかった｡

これらから､現行制度による開発規制の適切な設定とともに､とりわけ道路や公共施設整備の際に

は同時にその周辺地区の土地利用計画を設定すること､さらに､開発規制を設定しても開発を許容す

る地域においても多くの林地､農地が含まれることが想定されるため､散発的に生じる個々の小規模

な開発に対する適切な規制 ･誘導の対策がなされるべきであるとの考察を得た｡

･ドイツの景域計画システム
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ドイツの地域生態系保護は､Fプランによって明確に市筒地とオープンスペースの区分を行ってい

ることが､まず第-の特徴である｡これは､第4章で論じた農村票域の構造からみて､サブシステム

レベル (土地利用の配置)をFプランが決定 ･誘導しているということができる｡

そのうえで､オープンスペースに対する景域保全､市絹地および土地利用の変更に対する景域保全

を目的とした､景域計画システムが､土地利用計画と連携して実施されている｡これは､サブシステ

ムを構成する景域単位のレベルを景域計画システムが担当し､オープンスペースにおいては､景域単

位ごとに景域管理の管理方式を設定することによって､都市的地矧 こおいては景域単位ごとに地域生

態系を構成する基礎的条件に関わる地表や植生の自然性の維持や増進することによって､制御してい

ると見なすことができる｡

オープンスペースに対する景域保全においては､景域管理の方式を含めた地区指定の方法という点

で新しい方法であり､地域生態系保護を目的としているためその計画立案には､景域単位としてビオ

トープが用いられている｡

ドイツの景域計画システムは､その導入によって､全ての緑地に対して､地域生態系保護からみた

重要性の位置づけを与える役割を果たしている｡一方日本の現行の地域制緑地は全緑地の一部分にし

か適用されておらず､緑地としての重要性からみた位置づけを与えられていない緑地が多く存在して

いる｡地域全域を対象とする基本計画と地域制体系保護からみた重要性を反映した緑地カテゴリーの

多様化が必要であるとの考察を得た｡

･日本の市街化進行地域における景域変化の評価

ドイツの景域計画システム､とくに､都市的地域に対する景域保全を参考に､市街化進行地域の景

域変化の評価方法を設定した｡土地利用と土地形状により得られる景域単位の設定､景域単位の置き

替えによる､景域のシステムの変化と環境保全機能の変化の評価の試行を行った｡これは､農村景域

が､土地利用のまとまりからなるサブシステム､サブシステムを構成する景域単位､という2段階の

構造を持っていることに対応させたものである｡既往の研究成果により開発を許容する地域とオープ

ンスペースの保護を優先する地域の区分手法は既に確立されていることから､ここでは､開発力(許容

された地域における宅地開発を事例として分析した｡

林地や農地が宅地に開発される場合､サブシステム相互の位置関係の維持と､環境保全鵜能の維持

が対策となるが､サブシステムレベルの変化であるため､開発地内での維持は困難であり､隣接する

サブシステムを含めた農村票域のまとまりの中で補償措置をとらねばならないことを考察した｡さら

に､既に宅地である地区を再開発し新たな宅地にする場合は､ひとつのサブシステム内での景域単位

の置き換えであり環境保全機能の維持という補償措置は､開発地の内部でとることが可能であること

を考察した｡

2 景域管理の変化からみた景域保全対策

･集落組織による景域管理の変化

景域管矧 こついては､管理方式が維持されると､管理主体と管理目的が変化しても景域は保全され

るoしかし､景域管矧 ま元来､農村の生産や生活に直接関わる作業であたっため､市価化が進行し､

地域の生産や生活様式や人口構造がが変化するにともなって､管理方式が変化する傾向にある｡
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入会林管矧 ま市街化進行以前に既に生じた里山の薪炭林利用の低下の結果､管理が放葉されているo

これは管理目的が消失したために管理方式が低下したもので､景域管理の維持のためには､新しい利

用方式が必要である｡現在まで集語組織の中では新しい利用方式が兄いだされてきていないため､非

農家の参加を含めた新たな管理主体を含めた取り組みを検討する余地がある｡

土地改良区による農業用水系管理は､市街化の進行とともに､管理目的が複雑になりその作業負担

を支えるために､多くの場合､管理方式を合理化する｡景域保全のためには管理方式を維持するかわ

りに負担を担う管理主体の増強が必要であると考えられるOさらに､市街化が高度に進んで農家が少

数になるにしたがい改良区の存続が困難となる｡津山市のような地方中小都市の場合においては､公

共下水道がほとんど整備されず､また､分散市領地化によって､宅地と農地の混在状態が継続するこ

とが考えられることもあり､土地改良区の役割は衰微せず維持されると思われる｡

･市民のレクリエーションの場としての農村景域の利用

里山や農業用水系等の緑地における､景域保全の可能な新しい利用方式のひとつとして､日常的な

レクリエーションの場としての利用に箸目し､非農家を含めた市民のうちにあるレクリエーション利

用の需要を分析したoその結果､El常的に身近な場所にある緑地にレクリエーションを目的として訪

れるニースには､30才代の子供の遊びのための場所として､50-60才代以上の高年齢層の日常

の健康維持のためのレクlJエ-ションの場所としてというニーズがあることが明らかになったo

また､景域管理の実施主体に関する意識では､地方中小都市にくらぺ､大都市近郊の都市一農村中

間域においては､非農家と農家が共同して行う意思が強いことが明らかになった｡

さらに､都市 ･農村交流事業における農村票域を都市からの来訪者によるレクリエーションの場と

して活用する試みについて分析すると､全体としては､都市からの入り込み客は､自然や田圃風景の

なかでゆっくりと過ごすことに重点をおいており､農林業体韓のような活動的なレクリエーションに

はニーズは少なかったoしかし､年齢層と行動グループ別にみた入り込み客の類型の中には､このよ

うな活動的なレクリエーションにニーズをもつ層がみられる｡農山村の自然や文化に深い興味を覚え､

地元住民の景域管理にも参加するようになる可能性が高い屈は､苦い家族連れや考年齢層の夫婦づれ

であったが､全体として､繰り返し訪れることによって､興味が増していく傾向があるように考察さ

れた｡従って､このような事業が発展継続するためには､繰り返し訪れる客層が地元の集落による活

動と連携をもつように､都市民の農村景域における活動の展開をはかるプログラムが有用であるとい

うを得た｡

8-2 次段階の研究課題

本論文では､地方中小都市の市街化進行地域を対象として､景域保全の実施方矧 こついて､まず第

一部においては､住宅地開発などの土地利用の変更に際しての景域変化の評価､第二部においては､

景域管理に必要な労力や利用の展望を述べた｡これによって､第一部においては､景域変化の評価の

方法の試作を行ったが､より多くの事例によって景域単位の設定の一般化および､地表固有値の設定

方法の一般化をはかるとともに､さらに景域単位を､開発基準や指導要綱などの既存の宅地開発制御､

環境アセスメントの手法に取り入れる方法について検討することが望まれる｡第二部においては､都

市民のなかに､子どもの遊びや中高年齢層の日常のレクリエ-ションとしての身近な緑地の利用意向
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が潜在LITいることを示したが､このようなLjクリエー･.シヨン利用が景嘩保全と両立でき争ような哩

聞整備のあ:t)かたの指針が今後必要であるOすなわち､L,-チ:リエーシ早ン利用牡しばしば景域の嘩下

のタイプの設定方針をたててrおて必要がある｡｢また､チ単なるL,クーリエ｢シヨン利用層から横極的に地

域の長城管理作業参加層ぺと発鹿するためのi都市民の意識の成長q)プ ロセスを設計し､景革膏理q)U

再興の取り組みとして実施 し.tい(ごと｣が必要で有る.｡､
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